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年
月

平
成
１
９
年

２
月

平
成
９
年
の
基
礎
年
金
番
号
導
入
以
前
の
記
録
で
あ
っ
て
、
基
礎
年
金
番
号
と
統
合
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
、
平
成
１
８
年
６
月
時
点
で
５
０
９
５
万
件
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
報
告
。

６
月

６
月

６
月

臨
時
相
談
窓
口
の
設
置
（
９
都
市
、
平
成
１
９
年
６
月
～
７
月
）
。
出
張
相
談
所
の
開
設
（
全
市
区
町
村
に
原
則
２
回
以
上
、
平
成
１
９
年
１
２
月
～
平
成
２
０
年
３
月
）
。

６
月

平
成
２
０
年
３
月
ま
で
。
電
話
相
談
対
応
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
労
務
士
会
他
と
協
力
・
連
携
し
て
実
施
し
て
き
た
。

６
月

記
録
問
題
に
関
す
る
事
案
は
会
計
法
等
の
時
効
に
よ
ら
ず
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
再
裁
定
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
（
議
員
立
法
。
平
成
１
９
年
７
月
施

行
）
。

７
月

１
０
月

平
成
２
１
年
３
月
ま
で
に
、
８
回
開
催
。

１
０
月

平
成
１
９
年
６
月
設
置
の
同
委
員
会
が
記
録
問
題
の
原
因
・
類
型
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
。

１
２
月

未
統
合
記
録
と
基
礎
年
金
番
号
記
録
と
の
名
寄
せ
の
結
果
、
統
合
の
可
能
性
の
あ
る
方
に
送
付
（
平
成
２
０
年
３
月
ま
で
に
該
当
者
に
送
付
）
。

１
２
月

平
成
２
３
年
度
か
ら
は
、
順
次
一
般
相
談
窓
口
へ
の
転
換
を
実
施
。

記
録
相
談
専
用
の
常
設
窓
口
の
順
次
設
置
（
年
金
事
務
所
・
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
）

年
　
金
　
記
　
録
　
問
　
題
　
の
　
経
　
緯

総
務
省
に
年
金
業
務
・
社
会
保
険
庁
監
視
等
委
員
会
設
置

年
金
記
録
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
開
催

事
　
　
　
　
　
　
項

年
金
記
録
の
出
張
相
談
の
実
施

臨
時
相
談
電
話
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置

５
０
０
０
万
件
の
未
統
合
記
録
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
る
（
衆
議
院
調
査
局
予
備
的
調
査
報
告
）

総
務
省
に
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
設
置

総
務
省
・
年
金
記
録
問
題
検
証
委
員
会
が
報
告
書
を
公
表

ね
ん
き
ん
特
別
便
（
名
寄
せ
特
別
便
）
送
付
開
始

日
本
年
金
機
構
法
成
立

時
効
特
例
法
成
立
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１
２
月

平
成
２
１
年
３
月
ま
で
。

１
２
月

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
の
審
議
結
果
に
基
づ
き
総
務
大
臣
か
ら
あ
っ
せ
ん
が
な
さ
れ
た
場
合
、
保
険
料
徴
収
権
が
時
効
消
滅
し
た
2
年
を
経
過
し
て
も
、
回

復
し
た
記
録
が
年
金
額
に
反
映
。

平
成
２
０
年

１
月

４
月

年
金
記
録
を
国
民
全
員
に
送
付
（
平
成
２
０
年
１
０
月
ま
で
に
該
当
者
に
送
付
）
。

４
月

５
月

旧
台
帳
と
の
突
合
に
よ
り
、
旧
台
帳
記
録
の
持
ち
主
の
可
能
性
の
あ
る
方
に
送
付
。

５
月

国
民
年
金
特
殊
台
帳
と
オ
ン
ラ
イ
ン
納
付
記
録
と
の
突
合
せ
を
実
施
（
平
成
２
２
年
６
月
ま
で
）
。

６
月

住
基
ネ
ッ
ト
と
の
突
合
に
よ
り
、
未
統
合
記
録
の
持
ち
主
の
可
能
性
の
あ
る
方
に
送
付
（
平
成
２
１
年
１
２
月
ま
で
）
。

９
月

１
０
月

１
０
月

平
成
２
１
年
３
月
ま
で
に
訪
問
調
査
は
終
了
。
職
員
関
与
が
疑
わ
れ
る
事
案
に
つ
い
て
、
平
成
２
２
年
４
月
か
ら
７
月
に
サ
ン
プ
ル
抽
出
と
戸
別
訪
問
を
実
施
。

１
１
月

平
成
２
０
年
１
０
月
設
置
。

１
２
月

不
適
正
な
標
準
報
酬
遡
及
訂
正
が
行
わ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
事
案
が
、
６
．
９
万
件
存
在
と
公
表

標
準
報
酬
遡
及
訂
正
事
案
等
に
関
す
る
調
査
委
員
会
の
報
告

ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置

厚
生
年
金
特
例
法
成
立

標
準
報
酬
等
の
遡
及
訂
正
事
案
に
お
け
る
２
万
件
戸
別
調
査
開
始

ね
ん
き
ん
特
別
便
（
全
員
特
別
便
）
送
付
開
始

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
確
定
申
告
書
等
が
あ
る
国
民
年
金
事
案
な
ど
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】

年
金
加
入
記
録
確
認
の
お
知
ら
せ
（
い
わ
ゆ
る
グ
レ
ー
便
）
の
送
付
開
始

国
民
年
金
特
殊
台
帳
突
合
せ
開
始

年
金
記
録
の
確
認
の
お
知
ら
せ
（
い
わ
ゆ
る
黄
色
便
）
の
送
付
開
始

年
金
記
録
問
題
作
業
委
員
会
設
置

年
金
記
録
問
題
拡
大
作
業
委
員
会
設
置

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
同
僚
事
案
な
ど
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】
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１
２
月

平
成
２
１
年

３
月

基
礎
年
金
番
号
に
統
合
さ
れ
て
い
な
い
共
済
記
録
を
名
寄
せ
し
、
該
当
者
に
送
付
。

３
月

３
月

平
成
２
２
年
１
０
月
か
ら
順
次
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

４
月

訂
正
な
し
・
未
回
答
者
で
あ
っ
て
も
、
統
合
の
可
能
性
の
高
い
８
８
万
人
を
対
象
に
、
電
話
、
訪
問
、
文
書
で
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
。
（
平
成
２
３
年
３
月
ま
で
に
ほ
ぼ
終
了
）

４
月

平
成
６
年
法
改
正
で
盛
り
込
ま
れ
た
情
報
提
供
を
実
施
（
現
在
も
実
施
中
）
。

４
月

平
成
２
３
年
３
月
ま
で
。

１
０
月

１
０
月

こ
れ
を
受
け
て
、
平
成
２
２
年
に
体
制
の
整
備
を
行
い
、
ご
本
人
へ
の
手
続
き
勧
奨
を
進
め
た
。

１
１
月

１
２
月

厚
生
年
金
受
給
者
等
に
、
標
準
報
酬
月
額
を
含
む
お
知
ら
せ
を
送
付
（
平
成
２
２
年
１
月
ま
で
）
。

１
２
月

１
２
月

ね
ん
き
ん
定
期
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
３
条
件
が
該
当
し
た
場
合
の
厚
生
年
金
事
案
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
旧
姓
で
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
脱
退
手
当
金
事
案
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】

会
計
検
査
院
指
摘
「
年
金
額
回
復
の
該
当
者
に
必
要
な
届
出
手
続
き
を
勧
奨
す
る
等
周
知
徹
底
を
図
り
、
記
録
統
合
を
速
や
か
に
行
う
よ
う
処
置
す
る
」
旨
。

ね
ん
き
ん
特
別
便
（
名
寄
せ
特
別
便
）
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

ね
ん
き
ん
定
期
便
送
付
開
始

旧
社
会
保
険
庁
が
「
年
金
記
録
問
題
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
と
今
後
の
道
筋
」
を
公
表
。

厚
生
年
金
加
入
記
録
の
お
し
ら
せ
（
い
わ
ゆ
る
受
給
者
便
）
の
送
付
開
始

ね
ん
き
ん
特
別
便
に
関
し
、
市
町
村
の
協
力
を
得
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
照
会
を
開
始

年
金
記
録
回
復
委
員
会
設
置

事
業
所
全
喪
届
が
提
出
さ
れ
た
際
の
登
記
確
認
・
実
地
調
査
等
の
事
実
確
認
の
徹
底

共
済
組
合
等
加
入
記
録
の
確
認
の
お
知
ら
せ
（
い
わ
ゆ
る
茶
色
便
）
の
送
付
開
始

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
標
準
報
酬
等
の
遡
及
訂
正
事
案
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】
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１
２
月

１
２
月

平
成
２
２
年

１
月

２
月

３
月

最
終
改
訂
は
平
成
２
５
年
３
月
に
実
施
済
み
。

３
月

特
別
便
等
に
よ
る
ご
本
人
か
ら
の
回
答
に
従
い
新
た
な
記
録
が
判
明
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
年
金
局
か
ら
通
知
が
発
出
さ
れ
た
。

４
月

国
側
記
録
と
基
金
側
記
録
の
突
合
を
実
施
し
、
正
し
い
記
録
に
訂
正
（
平
成
２
６
年
３
月
ま
で
に
終
了
予
定
）
。

４
月

７
月

平
成
２
４
年
１
２
月
に
改
訂
。

９
月

６
９
歳
・
６
９
歳
到
達
見
込
み
の
方
へ
の
お
知
ら
せ
の
一
括
送
付
。

９
月

こ
の
結
果
、
平
成
２
４
年
１
２
月
末
時
点
で
４
５
４
７
件
の
申
し
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
。

９
月

年
金
局
か
ら
通
知
が
発
出
。
さ
ら
に
平
成
２
４
年
４
月
に
機
構
の
事
務
取
扱
要
領
に
よ
り
円
滑
な
記
録
回
復
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。

１
０
月

平
成
２
３
年
１
月
か
ら
全
国
２
９
拠
点
で
の
本
格
的
な
作
業
開
始
。
平
成
２
４
年
７
月
か
ら
は
被
保
険
者
も
全
件
突
合
を
実
施
。
（
平
成
２
５
年
１
２
月
に
受
託
事
業
者
に

よ
る
突
合
作
業
は
終
了
）

年
金
記
録
問
題
工
程
表
策
定
（
毎
年
改
定
）

日
本
年
金
機
構
発
足

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
不
適
正
な
遡
及
訂
正
が
行
わ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
６
．
９
万
件
事
案
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
２
年
以
下
の
未
納
期
間
に
つ

い
て
の
国
民
年
金
事
案
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】

厚
生
年
金
基
金
記
録
と
の
突
合
せ
開
始

年
金
未
請
求
者
に
対
す
る
勧
奨
開
始

脱
退
手
当
金
の
受
領
確
認
お
知
ら
せ
の
送
付

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
ま
だ
ら
の
脱
退
手
当
金
事
案
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】

紙
台
帳
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
記
録
の
突
合
せ
開
始

３
号
不
整
合
問
題
へ
の
対
応
方
針
が
年
金
局
よ
り
発
出
（
い
わ
ゆ
る
運
用
３
号
）

減
額
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
取
扱
い
通
知
①

事
務
処
理
誤
り
総
合
再
発
防
止
策
の
と
り
ま
と
め

災
害
等
に
よ
る
年
金
記
録
滅
失
の
場
合
の
回
復
基
準
の
制
定

総
務
省
に
年
金
業
務
監
視
委
員
会
設
置
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平
成
２
３
年

２
月

現
在
ま
で
数
次
の
リ
リ
ー
ス
を
経
て
、
改
善
を
行
い
、
ＩＤ
取
得
者
は
２
０
０
万
人
に
達
し
て
い
る
。

３
月

４
月

現
在
も
実
施
中
。

５
月

年
金
受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な
が
ら
請
求
を
行
っ
て
い
な
い
方
に
対
し
、
お
知
ら
せ
を
送
付
。

１
０
月

１
０
月

紙
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
記
録
の
突
合
で
新
た
な
記
録
が
判
明
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
年
金
局
か
ら
通
知
が
発
出
さ
れ
た
。

１
１
月

対
象
者
を
分
け
て
、
平
成
２
３
年
１
１
月
、
２
４
年
１
０
月
、
２
５
年
５
月
に
順
次
実
施
。
以
後
も
法
成
立
を
受
け
て
の
勧
奨
（
２
６
年
４
月
）
を
予
定
。

１
１
月

１
１
月

定
期
便
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
改
善
方
法
に
つ
い
て
提
言
。
平
成
２
４
年
度
か
ら
定
期
便
の
レ
イ
ア
ウ
ト
・
体
裁
を
改
善
。

平
成
２
４
年

２
月

直
近
の
住
所
情
報
を
も
と
に
、
受
給
者
便
（
平
成
２
４
年
２
月
）
、
特
別
便
（
平
成
２
４
年
３
月
）
、
定
期
便
（
平
成
２
５
年
３
月
）
、
黄
色
便
等
（
平
成
２
５
年
３
月
）
に
そ
れ
ぞ

れ
再
送
付
。

３
月

グ
レ
ー
便
の
送
付
時
に
突
合
で
き
な
か
っ
た
共
済
年
金
受
給
者
に
対
し
、
再
度
住
基
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
突
合
を
行
い
、
送
付
。

４
月

災
害
、
戦
災
に
つ
い
て
の
事
務
処
理
要
領
を
定
め
円
滑
な
記
録
回
復
を
推
進
。

５
月

年
金
額
回
復
の
状
況
を
提
供
し
国
民
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
平
成
２
２
年
４
月
～
２
４
年
３
月
ま
で
毎
週
１
０
事
例
を
公
表
。
そ
れ
を
と
り
ま
と
め
、
年
金
記

録
回
復
委
員
会
で
公
表
。

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の
設
置

年
金
額
回
復
１
０
０
０
事
例
の
公
表

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
・
年
金
通
帳
等
に
関
す
る
検
討
会
が
、
「
報
告
書
」
を
と
り
ま
と
め
。

災
害
等
に
よ
る
年
金
記
録
滅
失
の
場
合
の
回
復
基
準
の
事
務
取
扱
要
領
の
制
定

年
金
未
請
求
者
に
対
す
る
請
求
を
促
す
た
め
の
お
知
ら
せ
の
送
付

年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
回
復
基
準
（
包
括
的
意
見
に
基
づ
く
記
録
回
復
基
準
、
預
り
証
が
あ
る
国
民
年
金
事
案
な
ど
）
　
【
第
３
者
委
員
会
関
係
】

共
済
年
金
受
給
者
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

減
額
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
取
扱
い
通
知
②

基
金
突
合
に
お
け
る
二
重
給
付
判
明
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
取
扱
い
（
大
臣
指
示
に
よ
る
実
施
要
領
）

ね
ん
き
ん
特
別
便
な
ど
の
再
送
付
便
の
発
送
開
始
（
未
送
達
者
へ
の
対
応
）

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
の
運
用
開
始

い
わ
ゆ
る
運
用
３
号
に
関
す
る
課
長
通
知
の
廃
止
（
立
法
措
置
に
よ
る
対
応
へ
）

不
整
合
記
録
を
持
つ
者
に
対
し
個
別
に
お
知
ら
せ
と
保
険
料
納
付
の
勧
奨
等
を
開
始
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６
月

１
０
年
後
納
制
度
な
ど
を
考
慮
し
、
加
入
期
間
１
０
年
未
満
の
方
に
送
付
（
平
成
２
４
年
７
月
ま
で
）
。

７
月

国
民
年
金
（
１
号
）
被
保
険
者
に
つ
い
て
市
町
村
に
対
し
、
資
格
取
得
届
時
な
ど
で
の
外
国
人
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
氏
名
の
提
出
依
頼
。
平
成
２
５
年
７
月
か
ら
は
２
・
３

号
に
つ
い
て
事
業
主
に
協
力
依
頼
を
実
施
。

９
月

本
人
確
認
の
徹
底
の
た
め
納
入
告
知
書
に
チ
ラ
シ
同
封
、
機
構
Ｈ
Ｐ
で
の
周
知
。

１
０
月

事
業
主
に
対
し
て
資
格
取
得
届
へ
の
基
礎
年
金
番
号
の
記
載
を
励
行
。

１
０
月

届
出
書
に
バ
ー
コ
ー
ド
を
貼
付
し
、
処
理
状
況
や
所
在
を
一
元
的
に
管
理
。
処
理
漏
れ
、
処
理
遅
延
な
ど
を
防
止
。

１
１
月

こ
の
法
案
は
審
議
未
了
廃
案
と
な
っ
た
が
、
平
成
２
５
年
４
月
に
厚
生
年
金
保
険
法
等
改
正
法
と
し
て
提
出
さ
れ
、
同
年
６
月
に
成
立
。

１
２
月

平
成
２
５
年

１
月

１
月

１
月

平
成
２
５
年
３
月
の
総
務
省
省
令
に
よ
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
も
待
機
者
の
情
報
提
供
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
規
定
を
整
備
。
収
録
状
況
は
平
成
２
５
年
８
月
に
待
機
者
に

個
別
送
付
。

３
月

未
回
答
者
、
さ
ら
に
未
統
合
共
済
過
去
記
録
（
平
成
９
年
以
前
）
の
う
ち
氏
名
変
更
履
歴
で
名
寄
せ
し
た
者
に
も
送
付
。

３
月

４
月

諸
届
に
基
礎
年
金
番
号
の
記
載
の
な
い
場
合
、
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
が
一
致
す
る
基
礎
年
金
番
号
が
存
在
す
る
と
き
は
、
一
旦
、
仮
番
号
で
処
理
し
、
事
後
に

統
合
手
順
。

年
金
記
録
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
設
置

重
複
付
番
防
止
の
た
め
仮
基
礎
年
金
番
号
の
取
扱
い
開
始

事
業
主
か
ら
の
届
出
の
正
確
性
の
確
保

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
氏
名
の
管
理
の
開
始

受
付
進
捗
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入

厚
生
労
働
省
令
の
改
正
（
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
住
所
変
更
時
の
情
報
提
供
規
定
）

船
員
保
険
制
度
に
関
す
る
研
修
の
実
施

重
複
付
番
防
止
の
た
め
の
本
人
確
認
の
強
化

時
効
特
例
法
の
運
用
に
つ
い
て
日
本
年
金
機
構
内
に
調
査
委
員
会
を
設
置
し
実
際
調
査
を
開
始

気
に
な
る
年
金
記
録
、
再
確
認
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
始
（
未
統
合
記
録
の
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
の
検
索
サ
ー
ビ
ス
開
始
）

加
入
期
間
１
０
年
未
満
の
黄
色
便
の
送
付
開
始

茶
色
便
未
回
答
等
へ
の
茶
色
便
の
再
送
付
。

い
わ
ゆ
る
主
婦
年
金
法
が
国
会
提
出

6



 

年金記録問題に関する主な指摘事項など 
 

年金記録問題の個々の事象について、こと細かくあげつらうのはこの報告書の任務ではないと理解して

いるし、これまで多方面からの指摘や解説があるので、細部の記述は省略する。 
ただ、この 6 年間の正常化への軌跡と今後の対応への、大方のご理解を得るに必要な最低限の主要事象

の項目のみを列挙すれば、次のとおりである（元号は何れも平成）。 
 

○18 年 06 月 衆議院厚労委員会で、「宙に浮いた年金記録」の存在が始めて指摘される。 
○19 年 02 月 衆議院における予備的調査で、基礎年金番号に統合されていない記録が、厚生年金で

39,661 千件、国民年金で 11,289 千件の、合計で 5,095 万件あることが判明。 
○19 年 06 月 衆議院厚労委員会で、「コンピュータに入力されていない記録が 1430 万件」あること

が判明。また同月、国民年金の特殊台帳 3,200 万件（ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ）から抽出の 3,090 件中

のミスが 193 件と発表。 
○19 年 06 月 証拠の無い年金記録の回復のために、「年金記録確認第三者委員会」が総務省に設置。 
○19 年 06 月 基礎年金番号のない共済年金（公務員・私学）の記録が 181 万件と判明。 
       同月末に、社会保険庁改革法、年金時効特例法が成立。 
○19 年 08 月 旧社会保険事務所職員が偽領収書を発行して、納付の保険料の横領・着服していたこ

とが、「年金記録問題検証委員会」の調査で判明。 
○19 年 08 月 年金記録確認第三者委員会において、厚生年金加入者の標準報酬が、不当に遡及訂正

されていたことが判明。 
○19 年 09 月 5 千万件の記録のうち、氏名や生年月日の欠けている記録が 524 万件あることが判明。 
○19 年 11 月 国民年金の加入資格を 3,394 人分につき無断抹消していたことが判明。 
○20 年 06 月 27 日の年金関係閣僚会議で、厚生年金の原簿（6.8 億件のうち重複除きで約 4 億件）

からの約 2 万件（19,997 件）のサンプルをオンライン記録と照合した結果、入力ミスが

1.4％（4 億件に当てはめれば 560 万件）と説明。 
○20 年 12 月 「年金業務・社会保険庁監視等委員会」で、国民年金特殊台帳（紙台帳の原簿）の 

3,304 万件につき、オンライン記録と照合の結果、7,777 件が不一致と公表。照合済みの

1,226 万件の 0.06％。 
○20 年 10 月 年金記録確認第三者委員会で「あっせん」の厚生年金標準報酬記録の改ざん事例 64 件

（偽装脱退が 48 件＝加入期間の短期化で無年金化も懸念）のうち、4 割の 24 件がコン

ピュータ化（86 年 3 月）より前に改ざんされていたことが判明。 
○21 年 10 月 会計検査院が、年金記録問題に関する会計検査報告書を公表。 

        Ⓐ相談窓口での記録の確認件数 18 年 8 月～20 年 6 月 累計約 1,165 万件  
Ⓑうち記録が判明しなかったため照会申出書により調査の申し出を受付したもの 

＝約 112 万件 
ⓒうち基礎年金番号の未収録などによる記録判明＝28 万件 
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年金記録問題に関する各種の委員会の設置状況 
 

年金記録問題に関連する、これまでの各委員会の設置状況などは、下表のとおりである。 
ほかにも幾つかの第三者機関があったが、特定の課題に関する委員会であるために、それらに関する記

載は割愛した。 
 
年金記録問題に関する、各種の委員会の一覧 
名 称 

＝所管省・設置根拠(＊1) 

設置目的 

(主なもののみを記載) 

審議期間 

（平成） 

報告書の開示の有無、 

会議の公開、議事録などの開示 

①年金記録問題検証委員会 

＝総務省・大臣定め 

未統合記録 5千万件問

題の実態解明 

19 年 6 月 14 日 

～同年 10 月 31 日 

報告書作成、開示あり 

会議は非公開、議事要旨の開示 

②標準報酬遡及訂正事案に関する調

査委員会＝厚生労働省・大臣定め 

標準報酬遡及訂正事

案 6.9 万件の実態解明 

20 年 10 月 6 日 

～同年 11 月 28 日 

報告書作成、開示あり 

会議は非公開、議事録等の開示な

し 

③年金業務・社会保険庁監視等委員会

＝年金業務・社会保険庁監視等委員 

会令（総務省所管） 

年金業務全般の運営

に関するチェックと

提言 

19 年 7 月 25 日 

～21 年 12 月 18 日 

報告書作成なし 

会議は非公開、議事録は開示 

④年金記録問題作業委員会 

 （同 拡大作業委員会） 

＝厚生労働省・大臣定め 

年金記録の回復作業

に関する大臣からの

個別諮問事項への提

言 

20 年 1 月 22 日 

～21 年 9 月 3 日 

報告書作成なし(＊2) 

会議は非公開(＊2)、議事録等の開

示なし 

⑤年金記録回復委員会 

＝厚生労働省・大臣定め 

年金記録の回復作業

に関する全般的な提

言 

21 年 10 月 16 日 

～24 年 11 月 7 日 

報告書作成なし 

会議は公開(＊3)、議事要旨・議事

録の開示あり 

 

⑥年金記録に関する特別委員会 （当

委員会） 

 ＝社会保障審議会令（厚生労働省所

管） 

年金記録問題に関す

る体系的かつ網羅的

フォローと報告 

25 年 3 月 26 日 

～ 

報告書は作成予定(＊4) 

会議は公開(＊4) 

(＊1) 「大臣定め」による設置目的については、委員名簿も含め、それぞれ［説明資料 3］P11～P21 を参照。 

(＊2) 拡大作業委員会の審議事項部分については、報告書を作成し、平成 21 年 10 月 1 日に開示（［説明資料 16］参照）。 

(＊3) 年金記録回復委員会においては、平成 23 年 3 月までは、議事要旨のみを開示。 同年 4 月以降は、議事要旨に

加えて全議事内容（発言者名記載）を開示。また、第 5 回の当委員会（平成 21 年 11 月 25 日）から会議を公開。 

(＊4) 当委員会での審議結果は、その議事内容と関連資料を、厚生労働省ホームページで開示（但し、委員勉強会は議

事要旨も含め非開示）。 

（注 1）社会保険庁職員の関与状況等についての報告（平成 21 年 9 月 4 日付け プレスリリース） 

  厚生年金記録の「遡及訂正の可能性の高い 約 6.9 万件」のうち、「2 万件の戸別訪問調査から得られた、職員の関

与を窺わせる 1,335 件」についての調査結果をまとめたもの（［説明資料 16］参照）。 

  調査スタッフは、舛添厚生労働大臣(当時)の意を体した当時の社会保険庁長官から、 

❏年金記録問題(拡大)作業委員会の委員 2 名に 

❏民間有識者としての弁護士 3 名を加えた、5 名 
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 が選任され、具体的な実地調査のうえ、平成 21 年 9 月 4 日に社会保険庁長官宛に報告されたもの。 

（注 2）「年金記録の遡及訂正」に関する作業についてのまとめ 

  年金記録問題(拡大)作業委員会が、平成 21 年 9 月 3 日にまとめ、舛添厚生労働大臣(当時)に提出したもの。その時

点では非開示であったが、大臣交代後の 10 月 1 日に、長妻大臣(当時)が公表したもの（［説明資料 16］参照）。 

  なお一部の記述に、上記の「社会保険庁職員の関与状況等についての報告」との重複がある。 

 

 

当委員会の開催状況 

 

当委員会は毎回公開とし、委員会は毎月 1 回程度、その間に“委員勉強会”（非公開）も適宜に開催した。 
 
＜当委員会の開催状況＞ 

回数 開催日 議事項目

１．年金記録問題に関する特別委員会の設置及び今後の進め方等について

２．年金記録問題の概要等について

１．年金記録訂正に係る時効特例給付について

２．「ねんきんネット」について

３．日本年金機構の法人文書の管理について

４．ねんきん特別便の処理確認作業について

第3回 平成25年5月31日 １．年金事務所等視察調査
（「紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ」の実施状況及び、年金事務所の現況視察）

１．外国人に係る住民基本台帳制度の改正への対応

２．届出書等の電子化の推進

３．日本年金機構の事務処理誤りへの対応について

４．社会保険労務士アンケートの実施について

１．年金記録問題のこれまでの取組みと今後の対応

２．共済記録に係る日本年金機構における整備状況について

３．厚生年金基金との記録突合について

４．報告書の作成方針について

１. 平成26年度予算要求案・平成26年度以降の記録問題への対応

２. 諸報告について

　　・３号不整合期間を有する方に対する対応について
　　・後納制度の実施状況
　　・年金事務所段階における記録回復基準状況

３. 事務処理誤り　処理遅延・未処理対策について

１. 日本年金機構の法人文書の管理について

２. 厚年適用（法人単位）（法人番号含む）

３. 社会保険労務士アンケート結果と対策の検討

１. 事務処理誤りについて

２. 個人番号導入への対応と外国人の氏名管理

３. 年金記録確認第三者委員会におけるあっせん・

　　非あっせんの状況等について

第9回 平成25年12月20日 １．年金記録問題に関する特別委員会報告書（案）について

１．平成26年度予算案（年金記録問題対策経費）（報告）

２．年金記録問題に関する特別委員会報告書（案）について

第4回

第10回 平成26年1月17日

平成25年11月26日第8回

平成25年3月26日第1回

平成25年7月24日第5回

平成25年9月26日第6回

平成25年10月31日第7回

平成25年4月22日第2回

平成25年6月20日
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年金記録回復委員会 委員名簿 

 

（委員長） 

  
いそむら

磯村 
も と し

元史 （函館大学客員教授） 

 

  
い な げ

稲毛 
ゆ か

由佳 （社会保険労務士・ジャーナリスト） 

 

  
い わ せ

岩瀬 
た つ や

達哉 （ジャーナリスト） 

 

  
うめむら

梅村 
ただし

直   （社会保険労務士） 

 

  
か ね だ

金田 
おさむ

修   （全国社会保険労務士会連合会会長） 

 

  
こまむら

駒村 
こうへい

康平 （慶應義塾大学教授） 

 

  
さいとう

斎藤 
き よ み

聖美 （ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役社長） 

 

  
ひ ろ せ

廣瀬 
こういち

幸一 （社会保険労務士） 

 

  
み き

三木 
たけのぶ

雄信 （ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ株式会社代表取締役社長） 

 

（五十音順、敬称略） 
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社会保障審議会 

「年金記録問題に関する特別委員会」の設置について 

 

１．設置の趣旨 

○ 年金記録問題への適切な対応のため、必要な対応策について 

調査審議を行うとともに、平成 26年 7月を目途に行う日本年金 

機構における中期目標期間（平成 22年 1月～26 年 3月）の業務 

の実績に係る評価等に関し今後の討議に資するよう、年金記録 

問題へのこれまでの取組内容を整理し、年金記録問題への対応 

に資する取組（再発防止策）の提言を行うため、専門的な検討・ 

整理を行う「年金記録問題に関する特別委員会」（以下「特別委 

員会」という。）を日本年金機構評価部会に設置する。 

 

２．審議項目 

①年金記録問題への今後なお必要な対応策についての意見・提言 

②年金記録問題に係るこれまでの取組内容の整理 

③その他年金記録問題への対応に資する取組（再発防止策として 

の事務処理誤り、文書保存のあり方）の提言 

 

３．運営 

○ 上記①の審議事項について調査審議を行う。 

○ 平成 26 年 3月を目途に、上記②及び③の審議項目について調

査審議を行い、検討結果を報告書としてまとめる。 

○ 特別委員会の議事は原則公開とする。 

 

４．その他 

○ 上記のほか、特別委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定

める。 
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社会保障審議会「年金記録問題に関する特別委員会」名簿 

（五十音順、敬称略） 

 

◎ 磯村
いそむら

 元史
も と し

  （函館大学客員教授） 

  岩瀬
い わ せ

 達哉
た つ や

  （ジャーナリスト） 

  大熊
おおくま

 由紀子
ゆ き こ

 （国際医療福祉大学大学院教授） 

  大戸
お お と

 恵子
け い こ

  （社会保険労務士） 

金田
か ね だ

 修
おさむ

   （全国社会保険労務士会連合会会長） 

  喜田村
き た む ら

 洋一
よういち

 （弁護士） 

  斎藤
さいとう

 聖
きよ

美
み

  （ジェイ・ボンド証券株式会社代表取締役社長） 

白石
しらいし

 多賀子
た か こ

 （東京都社会保険労務士会副会長） 

  三木
み き

 雄
たけ

信
のぶ

  （ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社 

代表取締役社長） 
 

◎ 委員長 

 

 

※役職は委員就任時のもの 
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日本年金機構中期計画等 
 

以下は、それぞれの資料の見出し部分だけを、比較表の形でまとめたものである。 
 そのうち、「Ｃ．日本年金機構 中期計画」とは、日本年金機構法で定められた「同機構 中期目標（厚

生労働省が策定）」に基づき、策定される計画である。 

 
政府・与党側の申し合わせ等と、日本年金機構の中期計画との比較 

 （各種の公表資料から当委員会事務局で作成） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 年金記録の名寄せの前倒し 

 

２ すべての方への加入履歴の 

お知らせ 

 

３ コンピュータの記録と台帳 

等との計画的な突合せ 

 

４ 「年金記録確認第三者委員会」 

(総務省)における記録確認 

 

５ 相談体制の確立 

 

６ 新たな年金記録管理システム 

 

７ 「年金記録問題検証委員会」 

(総務省)による検証 

 

８ 「年金業務・社会保険庁監理委 

員会」(仮称)の設置(総務省) 

Ａ．年金記録に関する信頼の回復

と新たな年金記録管理体制の

確立について 
平成 19 年 7 月 5 日 

いわゆる「政府・与党パッケージ」 

第 1 これまでの取組 

 

第 2 今後の取り組みの基本方針 

 

第 3 未統合記録の問題への対応 

１．ねんきん特別便 

２．記録解明のための作業 

３．再裁定処理 

 

第 4 年金記録の正確性の確保 

１．「ねんきん定期便」等年金記録

をいつでも簡便に確認できるた

めの仕組みの整備 

２．標準報酬等の遡及訂正事案への

対応 

３．紙台帳とコンピュータ記録との

突合せ 

４．年金記録確認第三者委員会の事

案処理の推進 

５．その他の年金記録に関する業  

 務 

Ｂ．年金記録問題のこれまで

の取り組みと今後の道筋 
年金記録問題に関する関係閣僚

会議（第 8 回）資料 

平成 21 年 3 月 31 日 

厚生労働省・総務省 

Ｃ．日本年金機構 中期計画 
平成 22 年 1 月 27 日 

（期間＝平成 22 年 1 月～26 年 3 月） 

（１）年金記録問題に関する未解明事

案についての実態解明 

（２）基礎年金番号に未統合になって

いる記録の統合・解明 

（３）受給者・加入者への年金記録の

確認作業及び確認作業に当たって

の市町村との連携  

（４）年金記録情報総合管理・照合シ

ステムによるコンピュータ記録と

紙台帳の突合せ 

（５）年金記録の訂正や再裁定後の支

給等を迅速に行うための体制整備 

（６）標準報酬等の遡及訂正事案につ

いての実態解明・迅速な記録回復 

（７）ねんきん定期便や常に年金記録

が確認できる仕組みによる加入者

情報の提供 

（８）その他年金記録問題の解決に向

けて必要な取組 
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10－01－25 

職員アンケートの概要 

 
 

１．要旨 

１）年金記録問題に関し、平成２１年１２月に旧社会保険庁全職員・ＯＢ約１万７千

人に対してアンケート調査を行った。 
 
２）調査項目としてこれまで世間一般に知られていない問題などの記載を求めた結果、

中には具体的に記述された回答も寄せられており、今後の年金記録回復委員会の作

業に有益な情報が含まれている。 
 
３）このため、大臣の命を受け年金管理審議官の下に作業班を置いて磯村・岩瀬委員

とともに集中的に読み込み作業を行い、今後の年金記録回復委員会の議論の参考と

なりそうな、世間一般に知られていない問題、年金記録問題の解決に繋がりそうな

記述、正しくない記録を発見する契機になりそうな記述などの抜き出しを行った。 
 

４）現在その集約結果の取りまとめに向けた作業を進めているところであるが、抜き

出した中には、「これまで世間一般に知られていない問題」として国民にそれほど知

られていない問題の指摘がいくつかあり、また、正しくない記録を発見する契機と

なり得るものなど、個別対応の必要な幾つかの貴重な指摘があった。その概要は後

述する。 
 

５）回収した回答票については、個人情報にかかる部分にマスキング処理をしたうえ

で、年金記録問題に関係する元幹部（長官、次長、年金保険部長及び運営部長経験

者）分については 1/25 の年金記録回復委員会において、その他のすべての回答票に

ついては約 2 ヵ月後にすべて公表する予定。 
 
 
 

２．背景 

・年金制度については、社会保険庁時代に発生した、年金記録問題をはじめとする様々

な問題により、国民の皆様からの信頼を損なったことから、国民の皆様の信頼を回

復することが喫緊の課題となっている。 
 
・このため、平成１９年以来、ねんきん特別便の送付、５０００万件の未統合記録の
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2 

 

解明・統合の推進、ねんきん定期便の送付を行うなど全力を挙げて対応に取り組ん

でいるが、更に今後の取り組みが必要な状況である。 
 
・年金記録問題については、「国家プロジェクト」と位置づけ、ここ４年の間にできる

限りの取組を進めることとしている。 
 
・今後更に、この問題の解決や業務の改善を進めるためには、社会保険業務の各部署

の職を経験した職員・ＯＢの知恵と工夫を生かすことが必要であることから、今般

調査を行うに至ったもの。 
 
 
 

３．対象と質問項目 

（１）調査対象者 
  ①社会保険庁に平成２１年１２月に勤務している職員全員 

＊厚生労働省、その他の府省及び関係団体等へ出向中の者を含む 
＊非常勤職員は除く 

②昭和３７年の社会保険庁発足以降の社会保険事務所の所長以上又は本庁企画官・室

長以上の経験者 
 
（２）質問項目 

１）年金記録について、これまで世間一般に知られていない問題をあなたがご存知で

したら、具体的にご教示ください。 
 

２）現時点において、年金記録問題の解決に向けてどのような方策をとればよいとお

考えですか。 
 

３）あなたが在籍していた（している）とき、年金記録問題をどのような問題と認識

していましたか。また、そのような問題が存在することを知ったのはいつ頃でした

か。 
 

４）上記３）の問題意識を踏まえて、あなたはどのように対応しようとしましたか。

また、現時点で見た場合に、この問題についてどのような点が反省点として挙げら

れるとお考えですか。 
 

（３）回答状況 

現職員は社会保険庁ＬＡＮにより、退職者は郵送により１２月１８日までの回答を

依頼した。その回答状況は以下の通り。 
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H22.1.18 現在 
 合計 現職員 退職者 

発送 17,649 人 13,197 人 4,452 人 

回答 16,612 人 12,535 人 4,077 人 

回答率 94.1％ 95.0％ 91.6％ 

 
＊回答者の中には昨年１２月に旧社会保険庁に勤務していた非常勤職員も一部含まれて

いる。 
 
 
 

４．回答文の集約手順 

 
○年金管理審議官の下に作業班を設置 

構成員：磯村委員・岩瀬委員・旧社会保険庁退職者６名（処分歴なし） 
○作業班で読み込み作業を実施 

・回答票を分担して回答全体に目を通す。 
退職者分 ：磯村委員・岩瀬委員 
現職員分  ：旧社会保険庁の退職者 

・今後の年金記録回復委員会の議論の参考となりそうな、世間一般に知られていな

い問題、年金記録問題の解決に繋がりそうな記述、正しくない記録を発見する契

機になりそうな記述などの部分を抜き出し。 
 
○厚労省年金局において、抜き出されたものを整理・集約 
 
○磯村委員・岩瀬委員において精査 
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記録回復に関連する 回答コメントの集約概要 
    
   ❏マークシート方式ではないため、統計的な処理は行っていない。 
   ❏寄せられたコメントが、上記３（２）の質問４項目ごとには対応していないこともあり、記録

回復に参考となるようなコメント内容に着目して、次のように分類した。  
従って以下の分類は、質問項目には対応しておらず、また、上記３質問項目の（２）－３）、

４）に該当する部分は割愛した。 
 
 

Ａ．世間一般にそれほど知られていない記録問題の例示 
 

①実在しない事業所があるほか、実在事業所にも、融資・脱税・公共工事受注などのための“幽霊

の被保険者”が存在。 
 

②戦災や伊勢湾台風などの災害、爆破事件等による記録消失。 
 

③「被保険者ゼロ」の事業所が、全喪届けに添付書類が必要になった平成 1５年１１月から、急増。 
 
 
 
Ｂ．現在の年金記録回復作業の問題点、現行業務に関する改善提案の例示 
 
  ①旧台帳等で、まだオンラインに入っていない記録（その大部分が社会保険庁のマイクロフィルム

のカセットになっており、現場にはまだオープンになっていない）があるので、そのカセットを

早急に開放して欲しい。 
（＊） 昨年システム改修を行い、年金事務所においてもオンライン入力処理ができるように

なっている。 
（＊） 紙台帳とオンライン記録を照合するための画像検索システムにより、来年度にはマイ

クロフィルム情報も現場で使えることとなる予定であり、その旨職員にも周知を図ること

としている。 
 
  ②記録が統合された結果、年金額が減額になることも多く、説明に難渋している。受給者の不利益

にならないような統一見解を出して欲しい。 
 

③「旧屋号・旧市町村名・崩し字氏名」などの、確認先リストの整備が必要。 
 
  ④複雑な相談事案を専門に対応するベテランチームを編成し、解決事例を全国で共有。 
 

⑤外国人被保険者の氏名検索の統一を、将来に向けて図っていく必要性。 
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  ⑥記録の回復には、お一人お一人から、過去の職歴などを伺って確認するしかない。   
 
 
 
Ｃ．申し出のあった記録の確認が困難なケースの例示 
 

①戦時中・戦争直後の混乱期の記録、災害時・爆破事件時の記録。 
 

  ②昭和 40 年代頃までの脱退手当金。 
 
 
 
Ｄ．今までに発表された以外の、年金記録問題が発生した原因の例示 
 
  ①昭和 40 年代頃までの偽姓名・偽生年月日等による「年金手帳の重複発行」と、それに起因する

と思われる「事故リスト」の処理未確認。 
 
  ②事業主から被保険者（従業員）への通知義務や確認義務が無かったこと（＊）。従業員の知らな

い加入資格の改定や標準報酬の変更でも、社会保険事務所は受け付けていた。 
（＊）法律上の通知義務はあるが、現実には徹底が図られていなかったことを指すと考えられ

る。 
 
 
 
Ｅ．上記以外の早急に対応すべき事項の例示 

 
①保険料の過徴収が多い。「国民年金で満額の年金額となる月数を超えての納付」(＊)や、3 号被保

険者となるべきものの重複加入、他の被用者年金と重複加入での取消の場合など。 
(＊)平成 17 年 4 月からは、満額の年金額となる月数に達した時点で、任意加入被保険者資格を

強制的に喪失するよう、法改正。 
 

  ②記録確認の相談で、ご本人の誤認や勘違いが多い。国民年金では国民健康保険料との勘違い、厚

生年金では就職したことを厚生年金に加入したこと誤認するケースが多い。 
  

③平成９年に６０歳以上で年金制度に加入していなかった人で、年金や脱退手当金がもらえるのに

もらっていない人は、ねんきん定期便や特別便の送付対象でないため、本人が気付かない限り請

求されない。 
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6 

 

 
 
Ｆ．その他 
 

①スキルのある人員を確保するべき 
 
②ＯＢとして協力できることがあれば協力したい  等 
 

(以上) 
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10－03－29     職員アンケートからの  

記録問題への対応策 (未定稿)    

 
◎ 職員アンケートの回答において指摘されている意見・提言については、年金管理審議官の下に設置

した作業班において読み込み、抜き出し作業を行った。そこで、その中から、今後の年金記録問題の

解決や業務の改善に向けた検討課題を、第三者の視点から実務的に抽出するため、年金記録回復委員

会の磯村・岩瀬・梅村の委員 3 名の他に、アンケート回答者の中から年金局が選抜した事情をよく  

知悉している退職者 2 名を加えた、合計 5 名で作業を行った（2/4 の回復委員会以降、2/10, 2/17, 3/3
の 3 回実施）。 

 

◎ 寄せられたコメントが、アンケート記載の質問４項目ごとには必ずしも対応していないこともあり、

年金記録問題への対応策という観点から、記録回復に参考となるようなコメント内容に着目して整理

の上、対応策別に、主なものを以下のように列挙した。  
 

◎ 改善意見の多かった事案については、その改善の方向がまとまり次第、その進捗状況を日本年金 

機構の機構ＬＡＮに順次掲載することにより、機構職員に対し周知を図ることとする。また、引き  

続き個別の課題に応じて機構職員の意見を聞きながら対応を進めることとする。 
  例；その 1－「カセットオープン」 

 ⇒ 現在構築中の紙台帳検索システムにおいて、カセットオープンされていない旧台帳

についても、検索・閲覧が可能となる予定。 
その 2－「旧市区町村名」、「崩し字」、「各地の固有屋号名称」のリストアップ 

 ⇒ 「旧市区町村名」及び「崩し字」は既存のリストを活用し、ＬＡＮ掲示により職員

周知を図る。「各地の固有屋号名称」については、先行して事業所検索システムを

作成した東京でデータ化した旧屋号等を全国で活用する。その他の地域の旧屋号等

については、事業所検索システムへの旧屋号等の収録状況、旧屋号等の情報蓄積 

状況及びシステムへの要望を聴取したうえ、対応を検討する。 
 
 
 
（１）「コンピュータ記録と紙台帳の突合せ」作業(＊)の拡充等 

  

Ａ．突合せ対象の拡充と精査の徹底 
１）未解明部分（約 995 万件）を中心に「５千万件」の記録も対象にする。 

 
  ２）８．５億件の名簿等に加え、紙台帳検索システムに「手帳番号払い出し簿」も収載する。 
 
Ｂ．紐つけ方法の拡充 

「年金手帳番号や生年月日での紐つけ」で不十分な場合は、「氏名での紐付け」も可能なように、

氏名パンチ入力作業を追加する。 
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（２）基礎年金番号の非保有者(＊1)の年金記録確認を容易にするための環境整備(＊2) 
(＊1) 基礎年金番号の非保有者には、「真正でない基礎年金番号の保有者」も含む。 

(＊2) 前記「(1)紙台帳との突合せ」を“正面からの対策”とすれば、これは“側面からの対策”との位置づけ。 

 
Ａ．現況 

１）転職に際しての、偽名・偽生年月日による「年金手帳の重複発行」が、昭和 40 年代前後に    

多発したとの指摘がある。これが、結果的には持ち主のわからない“宙に浮いた年金手帳番号”

発生に（＊）繋がった可能性がある。 
（＊）年金手帳の記号番号相違等により収録できなかった資格記録は、「事故照会リスト」として社会保険  

事務所において定められたルールに従って補正して収録することとしていたが、社会保険事務所から送付

された「事故照会リスト」は、文書保存規定により一定期間保管した後、廃棄されているため、資料等を

調べたが実態は判らなかった。 

 
２）実在しない事業所があるほか、実在事業所にも、融資・脱税・公共工事受注などのための架空

の被保険者が存在するとの指摘もある。これらの記録は、仮に紙台帳との突合せを行っても本来

の持ち主には結びつかない可能性が高い（基礎年金番号が付されていない記録は無論のこと、 

基礎年金番号が付されていても、いわゆる“幽霊の基礎年金番号”となってしまう）。 
 
３）その他に、短期間の加入で資格を喪失した人など、定期便・特別便の届かない人があり(＊)、

これらはいわば“年金無縁者”であって、「無年金見込み者」とは、別概念での対応が必要と   

なる。また、「本人不承知の厚生年金加入」などが存在した企業もあったとの指摘もあること  

から、それらの企業経由での救済手段の可能性を検討中。 
（＊）偽名等による“幽霊の基礎年金番号”や“年金無縁者”の件数については把握していない。ただその  

目安として、住所不詳の事例を含めた件数ではあるが、全ての受給者と加入者を対象に送付した「ねんき

ん特別便」の未送達件数が一つの目安となる。ねんきん特別便（約１億 900 万件）については、このうち

受給者名寄せ便（約 300 万件）について、住所調査を行い、再交付を行ってきているが、それでも、ねん

きん特別便全体で未送達件数は約 243 万件（受給者約 13 万件、加入者約 230 万件）となっている。 

 
Ｂ．対応策 

記録の回復には、お一人お一人から、過去の職歴や使用した姓名・生年月日などの“本人のみが

知る記憶”を伺って、個別に確認するしかない。そのためには、次のような“幽霊の基礎年金番号”

保有者などへの一斉呼びかけ”キャンペーンが必要となる。 
①特別便、定期便等が未送達の事例について、マスメディアを通じて、「特別便・定期便の届

かない人」などに呼びかけ、名乗り出ていただくとともに、また、２３年４月から実施予定

の住基ネットを通じた住所把握の仕組みを活用して、改めて定期便等の送付を検討する。 
    ②自分自身の年金記録の確認ができる｢年金個人情報システム｣に、｢私の履歴整理表｣の入力 

支援機能を付加する等により、ご本人の記憶と年金記録との相違の気付きを促すとともに、

紙台帳検索システムを活用し、記録の発見を行う。 
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（３）3 号被保険者の記録が、厚年加入・扶養削除などで不正確となっている、ないしは配偶者の記録

と合わないケースへの対応策 
 
Ａ．現況 

２号被保険者（例：夫）が転職により第１号被保険者になった場合など、その配偶者で第３号  

被保険者であった者（例：妻）が第２号被保険者の被扶養者でなくなった場合は、第３号被保険者

（例：妻）も第１号被保険者になるための届出をし、保険料を納付することが必要である。しかし、

この届出がなされず、第３号被保険者のままになっている場合がある。 
 
Ｂ．その背景 

被扶養者でなくなった配偶者に対する種別変更の届出勧奨や種別変更の処理が徹底されていな

かった。 
 
Ｃ．対応策 

本来、第１号被保険者に種別変更すべき期間において第３号被保険者のままになっている場合の

取扱いは、次の方向で検討する。併せて、同様の状況が今後生じないよう、届出勧奨や種別変更の

処理を徹底する。 
１）受給者 

既に裁定が行われていることから、現状のままとする。 
２）被保険者 

将来に向けては、速やかに第１号被保険者に種別変更し、保険料の納付を求める。 
過去の期間については、保険料の時効が到来していない過去２年間を除き、現状のままとする。 

 
 
 
（４）戦災や災害等による記録消失への、記録回復の手続きの明確化 
 

戦災、風水害など災害等による記録消失についての、全国の時期別・場所別の被害状況と回復  

状況について調査の結果、現在まで判明したところは別紙のとおり。 

また、旧社会保険庁年金保険部業務第２課の事務処理要領によれば、昭和４０年代には、災害等

で記録が滅失した場合の被保険者期間の認定の取扱いが定められていることから、上記調査結果を

踏まえつつ、この基準について改めて検討の上、３ヶ月程度を目途に記録回復手続きの明確化を図

る。 
 
 
 
（５）「被保険者ゼロ」の事業所の被保険者救済と、そのためのサンプル調査 
 
Ａ．背景 
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全喪届けに添付書類が必要になった１５年１１月から増えたとされるもの。大部分が時期に  

よって賃金職員を雇ったり雇わなかったりする官庁及び地方公共団体や、既に事業を行わなく  

なって全喪処理をする必要があるが登記簿等添付書類が間に合っていない事業所の処理未済と 

目されるが、中には現存稼働事業所の「偽装全喪」の可能性がある。 
 
Ｂ．対応 

１）被保険者ゼロ事業所の状況を把握するため、サンプル調査を実施し、現存稼働事業所の可能性

のある事業所を選定するための方法を検討する。 
 
  ２）なお、現存稼働事業所の可能性のある事業所が確認できた場合には、事業所調査を実施する。

稼働が確認された場合は、適切に是正を行う。 
 
 
 
（６）記録統合の結果、「年金額が減額になる場合の取り扱い」の明確化 
 

Ａ．記録統合の結果、年金額が減額になる事例 
   ① 国民年金の５年年金などの受給者に、過去の厚年記録が見つかり、国年被保険者期間が 

遡及して取り消される 
   ② 過去の国年被保険者期間と重複して、通算対象期間とならない１年未満の厚生年金被保険

者期間が見つかり、国年被保険者期間が遡及して取り消される 
   ③ ４種被保険者期間を有している方に、過去の年金記録が見つかり、当該被保険者期間が 

取り消される 
   ④ 配偶者の厚生年金記録判明により、配偶者加給年金や振替加算の支給がなくなる 
   ⑤ 障害・遺族厚生年金について、過去の厚生年金記録が判明し、平均標準報酬が下がる 

⑥ 昭和 32 年 10 月前のみなし期間がある方に過去の厚年記録が判明し、平均標準報酬が  

下がる 
 
Ｂ．現行の取り扱い 
  特別便の回答等を契機として、記録が見つかったケースについては、平成２０年２月８日庁文発 

第 0208001 号及び同年４月２５日庁文発第 0425001 号において、ご本人が、発見された記録による  

再裁定請求を行わなければ、記録訂正・再裁定は行わないという趣旨から、減額となる場合に減額と

なる理由、過払い分は返還いただく旨を懇切丁寧に説明することとされ、ご本人が認めた場合は将来

にわたって減額するとともに過払い分は返還を求めることとされている。 
 
Ｃ．上記への対応 

現行法の枠組みにおいては、ご本人が認めた場合は将来にわたって減額するとともに、過払い分

の返還を求めることはやむを得ないが、記録問題に派生する記録訂正により減額となる事態が生じ

た原因の多くは、国側にあることを踏まえ、丁寧な対応を行う。 
１）受給者 
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具体的には、現行通知の取扱いを維持しつつ、新たな文書を発出し、ご本人に、訂正を要する

と思われる年金記録を確認いただき、「再裁定の申出をされるか」又は「訂正の必要はないか」

をご本人に判断していただくこととする。 
 ご本人が「訂正の必要はない」と回答された場合には、当該記録にそのような回答があった旨

の事跡を残すことにより、減額事例の取扱いの明確化を図る。 
２）加入者 

特別便の回答等により記録照会の申出を行われた加入者については、裁定前であり、既に訂正

すべき記録の内容を承知しておられることから、現行の通知のとおり、将来の年金額が増額見込

みか減額見込みかにかかわらず、改めてご本人にお知らせすることなく、記録訂正を行い、事後

的に訂正結果をお知らせする取扱いとする。 
 
   なお、今後実施する予定となっているコンピュータ記録と紙台帳等の突合せや、厚生年金基金 

記録との突合せにおいては、その結果をご本人にお知らせし、その申出に基づき、記録訂正を行う  

ことを基本とするが、既に裁定を受けている受給者について、記録訂正により減額が見込まれる 

場合については、これらが、ご本人の申出によらず、国（日本年金機構）において行った突合せを

契機とするものであること等の事情に鑑み、ご本人にお知らせすることなく、事跡のみを残すこと

とする。 
 
 
 
（７）複雑な相談事案を専門に対応するベテランチームを編成し、解決事例を全国で共有。 
 
Ａ．必要性と対応策 
  １）各都道府県の旧社会保険事務局等で、それぞれ固有の記録管理・ノウハウ蓄積・処理方法が  

存在していたので、旧社会保険庁のベテラン退職者から人選し、在宅にて、現場職員からの質問

に応答できるよう登録する。  
 
２）ベテラン退職者の急増から、旧令共済・旧法・船員保険・遺族年金などに関連する、複雑な   

事案への即応が困難となり、待ち時間の短縮や適切な相談対応のため、旧社会保険庁のベテラン

退職者を極力各ブロック本部に配置し、年金事務所の相談員への支援を行う。同時に、対応事例

を、全国で共有できる準備も行う。 
 

Ｂ． 実施時期 … 22 年度早期からの体制整備を目指す。 
 
 
 
（８）記録検索の容易化、記録統合の正確性確保のための、システムの改善 
 
Ａ．背景 
  １）これまでシステム構築や修正に際して、現場の改善意見の聴取が不足していた。また、当初は、
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記録検索、記録統合の件数がそれほど多くはなかったために、操作性についても大きな問題は 

なかったが、記録問題発生以降、処理量が激増したため、操作性（使い勝手）改善の必要性が   

高まってきている。 
 

２）旧台帳(＊1)の記録の一部が、現場からは簡便に検索できない(＊2)。 
(＊1) 「旧台帳」＝「マイクロ旧台帳 1,466 万件」と「紙の旧台帳 1,167 万件（保管委託倉庫保管分）」 

(＊2) マイクロ旧台帳については、オンライン化されておらず、日本年金機構保管のマイクロフィルムの

カセットになっており、年金事務所では、直ちに内容が閲覧できないものがあり、『カセットの   

オープン化』として、要望多数。 

⇒この点については、現在、コンピュータ記録と紙台帳等の突合せ業務を実施するために構築中の「紙台帳検索

システム」において、旧台帳についても検索・閲覧が可能となる予定。 

 

   ３）船員保険等、複雑な記録管理の経緯のある記録については、記録照会等に困難が生じている。 
 

Ｂ．おもな改善点と対応策 
１）記録の検索に関連するもの 

…「刷新システム」の前段階として、「現行システムの補修」との観点から検討を行い、まずは、

以下の事項等について現行システムへの影響、他の開発案件との優先順位を見極めたうえで、

可能なものから改善に着手。 
  ①記録検索キーの増加             

②個人の記号番号から、過去記録への即時照写 
  ③氏名検索システムの改善 
  ④漢字氏名検索の有効活用 
  ⑤事業所検索システムの改善 

  
２）過去の訂正記録の経緯保存（事跡管理）の徹底 

…平成２１年１０月より稼働している記録訂正事跡確認システムの現時点での事跡管理状況

を調査し、登録を徹底するように周知。そのうえで、現行のシステムの改善も含め、対応を

検討する。 
 

３）外国人被保険者の氏名検索 
…氏名検索が不能とならないよう、ご本人に対し、年金手帳を必ず保管し、届出・手続きの

際は、年金手帳に記載されているものと同じ表記による氏名を記入するよう周知することを

検討する。 
 

４）現場の意見や要望を基にした、システム改善やソフトの導入 
…システムの改善事項の範囲・内容を決定するに当たっては、手作業部分も含めて、機構の  

関係部署において、現場の意見を把握するプロセスを検討している。 
 
  ５）船員保険等については、コンピュータ記録と紙台帳等の突合せ等記録確認を行うに際して、  
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慎重に対応する。 
 
 
 
（９）相談者の、誤認や勘違いへの対応 
 

記録確認の相談で、国民年金では国民健康保険料の支払いを国民年金保険料の支払いと勘違いする、

厚生年金では制度上未適用となるケースであるにもかかわらず就職したことを厚生年金に加入した

と誤認するケースが多い。 
 これらについては、「誤認事例のリーフレット」を、現場に備置するとともに、ホームページにも

掲示することを検討している。 
 
 
 
（10）その他の具体策起案中の事項 
 
Ａ．保険料の過払い 

１）国民年金で満額の年金額となる月数を超えての納付 
    平成１７年４月前の記録については、平成２０年４月の通知により還付できる取扱いとし、 

２０年８月及び２１年９月に保険料還付となる対象者へのお知らせを実施。再度お知らせする 

ことを検討する。 
(＊)平成 17 年 4 月からは、満額の年金額となる月数に達した時点で、任意加入被保険者資格を強制的に喪失  

するよう、法改正。 

 
２）異なる被用者年金制度の重複加入 

厚生年金と共済年金など異なる被用者年金の重複加入については、記録訂正によって保険料の

還付が生じることになるが、事業主が死亡した場合など被保険者本人への還付について、制度上

及び運用上どのような対応が可能か、今後更に検討を進める。 
 
Ｂ．統合ミスの再発防止 

ねんきん特別便の回答の中で調査が不十分で間違った回答を行った例がある。これらについては、

統合ミスの再発防止策として、本人確認をより確実に行うため氏名、性別、生年月日だけでなく、

職歴や住所を確認することを徹底するマニュアルの作成について検討している。 

 
Ｃ．厚生年金における「短期間の資格期間誤り」の救済 

月末に退職した場合の資格喪失日の届出誤りや 6 ヶ月程度以内の「短期間の資格期間誤り」(＊)
について、年金記録確認第三者委員会における「あっせん事例」・「非あっせん事例」の分析結果を

踏まえ、年金記録回復委員会の実務家検討段階で、その救済方策を検討している。 
 (＊) 何れも大部分は、事業主側の知識不足もしくは単純ミスによるもの。 

 

48



 

8 

 

Ｄ．脱退手当金の非受領の申立てへの対応 
  厚生年金の短期加入で退職する被保険者が脱退手当金の受給を選択した場合は、脱退手当金の 

対象となった期間は厚生年金の被保険者期間でなかったものとみなされる制度があったが、その 

脱退手当金を受領していない、すなわち厚生年金の被保険者期間を回復して欲しいとの申立てが、

昭和 40 年前後に支給された記録を中心に行われている。 
  こうした申立てのうち年金記録確認第三者委員会であっせんされた事案の中には、退職する被保

険者に脱退手当金の受給を申請する意思がないにもかかわらず、勤務先の事業主が被保険者に  

代わって請求し、受領した脱退手当金を当該被保険者に支払わなかったと疑われるケースがある。 
  この点については、年金記録確認第三者委員会における「あっせん事例」・「非あっせん事例」の

分析結果を踏まえ、いわゆるまだら事案について記録回復基準の設定を検討している。 
 
Ｅ．事業主から従業員への通知義務の徹底方策 

事業主は、資格取得届や月額変更届等の届出を行い、日本年金機構の確認を受けたときは、資格

取得年月日及び標準報酬等をすみやかに従業員に通知しなければならないこととされているが、 

従業員への通知が徹底されていないという指摘がある。 
これについては、現在行っている算定基礎届の提出時期前に各年金事務所が開催する算定説明会

や納入告知書同封のチラシによる周知及び事業所調査の際の事業主指導等を通じて徹底する。 
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9 

 

 
補 足 事 項 

 
今回の取りまとめに当たり、具体的な結論を得られなかったものについては、厚生労働省及び日本 

年金機構において引き続き検討を進め、具体的な対応に結びつけていくこととしている。 
以下は年金記録問題の対応策や施策と直接関係するものではないが、職員アンケートの回答を集約・

整理するに当たり感じられた事項を補足する。 
 
（１）職員アンケートの質問項目では年金記録問題に対する認識をその一つに挙げていたことから、 

記録問題への反省が記されている回答が多く見られた。それらを見て強く感じられたのは、「年金

給付の裁定請求時にご本人が来るのだから、その時に直せばよい」という裁定時主義が常識化して 

いたことである。法律上は申請主義を採ることから、ご本人の申請に基づく裁定は必要であるが、  

だからといって年金記録を裁定の時まであいまいなまま放置することが許されるものではない。 

日本年金機構の運営方針や新たに定められたお客様へのお約束１０か条を実践し、職員それぞれの

意識改革を引き続き進めていくことが必要である。 
 
（２）また、職員アンケートの回答の中では、上述のほかに、旧社会保険庁における年金記録問題発生

の最大公約数的要因として、次の 3 点に関連するコメントが寄せられている。 
 

１．過去の職員組合の、記録ミスを防ぐ作業への非協力ないしは拒否。 
２．法制度起案側である厚生労働省の、現場無視の複雑・難解・非合理的な立法措置。 
３．現場の意見を汲み上げようとしなかった、社会保険庁本庁ないしは上層部の姿勢。 

 
何れも、既に巷間に伝えられている要因であるが、これらについては厚生労働省及び日本年金 

機構において、改めて運営上の課題として受け止めて、今後の対応を進める必要がある。 
 
（３）更に、回答では、大切な記録をお預かりしているという認識が不足していたといった職員自身の

意識の問題や、お客様への姿勢、記録管理や事業所からの届け出、チェック体制、組織、広報など

のあり方など様々な面での反省が見られた。 
 そういった反省に立って、 
・対応するお一人お一人のお客様に対して、相手のご都合が許す限りで徹底して氏名検索を行い、

質問し、知る限りの従前の年金制度について詳細に説明を行なうよう以前にも増して心がけた。 
・年金記録問題の早期解決に向けて、土日に出勤して年金額仮計算書の年金額試算の支援をしたり、

電話・窓口対応では 1 件でも多く解決出来るように取り組んだ。 
・窓口装置で確認できない事業所名の変遷や名簿の所在等をしるした「トラの巻」を作成した。 
というように問題解決に向け地道に努力している職員も見られたところである。 
 今後の年金記録の速やかな回復に向けては、今回取りまとめた対応策を着実に進めるとともに、

各職員の反省と「就職先をここと決めたときは、自分が入った職場を周囲から見直されるよう、  

より良いものへと変えていく為にできることをやっていこうと考えた」という新人の初心が生かせ

るような組織とすることを目指して、日本年金機構は不断に努力することが必要である。それと 

ともに、厚生労働省もその努力に対して最大限の支援を行うことも必要である。 
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◎
戦
災
、
風
水
害
等
に
よ
る
記
録
消
失
・
回
復
等
の
状
況
に
つ
い
て

（
　
別
　
　
紙
　
）

時
期

種
類

①
災
害
に
よ
る
被
害
状
況
　
②
被
害
デ
ー
タ
の
特
定

対
策

復
旧
状
況

1
北
海
道
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
本
部

昭
和
2
0
年
1
1
月
6
日

火
災

①
道
庁
の
火
事
に
よ
り
保
険
課
が
一
部
焼
失
。

②
被
保
険
者
名
簿
等
の
一
部
が
消
失
、
冠
水
の
た
め
判
読
不
能
と
な
っ

た
。
（
具
体
的
に
は
特
定
で
き
て
い
な
い
）

事
業
所
へ
の
訪
問
、
調
査
票
の
送
付
等
の
調
査
を
行
い
修
復
作

業
を
実
施
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

大
規
模
事
業
所
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
修
復
で
き
た
が
、
小
規
模

事
業
所
、
特
に
退
職
者
に
つ
い
て
は
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
全
て

は
修
復
出
来
な
か
っ
た
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

2
北
海
道
砂
川

昭
和
3
7
年
8
月
4
日

風
水
害

①
台
風
に
よ
り
事
務
所
が
浸
水
。

②
被
害
デ
ー
タ
の
状
況
は
不
明

－
実
質
的
な
被
害
な
し
（
O
B
よ
り
聴
取
）

3
青
森
青
森

昭
和
2
0
年
7
月
頃

戦
災

①
青
森
県
庁
空
襲
に
よ
り
焼
失

②
健
保
厚
年
被
保
険
者
名
簿
の
一
部
焼
失

事
業
所
に
確
認
を
し
、
回
復
に
努
め
た
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

大
部
分
が
回
復
で
き
た
が
、
一
部
は
回
復
で
き
ず
（
O
B
よ
り
聴
取
）

4
新
潟
新
潟
西

昭
和
3
9
年
6
月
1
6
日

地
震

①
新
潟
地
震
に
よ
る
床
上
浸
水
、
土
砂
津
波
の
流
入
等

②
被
保
険
者
原
票
の
３
分
の
２
が
冠
水
、
一
部
判
読
不
明
。

乾
燥
さ
せ
た
、
判
読
不
明
な
も
の
は
書
替
え
を
行
っ
た
。
（
資
料
よ

り
）

1
か
月
以
内
に
作
業
完
了
し
た
模
様
（
資
料
よ
り
）

5
東
京
港

昭
和
2
0
年
5
月
2
9
日

戦
災

①
空
襲
に
よ
り
焼
失

②
会
計
金
庫
内
の
書
類
以
外
は
全
焼
。

本
庁
の
索
引
簿
を
確
認
及
び
事
業
所
へ
の
照
会
を
行
っ
た
。
（
資

料
よ
り
）

復
元
し
た
と
の
記
録
あ
り
。
（
資
料
よ
り
）

6
東
京
江
東

昭
和
2
0
年
3
月
1
0
日

戦
災

①
空
襲
に
よ
り
焼
失

②
名
簿
消
失
（
大
多
数
）

昭
和
６
０
年
頃
、
業
務
セ
ン
タ
ー
よ
り
旧
台
帳
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を

取
り
寄
せ
作
業
し
て
い
た
（
O
B
よ
り
聴
取
）

－

7
東
京
品
川

昭
和
2
8
年
5
月
2
2
日

火
災

①
放
火
に
よ
り
事
務
所
３
分
の
２
が
焼
失

②
記
録
台
帳
の
う
ち
6
0
万
件
が
焼
失

本
庁
か
ら
の
予
算
措
置
を
受
け
、
賃
金
職
員
を
雇
用
し
復
元
作
業

を
行
っ
た
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

２
ヶ
月
間
の
作
業
で
台
帳
は
復
元
さ
れ
た
が
、
チ
ェ
ッ
ク
の
不
備
等
に

よ
り
、
一
部
記
載
漏
れ
、
誤
記
等
が
あ
る
こ
と
が
後
日
判
明
し
た
。

（
O
B
よ
り
聴
取
）

8
神
奈
川
川
崎

昭
和
2
0
年
4
月
1
5
日

戦
災

①
空
襲
に
よ
り
焼
失

②
記
録
台
帳
の
う
ち
相
当
数
が
焼
失
し
た
。

事
業
所
か
ら
資
料
を
取
り
寄
せ
戦
災
台
帳
を
作
成
し
た
。
（
O
B
よ

り
聴
取
）

取
り
寄
せ
ら
れ
た
資
料
が
一
部
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
完
全
に
は
復
元

で
き
な
か
っ
た
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

9
石
川
金
沢
北

昭
和
2
3
年
1
1
月
1
6
日

火
災

①
保
険
課
が
元
商
品
陳
列
館
火
災
に
よ
り
類
焼

②
払
出
簿
、
被
保
険
者
台
帳
が
焼
失
。

事
業
主
、
被
保
険
者
、
保
険
者
の
協
力
に
よ
り
復
元
作
業
を
行

う
。
（
資
料
よ
り
）

一
部
を
除
き
復
元
。
（
資
料
よ
り
）

1
0
愛
知
熱
田

昭
和
2
0
年
6
月
9
日

戦
災

①
戦
災
よ
り
焼
失

②
文
書
、
資
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
詳
細
は
不
明
、
お
そ
ら
く
厚
年
被
保
険

者
名
簿
は
焼
失
。

（
現
笠
寺
、
半
田
事
務
所
管
轄
含
む
）

旧
台
帳
、
年
金
番
号
の
払
出
索
引
票
は
別
の
場
所
（
愛
知
県
内
）
で
管
理

さ
れ
て
い
た
た
め
直
接
の
被
害
な
し
。

厚
生
年
金
保
険
被
保
険
者
名
簿
は
お
そ
ら
く
焼
失
し
て
い
る
。
記
録
の
管

理
方
法
は
不
明
。

お
そ
ら
く
昭
和
２
１
年
初
頭
頃
か
ら
旧
台
帳
、
払
出
索
引
票
を
も
と

に
事
業
所
の
協
力
を
得
て
復
元
し
た
と
思
わ
れ
る
。

復
旧
状
況
に
か
か
る
資
料
は
無
い
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

昭
和
２
１
年
初
頭
頃
の
現
存
事
業
所
の
現
存
被
保
険
者
の
名
簿
は

復
元
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

1
1
愛
知
熱
田

昭
和
3
4
年
9
月
2
6
日

風
水
害

①
伊
勢
湾
台
風
に
よ
る
風
水
害

②
被
保
険
者
名
簿
、
年
金
番
号
払
出
し
索
引
票
の
一
部
水
に
つ
か
り
、
記

載
が
滲
ん
で
不
鮮
明
に
な
る
。

被
保
険
者
名
簿
等
を
乾
か
し
た
と
思
わ
れ
る
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

不
鮮
明
な
ま
ま
特
に
復
旧
は
し
て
い
な
い
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

1
2
福
井
武
生

昭
和
2
3
年
頃

地
震
・
豪
雨
①
地
震
と
豪
雨
で
県
庁
が
浸
水

②
年
金
番
号
払
出
簿
が
浸
水

県
庁
（
城
址
）
の
倉
庫
に
記
録
を
保
管
。

再
作
成
し
た
（
O
B
よ
り
聴
取
）

震
災
後
の
豪
雨
に
よ
り
年
金
番
号
払
出
簿
に
滲
み
が
確
認
さ
れ
た

た
め
、
乾
か
し
た
上
で
上
か
ら
な
ぞ
る
な
ど
し
復
元
し
た
。
（
O
B
よ
り

聴
取
）

1
3
福
岡
中
福
岡

昭
和
3
0
年
2
月
2
0
日

火
災

①
社
会
保
険
事
務
所
に
隣
接
す
る
支
払
基
金
が
焼
失

②
延
焼
危
機
回
避
の
た
め
、
旧
台
帳
を
退
避
の
際
、
滅
失

－
旧
台
帳
の
特
定
は
不
可
、
紙
保
険
者
名
簿
、
払
出
簿
の
損
害
は
な

し
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

1
4
福
岡
久
留
米

昭
和
2
8
年
6
月

水
害

①
昭
和
２
８
年
西
日
本
水
害
に
よ
る
浸
水

②
被
保
険
者
名
簿
の
イ
ン
ク
が
水
害
に
よ
り
滲
む
。

喪
失
年
月
日
、
氏
名
等
が
判
読
で
き
な
い
も
の
が
実
在
。

被
保
険
者
名
簿
の
滲
ん
だ
部
分
を
上
か
ら
な
ぞ
る
な
ど
し
て
い
る

も
の
が
あ
る
が
、
復
元
時
期
・
方
法
等
は
不
明
。
喪
失
処
理
や
算

定
の
際
に
事
業
所
か
ら
聴
取
の
上
復
元
し
た
と
も
聞
い
て
い
る
。

（
O
B
よ
り
聴
取
）

－

1
5
福
岡
直
方

昭
和
2
8
年
2
月
2
日

火
災

①
火
災
に
よ
り
事
務
所
焼
失

②
被
保
険
者
名
簿
を
焼
失
、
払
出
簿
被
害
な
し
（
不
明
部
分
は
あ
る
）

現
存
被
保
険
者
→
事
業
所
と
記
録
照
合

喪
失
被
保
険
者
→
事
業
所
（
現
存
）
の
名
簿
等
か
ら
復
元
作
業
を

行
う
。

全
喪
事
業
所
に
係
る
被
保
険
者
名
簿
→
払
出
簿
か
ら
復
元
作
業

を
行
う
。
（
資
料
よ
り
）

現
存
被
保
険
者
→
昭
和
2
8
年
1
0
月
算
定
基
礎
時
ま
で
に
復
元

喪
失
被
保
険
者
→
大
部
分
が
復
元

全
喪
事
業
所
に
係
る
被
保
険
者
名
簿
→
連
絡
が
取
れ
な
か
っ
た
事

業
所
に
つ
い
て
は
復
元
で
き
ず
。
（
資
料
、
O
B
よ
り
聴
取
）

1
6
大
分
大
分

昭
和
2
3
年
2
月
9
日

火
災

①
大
分
県
庁
の
火
災

②
厚
年
台
帳
を
焼
失
（
新
聞
記
事
よ
り
）

事
業
所
の
協
力
を
得
て
再
作
成
（
新
聞
記
事
よ
り
）

復
元
作
業
は
行
っ
た
（
O
B
よ
り
聴
取
）

1
7
大
分
大
分

昭
和
3
4
年
か
3
5
年
頃

風
水
害

①
台
風
に
よ
り
事
務
所
が
浸
水

②
台
帳
の
種
類
は
不
明
。
県
庁
の
地
下
２
階
倉
庫
で
保
管
し
て
い
た
。

復
元
作
業
は
行
っ
た
（
O
B
よ
り
聴
取
）

実
質
的
な
被
害
な
し
（
O
B
よ
り
聴
取
）

1
8
鹿
児
島
川
内

昭
和
4
4
年
6
月
3
0
日

水
害

①
大
雨
に
よ
る
川
の
は
ん
ら
ん
で
庁
舎
浸
水

②
事
務
所
１
階
倉
庫
が
水
に
浸
か
り
国
年
台
帳
転
記
済
み
の
検
認
台
紙

及
び
切
り
替
え
済
み
の
旧
台
帳
が
水
に
浸
か
る
。

件
数
等
は
不
明
。

水
が
引
い
た
後
に
倉
庫
の
清
掃
を
行
っ
た
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

実
質
的
な
被
害
は
な
い
た
め
、
特
段
の
復
旧
作
業
は
行
わ
な
か
っ

た
。
（
O
B
よ
り
聴
取
）

報
告
元
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社労士アンケートにおける提案を踏まえた 

      新たな記録回復基準設定に向けた取組みについて 

 

 

 社会保険労務士を対象に本年８月に行ったアンケートにおいては、年金事務所段階で年金

記録を回復できるようにするための「新たな記録回復基準」について、多数の御提案が寄せ

られた。 

この結果を参考に、主に、これまで総務省年金記録確認第三者委員会（以下、「第三者委

員会」）における個別の調査審議によって「あっせん」とされてきた類型の事案を、年金事

務所段階での簡易・迅速な記録回復の対象としうるかという観点から、年金記録回復委員会

実務検討会において、年金局、第三者委員会事務室や日本年金機構の意見も聞きながら、御

提案の集約・整理を行った上で、数次にわたり議論を行った。以下は、その結果をとりまと

めたものである。 

 

１．厚生年金特例法事案について 

 

現在の取扱いでは、厚生年金特例法事案（注）について年金記録を回復するためには、第

三者委員会において、事案ごとに個別に調査審議を行い、あっせん案を作成する作業が必要

である。 

 今般、社労士アンケートにおいては、「賞与届出漏れ」や「月末退職事例」といった厚生

年金特例法事案にかかる記録回復基準を設けるべきとの御提案を多数いただいたところで

あり、厚生年金特例法事案について、年金事務所段階において簡易・迅速に記録回復を行う

ことができるよう、以下の検討を進めている。 

（注）年金記録に係る申立てのうち、厚生年金に関する事案（脱退手当金を除く）は、

内容により、「厚生年金特例法事案」と「厚生年金本法事案」に分かれ、適用法令が異

なる。（別紙参照） 

 

（１） 年金事務所段階での記録回復が行えるための枠組みの構築 

 

厚生年金特例法事案について、現行の厚生年金特例法の下で、第三者委員会の個別の

意見がなくとも年金事務所段階で記録回復ができるような新たな仕組み（素案別添）を

設け、申立者の簡易・迅速な記録回復を図りその負担を軽減するため、法的・実務的論

点について、年金局と第三者委員会事務室との間で、協議中（内閣法制局は基本的方向

性について説明・了解済みである。）。 

 

（２）具体的な記録回復基準（未申立従業員への対応を含む） 
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上記（１）の枠組みの検討と並行して、当該枠組みが導入された際の具体的記録回復

基準（第三者委員会の「包括的意見」の内容）について、第三者委員会のこれまでのあ

っせん事例との整合性や、日本年金機構での事務負担なども踏まえつつ、適用事業所で

勤務実態があり保険料が控除されていることが確認できる事案、同一企業グループの中

での転勤に伴い厚生年金被保険者期間の空白が生じている事案、賞与の届出漏れがある

事案、厚生年金の適用事業所ではなかったが法律上の適用事業所要件を満たしていた事

案、第三者委員会のあっせんがあった転勤事案等の元同僚の取扱などについて考え方を

整理するたたき台を作成したところであり、今後、「転勤事例」等に係るあっせん事例

分析（１１月末頃まで作業が必要）の結果も踏まえ、さらに検討を深める。 

 

 

２．厚生年金法本法事案 

 

厚生年金本法事案として、標準報酬遡及訂正事案の回復基準３条件のうち、２条件を満た

す事案にかかる新たな回復基準設定等について、御提案をいただいた。 

 

○ 標準報酬遡及訂正事案に係る回復基準（２条件に該当するもの） 

（対応） 

この事案については、サンプル調査の結果、３条件全てに該当する事案と比較

すると「年金記録に事実と相違がある」事案の割合が少ないことが判明している。 

そのため、２条件に該当することだけをもって記録回復につなげることは不十

分であると考えられるが、「２条件該当」に加えて何らかの追加的条件を加えた

新たな回復基準の設定を検討することとし、どのような条件を満たせば記録回復

につなげることとするのか、第三者委員会で採り上げられた事例の分析（１カ月

程度の期間が必要）等を進め、その結果を踏まえて検討を行うこととする。 

（参考）「不適正な遡及訂正処理の可能性がある記録（約 6.9 万件）の抽出に用いた記録の

うち２条件のみ又は１条件のみに該当する記録のサンプル調査の結果について」 

  「事案と相違あり」と回答した者の割合 

   ・ ２条件のみ該当ケース：12％（1055 件中 129 件） 

   ・ １条件のみ該当ケース：3％ （1131 件中 39 件） 

 

○ 事業所が在籍を認め、陸海軍に召集されていたことが軍歴証明書で確認できる場合。 

  （対応） 

第三者委員会のあっせん事例分析（２～３週間程度の期間が必要）の可否及び結

果を踏まえて検討。 
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３．国民年金事案 

 

国民年金事案として御提案のあった以下の項目は、第三者委員会におけるこれまでのあっ

せん事例を踏まえると、いずれも、記録回復基準としうる内容である。 

ただし、具体的な基準とする際には、第三者委員会事務室において一定の時間をかけて、

あっせん・非あっせん事例の分析を行うことが必要であることや、これまでのあっせん件数

が僅少であり、費用対効果が高くないものもあることに留意が必要である。 

このため、まずは一定の効果が見込まれる厚生年金特例法事案への対応を優先させること

とし、国民年金事案にかかる記録回復基準は、第三者委員会でのあっせん事例分析を依頼し

た上で、その結果に基づき改めて検討を行うこととしたい。 

 

  ○ 申立期間について、同居の親族が納付済みの場合 

  (対応) 

現在の記録回復基準においては、同居親族の納付状況は、すでに「申立期間が１つ

の場合であって、かつ、申立期間が１年超２年以下である場合」における要件の１つ

とされている。 

このため、同居親族に関して、「申立期間が納付済み」であることに加えて、何らか

の要件を追加することにより、申立期間に関する条件を緩和し、より長期間（２年以

上）又は複数回の未納についての基準を設けることが可能か、第三者委員会のあっせ

ん事例分析（２～３カ月程度の期間が必要）の結果を踏まえて検討。 

 

  ○ 払出日が過年度納付できる期間であり、払出日以降未納がないなど一定の条件を満

たす場合 

  （対応） 

第三者委員会のあっせん事例分析（半年程度の期間が必要）の可否及び結果を踏

まえて検討。 

 

  ○ 納付組織経由で保険料納付が行われていた期間であって、集金人の発行した預かり

証を所持しているケース 

  （対応） 

第三者委員会のあっせん事例分析（１カ月程度の期間が必要）の可否及び結果を

踏まえて検討。 

 

  ○ 毎年免除申請していたにもかかわらず、途中の期間のみ未納となっている場合 

  （対応） 

申立期間の数及び長さ等にかかる要件を追加した記録回復基準を策定することにつ

いては、第三者委員会事務室からも提案のあったところであるが、こうした基準に該

当するこれまでのあっせん事例が僅少（昨年末までの処理事案のうち９件）であるた
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め、基準設定による効果を含めて検討する必要がある。 

 

 

４．年金事務所段階での記録回復基準以外の検討項目について 

 

 いただいた回答の中には、年金事務所段階での記録回復基準そのものに関する御提案以

外にも、様々な貴重な御意見をいただいた。このうち、以下のものについて、御意見の趣

旨を踏まえ何らかの対応が可能か否かの観点から、年金記録回復委員会実務検討会におい

て検討を行ったものである。 

 

 （１）国民年金に関する事項 

 

  ○ 任意加入期間の未納期間を合算対象期間とする御提案について 

 

かつて国民年金の強制加入被保険者とされていなかった20歳以上の学生期間や被用

者年金被保険者の妻（専業主婦等）については、任意加入していなかった期間は合算

対象期間とされ、年金受給資格期間に含まれている。 

一方、こうした期間中、自ら申し出て任意加入したものの、保険料を納めずに未納

となっている期間は、現行法上は合算対象期間（年金受給資格期間）に含まれないこ

ととなるが、この期間について合算対象期間として認めるべきとの御提案があった。 

本措置を実施する場合には法改正が必要であり、「未納期間」を遡って「合算対象期

間」扱いとすることの法制上及び実務上の論点を踏まえ、引き続き検討が必要である。 

 

  ○ 申立人の記録回復と共に、配偶者の第３号被保険者期間に影響を及ぼす場合の取り

扱いに係る御提案について 

 

同一企業グループの中での転勤に伴い厚生年金被保険者期間の空白が生じている

事案（前記１（２）の転勤事案）について、第三者委員会に送付することなく年金事

務所段階で記録回復を行うべきとの御提案を多数いただいているが、こうしたケース

の中で、空白期間に厚生年金被保険者資格が認められることに伴い、配偶者の第３号

被保険者資格に影響を及ぼす場合について、対応が必要になる旨のご提案をいただい

た。 

現在、同一企業グループ内の転勤があった事案について、第三者委員会での調査審

議を踏まえて、厚生年金被保険者資格の確認が行われた場合には、平成２０年３月の

通知に基づき、その配偶者の被保険者資格について、届出がなくとも、年金事務所に

おいて事実を確認した上で、その事実に基づき届出済の第 3号被保険者期間に訂正を

行うこととされている。 

今後、厚生年金特例法事案について、年金事務所段階において被保険者資格に関す
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る記録訂正を行うことが可能となった場合には、配偶者の被保険者種別を変更すべき

事例が生じると考えられるため、この場合も、配偶者からの種別変更届提出を求める

ことなく、事実を確認した上で記録訂正を行うことができるよう、通知の整備を行う

こととする。 

 

 （２）厚生年金に関する事項 

 

  ○ 船員保険と厚生年金の加入記録が重複する場合に係る御提案について 

 

 現在、厚生年金の被保険者資格が２以上重複する場合には、合算した標準報酬とし

て取り扱っているところであるが、異なる制度である船員保険と厚生年金の期間が重

複する場合には、年金額算定上有利な船員保険の記録を優先し、厚生年金保険料につ

いて、事業主を通じて還付する扱いとなっている。 

 その際、事業主がすでに存在していない場合には、厚生年金保険料が還付できない

ことに対応するため、①厚生年金と船員保険の標準報酬を合算する仕組みを設ける、

又は、②被保険者に直接保険料を還付する仕組みを設けることについて、御提案をい

ただいた。 

 このうち、①については、すでに廃止された制度である船員保険の給付について、

法律改正を行う必要があり、また、現在までに厚生年金保険料が還付された人につい

ても改めて合算して年金を支給し直す必要が生じるなどの難しい論点がある。 

一方、②については、事業主が不存在の場合に、本人に直接保険料の還付を行うと

の御提案であるが、現行制度上は、保険料の納付義務者は事業主であって、被保険者

本人ではない中で、法制上及び運用上どのような対応が可能か、検討を進める必要が

ある。 

 

 （３）脱退手当金関係 

 

  ○ 脱退手当金を加算金付きで返納させ、脱退手当金の根拠となった期間を改めて年金

の算定基礎とする仕組みの創設の御提案について 

   

脱退手当金は、通算制度がなく制度が分立していた厚生年金制度の発足当初、加入

期間が短く、年金受給権が発生しない被保険者に対して、本人が請求した場合に支給

するものとして設けられた制度であり、支給後はその期間を被保険者でなかった期間

とみなすものとされている。また、現在では経過措置を除いて廃止されている。 

脱退手当金を受給された方はこれまで６４０万人以上おられ、また、年金記録上は

脱退手当金を支給されたことになっているが、自らは受け取っていないとして記録回

復を求めている方がいる中、受け取った脱退手当金を加算金付きで返還して、年金に

つなげられるようにするという趣旨の御提案をいただいた。 
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本措置を実施する場合には、法改正が必要となるが、 

・ 当時の制度の中で、自らの意思で脱退手当金を選択し、請求した人に、高齢にな

ってから年金への変更を認めることをどう考えるか。 

・ 財源をどのように確保するか。後からそのような変更を認め、保険料財源や税財

源が用いられることに理解がえられるか。 

といった問題についての検討が必要と考えられる。 

なお、｢脱退手当金を請求・受領したことが明らかな方｣ではなく、かつて脱退手当

金を受領した覚えがないのに、年金記録上「脱退手当金支給済」とされている方（年

金記録問題の対象者）への対応策にもなるとして、脱退手当金の返納制度を設ける趣

旨の提案もいただいている。年金記録問題の解決に向けて、こうした方への対応は検

討課題であるが、そもそも脱退手当金を受領していないと主張している方に対して「受

給したはずの脱退手当金について、加算金付きで返納を認める」制度を設けることに

ついて、理解を得られるのか、といった論点がある。 

 

 

５．上記以外の社労士アンケート御提案項目について 

 

上記以外に社労士アンケートで御提案のあった項目は、 

・ 当該要件のみでは、実際に申立通りの事実であったと推認することは困難であり、

第三者委員会で非あっせんになってしまうような事例が含まれてしまうと考えら

れる、 

・ 当該事案に該当するか否かについて、年金事務所段階において定型的に判断する

ための具体的要件が不明であるか、定型的判断になじまない、 

といった理由から、現時点において、年金事務所段階の記録回復基準にそのまま用いる

ことは困難であると整理されたものである。
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査
審
議
を
行
う
こ
と
な
く
、
年
金
事
務
所
段
階
で
の
記
録
の

訂
正
を
行
え
る
よ
う
、
年
金
局
と

第
三
者
委
員
会
事
務
室
の
間
で
協

議
中
。
 

※
 

｢
包

括
的

意
見

｣
は

、
こ

れ
ま

で
の

第
三

者
委

員
会

の
先

例
を

踏
ま

え
、
第

三
者
委

員
会
で

調
査
審

議
を

行
っ

た
場
合

に
、
対
象

事
案

と
判

断
さ

れ
る
よ

う
な
事

案
の
要
件

を
明

ら
か

に
し
、
要
件

を
満

た
す

も
の

に
つ

き
、
包

括
的
に

「
対
象
事

案
で

あ
る

と
の
意

見
」
を
行

う
も

の
。
 

【
対

象
と
な

り
得
る

事
案
の
例

】
 

 
 

 
・
勤
務

実
態
及

び
保

険
料

控
除
に

つ
い
て

物
証
（

給
与

明
細
等

）
が

あ
る

場
合

 

 
 

 
・

同
一
企

業
グ
ル

ー
プ

内
の
転

勤
で
、

一
定
の

要
件
を

み
た
す

も
の
 

今
般
の

検
討
課

題
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一定の類型の厚生年金特例法事案について、第三者委員会から「包括的意見」をい

ただき、年金事務所において個別事案について適切に年金記録を訂正する仕組みに

ついて（素案・未定稿） 

  

○ 現在、第三者委員会によるあっせんは個別事案ごとに行われているが、年金記

録問題の早期解決を図るため、第三者委員会は「○○という条件を満たす一定の

事例については、年金事務所段階で記録訂正すべき」との包括的な意見を行うこ

とも可能とする。 

 

※ このような厚生年金特例法の解釈について、内閣法制局には基本的方向性について説明・了

解済み。 

 

○ 厚生労働大臣は、当該包括的意見の個別事案への当てはめを行い、年金記録の

訂正を行うこととする。 

 

※１ 包括的意見の性質、それに基づく記録訂正の性質については、今後更に検討する必要があ

る。 

 

※２ なお、厚生労働大臣の判断の結果、ある個別事案について、包括的意見に基づく年金記録

の訂正がなされなかったとしても、別途、第三者委員会での調査審議によるあっせんを求め

ることは可能。 

 

○ 記録回復のためには、法律上は厚生年金特例法のスキームに乗せることが必要

となるため、このような形となるが、実際には、第三者委員会での調査審議を経

ずに、年金事務所段階で、事実確認の上記録訂正を行う（職権訂正と同様の効果）

ことになる。 

 

※ 厚生年金特例法上の論点については、更に検討を行う。 

 

○ よって、例えば、「月末得喪事案」や「賞与届出漏れ事案」といった「一定

の類型化が可能で大量の申出が予想される事案」について、類型化を行うことが

可能となれば、第三者委員会が個々の事案の調査審議・あっせんを行う必要がな

くなり、その負担が大きく軽減されることになるとともに、年金事務所での事実

認定に基づき年金記録の訂正を行うので、迅速な年金記録の訂正につながると考

えられる。 
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社
会
保
険
労
務
士
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
対
策
の
検
討
 

  本
資

料
は
、

平
成

25
年

6
月

に
年

金
記

録
問

題
に

関
す

る
特
別
委

員
会

か
ら

全
国
社
会

保
険

労
務

士
会
連
合

会
に

依
頼

し

た
年

金
記
録

問
題
の
再

発
防

止
対

策
等
の
ア

ン
ケ

ー
ト

に
つ
い
て
「

３
８
５

件
」
の
回

答
が

あ
り

、
こ
の
う

ち
普

遍
的

で
具

体
的

提
案

、
問

題
提
起

の
あ

る
も

の
に
つ
い

て
、
こ

れ
に

対
す
る

厚
生

労
働

省
年
金
局

及
び

日
本

年
金
機
構

の
現

在
の

考
え

方
を

記
述
し

た
も
の
で

あ
る
。（

な
お
、「

社
労

士
か
ら

の
提
案
、
問

題
提

起
」
の
欄
は

、
ア

ン
ケ
ー

ト
回
答

の
も

の
を

、
適

宜
複

数
か
ら

同
趣
旨
の

回
答

の
あ

る
も
の
は

1
つ

に
ま

と
め
た
り

、
要

約
を

行
っ
た
り

し
て

作
成

し
て
い
る

）
 

平
成

2
5
年

10
月

3
1
日
 

日
本

年
金

機
構
 

資
料
３
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Ⅰ
　
記
録
問
題
へ
の
対
応

項
番

社
労
士
か
ら
の
提
案
、
問
題
提
起

考
え
方

1

年
金
請
求
時
等
に
お
い
て
、
旧
姓
や
読
み
方
違
い
に
よ
る
漏
れ
が
な
い
か

徹
底
的
に
検
索
し
、
加
入
歴
の
聴
取
を
十
分
に
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
勤

務
先
名
称
や
基
本
情
報
（氏
名
・生
年
月
日
等
）が
屋
号
や
間
違
い
に
よ
り

異
な
る
場
合
や
、
生
年
月
日
が
異
な
り
、
通
常
の
氏
名
・生
年
月
日
検
索
や

単
純
な
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
検
索
で
は
見
つ
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
な
ど
、
相
談
担

当
者
の
レ
ベ
ル
に
よ
り
記
録
発
見
に
差
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、

ま
た
、
ホ
テ
ル
や
旅
館
・パ
チ
ン
コ
店
な
ど
店
舗
名
（屋
号
）と
適
用
法
人
名

が
違
う
こ
と
、
名
称
の
変
更
や
所
在
地
変
更
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
、
事
業

所
記
録
が
見
つ
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
、
そ
れ
に
よ
り
本
人
の
記
憶
と
実
際
の
名

称
が
違
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
15
件
）

年
金
請
求
時
等
に
お
け
る
年
金
記
録
の
確
認
調
査
に
際
し
て
は
、
「
年
金
請
求

時
等
に
お
け
る
記
録
の
確
認
手
順
」
に
よ
り
統
一
的
な
調
査
手
順
を
定
め
た
。

旧
姓
で
の
記
録
、
生
年
月
日
の
相
違
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、
氏
名
に
つ
い
て
は

他
の
読
み
方
、
よ
く
間
違
わ
れ
る
読
み
方
を
ご
本
人
に
確
認
し
検
索
す
る
ほ
か
、

生
年
月
日
は
必
要
に
応
じ
て
幅
を
持
た
せ
て
調
査
す
る
こ
と
な
ど
統
一
的
に
行

う
こ
と
に
よ
り
、
今
後
は
、
窓
口
担
当
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
。

ま
た
、
機
構
Ｌ
Ａ
Ｎ
に
は
市
町
村
の
統
合
状
況
や
屋
号
と
適
用
事
業
所
の
関
係

に
つ
い
て
、
一
部
の
年
金
事
務
所
が
保
有
し
て
い
た
資
料
な
ど
記
録
回
復
に
役

立
つ
資
料
を
掲
載
し
て
い
る
。

2
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
の
対
応
と
し
て
、

旧
台
帳
（カ
セ
ッ
ト
記
録
）の
整
備
が
必
要
で
は
な
い
か
。

旧
台
帳
記
載
の
漢
字
氏
名
に
つ
い
て
は
既
に
紙
台
帳
検
索
シ
ス
テ
ム
で
の
検

索
が
可
能
で
あ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
カ
ナ
氏
名
が
相
違
し
て
い
る
場
合
の
対
応

と
し
て
こ
の
機
能
を
活
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
旧
台
帳
（
カ
セ
ッ
ト
記

録
）に
は
カ
ナ
氏
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
に
対
応
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

3
年
金
記
録
問
題
第
三
者
委
員
会
で
、
本
人
記
録
確
認
の
過
程
で
収
集
し
た

情
報
の
中
に
は
、
他
の
者
の
記
録
確
認
に
有
用
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
る

が
、
有
意
義
に
活
用
し
て
い
る
の
か
。

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
が
調
査
過
程
で
収
集
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、

年
金
事
務
所
等
で
の
記
録
確
認
作
業
に
資
す
る
た
め
そ
の
一
部
を
提
供
い
た

だ
い
て
お
り
、
個
々
の
相
談
ケ
ー
ス
で
の
活
用
を
図
っ
て
い
る
。

4
船
員
保
険
特
有
の
問
題
（船
員
手
帳
で
は
加
入
記
録
が
確
認
で
き
な
い
な

ど
）に
よ
り
、
記
録
確
認
が
困
難
な
ケ
ー
ス
に
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の

か
。

　
船
員
保
険
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
記
録
確
認
に
お
い
て
厚
生
年
金
と
異
な
る

点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
験
者
を
講
師
と
し
た
研
修
を
定
期
的
に
開
催
す
る
な

ど
、
困
難
ケ
ー
ス
（例
え
ば
船
員
手
帳
に
船
舶
名
称
の
み
記
載
さ
れ
て
お
り
船

主
名
の
記
載
が
な
い
場
合
の
調
査
方
法
等
）
へ
の
対
応
を
図
っ
て
い
る
。

1
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5
外
国
人
氏
名
の
カ
ナ
の
振
り
方
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
に
記
録
さ

れ
て
い
る
フ
リ
ガ
ナ
が
異
な
る
場
合
、
記
録
確
認
が
困
難
と
考
え
る
が
ど
う

対
応
す
る
の
か
。

外
国
人
の
カ
ナ
氏
名
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
カ
ナ
で
届
出
の
あ
っ
た
氏
名
を
そ

の
ま
ま
収
録
し
て
い
た
が
、
外
国
人
の
住
基
へ
の
登
録
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
24
年
7月
か
ら
国
民
年
金
、
2
5
年
7
月
か
ら
厚
生
年
金
と
被
扶
養
者

（国
年
３
号
）に
つ
い
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
よ
り
収
録
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
更

に
今
後
、
資
格
取
得
届
、
被
扶
養
者
（
異
動
）
届
（
国
年
３
号
届
）
、
氏
名
変
更
届

等
を
提
出
す
る
場
合
、
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
氏
名
」
を
記
載
す
る
こ
と
を
事
業
主
に

義
務
付
け
る
方
向
で
検
討
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
収
録
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
お
客
様
の
申
し
出
内
容
等
か

ら
様
々
な
検
索
を
行
い
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

6

遺
族
、
特
に
故
人
の
場
合
の
記
録
の
確
認
は
、
ご
本
人
の
記
憶
を
基
に
記

録
を
探
す
こ
と
が
で
き
ず
、
通
常
の
記
録
確
認
に
比
べ
て
難
し
い
。
遺
族
関

係
の
記
録
確
認
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
5件
）

亡
く
な
ら
れ
た
方
の
記
録
の
確
認
は
、
ご
遺
族
の
記
憶
や
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
生

前
の
資
料
等
に
よ
る
方
法
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ご
相
談
の
際
に
そ
う
い
っ
た

資
料
等
を
ご
持
参
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
。

ま
た
、
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
、
ご
遺
族
の
方
も
死
亡
者
の
未
統
合
記
録
の

検
索
も
可
能
と
し
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
よ
う
な
ご
記
憶
が
全
く
な
く
他
に
参
考
と

な
る
資
料
も
な
い
場
合
は
、
ご
本
人
の
記
録
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

7

カ
セ
ッ
ト
オ
ー
プ
ン
し
て
い
な
い
旧
台
帳
記
録
（マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
が

オ
ン
ラ
イ
ン
に
記
録
し
て
い
な
い
も
の
）も
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
に
記
録
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
ま
た
、
事
業
所
記
号
が
オ
ー
ル
ゼ
ロ
（不
明
）と
な
っ
て
い
る

記
録
が
多
す
ぎ
る
が
、
こ
れ
が
記
録
問
題
の
解
決
を
遅
ら
せ
て
い
る
原
因
で

は
な
い
か
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
3件
）

カ
セ
ッ
ト
収
録
の
旧
台
帳
を
全
て
オ
ン
ラ
イ
ン
収
録
す
る
こ
と
は
、
費
用
や
必
要

人
員
等
を
総
合
的
に
判
断
し
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
実
際
に
対
応
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

た
だ
、
お
客
様
対
応
に
必
要
な
も
の
は
、
年
金
事
務
所
に
お
い
て
カ
セ
ッ
ト
オ
ー

プ
ン
（旧
台
帳
記
録
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
打
ち
込
む
作
業
）
を
行
っ
て
い
る
。

事
業
所
整
理
記
号
に
つ
い
て
は
、
旧
台
帳
記
載
の
事
業
所
名
称
か
ら
当
該
記

号
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
へ
の
収
録
時
に
は

「オ
ー
ル
０
」と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
旧
台
帳
記
録
は
紙
台
帳
検
索
シ
ス
テ
ム

で
、
手
帳
番
号
・氏
名
等
を
キ
ー
と
し
て
検
索
利
用
が
可
能
で
あ
り
、
必
ず
し
も
ご

指
摘
の
よ
う
な
記
録
問
題
の
解
決
を
遅
ら
す
原
因
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え

る
。

2
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8
終
戦
後
、
駐
留
軍
関
係
機
関
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
場
合
、
事
業
所
名
が
判

然
と
し
な
い
た
め
、
記
録
確
認
が
困
難
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
。

駐
留
軍
関
係
の
勤
務
記
録
は
、
各
地
の
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
名
で
適
用
さ

れ
て
い
た
が
、
一
部
は
基
地
内
の
事
業
所
名
で
適
用
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
も
あ

り
、
渉
外
労
務
管
理
事
務
所
を
管
轄
し
て
い
た
都
道
府
県
等
の
公
的
機
関
で
確

認
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ご
本
人
の
記
憶
が
十
分
で
な
い
場
合
、
こ
の

よ
う
な
確
認
も
困
難
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
当
時
の
資
料

等
が
あ
れ
ば
相
談
の
際
に
ご
持
参
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
。

9
生
年
月
日
が
違
う
こ
と
、
会
社
名
が
分
か
ら
な
い
な
ど
（現
在
の
ル
ー
ル
で

は
）記
録
統
合
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
他
に
同
姓
同
名
の
方
が
い
な

け
れ
ば
本
人
の
記
録
と
し
て
統
合
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

生
年
月
日
が
違
う
場
合
、
会
社
名
や
勤
務
期
間
を
あ
る
程
度
記
憶
し
て
い
て
、

違
う
生
年
月
日
で
働
い
て
い
た
こ
と
な
ど
を
お
申
し
出
い
た
だ
い
た
場
合
は
、
他

に
同
姓
の
方
が
い
な
け
れ
ば
、
本
人
の
記
録
と
し
て
統
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
ご
記
憶
が
全
く
な
く
他
に
参
考
と
な
る
資
料
も
な
い
場
合
は
、
ご
本

人
の
記
録
と
し
て
統
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

10

生
活
保
護
関
係
の
記
録
確
認
に
お
い
て
は
、
記
録
統
合
に
よ
り
受
給
権
が

発
生
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
記
録
統
合
の
手
続
き
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
う
で

な
い
場
合
（記
録
統
合
し
て
も
受
給
権
が
発
生
す
る
期
間
に
は
至
ら
な
い
場

合
）は
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
程

度
記
録
の
特
定
は
で
き
た
も
の
の
お
客
様
の
意
向
で
統
合
に
至
ら
な
か
っ

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
「確
認
済
み
」の
タ
グ
を
つ
け
る
な
ど
の
処
理
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
か
。

生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
の
記
録
確
認
で
は
、
受
給
権
に
結
び
つ
か
な

い
た
め
に
記
録
統
合
に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
2
7
年

10
月
に
受
給
要
件
の
短
縮
（
2
5
年
→
1
0
年
）
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
引
き
続
き
記
録
統
合
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
統
合
さ
れ
な
か
っ
た
年
金
記
録
に
確
認
の
タ
グ
を
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
年
金
事
務
所
で
の
相
談
内
容
（
他
の
年
金
事
務
所
で
の
相
談
も
含
め

て
）の
事
績
は
管
理
し
て
お
り
、
将
来
、
再
度
相
談
を
頂
い
た
際
に
そ
の
情
報
を

活
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

3
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11

加
給
年
金
が
加
算
さ
れ
る
要
件
等
※
に
つ
い
て
説
明
誤
り
が
あ
り
、
そ
の
た

め
配
偶
者
の
加
給
年
金
が
停
止
に
な
っ
た
り
、
お
客
様
の
振
替
加
算
が
加

算
さ
れ
な
い
等
の
不
利
益
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
が
、
謝
罪
と
事
務
処
理

誤
り
の
公
表
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
救
済
措
置
の
検
討
が
必
要

で
は
な
い
か
。

※
加
給
年
金
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期
間
が
20
年
以
上
ま
た
は

中
高
齢
の
資
格
期
間
の
短
縮
の
特
例
（4
0歳
（女
性
の
場
合
は
35
歳
）以
降

15
年
以
上
）を
受
け
る
（以
下
、
「老
齢
満
了
」と
い
う
。
）方
が
、
定
額
部
分

の
支
給
開
始
年
齢
に
達
し
た
時
点
で
、
そ
の
方
に
生
計
維
持
さ
れ
て
い
る
加

給
年
金
対
象
者
が
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
配
偶
者
が
老
齢
満

了
し
て
い
る
老
齢
年
金
ま
た
は
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
間
は
加
給
年

金
額
は
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

加
給
年
金
に
関
す
る
説
明
誤
り
が
あ
っ
た
お
客
様
に
対
す
る
救
済
措
置
に
つ
い

て
は
、
法
律
上
支
給
要
件
に
該
当
し
な
い
為
困
難
で
あ
る
こ
と
を
御
理
解
く
だ
さ

い
。
な
お
、
お
客
様
へ
の
対
応
と
し
て
、
機
構
と
し
て
は
、
謝
罪
を
行
う
と
と
も
に
、

ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
可
能
な
限
り
丁
寧
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

ま
た
、
事
務
処
理
誤
り
を
削
減
さ
せ
る
た
め
に
、
シ
ス
テ
ム
改
善
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

等
の
整
備
及
び
現
場
に
お
け
る
勉
強
会
の
な
ど
各
種
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

ご
指
摘
の
説
明
誤
り
に
つ
い
て
も
、
加
給
年
金
及
び
振
替
加
算
の
加
算
要
件
、

時
期
、
金
額
等
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て

い
る
。

4
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Ⅱ
　
再
発
防
止
へ
の
対
応

項
番

社
労
士
か
ら
の
提
案
、
問
題
提
起

検
討
の
方
向

1

再
発
防
止
は
制
度
の
周
知
か
ら
。
最
終
的
に
は
、
個
人
個
人
が
自
己
防

衛
、
管
理
が
必
要
に
な
る
と
思
う
。
そ
の
為
に
は
制
度
を
知
っ
て
自
分
で

チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
こ
と
。
(定
期
便
な
ど
既
に
実
施
済
)よ
り
一
層
制
度
の
周
知

が
で
き
る
よ
う
学
校
教
育
等
で
拡
大
を
図
る
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
4件
）

　
現
在
、
公
的
年
金
制
度
の
周
知
に
つ
い
て
は
、

①
年
金
記
録
を
被
保
険
者
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
す
る
際
に
、
制
度
に
関
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
同
封
し
て
い
る
ほ
か
、

②
日
本
年
金
機
構
の
職
員
が
高
校
・
大
学
等
に
出
向
き
、
制
度
に
関
す
る
説
明

会
を
開
催
す
る
、

な
ど
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　
今
後
は
こ
れ
ら
の
取
組
を
さ
ら
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
公
的
年
金
制
度
に
関

す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
な
ど
、
制
度
の
周
知
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
と

し
て
い
る
。

　
な
お
、
ご
提
案
の
学
校
教
育
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
も
重

要
な
課
題
と
認
識
し
て
お
り
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
「
社
会
保
障
の
教
育
推
進
に

関
す
る
検
討
会
」で
の
意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
し
て
ま
い
り
た
い
。

2

「ね
ん
き
ん
定
期
便
」に
つ
い
て
は
「わ
か
り
に
く
い
」「
読
む
気
が
し
な
い
」等

の
意
見
も
聞
き
ま
す
。
標
準
報
酬
の
極
端
な
減
額
に
つ
い
て
は
「赤
字
」で

表
示
し
た
り
、
厚
生
年
金
制
度
に
つ
い
て
も
っ
と
説
明
す
る
な
ど
、
年
金
加
入

者
・被
保
険
者
自
身
が
、
年
金
制
度
を
理
解
し
た
上
で
、
直
近
の
年
金
記
録

を
常
に
確
認
す
る
こ
と
で
、
正
し
い
記
録
を
積
み
上
げ
る
方
向
に
変
え
て
い
く

こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
う
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
4件
）

「ね
ん
き
ん
定
期
便
」
で
お
知
ら
せ
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
皆
様
か
ら

様
々
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
つ
い
て
は
限

ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
簡
潔
に
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
様
式
は
、
毎
年
、
国
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
の

ほ
か
、
お
客
様
向
け
文
書
モ
ニ
タ
ー
会
議
等
の
ご
意
見
も
踏
ま
え
、
随
時
、
必
要

な
改
善
を
行
っ
て
い
る
。

＜
御
本
人
へ
の
確
認
＞
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3

基
礎
年
金
番
号
で
し
っ
か
り
と
記
録
の
管
理
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

重
複
付
番
の
防
止
の
た
め
、
適
用
時
の
疑
重
複
調
査
を
徹
底
し
、
新
規
加

入
の
際
の
同
一
人
疑
い
リ
ス
ト
の
チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
す
る
ほ
か
、
戸
籍
の
添

付
や
住
基
コ
ー
ド
の
登
録
を
さ
せ
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
は
な
い
か
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
5件
）

平
成
24
年
10
月
よ
り
、
資
格
取
得
届
に
基
礎
年
金
番
号
の
記
入
が
な
い
場
合
に

は
、
事
業
主
に
本
人
確
認
を
求
め
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
25
年
4月
か
ら
は
重
複
付
番
の
疑
い
の
あ
る
場
合
に
は
、
仮
基
礎

年
金
番
号
で
別
管
理
し
て
い
る
。
更
に
、
疑
重
複
調
査
に
未
回
答
な
方
へ
自
動

的
に
督
促
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
調
査
を
徹
底
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
組
を
進

め
る
こ
と
に
よ
り
、
重
複
付
番
の
防
止
、
適
正
な
記
録
管
理
に
努
め
て
い
る
こ
と

を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

4

基
礎
年
金
番
号
の
付
番
に
つ
い
て

未
だ
に
基
礎
年
金
番
号
を
持
た
ず
、
特
別
便
等
の
年
金
情
報
が
全
く
送
付

さ
れ
て
い
な
い
人
が
一
定
数
存
在
し
て
い
る
。
後
納
制
度
の
対
象
期
間
中

に
、
何
ら
か
の
広
報
を
行
う
こ
と
で
、
手
番
の
み
の
方
の
掘
り
起
こ
し
と
確
認

を
行
っ
て
み
て
は
ど
う
か
。

基
礎
年
金
番
号
制
度
創
設
前
の
加
入
履
歴
（
手
帳
番
号
）
し
か
持
っ
て
い
な
い

な
ど
、
基
礎
年
金
番
号
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
基
礎
年

金
番
号
へ
の
切
り
替
え
に
つ
い
て
機
構
Ｈ
Ｐ
等
に
よ
り
周
知
し
て
い
る
ほ
か
、
年

金
相
談
等
の
際
に
判
明
し
た
場
合
は
、
基
礎
年
金
番
号
を
付
番
し
て
き
て
い

る
。
引
き
続
き
対
応
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
後
納
制
度
が
平
成
１
５
年
度
以
降
が
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
対
象
者
が
限

定
さ
れ
る
こ
と
や
対
象
者
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
基
礎
年
金
番

号
へ
の
切
り
替
え
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
等
に
広
報
素
材
を
提
供
す
る
方
法
で

周
知
を
図
る
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

6
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5

番
号
制
度
の
導
入
に
関
し
て
、
個
人
番
号
と
基
礎
年
金
番
号
の
紐
付
作
業

は
困
難
で
あ
り
、
記
録
問
題
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
個
人
番
号
と
基
礎
年
金
番
号
の
紐
付
作
業
な
ど
に
必
要

な
準
備
期
間
が
た
り
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
記
録
問
題
の
再
発
防
止
の
た
め
、
個
人
番
号
を
活
用
し
た
適
用
業

務
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
6件
）

機
構
で
は
現
在
、
住
民
票
コ
ー
ド
と
基
礎
年
金
番
号
の
紐
付
作
業
を
進
め
て
お

り
、
受
給
者
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
全
員
（
９
９
％
）
、
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
約
９
割

の
収
録
率
（平
成
２
５
年
３
月
現
在
）
と
な
っ
て
い
る
。
個
人
番
号
の
紐
付
は
す
で

に
紐
つ
け
ら
れ
た
住
民
票
コ
ー
ド
を
キ
ー
に
行
う
こ
と
に
よ
り
確
実
か
つ
効
率
的

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
番
号
制
度
導
入
時
に
こ
の
方
法
に

よ
り
個
人
番
号
が
紐
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
８
年
中
に
本

人
等
へ
の
照
会
な
ど
に
よ
り
個
人
番
号
の
紐
付
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

平
成
２
８
年
1月
の
番
号
制
度
導
入
時
に
は
年
金
の
相
談
・
照
会
時
の
本
人
確

認
に
個
人
番
号
の
利
用
を
開
始
し
、
１
年
後
の
平
成
２
９
年
１
月
か
ら
は
お
客
様

か
ら
の
各
種
届
出
、
申
請
等
で
も
個
人
番
号
の
利
用
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

番
号
制
度
導
入
後
は
、
住
民
登
録
に
基
づ
き
付
番
さ
れ
る
個
人
番
号
を
基
に
適

用
業
務
を
行
う
こ
と
で
、
本
人
確
認
を
確
実
に
行
い
重
複
付
番
や
偽
名
で
の
加

入
な
ど
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
住
基
ネ
ッ
ト
か
ら
取
得
し
た
氏
名
、
住
所
を
シ
ス

テ
ム
的
に
収
録
す
る
こ
と
で
機
構
で
の
入
力
誤
り
を
防
止
す
る
な
ど
業
務
の
適

正
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

今
後
、
番
号
制
度
全
体
の
動
向
も
踏
ま
え
つ
つ
検
討
し
た
上
で
、
機
構
に
お
け

る
具
体
的
な
事
務
処
理
等
に
つ
い
て
、
平
成
２
８
年
１
月
に
向
け
て
随
時
、
年
金

事
務
所
等
へ
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

6
電
子
申
請
や
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
し
て
、
受
け
付
け
た
デ
ー
タ
を
筆
記
や
加

工
し
な
い
。

　
紙
媒
体
に
よ
る
届
出
の
場
合
、
「
明
ら
か
な
誤
字
、
脱
字
等
の
軽
微
な
不
備
」

に
つ
い
て
は
、
処
理
の
迅
速
化
の
観
点
か
ら
業
務
処
理
要
領
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
に

基
づ
き
、
補
正
処
理
を
行
う
場
合
が
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
不
備
が
あ
っ
た
場

合
に
つ
い
て
は
返
戻
に
よ
り
再
提
出
を
求
め
て
い
る
。

　
電
子
申
請
や
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
届
書
は
、
必
要
項
目
を
シ

ス
テ
ム
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
か
ら
不
備
返
戻
の
減
少
に
繋
が
る
と
と
も
に
、
事
業
所

の
事
務
処
理
の
効
率
化
及
び
機
構
の
事
務
処
理
誤
り
の
防
止
に
効
果
が
期
待

で
き
る
こ
と
か
ら
、
電
子
（
媒
体
）
申
請
を
推
進
す
る
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

＜
事
務
フ
ロ
ー
＞

7
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7

機
構
は
、
「磁
気
媒
体
申
請
」を
推
進
し
て
い
る
が
、
「磁
気
媒
体
申
請
」だ
と
「入
力

誤
り
が
な
い
」と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
磁
気
媒
体
申
請
し
た
デ
ー
タ
の

控
え
等
は
事
業
主
に
は
な
い
た
め
、
「事
業
主
側
で
入
力
し
た
デ
ー
タ
」イ
コ
ー
ル

「日
本
年
金
機
構
に
保
存
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
」で
は
な
い
場
合
、
間
違
っ
て
い
る

デ
ー
タ
だ
と
言
え
な
い
状
況
に
あ
り
、
ど
の
時
点
で
間
違
っ
た
の
か
が
分
か
ら
な
い

リ
ス
ク
が
あ
る
。

近
い
将
来
、
個
人
番
号
に
よ
り
情
報
連
携
等
さ
れ
る
と
い
う
構
想
を
お
持
ち
で
あ
れ

ば
、
「磁
気
媒
体
申
請
」で
は
な
く
、
「オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
」に
軸
足
を
移
す
動
き
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

「磁
気
媒
体
申
請
」
に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ
た
媒
体
に
よ
り
シ
ス
テ
ム
的
に
処

理
を
行
う
こ
と
で
人
的
要
因
に
よ
る
入
力
誤
り
の
防
止
が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

機
構
と
し
て
対
象
と
な
る
届
出
書
の
範
囲
を
拡
大
し
推
進
し
て
い
る
。

　
な
お
、
機
構
が
提
供
す
る
届
書
作
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
届
書
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す

る
場
合
、
入
力
し
た
デ
ー
タ
は
パ
ソ
コ
ン
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
保
存
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
機
構
が
公
開
し
て
い
る
仕
様
書
に
基
づ
き
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

開
発
会
社
が
作
成
し
た
ソ
フ
ト
に
よ
り
届
書
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い

て
も
、
仕
様
書
の
中
で
利
用
者
に
お
い
て
「
副
」
の
作
成
・
保
管
を
求
め
て
い
る
も

の
。

　
そ
の
た
め
、
機
構
に
提
出
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
側
で
確
認
で
き

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

「オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
（電
子
申
請
）
」
に
つ
い
て
は
、
人
的
要
因
に
よ
る
入
力
誤
り

の
防
止
と
と
も
に
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
な
ど
の
観
点
か
ら
も
今
後
も
積
極

的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
番
号
制
度
導
入
後
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
」
に
つ
い
て
は
、
番
号
制
度
に

お
け
る
「マ
イ
・ポ
ー
タ
ル
」
の
活
用
な
ど
と
併
せ
て
、
今
後
検
討
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
る
。

8

届
書
の
入
力
に
際
し
て
は
、
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
、
ト
リ
プ
ル
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
、

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
が
必
要
。
ま
た
、
単
な
る
入
力
作
業
で
は
な
く
重
要
な

こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
職
員
の
質
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
13
件
）

届
書
の
入
力
に
つ
い
て
は
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
旨
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
、

チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
を
図
っ
て
い
る
。
職
員
に
対
し
て
は
今
後
と
も
マ
ニ
ュ
ア
ル

遵
守
の
徹
底
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

な
お
、
健
康
保
険
・厚
生
年
金
保
険
適
用
関
係
の
届
書
に
つ
い
て
は
、
パ
ン
チ

入
力
と
し
て
外
部
委
託
し
て
い
る
が
、
全
入
力
項
目
に
つ
い
て
別
人
に
よ
る
２
度

打
ち
す
る
機
能
を
活
用
し
、
入
力
誤
り
の
防
止
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

8
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9

「年
金
記
録
問
題
」再
発
防
止
策
と
し
て
、
「届
書
作
成
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
「
入
力
内
容
（数
字
や

項
目
の
相
関
関
係
）が
シ
ス
テ
ム
の
行
っ
て
い
る
チ
ェ
ッ
ク
の
範
囲
内
に
収

ま
っ
て
い
る
」イ
コ
ー
ル
「入
力
内
容
が
正
し
い
」、
「実
態
、
事
実
と
合
っ
て
い

る
」と
い
う
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「届
書
作
成
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
法
令
や
制
度
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
設

け
た
と
し
た
場
合
、
各
項
目
の
入
力
の
都
度
、
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
と
、
警

告
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
エ
ラ
ー
な
ど
が
頻
繁
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
、

使
用
さ
れ
な
い
シ
ス
テ
ム
が
出
来
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
日
々
、
被
保
険
者

や
被
扶
養
者
な
ど
の
事
実
を
確
認
し
な
が
ら
申
請
を
行
っ
て
い
る
事
業
主
側

に
一
方
的
な
業
務
負
荷
と
な
ら
な
い
よ
う
に
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
効

率
化
、
適
正
化
を
図
れ
る
仕
組
み
作
り
を
し
て
ほ
し
い
。

届
書
作
成
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
利
用
者
方
の
入
力
誤
り
を
防
止
す
る
為
に
シ

ス
テ
ム
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
と
共
に
、
Ｗ
Ｍ
へ
の
入
力
ミ
ス
を
防
止
す
る
為
に
入

力
項
目
を
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
に
収
録
し
機
械
的
に
読
み
込
ま
せ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
届
書
の
不
備
返
戻
の
減
少
に
よ
る
事
務
処
理
の
迅
速
化
、
機

構
に
お
い
て
も
事
務
処
理
誤
り
の
防
止
及
び
事
務
の
効
率
化
が
期
待
で
き
る
。

提
出
さ
れ
た
届
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
「
入
力
内
容
が
正
し
い
」
か
ど

う
か
職
員
に
よ
る
内
容
審
査
も
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

シ
ス
テ
ム
チ
ェ
ッ
ク
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
者
の
操
作
性
や
ニ
ー
ズ
も
考

慮
し
な
が
ら
、
使
用
し
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

10
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
、
資
格
取
得
時
に
住
民
票
コ
ー
ド
で
、
氏
名
・生
年

月
日
等
を
確
認
し
た
ら
ど
う
か
。

平
成
24
年
8月
3日
に
厚
生
労
働
省
よ
り
資
格
取
得
時
の
本
人
確
認
を
事
業
主

に
徹
底
す
る
よ
う
通
知
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
平
成
2
4
年
1
0
月
か
ら
、
事
業
主
に

資
格
取
得
届
提
出
時
に
年
金
手
帳
で
基
礎
年
金
番
号
等
に
よ
り
ご
本
人
確
認

の
徹
底
を
お
願
い
し
て
い
る
。
住
民
票
コ
ー
ド
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
が

求
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
事
業
主
か
ら
の
届
出
は
困
難
で

あ
る
。

11

適
用
事
業
所
の
事
務
担
当
に
対
す
る
定
期
的
な
講
習
会
を
開
催
す
る
こ

と
、
特
に
新
規
加
入
適
用
事
業
所
や
社
会
保
険
の
事
務
担
当
者
が
変
わ
っ

た
事
業
所
に
対
し
て
資
料
配
布
や
説
明
を
徹
底
す
る
。
ま
た
、
事
業
主
に
対

し
て
取
得
届
提
出
時
の
厳
格
な
本
人
確
認
（氏
名
・ふ
り
仮
名
・生
年
月
日

を
住
民
票
等
で
確
認
）及
び
配
偶
者
の
確
認
を
指
導
す
る
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
6件
）

　
適
用
事
業
所
の
事
務
担
当
者
（事
業
主
）を
対
象
と
し
た
事
務
講
習
会
に
つ
い

て
は
、
毎
年
、
算
定
基
礎
届
の
提
出
時
期
に
合
わ
せ
て
各
年
金
事
務
所
で
会
場

を
確
保
し
実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
新
規
適
用
事
業
所
に
対
す
る
事
務
講
習
会
に

つ
い
て
は
、
一
部
の
年
金
事
務
所
で
実
施
し
て
い
る
に
止
ま
っ
て
い
る
た
め
、
今

後
実
施
す
る
体
制
が
整
う
か
を
含
め
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
平
成

24
年
10
月
か
ら
、
資
格
取
得
届
提
出
時
に
年
金
手
帳
で
基
礎
年
金
番
号
等
に

よ
り
ご
本
人
及
び
配
偶
者
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
資
格
取
得
届

を
事
業
主
へ
返
戻
し
処
理
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

＜
事
業
主
－
厚
年
＞

9
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12

「資
格
取
得
届
」「
月
額
変
更
届
」「
算
定
基
礎
届
」に
つ
い
て
、
決
定
と
同
時

に
被
保
険
者
本
人
へ
の
通
知
に
つ
い
て
事
業
主
に
徹
底
す
る
。
ま
た
、
届

出
書
へ
の
本
人
の
押
印
を
求
め
控
え
を
本
人
に
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
4件
）

事
業
主
に
よ
る
各
種
決
定
通
知
書
の
本
人
へ
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年

金
法
等
に
よ
り
事
業
主
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
り
、
現
在
、
事
業
所
調
査
時

や
各
種
説
明
会
の
機
会
を
通
し
て
周
知
・
広
報
及
び
事
業
主
に
対
す
る
指
導
を

行
っ
て
い
る
。
事
業
所
調
査
に
よ
る
指
導
で
、
被
保
険
者
等
へ
通
知
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　
届
出
書
に
本
人
の
押
印
を
求
め
る
こ
と
は
、
現
在
、
連
名
式
で
あ
り
他
人
の
個

人
情
報
が
見
え
て
し
ま
う
た
め
適
当
で
な
く
、
こ
れ
を
個
票
に
変
更
す
る
こ
と
は
、

事
業
主
へ
の
事
務
負
担
増
が
伴
う
た
め
困
難
と
考
え
る
。

13

標
準
報
酬
月
額
の
見
直
し
や
遡
及
し
て
の
標
準
報
酬
月
額
の
訂
正
や
賞
与

の
訂
正
が
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
が
正
当
な
内
容
な
の
か
ど
う
か
、
適

用
の
段
階
で
年
金
事
務
所
で
的
確
な
審
査
を
行
う
ほ
か
、
定
期
的
な
調
査

を
計
画
的
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
1件
）

月
額
変
更
届
が
60
日
以
上
遡
っ
て
提
出
さ
れ
た
場
合
や
標
準
報
酬
月
額
を
大

幅
に
引
き
下
げ
る
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
賃
金
台
帳
や
出
勤
簿
の
提
出
を
求

め
、
届
出
の
事
実
確
認
を
申
請
時
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
全
て
の
適
用

事
業
所
を
対
象
に
、
4
年
に
1
度
事
業
所
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
事

業
所
調
査
時
に
お
い
て
標
準
報
酬
等
の
適
否
や
期
限
内
に
提
出
す
る
こ
と
等

の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

14
資
格
喪
失
届
時
に
扶
養
者
が
い
る
時
は
、
被
扶
養
者
異
動
届
も
提
出
さ
せ

る
。

　
被
扶
養
者
異
動
届
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
第
３
号
不
整
合
問
題
の
再
発

防
止
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
場
合
、
お
客
様
に
ご
負
担
を
か
け
る

こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
た
め
、
機
構
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
配
偶
者
の
資
格
喪
失
を
契
機
と
し

た
、
第
３
号
被
保
険
者
に
対
す
る
種
別
変
更
届
の
届
出
勧
奨
を
実
施
し
て
い

る
。

　
ま
た
、
配
偶
者
の
加
入
す
る
被
用
者
年
金
制
度
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
３
号
被

保
険
者
に
か
か
る
種
別
確
認
届
を
、
事
業
主
を
経
由
し
て
届
出
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
加
え
、
今
般
公
布
さ
れ
た
厚
年
法
等
改
正
法
に
お
い
て
、
第
３
号
被
保

険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
事
業

主
を
経
由
し
て
届
出
る
こ
と
を
義
務
化
（
平
成
２
６
年
１
２
月
施
行
予
定
）
し
て
お

り
、
お
客
様
に
で
き
る
限
り
負
担
を
課
す
こ
と
な
く
、
３
号
不
整
合
問
題
の
防
止
対

策
を
講
じ
て
い
る
。

10
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15

記
録
問
題
の
再
発
防
止
の
た
め
に
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
事
業
主
、
被

保
険
者
に
対
し
て
義
務
化
す
る
。

　
①
事
業
主
に
対
し
て
年
金
手
帳
に
、
入
社
日
、
算
定
、
月
変
、
喪
失
な
ど

の
記
録
を
記
載
さ
せ
る
。

　
②
10
人
以
上
の
企
業
に
対
し
て
社
労
士
に
よ
る
調
査
を
義
務
付
け
る
。

　
③
30
歳
・
40
歳
・5
0歳
・5
8
歳
の
人
に
つ
い
て
、
給
与
明
細
を
年
金
事
務
所

に
持
参
し
て
も
ら
う
か
企
業
が
賃
金
台
帳
を
年
金
事
務
所
に
持
参
し
記
録
の

確
認
ま
た
は
調
査
を
行
う
。

　
④
給
与
明
細
書
を
法
定
様
式
に
し
て
、
標
準
報
酬
月
額
と
保
険
料
率
を
記

載
す
る
。

　
⑤
算
定
の
決
定
通
知
書
に
被
保
険
者
の
確
認
通
知
書
を
作
成
送
付
し
、

被
保
険
者
が
確
認
し
た
う
え
で
確
認
通
知
書
を
提
出
し
て
も
ら
う
。

（同
趣
旨
ご
意
見
＝
5件
）

現
行
に
お
い
て
も
、
事
業
主
は
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
並
び
に
報
酬
月
額
及

び
賞
与
額
に
関
す
る
事
項
を
届
け
出
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
、
提
出
さ
れ

た
書
類
に
つ
い
て
は
年
金
事
務
所
に
お
い
て
事
業
所
調
査
を
行
い
、
労
働
者
名

簿
や
賃
金
台
帳
等
で
届
出
に
相
違
が
な
い
か
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ご
提
案
の
内
容
は
、
事
業
主
に
さ
ら
な
る
事
務
負
担
を
課
す
こ
と
と
な
る
た
め
、

実
現
に
は
困
難
が
伴
う
と
考
え
る
。

16
健
康
保
険
組
合
や
厚
生
年
金
基
金
へ
の
届
出
様
式
を
統
一
化
す
る
。

　
健
康
保
険
組
合
と
日
本
年
金
機
構
へ
の
届
出
様
式
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険

法
施
行
規
則
と
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
に
お
い
て
、
同
一
の
様
式
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
統
一
化
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
様
式
の
備
考
欄
に
は
、
「
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
所
要
の
変
更
又
は

調
整
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
さ
れ
、
各
保
険
者
の
判
断
で
変
更
を
加

え
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
変
更
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
事

務
処
理
上
の
必
要
性
・
統
一
的
な
事
務
処
理
の
要
請
等
に
か
ん
が
み
、
各
保
険

者
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
厚
生
年
金
基
金
へ
の
届
書
は
、
「厚
生
年
金
基
金
に
お
け
る
事
業
運
営
基
準

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
4
2
年
3
月
2
8
日
年
企
発
第
2
0
号
）
の
別
添
「
厚
生

年
金
基
金
事
務
取
扱
い
準
則
」
第
三
.一
.(
2
)に
記
載
の
と
お
り
、
同
時
複
写
に
よ

る
作
成
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
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17

法
律
上
の
罰
則
規
定
は
非
常
に
軽
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
に
数
多

く
の
未
適
用
事
業
所
や
、
標
準
報
酬
月
額
の
届
け
出
誤
り
が
あ
る
、
罰
則
規

定
で
厳
罰
を
科
す
な
ど
の
対
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
何
も
解
決
し
な
い
と
考
え

る
。

　
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
国
民
年
金
法
の
罰
金
額
は
、
他
の
社
会
保
険
制
度

に
お
け
る
罰
金
額
と
の
均
衡
も
考
慮
し
な
が
ら
設
定
さ
れ
て
お
り
、
平
成
1
6
年
の

制
度
改
正
に
お
い
て
、
罰
金
額
の
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
標
準
報
酬
月
額
の
届
け
出
誤
り
等
に
対
し
て
は
、
平
成
2
4
年
度
か
ら
適

用
事
業
所
す
べ
て
を
対
象
に
、
少
な
く
と
も
4
年
に
1
度
事
業
所
調
査
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
適
用
の
適
正
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

　
な
お
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
査
忌
避
な
ど
を
繰
り
返
し
、
加

入
指
導
に
従
わ
な
い
悪
質
な
事
業
所
に
対
し
て
は
、
告
発
も
視
野
に
対
応
す
る

と
と
も
に
、
告
発
を
行
っ
た
際
に
は
、
事
業
所
名
等
の
公
表
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

る
。

18

「脱
法
的
手
法
」を
防
止
す
る
方
策
を
検
討
す
る
。

例
え
ば
、
海
外
法
人
を
設
立
し
、
従
業
員
を
全
員
当
該
海
外
法
人
に
移
籍
さ

せ
、
海
外
か
ら
国
内
に
出
向
さ
せ
る
、
と
い
う
形
式
的
処
理
を
行
っ
て
標
準

報
酬
月
額
の
誤
魔
化
し
（社
会
保
険
料
の
節
約
、
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
）を
実
施
し
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
監
督
署
等
と
も
協
力
し
て
、

勤
務
実
態
か
ら
本
来
の
標
準
報
酬
月
額
を
職
権
で
決
定
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
か
。

ま
た
、
法
人
の
他
に
個
人
事
務
所
を
設
立
し
、
従
業
員
を
「２
事
業
所
勤
務
」

（形
式
上
、
法
人
と
個
人
事
務
所
の
双
方
か
ら
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
る
形

を
取
る
）と
す
る
こ
と
で
、
個
人
事
務
所
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
給
与
分
の
届

出
を
行
わ
な
い
（標
準
報
酬
月
額
を
誤
魔
化
す
）、
と
い
っ
た
手
法
を
取
っ
て

い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
「２
以
上
勤
務
」の
一
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
、

実
態
に
応
じ
て
、
個
人
事
務
所
分
の
給
与
も
合
わ
せ
て
標
準
報
酬
月
額
を

決
定
す
る
、
と
い
っ
た
形
を
取
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
か
。

役
員
報
酬
に
つ
い
て
、
月
額
を
１
０
万
円
と
し
、
役
員
賞
与
で
８
０
０
万
程
度

を
支
払
う
手
法
を
取
る
場
合
、
こ
れ
を
合
法
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
せ
め
て
逆
選
択
と
し
て
、
傷
病
手
当
金
支
給
事
由
が
発
生
し
た
時
に
、

遡
っ
て
報
酬
月
額
の
変
更
を
届
け
出
る
こ
と
を
禁
止
す
る
、
と
い
っ
た
ペ
ナ

ル
テ
ィ
を
設
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
。

標
準
報
酬
月
額
の
低
額
届
出
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
違
法
な
手
法

を
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
有
る
が
、
一
方
で
、
前
述
の
よ
う
な
「脱
法
的
手
法
」

を
採
ら
れ
た
場
合
、
年
金
記
録
問
題
（年
金
不
信
）は
、
ど
こ
ま
で
も
継
続
す

る
こ
と
に
な
る
（脱
法
＝
違
法
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
放
置
し
て
お
い

て
も
問
題
は
無
い
の
か
）。

　
報
酬
と
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
３
条
に
お
い
て
「
い
か
な
る
名
称
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
労
働
者
が
、
労
働
の
対
償
と
し
て
受
け
る
す
べ
て
の
も
の
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
国

内
勤
務
者
、
海
外
勤
務
者
の
区
別
は
な
く
、
適
用
事
業
所
か
ら
実
質
的
に
支
払
わ
れ
て

い
る
も
の
は
、
原
則
全
て
報
酬
と
な
る
。

　
海
外
法
人
を
設
立
し
、
従
業
員
を
全
員
当
該
海
外
法
人
に
移
籍
さ
せ
、
海
外
か
ら
国

内
に
出
向
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
国
内
の
適
用
事
業
所
の
指
揮
命
令
の
下
、
労
務

を
提
供
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
国
内
の
適
用
事
業
所
か
ら
報
酬
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
報
酬
に
基
づ
き
標
準
報
酬
月
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
国
内
の

適
用
事
業
所
の
給
与
規
定
等
に
よ
り
、
海
外
法
人
か
ら
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
給
与
が
実
質
的
に
国
内
の
適
用
事
業
所
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確

認
で
き
れ
ば
報
酬
に
含
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
法
人
の
他
に
個
人
事
業
所
を
設
立
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
法
人
の
指
揮
命
令
の

下
、
労
務
を
提
供
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
法
人
か
ら
報
酬
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
報
酬
に
基
づ
き
標
準
報
酬
月
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
法
人
の
給

与
規
定
等
に
よ
り
、
個
人
事
業
所
か
ら
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
給
与

が
実
質
的
に
法
人
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
報
酬
に
含
め
る
こ
と

に
な
る
。

　
傷
病
手
当
金
等
の
不
正
受
給
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
5
年
法
律
第
2
6
号
）
に
よ
り
、
協
会
け
ん
ぽ
に
、
事

業
主
に
対
し
て
立
入
検
査
等
を
行
う
権
限
を
付
与
し
た
。
こ
の
権
限
な
ど
を
活
用
し
て
正

確
な
標
準
報
酬
月
額
等
の
届
出
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
脱
法
的
手
法
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
年
金
事
務
所
に

よ
る
事
業
所
調
査
に
お
い
て
、
労
働
者
名
簿
や
賃
金
台
帳
等
で
届
出
に
相
違
が
な
い

か
確
認
す
る
な
ど
、
脱
法
的
手
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
事
業
主
に
対
し
、
適

正
な
届
出
を
提
出
す
る
よ
う
指
導
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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Ⅲ
　
事
務
改
善
へ
の
対
応

項
番

社
労

士
か

ら
の
提

案
、

問
題

提
起

考
え
方

1

3号
不
整

合
記

録
に

関
し

て
、

被
用

者
年

金
制

度
の

配
偶

者
と

い
う

定
義

が
浸

透
し

て
い

な
い

た
め

、
3号

喪
失

の
届

出
の

勧
奨

も
届

出
に

結
び

つ
い

て
い
な

い
。

　
勧

奨
に

よ
っ

て
も

届
出

が
さ

れ
な

い
者

に
つ

い
て

は
、

職
権

で
喪

失
さ

せ
る
現

行
の

処
理

を
徹

底
す

べ
き

。

　
配
偶
者
が
資
格
喪
失
し
た
契
機
に
よ
る
、
第
３
号
被
保
険
者
の
種
別
変
更
届

出
の
届
出
勧
奨
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
４
年
２
月
か
ら
、
勧
奨
を
行
っ
て
も
自
主

的
な
届
出
が
無
い
者
に
つ
い
て
は
、
事
象
発
生
後
４
か
月
後
に
職
権
に
よ
り
３

号
か
ら
１
号
に
種
別
変
更
の
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
３
号
不
整
合
問
題
の
発
生
防
止
策
と
し
て
は
、
こ
れ
に
加
え
、
今
般
公
布
さ

れ
た
厚
年
法
等
改
正
法
に
お
い
て
、
第
３
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
配
偶

者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
事
業
主
を
経
由
し
て
届
出
る
こ
と
を

義
務
化
（平
成
２
６
年
１
２
月
施
行
予
定
）
し
て
お
り
、
お
客
様
に
で
き
る
限
り
負
担

を
課
す
こ
と
な
く
、
３
号
不
整
合
問
題
の
防
止
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

2

３
号

不
整

合
問

題
で

は
、

オ
ン

ラ
イ

ン
シ

ス
テ

ム
が

開
発

中
で

間
に

合
わ

な
い
た

め
、

し
ば

ら
く

は
届

を
受

理
し

た
際

は
、

別
の

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

へ
登
録

し
て

記
録

を
管

理
す

る
と

聞
い

て
い

る
が

、
結

果
と

し
て

二
重

に
記
録

を
管

理
す

る
こ

と
に

な
り

、
将

来
ま

た
問

題
が

生
じ

る
の

で
は

な
い
か

。

第
３
号
不
整
合
問
題
の
早
期
に
解
消
す
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
た
め
、
オ
ン
ラ
イ

ン
シ
ス
テ
ム
を
改
修
す
る
ま
で
の
約
１
年
２
か
月
間
は
、
過
渡
的
に
別
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
登
録
し
、
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
シ
ス
テ
ム
改
修
後
は
速
や
か
に

全
て
の
記
録
を
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
へ
移
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と

で
、
将
来
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
対
応
し
て
い
る
。

3
配

偶
者
の

退
職

（
厚

生
年

金
資

格
喪

失
）

に
伴

う
被

保
険

者
の

３
号

喪
失

が
自
動

で
で

き
る

よ
う

に
改

善
し

て
ほ

し
い

。

　
被
扶
養
者
異
動
届
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
第
３
号
不
整
合
問
題
の
再
発

防
止
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
場
合
、
お
客
様
に
ご
負
担
を
か
け
る

こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
た
め
、
機
構
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
配
偶
者
の
資
格
喪
失
を
契
機
と
し

た
、
第
３
号
被
保
険
者
に
対
す
る
種
別
変
更
届
の
届
出
勧
奨
を
実
施
し
て
い

る
。

　
ま
た
、
配
偶
者
の
加
入
す
る
被
用
者
年
金
制
度
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、
３
号
被

保
険
者
に
か
か
る
種
別
確
認
届
を
、
事
業
主
を
経
由
し
て
届
出
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
加
え
、
今
般
公
布
さ
れ
た
厚
年
法
等
改
正
法
に
お
い
て
、
第
３
号
被
保

険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
事
業

主
を
経
由
し
て
届
出
る
こ
と
を
義
務
化
（
平
成
２
６
年
１
２
月
施
行
予
定
）
し
て
お

り
、
お
客
様
に
で
き
る
限
り
負
担
を
課
す
こ
と
な
く
、
３
号
不
整
合
問
題
の
防
止
対

策
を
講
じ
て
い
る
。

＜
国
年
関
係
＞
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4

被
扶

養
配

偶
者

が
社

会
保

険
加

入
の

た
め

事
前

に
被

扶
養

者
の

解
除

を
申

し
出
た

場
合

、
社

保
加

入
日

（
３

号
→

２
号

種
別

変
更

）
以

前
に

扶
養

解
除
日

が
あ

る
た

め
に

不
整

合
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
、

そ
も

そ
も

扶
養

解
除
の

日
を

社
保

加
入

が
確

認
で

き
て

か
ら

入
力

す
れ

ば
不

整
合

と
な

ら
な
い

は
ず

、
こ

の
取

り
扱

い
を

従
来

の
や

り
方

か
ら

改
め

な
い

と
、

不
整

合
者

は
今

後
も

出
続

け
る

の
で

は
な

い
か

。

　
第
３
号
被
保
険
者
が
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
契
機
で
被
扶
養
者
異
動
届
を
届

出
る
場
合
、
認
定
解
除
日
は
就
職
年
月
日
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
実
が

発
生
し
た
後
に
届
出
る
の
が
一
般
的
取
扱
い
で
あ
る
た
め
、
適
正
な
届
出
が
行

わ
れ
る
よ
う
、
事
業
主
等
に
対
し
て
周
知
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

5

付
加

保
険

料
の

還
付

事
務

に
つ

い
て

、
還

付
決

議
が

追
い

付
い

て
い

な
い

年
金
事

務
所

が
あ

る
。

26
年

4月
か

ら
付

加
保

険
料

の
納

付
期

間
が

延
長

さ
れ
る

が
、

年
金

相
談

に
お

い
て

、
こ

の
ま

ま
納

付
済

み
期

間
と

し
て

年
金
見

込
額

を
計

算
し

て
よ

い
の

か
、

い
ず

れ
還

付
さ

れ
る

こ
と

と
し

て
計
算

し
て

よ
い

の
か

判
断

に
困

る
こ

と
が

あ
る

。

付
加
保
険
料
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
辞
退
さ
れ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
、
納
期
限
経
過
後
に
納
付
さ
れ
た
付
加
保
険
料
は
還
付
と
な
る
。

年
金
相
談
で
は
、
納
付
記
録
に
よ
る
納
付
年
月
日
を
確
認
し
た
う
え
で
、
正
し
い

記
録
に
基
づ
き
試
算
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

14
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6

20
歳

到
達

者
に

対
す

る
基

礎
年

金
番

号
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

ご
と

に
20

歳
到
達

者
に

対
し

て
誕

生
月

毎
に

付
番

が
さ

れ
て

い
ま

す
。

リ
ス

ト
は

生
年
月

日
順

と
な

っ
て

い
て

大
き

な
市

町
村

で
は

同
一

生
年

月
日

が
10

件
近
く

並
ぶ

こ
と

も
少

な
く

あ
り

ま
せ

ん
。

オ
ン

ラ
イ

ン
入

力
処

理
で

は
基
礎

年
金

番
号

と
生

年
月

日
の

い
ず

れ
か

が
不

一
致

で
あ

れ
ば

チ
ェ

ッ
ク

が
か

か
り

ま
す

が
一

致
す

れ
ば

入
力

さ
れ

ま
す

。
番

号
の

下
二

桁
、
生

年
月

日
の

日
付

を
間

違
っ

て
入

力
し

て
も

ス
ル

ー
す

る
仕

組
み

は
変
更

す
べ

き
と

思
い

ま
す

。

　
基
礎
年
金
番
号
の
付
番
方
法
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
及
び
被
保
険
者
か
ら
の

届
出
誤
り
に
よ
り
、
別
人
の
基
礎
年
金
番
号
を
更
新
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
、
平
成
２
４
年
２
月
か
ら
、
付
番
順
を
生
年
月
日
順
か
ら
、
カ
ナ
住
所
順
・漢
字

住
所
順
（文
字
コ
ー
ド
順
）
に
変
更
し
、
改
善
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

8

会
社

の
業

績
悪

化
等

に
よ

り
、

ど
う

し
て

も
社

会
保

険
料

の
納

付
が

困
難

に
な
っ

た
事

業
所

に
つ

い
て

は
、

一
時

的
に

事
業

主
負

担
分

の
保

険
料

を
免
除

に
す

る
と

か
、

従
業

員
の

同
意

（
署

名
・

捺
印

）
を

も
ら

っ
て

、
一
時

的
に

社
会

保
険

か
ら

国
民

健
保

・
年

金
に

加
入

で
き

る
よ

う
に

す
る
と

か
、

柔
軟

な
対

応
が

で
き

な
い

も
の

か
？

と
思

う
時

も
あ

り
ま

す
。

社
会
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
計
画
的
な

分
割
納
付
な
ど
の
相
談
に
応
じ
る
な
ど
、
法
律
上
可
能
な
範
囲
で
柔
軟
な
対
応

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

社
会
保
険
制
度
は
、
被
用
者
は
被
用
者
年
金
に
加
入
し
、
そ
れ
以
外
は
国
民
年

金
に
加
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
保
険
料
の
負
担
額
や
給
付
水
準
が
法

定
さ
れ
て
お
り
、
事
業
主
や
本
人
の
都
合
で
変
更
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
、
被
保
険
者
（
で
あ
っ
た
者
）
に
対
し
、
働
き
方
の
状
況
に
応
じ
て
負

担
を
求
め
、
必
要
な
生
活
保
障
を
確
保
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
ご
質
問
の
よ
う
な
例

外
を
認
め
る
の
は
、
社
会
保
険
制
度
の
ル
ー
ル
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。

2年
以
上

遡
及

し
て

１
号

被
保

険
者

へ
の

種
別

変
更

処
理

を
行

っ
た

場
合

、
Ｗ
Ｍ

画
面

上
で

、
処

理
年

月
日

を
確

認
で

き
な

い
た

め
、

お
客

様
が

後
日
、

届
出

を
行

っ
た

時
に

保
険

料
を

払
っ

た
と

主
張

さ
れ

て
も

、
遡

及
し
て

種
別

変
更

し
た

こ
と

を
説

明
で

き
な

い
た

め
、

Ｗ
Ｍ

画
面

上
、

処
理

年
月

日
が

判
る

よ
う

に
改

善
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

（
同

趣
旨

ご
意

見
＝

2件
）

7
　
厚
年
法
等
改
正
法
の
公
布
に
伴
い
、
時
効
消
滅
不
整
合
期
間
を
確
認
す
る
た

め
、
平
成
２
５
年
４
月
か
ら
種
別
変
更
届
等
の
処
理
年
月
日
に
つ
い
て
、
Ｗ
Ｍ
画

面
上
で
確
認
で
き
る
よ
う
シ
ス
テ
ム
改
善
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

＜
厚
年
関
係
＞
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9

A事
務
所

が
B事

務
所

を
吸

収
合

併
し

、
そ

の
後

、
名

称
変

更
を

行
い

C事
務

所
と
な

る
場

合
、

B事
務

所
の

被
保

険
者

は
一

旦
全

員
資

格
喪

失
届

を
提

出
し
、

新
た

に
C事

務
所

に
資

格
取

得
届

や
被

扶
養

者
異

動
届

等
を

提
出

す
る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
A事

業
所

に
つ

い
て

は
名

称
変

更
届

を
提

出
す

れ
ば
、

個
々

の
届

出
は

必
要

が
な

く
、

新
し

い
保

険
証

が
届

く
と

の
こ

と
で
し

た
。

Ｂ
事

業
所

に
届

出
を

要
求

す
る

こ
と

は
、

事
業

主
に

多
大

な
事
務

作
業

が
発

生
す

る
う

え
、

届
出

漏
れ

等
の

リ
ス

ク
が

発
生

す
る

た
め
改

善
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

な
お

、
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

は
AB

事
業
所

と
も

自
動

で
移

行
す

る
為

、
届

出
は

必
要

な
い

と
の

こ
と

で
す

。

　
A
事
務
所
が
名
称
変
更
し
て
C
事
務
所
と
な
る
場
合
は
、
事
業
所
の
名
称
変
更

を
提
出
す
れ
ば
そ
の
他
の
届
書
に
つ
い
て
は
不
要
と
な
る
。

　
吸
収
さ
れ
る
B
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
事
業
所
自
体
が
全
喪
す
る
た
め
、
B
事

業
所
の
従
業
員
は
一
旦
退
職
し
、
新
た
に
A
事
務
所
（
C
事
務
所
）
に
加
入
す
る

届
出
が
必
要
と
な
る
。

　
現
在
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
吸
収
合
併
す
る
場
合
、
B
事
業
所
の
記
録
が
自
動

的
に
A
事
務
所
（C
事
務
所
）
に
移
行
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
今

後
、
雇
用
保
険
の
事
務
処
理
方
法
等
を
参
考
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

10

下
記

届
出

に
つ

い
て

、
会

社
に

届
出

を
求

め
る

の
で

は
な

く
、

健
保

協
会

又
は
健

保
組

合
か

ら
直

接
訂

正
が

入
る

よ
う

に
で

き
な

い
も

の
で

し
ょ

う
か

。
70

歳
以

上
の

被
用

者
が

増
え

つ
つ

あ
り

、
も

れ
が

発
生

す
る

ケ
ー
ス

が
多

く
な

る
と

推
察

さ
れ

ま
す

。
（

厚
生

年
金

70
歳

以
上

被
用

者
該
当

・
不

該
当

届
、

厚
生

年
金

70
歳

以
上

被
用

者
算

定
・

月
額

変
更

・
賞
与

支
払

届
）

　
健
康
保
険
組
合
か
ら
情
報
を
い
た
だ
く
こ
と
は
、
個
人
情
報
保
護
、
健
保
組
合

の
事
務
処
理
等
の
観
点
か
ら
難
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
健
保
協
会
に
つ
い
て
は
、
7
0
歳
以
上
被
用
者
に
関
す
る
届
出
の
適
正
化
に
つ

い
て
、
平
成
25
年
5
月
に
新
た
な
事
務
処
理
手
順
を
定
め
、
事
業
主
等
へ
の
届

出
勧
奨
を
徹
底
し
て
い
る
。

11
70

歳
喪
失

月
の

賞
与

の
厚

生
年

金
保

険
料

に
つ

い
て

、
誤

っ
て

徴
収

し
て

し
ま
う

ケ
ー

ス
が

多
い

の
で

は
な

い
で

し
ょ

う
か

？
70
歳

喪
失

の
書

類
を

早
め

に
送

り
、

注
意

喚
起

を
図

る
の

が
良

い
と

思
い

ま
す

。

　
70
歳
以
上
被
用
者
に
関
す
る
届
出
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
5月

に
新
た
な
事
務
処
理
手
順
を
定
め
、
事
業
主
へ
の
届
出
勧
奨
を
徹
底
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
は
、
70
歳
到
達
月
の
前
月
に
資
格
喪
失
届
及
び
案
内
文
を
送
付
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
、
届
書
の
早
期
提
出
及
び
制
度
の
周
知
に
努
め
て
い
く
。

12
事

業
所
の

合
併

時
の

手
続

を
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

Q&
Aに

掲
載

し
て

ほ
し

い
。

合
併
時
の
原
則
的
な
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
に
向
け
検
討

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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14
雇

用
保
険

と
の

調
整

に
つ

い
て

。
雇

用
保

険
、

年
金

、
給

与
共

に
出

な
い

期
間
が

生
じ

る
た

め
、

事
務

処
理

を
早

く
で

き
な

い
か

。
（

同
趣
旨

ご
意

見
＝

1件
）

雇
用
保
険
法
に
よ
る
基
本
手
当
及
び
高
年
齢
雇
用
継
続
給
付
と
老
齢
厚
生
年

金
と
の
併
給
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
市
場
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
デ
ー
タ
提
供
が

必
要
と
な
る
。
こ
の
提
供
方
法
の
見
直
し
及
び
そ
の
頻
度
を
上
げ
る
と
と
も
に
、

雇
用
保
険
の
受
給
終
了
後
の
老
齢
厚
生
年
金
の
事
後
精
算
の
事
務
処
理
等
を

早
期
化
し
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

15

配
偶

者
加

給
金

が
過

払
い

に
な

ら
な

い
よ

う
に

、
年

金
請

求
書

に
注

意
を

促
す
よ

う
な

文
言

を
入

れ
た

ら
ど

う
か

。
ま

た
、

生
計

維
持

申
し

立
て

は
が
き

に
停

止
事

由
該

当
届

の
提

出
に

関
し

て
の

注
意

・
警

告
の

文
面

を
入
れ

る
等

、
加

給
年

金
・

振
替

加
算

対
象

者
の

管
理

を
も

っ
と

確
実

に
や
る

べ
き

だ
と

思
う

。
　

例
）
加

給
年

金
対

象
配

偶
者

（
妻

）
が

老
齢

満
了

の
老

厚
受

給
権

と
な

っ
た
場

合
、

老
齢

年
金

の
請

求
が

遅
れ

る
と

、
さ

か
の

ぼ
っ

て
夫

の
加

給
年
金

の
還

付
が

発
生

す
る

が
、

シ
ス

テ
ム

上
で

チ
ェ

ッ
ク

し
て

、
加

給
年
金

を
止

め
る

・
・

・
等

、
届

出
に

頼
ら

ず
に

、
加

給
年

金
を

止
め

た
り
、

支
給

し
た

り
す

る
シ

ス
テ

ム
の

構
築

が
で

き
な

い
か

？
（

同
趣
旨

ご
意

見
＝

2件
）

現
在
も
、
生
計
維
持
確
認
届
に
同
封
し
て
い
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
「
障
害
年
金

や
各
種
共
済
組
合
の
退
職
共
済
年
金
（
加
入
期
間
が
2
0
年
以
上
あ
る
も
の
）
等

を
受
け
て
い
る
間
は
加
給
年
金
は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
」
の
文
言
を
掲
載

し
て
い
る
が
、
あ
わ
せ
て
、
提
出
前
に
記
載
事
項
に
記
載
誤
り
、
記
入
漏
れ
が
な

い
か
を
再
確
認
す
る
「
チ
エ
ッ
ク
欄
」
を
追
加
で
記
載
す
る
な
ど
、
お
客
様
か
ら
の

届
出
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
工
夫
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
加
給
年
金
対
象
配
偶
者
の
方
が
老
齢
厚
生
年
金
の
請
求
が
遅
れ
た
場

合
で
も
老
齢
満
了
が
確
認
で
き
る
場
合
は
加
給
年
金
を
支
給
停
止
で
き
る
よ
う

に
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
受
給
者
か
ら
の
生
計
維
持
の
届
出
に

基
づ
き
処
理
し
て
い
る
こ
と
、
配
偶
者
が
年
金
を
請
求
し
た
と
し
て
も
全
額
支
給

停
止
と
な
れ
ば
加
給
年
金
が
支
給
さ
れ
る
な
ど
一
律
に
加
給
年
金
の
支
払
を
停

止
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
も
あ
り
、
困
難
で
あ
る
。

13

共
済

組
合

期
間

が
あ

る
場

合
の

配
偶

者
加

算
金

に
つ

い
て

、
過

払
い

防
止

や
加
算

も
れ

が
生

じ
な

い
よ

う
、

共
済

組
合

か
ら

の
情

報
提

供
に

よ
り

自
動
的

に
対

応
す

る
よ

う
に

し
て

ほ
し

い
。

共
済

年
金

受
給

者
に

つ
い

て
は

機
構

側
で

受
給

額
を

把
握

で
き

な
い

た
め

、
配
偶

者
が

共
済

満
了

者
な

の
に

、
夫

に
配

偶
者

加
算

金
が

支
払

わ
れ

て
い
た

り
、

厚
年

等
の

手
続

き
が

進
ま

な
い

ケ
ー

ス
が

あ
る

、
機

構
側

で
共
済

年
金

支
給

額
等

共
済

の
情

報
を

把
握

で
き

る
よ

う
に

し
て

ほ
し

い
。

（
同

趣
旨

ご
意

見
＝

4件
）

　
加
給
年
金
額
対
象
者
で
あ
る
配
偶
者
が
退
職
共
済
年
金
等
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
場
合
、
共
済
組
合
等
か
ら
そ
の
情
報
を
受
け
て
支
給
停
止
を
行
う
こ

と
は
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
老
齢
・
障
害
給
付
加
給
年
金
額
支
給

停
止
事
由
該
当
届
（
様
式
2
3
0
号
）
を
現
に
加
給
年
金
を
受
給
し
て
い
る
受
給
者

よ
り
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
一
元
化
法
施
行
（
平
成
2
7
年
1
0
月
1
日
）
後
は
、
共
済
組
合
等
の
加
入

期
間
も
厚
生
年
金
期
間
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
加
給
年
金
の
加
算
要
件
等

に
つ
い
て
も
共
済
組
合
等
と
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
を
合
算
し
て
判
定
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
各
共
済
組
合
等
で
支
給
す
る
年
金
情
報
を
自
動
的
に

把
握
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

＜
給
付
関
係
＞
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16
裁

定
請
求

書
の

職
歴

欄
（

P3
）

に
基

金
の

記
録

を
載

せ
て

ほ
し

い
。

定
期

便
に
は

入
っ

て
い

る
の

に
，

ど
う

し
て

肝
心

な
請

求
書

に
入

っ
て

い
な

い
の
か

？
基

金
の

も
ら

い
忘

れ
が

発
生

す
る

原
因

に
な

る
。

現
在
、
年
金
請
求
書
の
年
金
加
入
記
録
の
欄
に
つ
い
て
は
、
当
機
構
に
お
い
て

年
金
を
決
定
す
る
際
に
必
要
な
加
入
期
間
に
つ
い
て
印
刷
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
年
金
請
求
書
の
基
金
の
記
録
を
印
刷
す
る
場
合
、
現
在
よ
り
印
刷
す
る
履
歴

の
数
が
増
え
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
郵
送
料
や
年
金
請
求
書
（
タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン

ド
）の
印
刷
業
務
へ
の
影
響
を
考
慮
し
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
５
９
歳
時
に
は
ね
ん
き
ん
定
期
便
と
し
て
基
金
の
加
入
記
録
も
印
刷
し
て

送
付
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
取
扱
と
の
関
係
を
含
め
て
今
後
検
討
を
行
っ
て
い

く
。

17

障
害

年
金

、
遺

族
年

金
の

請
求

書
の

記
入

欄
が

狭
い

、
ま

た
遺

族
年

金
請

求
書
の

色
や

線
に

つ
い

て
わ

か
り

づ
ら

い
と

苦
情

を
受

け
る

。
　

ま
た
、

タ
ー

ン
ア

ラ
ウ

ン
ド

請
求

書
に

同
封

さ
れ

て
い

る
添

付
書

類
の

説
明
に

つ
い

て
、

条
件

が
同

じ
場

合
は

一
か

所
を

見
れ

ば
わ

か
る

よ
う

に
し
て

ほ
し

い
。

（
同

趣
旨

ご
意

見
＝

8件
）

遺
族
厚
生
年
金
の
請
求
書
に
つ
い
て
は
、
印
刷
濃
度
を
調
整
し
、
お
客
様
に
わ

か
り
や
す
い
よ
う
に
、
平
成
2
5
年
4
月
使
用
分
か
ら
色
遣
い
を
変
更
し
た
。
年
金

請
求
書
の
記
載
欄
の
拡
大
な
ど
の
様
式
の
見
直
し
及
び
添
付
書
類
に
関
す
る

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
お
客
様
向
け
文
書
モ
ニ
タ
ー
会
議
等
で
の
ご
意
見

等
を
踏
ま
え
、
改
善
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

18

添
付

書
類

が
多

く
お

客
様

の
負

担
が

大
き

い
こ

と
や

添
付

も
れ

で
返

戻
さ

れ
決
定

が
遅

く
な

る
こ

と
も

あ
る

こ
と

か
ら

、
添

付
書

類
の

簡
略

化
を

検
討
し

て
ほ

し
い

。
（

同
趣
旨

ご
意

見
＝

1件
）

各
種
届
出
で
の
添
付
が
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
添
付
が
必
要
な
の
か

な
ど
、
お
客
様
に
わ
か
り
や
す
い
説
明
方
法
の
周
知
を
図
り
、
添
付
漏
れ
を
で
き

る
だ
け
避
け
る
取
り
組
み
を
進
め
た
い
。
ま
た
、
添
付
書
類
の
簡
略
化
に
つ
い
て

は
個
人
番
号
制
度
導
入
時
の
情
報
連
携
の
効
果
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
。

18
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19

戸
籍

の
表

記
が

「
抄

本
」

と
「

謄
本

」
の

ど
ち

ら
を

用
意

す
れ

ば
い

い
か

わ
か
ら

な
い

、
郵

送
先

に
つ

い
て

「
年

金
事

務
所

か
事

務
セ

ン
タ

ー
」
と

記
載

、
請

求
書

は
受

発
日

以
降

で
な

い
と

提
出

で
き

な
い

こ
と

や
、
添

付
書

類
も

受
発

日
以

降
に

取
得

し
た

書
類

が
必

要
で

あ
る

旨
を

第
1面

に
ハ

ッ
キ

リ
記

載
す

べ
き

。
タ

ー
ン
ア

ラ
ウ

ン
ド

の
裁

定
請

求
書

に
同

封
さ

れ
て

い
る

「
添

付
書

類
」

の
説

明
が

非
常

に
解

り
難

い
。

例
え

ば
、

「
配

偶
者

の
所

得
証

明
の

代
わ
り

に
年

金
証

書
の

添
付

で
も

可
」

と
い

う
文

言
が

５
ペ

ー
ジ

の
「

収
入
に

関
す

る
認

定
書

類
欄

」
に

記
載

さ
れ

て
い

る
為

、
現

実
に

は
加

給
年
金

の
支

給
が

未
だ

発
生

し
て

い
な

い
特

老
厚

部
分

だ
け

の
年

金
証

書
を
持

参
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

も
う

少
し

シ
ン

プ
ル

に
、

解
り

易
い

記
載
に

出
来

な
い

か
。

（
同

趣
旨

ご
意

見
＝

8件
）

戸
籍
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
年
金
各
法
施
行
規
則
に
お
い
て
生
年
月
日
等
の

確
認
の
場
合
は
「抄
本
」
、
遺
族
年
金
請
求
時
に
身
分
の
確
認
を
行
う
場
合
は

「謄
本
」に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ケ
ー
ス
に
よ
り
異
な
る
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
て
必
要
な
書
類
を
ご
案
内
し
て
い
る
。
（
戸
籍
謄
本
に
は
確
認
し

た
い
者
以
外
の
情
報
も
記
載
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

配
慮
し
、
一
律
に
謄
本
を
求
め
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
）

　
次
に
、
請
求
書
の
郵
送
先
に
つ
い
て
は
、
現
状
は
原
則
年
金
事
務
所
が
受
付

を
行
っ
て
お
り
、
送
付
先
一
覧
を
添
付
し
て
ご
案
内
し
て
い
る
。
年
金
事
務
所
に

来
訪
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
窓
口
で
請
求
内
容
を
確
認
し
、
不
足
す
る
添
付

書
類
等
を
添
え
て
事
務
セ
ン
タ
ー
へ
郵
送
し
て
い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内
を
行
う
場

合
も
あ
る
が
、
点
検
の
過
程
を
経
ず
当
初
よ
り
事
務
セ
ン
タ
ー
に
直
送
す
る
よ
う

ご
案
内
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
次
に
、
年
金
証
書
の
添
付
書
類
の
説
明
内
容
に
つ
い
て
は
、
ご
指
摘
の
部
分

を
含
め
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
表
現
と
な
る
よ
う
、
今
後
と
も
改
善
を
図
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
、
お
客
様
向
け
文
書
モ
ニ
タ
ー
会
議
等
で
の
ご
意
見
等
を
踏

ま
え
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
見
直
し
を
逐
次
行
う
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
窓
口
で
の
説

明
誤
り
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
職
員
向
け
の
解
説
資
料
の
作
成
を
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

20

年
金

ネ
ッ

ト
に

つ
い

て
日

本
年
金

機
構

で
は

、
今

後
、

年
金

ネ
ッ

ト
の

普
及

を
推

進
し

て
い

く
方

向
に
あ

る
よ

う
だ

が
、

現
状

の
年

金
ネ

ッ
ト

は
、

定
期

便
の

域
を

超
え

な
い
の

で
、

も
っ

と
、

機
能

、
使

い
や

す
さ

の
充

実
を

図
っ

て
、

国
民

が
積
極

的
に

年
金

ネ
ッ

ト
を

利
用

す
る

よ
う

な
工

夫
が

必
要

だ
と

思
う

。
 あ

の
ま

ま
で

は
、

飽
き

ら
れ

る
と

い
う

か
あ

ま
り

活
用

さ
れ

ず
に

、
廃
れ

て
い

く
よ

う
な

気
が

す
る

。

「ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
年
金
見
込
額
の
試
算
や
持
ち
主
不
明
記
録

の
検
索
、
電
子
版
の
受
給
者
通
知
の
確
認
な
ど
、
年
金
記
録
の
確
認
以
外
に
も

様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

今
後
も
、
届
書
の
作
成
支
援
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
対
応
な
ど
、
更
な
る
機
能
の
拡

充
や
改
善
を
実
施
予
定
で
あ
り
、
更
な
る
利
用
者
の
拡
大
を
図
り
た
い
。

＜
サ
ー
ビ
ス
・相
談
関
係
＞
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21

各
種

の
通

知
や

勧
奨

を
行

う
際

に
、

来
所

の
際

に
本

人
が

確
認

で
き

る
も

の
を
持

参
す

る
こ

と
や

、
代

理
で

の
来

所
の

場
合

の
注

意
説

明
文

を
加

え
て
欲

し
い

。
必

ず
し

も
本

人
確

認
で

き
る

も
の

を
携

帯
し

て
来

所
さ

れ
る
方

ば
か

り
で

は
な

く
、

窓
口

で
の

ト
ラ

ブ
ル

や
再

度
の

来
所

と
な

る
方
が

多
い

た
め

。

年
金
相
談
時
に
お
け
る
本
人
確
認
の
た
め
の
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
、
相
談
者

が
代
理
人
の
場
合
を
含
め
、
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
年
金
請
求
書
及
び
年
金
裁

定
時
に
送
付
す
る
「年
金
受
給
者
の
皆
様
へ
」
に
よ
り
周
知
し
て
い
る
。

な
お
、
各
種
通
知
書
等
へ
の
当
該
記
載
に
つ
い
て
は
、
記
載
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら

れ
て
い
る
た
め
難
し
い
面
は
あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

22
タ

ー
ン
ア

ラ
ウ

ン
ド

CD
の

取
扱

い
に

つ
い

て
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
は

「
問

い
合

わ
せ

は
年

金
事

務
所

へ
」

と
な

っ
て

い
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

年
金

事
務

所
は

取
り

扱
い

に
つ

い
て

習
熟

し
て

い
な

い
。

タ
ー
ン
ア
ラ
ウ
ン
ド
Ｃ
Ｄ
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
習
熟
し
て
い
な
い
拠
点
が
一
部

あ
る
と
聞
い
て
い
る
た
め
、
お
客
様
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
な
い
よ
う
に
タ
ー
ン
ア

ラ
ウ
ン
ド
Ｃ
Ｄ
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
周
知
・
徹
底
す
る
。

20
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23
年

金
事
務

所
の

窓
口

担
当

者
の

レ
ベ

ル
が

落
ち

て
い

る
気

が
す

る
。

年
金

制
度
を

熟
知

し
て

い
る

ベ
テ

ラ
ン

担
当

者
が

ど
ん

ど
ん

減
っ

て
い

っ
て

い
る
よ

う
な

気
が

す
る

。

相
談
ス
キ
ル
向
上
の
た
め
の
年
金
相
談
研
修
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
計
画
的

に
実
施
し
て
い
る
が
、
体
系
的
、
か
つ
計
画
的
な
相
談
研
修
を
実
施
す
る
た
め

「Ｃ
Ｓ
活
動
及
び
相
談
ス
キ
ル
の
向
上
推
進
の
た
め
の
取
組
み
に
つ
い
て
」
（
平

成
24
年
12
月
指
示
）
を
策
定
し
、
相
談
研
修
及
び
実
践
的
な
Ｏ
Ｊ
Ｔ
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

24

電
子

申
請

で
公

文
書

が
発

行
さ

れ
な

い
も

の
が

あ
り

ま
す

。
氏

名
変

更
届

、
住
所

変
更

届
、

第
３

号
被

保
険

者
届

な
ど

。
事

務
所

に
交

付
で

き
る

、
終
了

し
た

手
続

の
内

容
が

確
認

で
き

る
書

類
が

あ
り

ま
せ

ん
。

す
べ

て
の
手

続
で

公
文

書
を

発
行

し
て

い
た

だ
き

た
い

。

機
構
か
ら
の
諸
通
知
に
つ
い
て
は
法
令
に
し
た
が
い
実
施
し
て
い
る
。
氏
名
変

更
届
、
住
所
変
更
届
な
ど
、
書
面
に
よ
る
届
出
の
場
合
に
通
知
書
を
交
付
し
て

い
な
い
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
電
子
申
請
に
お
い
て
も
公
文
書
と
し
て
通
知
書
を

発
行
し
て
い
な
い
。

な
お
、
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
（
資
格
取
得
・
種
別
変
更
・
種
別
確

認
）に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
本
人
へ
通
知
書
を
交
付
し
て
い
る
。

25

今
後

、
１

０
年

（
１

２
０

月
）

年
金

を
実

施
す

る
の

で
あ

れ
ば

、
カ

ラ
期

間
の
取

扱
い

を
事

前
に

十
分

検
討

し
て

お
い

て
ほ

し
い

。
昭

和
61
年

4
月

以
降
に

支
給

さ
れ

た
脱

退
手

当
金

の
期

間
は

現
行

法
で

は
カ

ラ
期

間
と

は
な
ら

な
い

。
15

0月
程

度
の

厚
生

年
金

の
脱

退
手

当
金

を
受

給
し

た
人

は
、
そ

の
ま

ま
記

録
を

残
し

て
お

け
ば

１
０

年
で

年
金

が
貰

え
た

の
に

、
脱
退

を
勧

め
ら

れ
た

せ
い

で
受

給
出

来
な

く
な

っ
た

と
い

っ
た

ク
レ

ー
ム
が

予
想

さ
れ

る
。

後
納

制
度

＋
１

０
年

年
金

の
話

が
出

て
来

た
頃

か
ら

、
「

脱
退

手
当

金
の

案
内
は

控
え

る
よ

う
に

」
と

い
う

業
務

連
絡

の
よ

う
な

お
知

ら
せ

は
有

っ
た
が

、
そ

れ
以

前
は

、
む

し
ろ

、
年

金
受

給
に

繋
が

ら
な

い
人

で
脱

退
手
当

金
の

請
求

が
可

能
な

方
に

つ
い

て
は

、
積

極
的

に
案

内
を

行
っ

て
い

た
よ

う
な

記
憶

が
有

る
。

こ
う

い
っ

た
「

辻
褄

の
合

わ
な

い
」

取
扱

い
の

積
み

重
ね

が
、

年
金

不
信

に
繋

が
っ

て
い

る
よ

う
に

思
わ

れ
る
の

で
、

ご
留

意
い

た
だ

き
た

い
。

脱
退
手
当
金
は
、
年
金
受
給
に
結
び
つ
か
ず
保
険
料
の
掛
け
捨
て
と
な
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
経
過
的
な
制
度
で
あ
り
、
昭
和
6
1
年
に
基
礎

年
金
制
度
の
導
入
に
よ
り
当
該
制
度
を
廃
止
し
、
経
過
措
置
と
し
て
対
象
を
限

定
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
後
納
制
度
や
受
給
要
件
の
短
縮
は
、
時
勢
の
施
策
と
し
て
措
置
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
予
め
そ
の
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は

な
い
く
、
そ
れ
以
前
に
は
や
む
を
得
ず
脱
退
手
当
金
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い

場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
年
金
機
能
強
化
法
の
法
案
提
出
時
及
び
成
立
時
に
指
示
・
依
頼
を
発

出
し
、
脱
退
手
当
金
の
相
談
が
あ
っ
た
お
客
様
に
は
法
案
の
内
容
を
説
明
し
、

慎
重
に
ご
判
断
い
た
だ
く
よ
う
注
意
を
促
す
と
と
も
に
、
「
年
金
受
給
要
件
に
関
す

る
確
認
事
項
（チ
エ
ッ
ク
シ
ー
ト
）
」
に
よ
り
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

＜
そ
の
他
＞
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26

遺
族

年
金

の
失

権
事

由
（

未
届

け
の

妻
の

場
合

）
の

対
応

に
つ

い
て

。
公

営
住
宅

の
入

居
資

格
の

ひ
と

つ
に

、
「

未
届

け
の

妻
」

が
あ

り
、

住
民

票
上
、

事
実

婚
で

あ
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
遺

族
年

金
の

受
給

権
者

が
、
諸

事
情

に
よ

り
安

価
な

住
宅

を
求

め
、

上
記

の
理

由
で

公
営

住
宅

に
入
居

、
そ

の
後

、
遺

族
年

金
の

受
給

権
者

が
何

ら
か

の
年

金
請

求
や

相
談
を

す
る

こ
と

で
、

実
態

が
判

明
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
と

き
、
遺

族
年

金
は

失
権

と
な

り
、

５
年

分
の

年
金

を
返

納
を

求
め

る
こ

と
に
な

り
ま

す
。

今
後

の
日

本
の

経
済

状
況

や
年

金
受

給
額

の
推

移
を

考
え
れ

ば
、

こ
の

よ
う

な
状

況
の

方
々

の
数

は
増

え
、

新
た

な
年

金
問

題
と
し

て
浮

上
す

る
の

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
？

で
あ

る
な

ら
ば

、
今

、
現

時
点

で
の

的
確

な
対

応
を

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
と
思

い
ま

す
。

ま
ず

は
、

す
べ

て
の

年
金

事
務

所
（

相
談

セ
ン

タ
ー

・
オ

フ
ィ

ス
含

む
）

の
共

通
認

識
・

対
応

が
求

め
ら

れ
る

と
思

い
ま

す
。

逆
の

見
方

を
す

れ
ば

、
現

場
の

判
断

に
ま

か
せ

る
状

態
に

し
て

お
く

こ
と

で
、
今

ま
で

も
そ

し
て

こ
れ

か
ら

も
、

目
を

つ
ぶ

る
職

員
が

い
な

か
っ

た
と

い
い

き
れ

る
で

し
ょ

う
か

？
ま

た
、
住

民
票

コ
ー

ド
情

報
の

取
得

に
関

し
て

も
、

法
律

改
正

等
を

行
い

、
的
確

な
対

応
が

必
要

と
思

わ
れ

ま
す

。
ま

た
、

こ
の

件
に

関
す

る
議

論
に
お

い
て

、
住

民
票

コ
ー

ド
を

登
録

し
て

い
な

い
人

と
の

整
合

性
は

ど
う
す

る
の

か
？

登
録

し
な

い
方

が
得

す
る

場
合

も
あ

る
と

な
れ

ば
･･

･、
い

ろ
ん

な
問

題
点

が
浮

か
び

上
が

る
こ

と
と

思
わ

れ
ま

す
が

、
だ

か
ら
、

何
も

対
応

は
し

な
い

と
い

う
の

で
あ

れ
ば

、
今

ま
で

と
同

じ
だ

と
思
い

ま
す

。
年

金
記

録
問

題
し

か
り

で
す

。

遺
族
年
金
の
受
給
権
は
受
給
権
者
が
婚
姻
（
未
届
け
の
場
合
も
含
む
。
）
し
た
と

き
は
失
権
す
る
。
こ
の
場
合
、
受
給
権
者
は
失
権
の
届
出
を
日
本
年
金
機
構
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ご
指
摘
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
で
あ
る
妻
が
事
実
婚
の

関
係
に
至
っ
た
場
合
、
そ
の
事
実
を
行
政
庁
が
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

た
め
、
受
給
権
者
の
方
に
き
ち
ん
と
届
け
出
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
年
金
証
書
に
同
封
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
届
出
に
つ
い
て
周
知

し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
象
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
現
場
の
判

断
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
遺
族
年
金
の
失
権
届
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
を
周

知
し
、
し
っ
か
り
対
応
す
る
よ
う
改
め
て
機
構
内
で
文
書
を
発
出
す
る
な
ど
徹
底

を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
方
々
の
把
握
に
つ
い
て
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
利

用
で
き
な
い
か
と
の
ご
提
案
だ
が
、
現
状
で
は
住
民
基
本
台
帳
法
上
、
住
基

ネ
ッ
ト
に
よ
り
国
の
機
関
等
に
提
供
さ
れ
る
情
報
は
、
年
金
業
務
に
限
ら
ず
、
氏

名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
の
４
情
報
と
さ
れ
て
い
る
。
遺
族
年
金
の
失
権
事

由
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
や
事
実
婚
と
い
う
続
柄
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
が
必
要

と
な
る
の
で
、
今
後
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
の
動
き
な
ど
を
十
分
に
見
守
っ

て
ま
い
り
た
い
。

27

年
金

の
裁

定
請

求
書

を
、

金
融

機
関

の
社

労
士

資
格

の
無

い
社

員
が

窓
口

へ
持
参

し
て

も
そ

の
ま

ま
受

理
し

て
い

る
が

、
社

会
保

険
労

務
士

法
第

２
７
条

に
抵

触
し

な
い

か
。

ま
た

、
年

金
記

録
を

確
認

で
き

る
と

て
も

大
切
な

機
会

に
専

門
家

の
目

を
通

す
こ

と
で

、
記

録
が

発
見

で
き

る
か

も
し
れ

な
い

。

ご
指
摘
の
行
為
が
社
労
士
法
第
２
７
条
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

個
別
の
事
案
に
応
じ
て
①
他
人
の
求
め
に
応
じ
②
報
酬
を
得
て
③
業
と
し
て
、

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
か
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
判
断
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。

ご
提
案
の
裁
定
請
求
書
に
社
労
士
の
目
を
通
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
費

用
負
担
の
問
題
も
あ
り
一
概
に
推
奨
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
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〔備
考
〕記
録
発
見
が
困
難
な
ケ
ー
ス

・共
済
期
間
か
厚
年
期
間
か
不
明
（旧
国
鉄
見
習
い
期
間
等
共
済
適
用
除
外
期
間
）

・駐
留
軍
関
係
の
事
業
所
名
称
が
不
明

・会
社
の
組
織
変
更
に
伴
う
取
得
、
喪
失
記
録

・「
通
称
名
」「
通
り
名
」を
使
用
し
て
い
た

・親
会
社
は
覚
え
て
い
る
が
下
請
け
会
社
の
会
社
名
が
思
い
出
せ
な
い

・就
労
場
所
と
事
業
所
所
在
地
が
違
う
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項
番

事
項

概
要

結
果

公
表

時
期

1
厚

生
年

金
保

険
被

保
険

者
名

簿
等

の
サ

ン
プ

ル
調

査

・
社

会
保

険
事

務
所

が
保

管
し

て
る

厚
生

年
金

保
険

の
被

保
険

者
名

簿
・
原

票
の

記
録

（
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル

ム
）
と

オ
ン

ラ
イ

ン
記

録
に

つ
い

て
サ

ン
プ

ル
を

抽
出

し
て

突
合

せ
を

実
施

。

・
対

象
サ

ン
プ

ル
記

録
の

全
件

（
1
9
,9

7
9
件

）
の

う
ち

、
名

簿
・
原

票
の

記
録

と
オ

ン
ラ

イ
ン

上
の

記
録

が
一

致
し

な
い

も
の

が
2
7
7
件

（
1
.4

％
）
あ

っ
た

。
平

成
2
0
年

6
月

2
国

民
年

金
被

保
険

者
台

帳
（
特

殊
台

帳
分

）
の

サ
ン

プ
ル

調
査

の
実

施

・
国

民
年

金
の

特
殊

台
帳

の
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル

ム
記

録
と

オ
ン

ラ
イ

ン
記

録
と

の
整

合
を

概
観

す
る

た
め

、
各

社
会

保
険

事
務

所
か

ら
各

1
0
件

ず
つ

無
作

為
抽

出
し

た
デ

ー
タ

に
基

づ
い

て
照

合
を

行
っ

た
。

・
対

象
記

録
の

全
件

（
3
,0

9
0
件

）
に

つ
い

て
、

①
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル

ム
記

録
に

対
応

す
る

オ
ン

ラ
イ

ン
記

録
が

な
い

と
い

う
事

例
及

び
②

氏
名

、
生

年
月

日
等

の
本

人
の

特
定

に
関

す
る

記
載

に
食

い
違

い
の

あ
る

事
例

は
、

い
ず

れ
も

な
か

っ
た

。
・
収

録
さ

れ
て

い
る

各
月

の
納

付
情

報
（
納

付
・
免

除
の

別
）
の

一
部

に
つ

い
て

、
マ

イ
ク

ロ
フ

ィ
ル

ム
記

録
と

オ
ン

ラ
イ

ン
記

録
が

一
致

し
て

い
な

い
も

の
が

、
4
件

あ
っ

た
。

平
成

1
9
年

6
月

3
国

民
年

金
被

保
険

者
名

簿
の

サ
ン

プ
ル

調
査

・
全

国
の

市
町

村
が

保
有

し
て

い
た

被
保

険
者

名
簿

及
び

こ
れ

に
対

応
す

る
オ

ン
ラ

イ
ン

記
録

の
突

合
せ

を
実

施
。

（
国

民
年

金
被

保
険

者
名

簿
の

中
か

ら
、

2
,1

5
9
件

の
サ

ン
プ

ル
を

抽
出

）

・
サ

ン
プ

ル
調

査
の

対
象

と
し

た
被

保
険

者
名

簿
の

全
件

（
2
,1

5
9
件

）
の

う
ち

、
被

保
険

者
名

簿
の

記
録

と
オ

ン
ラ

イ
ン

上
の

記
録

が
一

致
し

な
い

も
の

が
7
件

（
0
.3

％
）
あ

っ
た

。
平

成
2
1
年

1
2
月

4
グ

レ
ー

便
サ

ン
プ

ル
調

査

厚
生

年
金

保
険

及
び

船
員

保
険

旧
台

帳
の

記
録

（
約

1
,4

6
6
万

件
）
の

う
ち

、
基

礎
年

金
番

号
を

保
有

し
て

い
な

い
等

の
た

め
、

い
わ

ゆ
る

グ
レ

ー
便

の
送

付
対

象
と

な
ら

な
か

っ
た

記
録

に
つ

い
て

、
住

基
ネ

ッ
ト

と
の

突
合

せ
を

行
い

3
情

報
が

一
致

し
た

記
録

（
約

7
万

件
）
か

ら
無

作
為

に
調

査
対

象
者

を
4
6
7
件

抽
出

し
た

。
抽

出
後

、
対

象
者

に
対

し
、

個
別

に
電

話
、

訪
問

に
て

旧
台

帳
記

録
の

情
報

（
加

入
制

度
、

加
入

期
間

な
ど

）
を

伝
え

、
ご

本
人

の
記

録
で

あ
る

か
否

か
を

確
認

し
た

。

対
象

者
4
6
7
人

の
う

ち
、

接
触

で
き

た
人

数
3
1
5
人

中
　

○
本

人
の

記
録

と
確

認
で

き
た

　
2
4
7
人

（
7
9
%
）

　
　

・
受

給
に

結
び

つ
く
可

能
性

が
あ

る
　

8
3
人

（
2
6
%
）

　
　

・
受

給
に

結
び

つ
か

な
い

　
　

　
　

　
　

1
6
4
人

（
5
3
%
）

　
○

本
人

の
記

録
で

な
い

　
6
6
人

（
2
1
%
）

平
成

2
3
年

3
月

5
オ

ン
ラ

イ
ン

記
録

上
2
5
年

の
受

給
資

格
期

間
を

満
た

し
て

い
な

い
方

に
係

る
サ

ン
プ

ル
調

査

保
険

料
納

付
済

期
間

と
保

険
料

免
除

期
間

を
合

算
し

た
期

間
が

2
5
年

に
満

た
な

い
方

（
7
0

歳
未

満
の

方
に

つ
い

て
は

、
今

後
、

保
険

料
を

納
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

7
0
歳

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
、

納
付

を
行

っ
て

も
2
5
年

に
満

た
な

い
方

）
で

あ
っ

て
、

平
成

2
1
年

4
月

1
日

時
点

で
6
2
歳

以
上

の
方

1
,6

2
8
人

を
対

象
に

実
態

調
査

を
行

っ
た

。

対
象

者
1
,6

2
8
人

の
う

ち
、

聴
取

で
き

た
人

数
6
8
5
人

中
　

○
受

給
資

格
期

間
を

満
た

し
て

い
た

方
　

9
4
人

（
1
3
.7

%
）

　
○

受
給

資
格

期
間

を
満

た
し

て
い

な
い

方
　

5
9
1
人

（
8
6
.3

%
）

平
成

2
1
年

7
月

6
年

金
の

受
給

資
格

期
間

を
満

た
し

て
い

な
が

ら
請

求
を

行
っ

て
い

な
い

方
に

係
る

サ
ン

プ
ル

調
査

7
7
0
歳

ま
で

の
保

険
料

納
付

に
よ

り
受

給
資

格
期

間
を

満
た

す
方

に
係

る
サ

ン
プ

ル
調

査

各
種

サ
ン

プ
ル

調
査

保
険

料
納

付
済

期
間

と
保

険
料

免
除

期
間

を
合

算
し

た
期

間
が

2
5
年

を
満

た
す

方
（
7
0

歳
ま

で
の

期
間

に
つ

い
て

、
保

険
料

納
付

を
行

う
こ

と
に

よ
り

2
5
年

を
満

た
す

こ
と

が
で

き
る

場
合

も
含

む
。

）
で

あ
っ

て
、

平
成

2
1
年

4
月

1
日

時
点

で
6
2
歳

以
上

の
方

2
,3

3
8
人

を
対

象
に

実
態

調
査

を
行

っ
た

。

対
象

者
2
,3

3
8
人

中
、

　
○

老
齢

基
礎

年
金

の
支

給
開

始
年

齢
に

達
し

て
い

な
い

方
　

　
　

　
　

　
　

1
,0

8
8
人

（
4
6
.5

%
）

　
○

年
金

を
受

け
て

い
る

方
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
4
4
8
人

（
1
9
.2

%
）

　
○

死
亡

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

方
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

9
9
人

（
4
.2

%
）

　
○

7
0
歳

ま
で

の
期

間
を

納
付

す
れ

ば
受

給
資

格
期

間
を

満
た

す
方

　
　

　
　

2
3
3
人

（
1
0
.0

%
）

　
○

上
記

の
ほ

か
、

年
金

の
受

給
資

格
期

間
を

満
た

す
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
　

　
年

金
を

受
給

し
て

い
る

こ
と

が
確

認
さ

れ
な

か
っ

た
方

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

4
7
0
人

（
2
0
.1

%
）

平
成

2
1
年

1
2
月

　
記

録
問

題
の

対
応

に
当

っ
て

は
、

全
体

状
況

を
把

握
し

、
そ

れ
に

基
づ

き
対

策
を

検
討

す
る

た
め

、
い

ろ
い

ろ
な

事
案

に
つ

い
て

サ
ン

プ
ル

調
査

が
行

わ
れ

た
が

、
そ

の
状

況
は

下
表

の
と

お
り

で
あ

る
。
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8

脱
退

手
当

金
の

支
給

日
前

に
脱

退
手

当
金

の
計

算
の

基
礎

と
さ

れ
て

い
な

い
被

保
険

者
期

間
が

あ
る

記
録

に
か

か
る

サ
ン

プ
ル

調
査

の
実

施

・
脱

退
手

当
金

の
支

給
日

よ
り

前
に

脱
退

手
当

金
の

計
算

の
基

礎
と

さ
れ

て
い

な
い

厚
生

年
金

被
保

険
者

期
間

が
あ

る
記

録
に

つ
い

て
、

一
定

の
サ

ン
プ

ル
を

抽
出

し
、

本
人

へ
の

聞
き

取
り

調
査

や
事

業
所

へ
の

調
査

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
実

際
に

脱
退

手
当

金
が

支
払

わ
れ

た
か

ど
う

か
や

当
時

の
経

緯
等

に
つ

い
て

確
認

を
行

う
。

（
該

当
記

録
約

1
9
万

件
か

ら
2
0
0
0
件

の
サ

ン
プ

ル
を

抽
出

）

・
面

談
調

査
を

行
う

こ
と

が
で

き
た

1
,3

3
5
人

の
う

ち
、

実
際

に
は

脱
退

手
当

金
の

支
給

を
受

け
て

い
な

い
と

の
回

答
が

1
4
3
人

で
あ

っ
た

。
平

成
2
2
年

7
月

9
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
記

録
に

紐
付

か
な

か
っ

た
紙

台
帳

等
の

画
像

デ
ー

タ
の

サ
ン

プ
ル

調
査

年
金

記
録

に
係

る
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
記

録
と

紙
台

帳
等

に
つ

い
て

、
２

２
年

３
月

に
手

帳
記

号
番

号
と

生
年

月
に

基
づ

く
紐

付
け

作
業

を
終

え
た

段
階

に
お

い
て

紐
付

か
な

か
っ

た
画

像
1
5
0
0
件

に
つ

い
て

、
サ

ン
プ

ル
調

査
を

実
施

し
、

紐
付

か
な

い
原

因
を

分
析

し
た

。

○
結

果
（
括

弧
内

は
サ

ン
プ

ル
数

全
体

に
占

め
る

割
合

）
１

．
今

回
の

突
合

せ
業

務
の

対
象

と
な

る
紙

台
帳

１
４

５
４

件
（
９

６
.９

％
）

（
１

）
氏

名
と

手
帳

記
号

番
号

、
氏

名
と

生
年

月
日

等
に

基
づ

く
紐

付
け

作
業

に
よ

り
紐

付
く
可

能
性

の
あ

る
も

の
６

９
４

件
（
４

６
.３

％
）

（
２

）
個

別
の

作
業

に
よ

り
紐

付
く
可

能
性

が
あ

る
も

の
７

５
０

件
（
５

０
.０

％
）

（
３

）
紙

台
帳

に
原

因
が

あ
り

紐
付

け
困

難
な

も
の

１
０

件
（
０

.７
％

）
2
. 
今

回
の

突
合

せ
業

務
の

対
象

と
な

ら
な

い
紙

台
帳

（
学

徒
動

員
等

健
康

保
険

の
み

の
加

入
記

録
等

）
４

６
件

（
３

.１
％

）

平
成

2
2
年

7
月

1
0

被
保

険
者

の
年

金
記

録
に

係
る

紙
台

帳
等

と
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
記

録
の

突
合

サ
ン

プ
ル

調
査

・
突

合
せ

対
象

者
の

年
齢

階
層

等
に

よ
る

突
合

せ
結

果
を

確
認

す
る

と
と

も
に

、
今

後
の

突
合

せ
の

作
業

方
法

等
の

検
討

の
資

料
と

す
る

た
め

、
被

保
険

者
に

係
る

サ
ン

プ
ル

調
査

を
実

施
。

（
被

保
険

者
に

つ
い

て
、

平
成

2
2
年

1
0
月

1
日

時
点

で
、

3
0
歳

未
満

、
3
0
歳

以
上

4
0
歳

未
満

、
4
0
歳

以
上

5
0
歳

未
満

、
5
0
歳

以
上

の
年

齢
区

分
ご

と
に

合
計

1
2
,0

0
0
人

を
無

作
為

抽
出

）

・
不

一
致

が
あ

っ
た

者
の

内
訳

は
次

の
と

お
り

。
　

5
0
歳

以
上

　
4
6
人

、
4
0
歳

以
上

5
0
歳

未
満

　
1
4
人

、
3
0
歳

以
上

4
0
歳

未
満

　
5
人

、
3
0
歳

未
満

　
0
人

、
合

計
6
5
人

平
成

2
4
年

5
月

1
1

厚
生

年
金

基
金

の
加

入
状

況
に

関
す

る
記

録
が

国
と

基
金

で
相

違
す

る
事

案
の

サ
ン

プ
ル

調
査

・
厚

生
年

金
基

金
の

加
入

状
況

に
関

す
る

記
録

が
国

と
基

金
で

相
違

す
る

事
案

に
分

類
さ

れ
る

も
の

の
件

数
及

び
具

体
的

な
事

案
を

把
握

す
る

た
め

、
サ

ン
プ

ル
調

査
を

実
施

。
（
平

成
2
2
年

9
月

1
日

か
ら

2
4
日

に
厚

生
年

金
基

金
及

び
企

業
年

金
連

合
会

か
ら

記
録

が
不

一
致

で
あ

る
と

し
て

調
査

依
頼

を
受

け
付

け
た

も
の

の
中

か
ら

、
基

金
加

入
状

況
記

録
相

違
事

案
に

該
当

す
る

も
の

を
全

件
抽

出
）

・
不

一
致

事
案

の
総

受
付

件
数

　
4
9
,5

4
3
件

の
う

ち
、

「
基

金
加

入
状

況
記

録
相

違
」
と

考
え

ら
れ

る
件

数
は

3
,1

8
7
件

（
不

一
致

事
案

の
6
.4

％
）
で

あ
っ

た
。

平
成

2
3
年

1
0
月

85



 
 

 

 

 

  

      

 444 (11.3%) 33 (0.7%) 451 (7.3%) 390 ( 9.9%) 21 (0.5%) 361 (5.8%) 

   274 (13.7%) 15 (0.5%) 176 (9.6%)  236 (11.8%) 8 (0.2%) 141 (7.7%) 

   170 (8.7%) 18 (1.4%) 275 (6.3%)  154 ( 7.9%) 13 (1.0%) 220 (5.0%) 

 33 (1.7%) 10 (0.8%) 145 (3.2%) 19 ( 1.0%) 8 (0.7%) 110 (2.4%) 
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  6.6%  7.5%  5.9%  1.8% 3.5% 

 

 
 5.5%  6.2%  4.9%  1.3% 2.8% 

 
 3.1   5.4   1.4   0.2  1.2  

 

 

 22,512 16,698 22,512 16,611

 

  

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  8.0% 1.1% 6.7% 0.9% 4.0  0.2  

  

  

  10.6% 0.9% 8.7% 0.7% 8.1  0.2  

  6.1% 1.4% 5.1% 1.1% 1.6  0.2  

  1.9% 1.0% 1.2% 0.8% 0.1  0.1  

  4.4% 1.0% 3.5% 0.9% 1.8  0.1  
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22 9

983 23 3 976

118 865

 

 

  

 

     

  

   

 

 

 
     

 151.3 7.3  21 0.5 230  271.8 13 2  35 1.2 600  

 73.5 3.6  15 0.8 400  61.0   3.0  12 0.4 210  

 63 3.1  21 0.5 260  53.3   2.6  18 0.2 110  

 79.7 3.9  18 0.6 300  141.8  6.9  22 0.7 350  

 
 

 

  

      

75   3,218 100  10(0.3 ) 10 0.3   4,426 100        20 0.5   20 0.5  

65 75   3,346 100  38(1.1 ) 38 1.1   2,671 100  19 0.6   19 0.6  

65   3,436 100  36(1.0 ) 29 0.8   2,903 100  14 0.4   12 0.4  

 10,000 100  84(0.8 ) 77 0.8  10,000 100  53 0.5   51 0.5  

 65  
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 3,942  10,816  4,601  6,215  36,282  84,389  20,195  64,194  

  1,998  5,109  3,284  1,825  19,503  31,495  13,033  18,462  

  1,944  5,707  1,317  4,390  16,779  52,894  7,162  45,732  

 1,959  5,795  1,213  4,582  9,460  44,395  5,513  38,882  

 5,901  16,611  5,814  10,797  45,742  128,784  25,708  103,076  

 

 

 

 

  

      

 3,942 (100%) 4,601 (100%) 6,215 (100%) 444 (11.3%) 33 (0.7%) 451 (7.3%) 

 

 

 1,998 (100%) 3,284 (100%) 1,825 (100%) 274 (13.7%) 15 (0.5%) 176 (9.6%) 

 1,944 (100%) 1,317 (100%) 4,390 (100%) 170 ( 8.7%) 18 (1.4%) 275 (6.3%) 

 1,959 (100%) 1,213 (100%) 4,582 (100%) 33 ( 1.7%) 10 (0.8%) 145 (3.2%) 

 5,901 (100%) 5,814 (100%) 10,797 (100%) 477 ( 8.1%) 43 (0.7%) 596 (5.5%) 
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 345 (8.8%) 33 (0.7%) 342 (5.5%) 99 (2.5%) 0 (0.0%) 109 (1.8%) 

   195 (9.8%) 15 (0.5%) 98 (5.4%) 79 (4.0%) 0 (0.0%) 78 (4.3%) 
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 22 (1.1%) 10 (0.8%) 127 (2.8%) 11 (0.6%) 0 (0.0%) 18 (0.4%) 

367 (6.2%) 43 (0.7%) 469 (4.3%) 110 (1.9%) 0 (0.0%) 127 (1.2%) 

 

 

 

 

  

      

 3,942 (100%) 4,601 (100%) 6,215 (100%) 390 ( 9.9%) 21 (0.5%) 361 (5.8%) 

   1,998 (100%) 3,284 (100%) 1,825 (100%)  236 (11.8%) 8 (0.2%) 141 (7.7%) 

   1,944 (100%) 1,317 (100%) 4,390 (100%)  154 ( 7.9%) 13 (1.0%) 220 (5.0%) 

 1,959 (100%) 1,213 (100%) 4,582 (100%) 19 ( 1.0%) 8 (0.7%) 110 (2.4%) 

5,901 (100%) 5,814 (100%) 10,797 (100%) 409 ( 6.9%) 29 (0.5%) 471 (4.4%) 
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278 (68.0%) 62 (15.2%) 33 (8.1%) 18 (4.4%) 11 (2.7%) 7 (1.7%) 409 (100.0%)

19 (65.5%) 10 (34.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 29 (100.0%)

340 (72.2%) 99 (21.0%) 19 (4.0%) 6 (1.3%) 5 (1.1%) 2 (0.4%) 471 (100.0%)

66 (16.1%) 87 (21.3%) 29 (7.1%) 29 (7.1%) 14 (3.4%) 14 (3.4%) 13 (3.2%) 7 (1.7%) 6 (1.5%) 13 (3.2%) 278

2 (10.5%) 3 (15.8%) 1 (5.3%) 4 (21.1%) 2 (10.5%) 2 (10.5%) 2 (10.5%) 0 (0.0%) 1 (5.3%) 2 (10.5%) 19

75 (22.1%) 87 (25.6%) 38 (11.2%) 36 (10.6%) 32 (9.4%) 19 (5.6%) 16 (4.7%) 15 (4.4%) 9 (2.6%) 13 (3.8%) 340

3,900

3,700

6,600

 

 

 
 

  

 

  

 
 

 

  6.6%  7.5%  5.9%  1.8% 3.5% 

 

 
 5.5%  6.2%  4.9%  1.3% 2.8% 

 
 3.1   5.4   1.4   0.2  1.2  
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  3,436 100  87 2.5    36 1.0     6 0.2  35 1.0  10 0.3  

 10,000 100  189 1.9    84 0.8    25 0.3  68 0.7  12 0.1  
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 10,000 100  148 1.5    53 0.5  34 0.3  53 0.5  8 0.1  
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 73.5 3.6  15 0.8 400  61.0   3.0  12 0.4 210  

 63 3.1  21 0.5 260  53.3   2.6  18 0.2 110  

 79.7 3.9  18 0.6 300  141.8  6.9  22 0.7 350  

  

    

95



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000

23000
24000
25000
26000
27000

   49  

1,500  

1   12  

         10 11 13 

 

18 

19 

 

24 

25 

 

36 

37 

 

48 

49 

 

108 
 

12 

 1 1,500  

 

0.8 0.5  

 

( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13  

18 

19

24 

25  

36 

37  

48 

49  

108 

( ) 9 4 5 4 1 4 3 1 6 4 0 0 11 7 9 2 7 

 

 

 

300 800 1000 1,800 800 2,100 2,800 3,200 4,800 2,400 0 0 5,500 6,600 9,800 15,900 22,900 

 

2 

( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13  

18 

19

24 

25  

36 

37 

48 

49  

108 

( ) 6 2 5 3 1 3 2 1 1 2 2 0 2 5 6 3 7 

 

 

200 500 900 800 500 1,400 2,200 2,800 2,400 5,300 1,300 0 4,300 5,100 9,500 15,300 27,300 

 

 

96



$
'

$

¥
*

Õ
-

#
B

C
�

ñ
�
�

Æ

[
¤

È
T

\
¥

\
!

T
S

ô
ä
�

g
\

P
§

t
É
�

ã
2

ô
õ

;
Q

¤
È

T
\

¥
[

!

K
n

=
ü
�

G
Û

·
U

í
7

�
�

�
*

`
~

Û
ü

n
�

s
�

U
½

Ì
~

¾
m

y
÷

B

n
�

i
{

c
]

�
_

�
V

 

°
ö

f
å

/
g

<
-
!

+
ó

è
©

°
¸

ð
D

v
m

a
p

°
�

Ï
à

X
�

±
�

f
�

ñ
d

]
D

_
g

<
"

2
ô

e
a

R
_

5
ã

"
(
#

j
,
'
'
'

Í
ã

k
�

Õ
-

{
n

�
y

�
ð

�
Õ

-
{

�
]
�

p

L
]
�

p
�
�

ñ

]
�

p
�

Å
_

s
�

�
º

Æ
¡

Â
¾

�
0

{
l

s
Ï

z
U

¥
*

U
ª

¥
N

~
5

!
l

y
^

�
j
)
/
/
'

Í
ã

k
�

Õ
-

�
_

�
U

j
,
'
'
'

Í
ã

k

�
Õ

-
{

n
�

y
�

¥
*

U
ª

¸
Q

�
k

´
;

$
¸

�
ð

X
�

£
È

·

À
Ê

ª
�

Õ
-

{
�

]
�

p
�
�

ñ
n

�
V
[

¤
È

(
0

¥
(
)

!
b

�

¤
È

)
'

¥
*

!
�

z
�
�

ø
\

;
�
�
+
&
&
&

³
Ì
�
f

å
K

d
]

D
_

f
N
�

V
A

i
�
e

|
J

|
k

"
Ý
�

f
�

ð
d

Þ
w

�
�

�
¤

N
~

f
j

)
â

w
�
"
"

\
'
°

?
Ã

'
#
d

j
^

J
<

�
�

�
¤

N
~

A
i

ò
�

�
�

�
¤

f
ç

â
d

D
v

±
o

O
a

a
R

<

O
f

Y
p

f
u

§
{

¤
È

'
/

¥
.

!
)
&

ó
d

º
³

R
_

D
w

=
"
"

\

'
#
A

B

"
U

#
�

�
�

¤
N

~
f

u
§

d
]

D
_

g
<

�
u

§
f

À
%

@
g

�
�

I
�

¿
{

è
Q

c
D

l
L
�
"
Ï

â
T
�

(
/

+
f

)
�

*
_

#
d

ì
¯

R
<

H
]

<
7

p
_

¸
¿

{

Ú
T

w
l

L
`

C
w

O
a

H
u

<
o

Ñ
�

�
�

¤
d

Á
j

R
<

ç
â

f
q

a
a

c

w
ò

�
f

�
�

�
¤

d
]

D
_

Ï
Ö

=
{

"
R

_
D

w
N

~
6

Ä
a

u
§

{
Ñ

E

O
a

a
R

_
D

w
=

別
添

資
料

に
つ

い
て

は
省

略

$
(

$

"
(
#

M
Õ

-
�

)
�

�
Ñ

ø

L
{

Ñ
Å

l
y

U
4

ø
U

E
Ø

¸
�

Ë
ú

*
U

ª
¸

�
i

Q
�

U

j
,
'
'
'

Í
ã

k
�

Õ
-

�
)

�
�

Ñ
ø

l
y

&
Æ

n
�

V

;
"

\
(

f
�
�
+
&
&
&

³
Ì
�
f

¥
H

å
K

f
ß

÷
Ö

6
f

j
)

�
c

Ã
F

ï
d

]
D

_
�
d

j
^

J
ß

÷
f

Ö
6

{
7

p
w

=

;
ß

÷
d

¯
Y

\
_

g
<

L
O

Î
6

�
H

u
W

>
Q

x
Y
�

M
�

d
t

w
ü

.
�

±
¤

{
»

È
R

<
N
�

V
Ö

6
a

¹
Ñ

R
_

Ö
6

{
7

p
w

=

"
)
#

½
�

�
Æ

¸
�

Ä
¾

~
�

�
ö
�

k
�

y
^

�
Õ

-
j
(
+
*
'

Í
ã

k
Q

�
j
*
-

Í
ã

k
�

�
�

¾

L
]
�

p
�
�

ñ

j
(
+
*
'

Í
ã

k
Q

�
j
*
-

Í
ã

k
�

Õ
-

�
½

�
�

Æ
¸

�
Ä

¾
�

°

Ê
ª

�
�

L
¸

�
�

Ä
C

n
�

s
�

�
$

9
í

7
�

Å
^

U
q

�
Ï

z
U

¥
*

U
ª

¸
Q

�
k

´
;

$
¸

�
£

È
·

À
Ê

ª
Õ

-
{

]
�

p

�
Å

_
V

]
�

p
�

U
"
(
#
�

j
,
'
'
'

Í
ã

k
�

Õ
-

�
]
�

p
{

Ñ
Å

l
y

Å

^
U

q
�

©
/

U
Õ

-
c

©
�

ß
f

{
À

�
�

�
ð

~
�

q
�

ö
�

ù

�
n

�
V
[

¤
È

)
'

¥
,

!
�

z
�
�

ø
~
�

Õ
\

;
�
£

�
�


�

�
«

¤
d

t
v

à
¡

Q
x

_
D

w
�
'
*
)
&

³
Ì
�
A

i

�
)
,

³
Ì
�
f

å
K

j
f
�

¼
d

Þ
w

�
�

�
¤

N
~

f
j

)
â

w
�
"
"

\
'
°

?
Ã

(
#
d

j
^

J
<

�
�

�
¤

N
~

A
i

ò
�

�
�

�
¤

f
ç

â
d

D
v

±
o

O
a

a
R

<
O

f
Y

p
f

u
§

{
¤

È
'
/

¥
.

!
)
&

ó
d

º
³

R
_

D
w

=
"
"

\
'
#
A

B

"
)
#

M
Õ

-
�

)
�

�
Ñ

ø

L
{

Ñ
Å

l
y

U
4

ø
U

j
(
+
*
'

Í
ã

k
Q

�
j
*
-

Í
ã

k
�

Õ
-

�
)

�
�

Ñ
ø

l
y

&
Æ

n
�

V

97

ITTRK
テキストボックス
資料１１



$
)

$

;
"

\
)

f
�
�
'
*
)
&

³
Ì
�
A

i
�
)
,

³
Ì
�
f

£
�

�


�
�

«
¤

�

±
�

f
ß

÷
Ö

6
f

j
)

�
c

Ã
F

ï
d

]
D

_
�
d

j
^

J
<

+
&
&
&

³

Ì
f

å
K

d
b

S
Y

Ö
6

{
Ñ

D
<

ß
÷

f
Ö

6
{

7
p

w
=

"
*
#

s
�

¥
*

w
Y

�
�

«
[

~
2

û
n

�
q

�
Þ

�
f

H
�

�
�

¾

L
'

\
þ

N
Õ

-
�

s
�

¥
*

w
Y

�
�

«
[

^
�

�
�

'
\

þ
N

Õ
-

j
(
/
(

Í
ã

k
~

w
^

y
�

U
K

n
¥

*
6

«

�
�

Ë
ÿ

C
~

^
h

y
U

s
�

¥
*

w
Y

~
«

[
n

�
V

i
�

þ
�

~
a

^
y

U
j
(
/
(

Í
ã

k
{

n
�

y
�

¥
*

U
ª

¸
Q

�
k

´
;

$
¸

�
Õ

-

{
�

]
�

p
�

Å
v

s
Ï

z
U

Õ
-

c
©

�
ß

f
{

À
�

�
�

ð
~
�

l
U

q
�

ö
�

a
�

�
p

n
�

V
[

¤
È

)
(

¥
«

Ò
�
�

ø
\

;
ô

^
±

L
�

d
G

D
_

à
"

R
_

D
w

ô
^

9
>

å
K

{
ô

^
±

L

�
H

u
á

Ú
{

E
M

_
<

¤
È

(
&

¥
ª

d
G

D
_

<
N
�

V
°

i
Ï

{

Ñ
D

<
i

Ï
ì

þ
j

f
^
�

°
�

ö
{

3
S

_
<

¤
È

(
'

¥
ª

º
{

�

2
d

j
�

¥
H

z
I

j
f

¶
L

{
Ñ

E
=

"
"

\
*
#

;
�

�
�

¤
N

~
d

¯
Y

\
_

g
<

+
&
&
&

³
Ì

f
N
�

V
�

�
�

¤
f

V
s

{
5

ã
T

w
=

;
N
�

V
°

i
Ï

{
Ñ

\
_

q
c

G
<

j
�

¥
H

z
I

a
f

¶
L

d
Ë

u
c

D
ô

^
9

>
å

K
d

]
D

_
g

<
¤

È
(
'

¥
ª

Ë
R

<
�

Ï
à

U

¦
d

G
D

_
<

"
2

f
¡

p
{

Ñ
E

O
a

c
b

{
5

ã
T

w
=

"
*
#

M
s
�

¥
*

w
Y

�
)

Ë
ß

w
�

Ñ
Y

Q
�

{
n

3
A

�
¤

È
(
/

¥
(
'

!
ú

c
z

3
ø

l
s

)
Ë

ß
w

"
)

Í
ã

#
�

_
u

(
Ñ

Y
�

+
F

ã
�

Ñ
Y

~
^

h
U

ø
4

Ö
f
�

¼
©

l
s

â
0

�

�
ñ

n
�

V
[

¤
È

(
0

¥
/

!
Ò

\

¤
È

(
/

¥
(
'

!
â

4
i

�
�

z
~

{
n

l
s

W
»

Â
�

]
�

)

Ë
ß

w
~

w
^

y
�

\
;

~
�

¾
n

�
V
[

¤
È

(
0

¥
(
'

!
â

4
÷

@
�

ñ
\

�
ï

Î
~

s
�

¥
*

w
Y

�
ß

w
�

Å
_

u
[

~
�

U
¼

©
l

s
â

0
�
�

ñ
~

�
�

U
)

Ë
ß

w
�

{
n

�
3

A
n

�
V
[

Û
·

;
ú

\

$
*

$

;
¤

È
'
.

¥
'
&

!
ú

f
`

g
F

Ø
É

z
I

(
(
$
&
,
)

Ì
`

C
\

Y
I

<

¤
È

'
/

¥
.

!
(

ó
o

d
`

g
<

'
+

Ì
d

_
�

R
_

D
w

=

Å
³

<
æ

W
�

d
t

v
ã

"
d

i
Ï

R
_

ß
Z

T
w

a
a

q
d

<
¤

È

'
.

¥
'
&

!
Ë

R
~

r
R

Y
G

È
À

f
C

w
F

Ø
É

z
d

]
D

_
q

<
�

Ï
à

U
À

/
Ê

d
G

D
_

¸
¨

R
Y

õ
1

{
Ñ

D
<

õ
&

d
ß

Z
T

w
=

;
î

Ü
d

j
�

¥
H

z
I

f
É

z
{

Ñ
E

l
L

d
g

<
M

²
Ä

õ
1

"
K

N
<

À
"

<
r

¥
!

ó
<

Ó
Ê

f
*

_
�

f
²

Ì
{
�

ï
#
f
�

ò
�

ð

{
b

v
<

W
f

~
r

{
¸

¨
�

d
Q

@
T

w
=

"
*
#

N
^

�
�

�
d

¥
*

¸
�

ð
�

�
¥

*
Õ

-
f

H
~

2
n

�
a
�

�
p

^
�

�
�

d
¥

*
¸

�
ð

~
w

^
y

�
U

Û
·

U
�

t
+

~
H

9
�

ò
G

l
U

Ü
è

ö
8

ì
»

S
~

2
n

�
Ä

t
�

U
p

l
y

U
Û

À
�

f

H
~

2
n

�
S

Æ
h

ì
{

b
�

b
h

�
Å

_
V
[

¤
È

)
'

¥
«

â
4

;

ú
\

;
¤

È
'
/

¥
ª

º
d
�

v
*

d
7

)
{

Û
d

R
<

¤
È

(
&

¥
,

!
{

�
2

d
<

Æ
û

à
U

f
û

3
·

C
Ä

"
¥

H
H

u
Æ

û
à

U
í

{
a

S
·

C
Q

x
_

D
c

D
Ä

#
d

1
É

T
w

à
U

í
¨

ñ
Q
�

þ
d

<
¥

H
{

E

µ
R

»
x

_
D

c
D

H
�

f
U

Ä
Y

&
a

S
i

H
M

f
Y

p
f

�
©

�
{

M
�

R
_

1
É

T
w

=

"
*
#

O
K

n
¥

*
s

*
{
�

æ
ö

8
¦

�
Õ

-
�
�

[
p

�
æ

ö
8

¦
b

�
U

K
n

¥
*

s
*

j
{

~
Ç

ö
8

¸
Õ

-
�

Ý
ñ

l
U

%
s

*
~

a
^

y
Õ

-
�
�

d
[

�
p

�
�

ñ
n

�
V
[

¤
È

)
'

¥
«

Ò
�
�

ø
\

;
¤

È
(
&

¥
ª

d
G

D
_

Î
6

¥
H

5
L

Ï
A

i
K

<
r

¥
H

j
H

I

�
L

V
{
�

ð
`

J
w

t
E

<
�

Ï
à

U
6

/
�

¯
�

±
d

G
D

_
j

H
z

I
I

C
K

Q
x

Y
å

K
{

Ñ
û

T
w

Y
p

f
�

�
�

¤
N

~
{

Ñ

D
<

¤
È

(
&

¥
'
(

!
{

�
2

d
<

Î
6

¥
H

5
L

Ï
ü

A
i

K
j

H

ü
d

Ø
v

ü
M

<
Ó

à
U

Ä
å

K
{

á
Ú

T
w

=
"
"

\
+
#

98



$
+

$

"
*
#

P
õ

á
'

\
§

[
d

&
1

�
K

n
¥

*
Ç

ö
8

¸
&

1
�

�
ù

�
~

2

n
�

6
«

�
a
�

7
X

ï
�


�

�
õ

á
'

\
§

[
d

&
1

�
K

n
¥

*
�

Ç
ö

8
¸

&
1

~
ù

�
l

y
U
�

I
%

/
�

²
�

ª
ß

�
Å

_
h

ð
Ü

µ
~

w
^

y
�

U
6

«
�

P
B

�
í

�
`

s
�

�
z

õ
á

'
\

~
ô

�
Õ

-
c

²

e
~

«
[

k
�

�
{

^
_

�
�

z
�

}
f

U
¥

*
È
�

�
&

«
�

Þ
k

�
�

½
Ì

c
]

�
i

{
b

�
U
�
�

~
¥

*
ª

ß
~

©
�

ß
h

�
s

�
U

i
�

�
�

6
«

�
a
�

�
ý

~
n

v
y

^
f

V
[

¤
È

(
0

¥
«

â

4
;

ú
\

;
è

©
§

k
"
¤

È
'
/

¥
'
'

!
¾
�

#
�

f
K
�

§
k

Ë
G

{
V

s
T

w
O

a
d

t
v

<
%

ª
f

Ç
±

n
r

Ë
·

J
"
U

#
f

R
�

{
b

w
O

a

a
T

w
=

W
f

õ
Ô

�
c

ï
T

d
]

D
_

õ
&

d
5

ã
R

<
¤

È
'
/

¥

ª
Ë

R
<

V
ú
�

ð
T

w
=

l
U

m
�

Ï
à

U
À

/
Ê

�
d

u
R

û
_

D
Y

Z
L

O
a

d
t

v
<

P
Þ

>
P

"
<

r
,

è

�
�

Ï
°

ã
û
�

<
p

/
�

�
#
O

f
º

Ú
c

i
Ï

Ë
·

J
I

Ñ
z

x
w

Ç
±

n
a

c
\

_
D

w
=

"
"

\
,
#

"
(
#

]
�

p
~

�
�

ï
s

~
Õ

-
c

©
�

ß
f

{
À

�
�

�
ð

j
,
'
'
'

Í
ã

k
�

]
�

p
�

©
/

U
Õ

-
c

©
�

ß
f

{
À

�
�

�
ð

~
�

l
U

q
�

ö
{

;
$
�

D
�

a
�

�
p

n
�

V
[

¤
È

(
0

¥
(
)

!
b

�
¤

È
)
'

¥
*

!
�

z
�
�

ø
\

"
)
#

q
�

Þ
�

n
�

y
�

ð

Ï
Õ

"
(
#
�

a
�

�
p

~
;

`
y

U
j
�

�
d

�
�

&
ó

k
~

à
`

y
U

¥
*

U
ª

¸
Q

�
k

´
;

$
¸

�
ð

X
~

U
;

$
�

D
�

ö
ß

n
�

V

$
,

$

(
ë

}
~

�
U

¤
È

)
'

¥
+

!
b

�
(
'

!
�

z
�

1
~

U
j
,
'
'
'

Í
ã

k
�

Õ
-

�
]
�

p
�

©
/

U
a
�

�
p

�
�

é
{

}
�

}
b

v
s

n
�

y
�

¥
*

U
ª

¸
Q

�
k

´
;

$
¸

�
ð

X
~
�

l
U

E
@

U
¥

*
�

;
$
�

D
�

ö
ß

�
Å

_
V

�
¥

*
U

ª
¸

�
ð

X
1

¤
È

)
'

¥
+

!
{

,
!

�
�

ø
~

þ
"

l
y

a
�

�
p

�
k

´
;

$
¸

�
ð

X
1

¤
È

)
'

¥
-

!
b

�
(
'

!
�

z
�
�

ø
~

U
E

@
U

a
�

�
p

;
¤

È
'
/

¥
'
(

!
H

u
¤

È
(
'

¥
)

!
m

`
f

O
<

ð
r

!
d

G
M

w
¥

H
ã

Ä
Â

k
f

1
É

d
]

D
_

g
<

O
x

m
`

¾
�

R
_

D
Y

�
e

|
J

|
�

&
Ý
�
d

Ê
F

_
<

ò
E

µ
=

Ä
A

i
*

ñ
Ä

d
�

R
_

<
*

ñ
&

O
A

i
*

ñ
�

C
{

3
�

T
w

�
e

|
J

|
k

"
Ý
�
{

1
É

T
w

=

°
N
�

V
f

³
0

<
å

K
I

³
i

É
L

a
¾

z
x

w
ï

j
f

G
�

u
V

A
¤

È
'
/

¥
'
(

!
~

(
&

¥
)

!
�

2
B

°
W

f
È

f
T

k
_

f
ï

j
f

G
�

u
V

5
ò

d
¥

H
{

E
M

u
x

_
D

w
ï

A
¤

È
(
&
¥

*
!

~
+
!

�
2

B

6
Å

³
¥

H
{

E
M

D
w

¾
�

f
ï

A
¤

È
(
&
¥

,
!

~
'
&
!

�
2

B

;
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

a
R

_
1

É
T

w
q

f
a

1
É

R
Y

³
f

X

x
g

Ë
¶

f
3

v
`

C
w

=

5
å

K
I

³
i

É
L

a
¾

z
x

w
ï

d
�

R
_

g
<

°
P

)
Ä

f
*

ñ
&

O
A

i
*

ñ
�

C

°
G
�

u
V

°
.

á
s

�
�

ï
g

I
J
�
A

i
?

¥
H

*
ñ

å
K

i
Ï
�

@

{
M

�
R

<
m

U
g

?
e

|
J

|
k

"
Ý
�

s
�

�
§

«
@

d
\

ë
R

_
D

Y
Z

D
Y

µ
`

<
å

K
d

O
=

D
I

c
D

a
�

ï
`

J
Y

l
L

d

g
?
�

ï
g

I
J

@
{

<
å

K
f

á
A

I
º

Ú
c

l
L

d
g

?
¥

H
*

ñ
å

K
i

Ï
�

@
{

.
á

R
_

D
Y

Z
L

O
a

a
T

w
=

c
G

<
å

K

I
³

i
É

L
a

¾
z

x
w

ï
H

u
<
?

e
|

J
|

k
"

Ý
�

s
�

�
§

«
@

j
f

G
\

ë
I

c
L

<
�
�

ï
g

I
J
�
@

g
�
¥

H
*

ñ
å

K
i

Ï
�
�
f

.
á

q
c

D
l

L
d

g
<

)
Ä

d
�

ï
I

`
J

w
m

`
i

Ï

{
Ñ

E
=

6
W

f
È

f
T

k
_

f
ï

d
�

R
_

g
<

°
P

)
Ä

f
*

ñ
&

O
A

i
*

ñ
�

C

°
G
�

u
V

99



$
-

$

{
M

�
T

w
=

c
G

<
<

r
¥

H
Ó

à
U

Ä
d

Þ
w

�
e

|
J

|
k

"
Ý
�
d

]
D

_
<

²
^

`
Ô

f
7

)
{

µ
u

x
w

O
a

{
'

á
d

<
¤

È
x

¥
f

j
�

¥
H

z
I

�
ñ

ú
f

Ù
{

'
m

F
<

À
6

»
²

t
`

1
É

T
w

O
a

{
5

ã
T

w
=

;
+
.

B
$

<
Ä

d
�

R
_

g
<

´
,

f
+
.

B
3
�

a
M

;
<

.
á

s
þ

h
a

R
_

�
�

ï
g

I
J
�
A

i
�
¥

H
*

ñ
å

K
i

Ï
�
�
{

M
�

T
w

O

a
a

R
<

å
K

d
O

=
D

I
c

D
a
�

ï
`

J
Y

l
L

d
g

�
�

ï
g

I

J
�
{

<
å

K
f

á
A

I
º

Ú
c

l
L

d
g

�
¥

H
*

ñ
å

K
i

Ï
�
�
{

.
á

R
_

D
Y

Z
L

O
a

a
T

w
=

c
G

<
+
.

B
$

<
Ä

d
�

R
_

g
<

N
p

d
¼

S
_

�
,

f
¥

H
Û

+
f

{
3
�

T
w

=

;
?

¥
H

*
ñ

å
K

i
Ï
�

@
f

u
R

û
ö
�

{
�

Ï
à

U
¦

a
R

_

�
ï

`
J

c
D

l
L

d
g

<
?

¥
H

å
K
�

ï
�

´
Ä

y
U

Ï
@

d
P

T

w
Ë

·
{

¯
Æ

T
w

O
a

a
T

w
=

;
�
e

|
J

|
�

&
Ý
�
g

<
�
e

|
J

|
k

"
Ý
�
I

T
k

_
f

ï
d
�

J
<

O
x

d
Ð

E
å

K
f

á
A

r
W

f
³

f
*

ñ
Â

k
f

ý
î

I
Ñ

z
x

w
O

a
{

.
4

R
_

<
¤

È
(
'

¥
*

!
H

u
)

3
�

ð
T

w
I

<
W

f
W

<

?
f

f
d

]
D

_
5

ã
T

w
=

"
"

\
-
$
.
#

5
¤

È
(
'

¥
*

!
H

u
²
�

&
O

d
]

D
_

g
<

Ó
à

U
Ä

f
ï

>

d
¾

v
.

R
3

ü
d

9
>

f
¨

É
l

R
{
�

ï
R

_
D

Y
Z

L
O

a
I

º
Ú

`
C

w
=

O
f

Y
p

<
*

ñ
&

O
<

¥
H

Û
+

f
c

b
�
e

|
J

|
�

&
Ý
�
a

R
_

1
É

{
¾
�

R
_

D
w

Â
k

d
*

F
_

<
ò

¥
k

f
Ó

à
U

Ä
d

*
ñ
�

C
¹

i
d

9
>

f
T

k
_

f
<

r
¥

H
f

<
b

k
E

!
f

A
i

c
L

¥
H

f
à

U
í

¨
É

l
R

"
¨

É
<

'
¨

<
ï

T

�
f

"
#
{

G
�

u
V

T
w

=

6
µ

å
f

²
�

&
O

²
9

³
g

<
ò

¥
k

f
Ó

à
U

Ä
d

<
*

ñ
&

O
<

¥
H

Û
+

f
c

b
d

*
F

_
<
�

-
'

¥
ü

f
<

r
¥

H
f

<
b

k
E

!
f

A
i

c
L

¥
H

f
à

U
í

¨
É

l
R

{
I

¥
G
�

u
V

T
w

=

m
Y

<
)
+

B
<

*
+

B
<

+
.

B
f

¢
�

d
ì

¯
T

w
Ó

à
U

Ä
d

g
<

*
ñ
�

C
<

9
>

f
T

k
_

f
<

r
¥

H
f

<
b

k
E

!
f

A
i

c
L

¥
H

f
à

U
í

¨
É

l
R

"
¨

É
<

'
¨

<
ï

T
�

f
"

#
{

×
V

_
G

�
u

V
T

w
=

"
U

#
<

r
¥

H
f

<
b

k
E

!
f

I
å

*
Q

x
_

D
w

O
a

d
t

v
<

À
6

»
d

t
v

$
.

$

<
r

¥
H

f
à

U
í

I
¨

É
Q

x
_

D
w

O
a

{
�

ï
`

J
w

O
a

a
c

w
=

L
o

K
¥

*
�

h
F

X
£

�
Õ

-
�
�

[
p

�
æ

ö
8

¦
c

ö
�

n
�

o
K

¥
*

�
h

F
X

£
�

Õ
-

"
½

�
�

Æ

¸
�

Ä
¾

#
~

w
^

y
U

£
È

·
À

Ê
ª

�
Õ

-
{
�

d
[

�
p

y
�

Þ

n
�

V

M
o

K
¥

*
�

Ç
ö

8
¸

]
¡

�
Õ

-
�
�

[
p

o
K

¥
*

�
û

ù
X

£
�

�
{

�
|

�
¬

5
k

�
y

^
�

s
�

U
¿

�
s

�
U
�

t
+

c
ö
�

n
�

o
K

¥
*

�
Ç

ö
8

¸
]

¡
�

Õ
-

~

w
^

y
U

£
È

·
À

Ê
ª

�
Õ

-
{
�

d
[

�
p

y
�

Þ
n

�
V

i
�

s
�

U
�

t
+

�
ö
�

n
�

Ç
ö

8
¸

]
¡

�
o

~
�
�

l
U
�

d
[

�
p

~
ú

`
y

c
6

É
ê

ú
n

�
V

}
a

U
o

K
¥

*
�

Ç
ö

8
¸

]
¡

�
U

^
�

�
j
Ú

`
�

£
¡

k
z

]
v

y
U

i
�

�
z

�
o

K
¥

*
ö

8
ì

�
£

ß
Õ

-
�

U
ó

~
£

È

·
À

Ê
ª

~
S

-
k

�
y

^
�

i
{

~
w

^
y

U
E

/
§

t
n

�
V

N
K

n
¥

*
�

Ç
ö

8
¸

]
¡
�

�
Õ

-
�
�

[
p

�
æ

ö
8

¦
c

ö
�

n
�

K
n

¥
*

�
Ç

ö
8

¸
]

¡
É

L
�

�
Õ

-
"
½

�
�

Æ
¸

�
Ä

¾
#
~

w
^

y
U

q
�

r
�

£
È

·
À

Ê
ª

�
Õ

-
{
�

d
[

�
p

y
�

Þ
n

�
V

}
a

U
i

�
�

d
[

�
p

c
>

j
}

~
Å

�
�

�
�

_
U

K
n

¥
*

�
Ç

ö
8

¸
]

¡
É

L
�

�
Õ

-
~

w
^

y
U

¤
È

º
Ä

â
0

�
ú

�

b
~

Å
^

U
£

È
·

À
Ê

ª
�

�
ð

Õ
c

B
�

~
Å

�
�

s
b

|
_

b

�
�

Þ
n

�
V

;
�
c

L
¥

H
f

k
E

H
¡

f
å

K
�
�

a
f
�

L
V

Ö
6

g
<

'
¶

L

å
K

+
&
&
&

³
Ì

f
N
�

V
A

i
å

K
I

³
i

É
L

a
¾

z
x

w
ï

j
f

�
e

|
J

|
k

"
Ý
�
f

1
É

I
°

z
\

Y
³

�
¤

È
(
&

¥
ª

¯
!

H
u

Ñ

E
=

100



$
/

$

;
m

U
g

<
k

Ù
¨

É
�

Ø
Z

`
k

E
c

å
K

`
C

v
<

�
¯

�
«

õ

1
q

°
z

\
_

D
w

�
c

L
¥

H
f

k
E

H
¡

f
å

K
�
f
�

L
V

{
�

ð

T
w

=

;
c

L
¥

H
f

k
E

H
¡

f
�

L
V

f
õ

Ô
�

c
À

/
ú

p
g

Ë
¶

f

a
G

v
a

T
w

=

5
p

B
y

ä
d

t
v

£
�

�


�
�

«
¤

å
K

A
i

�
¯

©
�

¯
å

K
f

û
)

<
�

'
?
�

1
"
o

ú
f

d
G

M
w

�
¯

©
�

¯
å

K
a

f
8

©
c
�

L
V

#
{

Ñ
E

=

6
�

Ï
à

U
¦

Æ
U

d
t

\
_

<
�

(
?
�

1
"
�

'
?
�

1
`

�
·

²
Ì
�
a

c
\

Y
å

K
d

]
D

_
<

�
¯

©
�

¯
å

K
ñ

)
ú

f
d

G
M

w
å

K
a

f
�

L
V

#
{

Ñ
D

<
×

V
_

ÿ
°
�

ï
Ö

6
{

Ñ

E
=

7
å

K
f

Ö
A

f
º

Ú
I

r
S

Y
l

L
d

g
<

�
Ï

à
U

À
/

Ê
d

G
D

_
<

å
K

{
Ö

A
T

w
=

;
�
<

r
¥

H
f

Ó
à

U
Ä

N
¤

�
f

å
K
�
A

i
�
�

v
*

I
à

¡
T

w

c
L

¥
H

f
Ó

à
U

Ä
N

¤
f

å
K
�
f
�

L
V

d
]

D
_

g
<

<
r

¥

H
f

Ó
à

U
Ä

N
¤

�
f

�
¯

�
«

õ
1

f
³

0
<
�

v
*

I
à

¡
T

w

c
L

¥
H

f
Ó

à
U

Ä
N

¤
d

P
T

w
b

æ
Ö

6
f

l
R

<
k

E
H

¡
f

�
L

V
f

7
Ñ

l
R

�
{

'
m

F
_

D
v

±
o

O
a

a
T

w
=

"
"

\
/
#

O
ü

Ö
i

Q
�

&
Æ

L
b

�
N

�
z

�
�

d
[

�
p

�
�

é
{

}
�

Õ
-

�
¼

z
z

]
�

U

Ë
�

�
&

1
�

Ì
n

�
s

�
U

q
�

ü
Ö

i
Q

�
G

¥
H

~
&

Æ
n

�
V

;
�

Ï
à

U
À

/
Ê

d
G

M
w

Ó
à

U
Ä

H
¡

�
f

à
¡

l
R

A
i
�

v
*

d
G

M
w

c
L

¥
H

f
Ó

à
U

Ä
N

¤
f

à
¡

l
R

g
<

õ
1

f

³
0

<
.

!
(
)

ó
o

d
`

g
<

"
\

'
&

f
a

G
v

`
C

w
=

;
¤

È
(
&

¥
'

!
{

�
2

d
<

¶
å

f
À

_
f

5
ã

°
�

ð
l

R
{

ó

Ò
T

w
=

°
�
c

L
¥

H
f

k
E

H
¡
�
f
�

L
V

Ö
6

f
õ

Ô
�
�

ð
ï

T
f

5

$
'
&

$

ã

°
�
<

r
¥

H
f

Ó
à

U
Ä

N
¤

�
�
f

�
¯

�
«

õ
1

f
�

ð
ï

T
f

5
ã

°
�

v
*

I
à

¡
T

w
c

L
¥

H
f

Ó
à

U
Ä

N
¤

d
]

D
_

<
à

¡

|
Ô

d
¼

S
Y

û
)

°
ë

p
�

f
b

æ
Ö

6
f

5
ã

<
�

L
V

Ö
6

f

�
ð

ï
T

f
5

ã

;
¤

È
(
&

¥
-

!
Ë

R
g

<
�
c

L
¥

H
f

k
E

H
¡
�
f
�

L
V

Ö
6

�
<

`
?

Ñ
z

x
w
�

L
V

Ö
6

f
7

Ù
l

R
{

5
¥

I
d

ó
Ò

T
w

=

n
�

y
�

¥
*

U
ª

=
¸

Q
�

k
´

;
$

¸
�

ð
X

~
;

$
�

D
�

a
�

�
p

n
�

i
{

~
ç

^
Ö

Å
k

�
�
�

ã
ã

é
�

v
;

~
E

/
�

¾
z

d
�

�
_

~
n

�
s

�
U
�

ã
ë

6
�

Û
·
�
�

~
ê

ú
l

y
^

f
½

Ì
c

]

�
V

 
 

;
'
(

!
Ë

R
<

N
�

V
d

t
v

î
Y

d
å

K
I

³
i

É
L

a
¾

z
x

w

ï
A

i
W

f
È

f
ï

d
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

I
`

?
1

É
Q

x
w

O

a
d

Ð
D

<
\

ë
�

ö
<

,
æ
�

ö
Ì

ê
I

n
*

T
w

a
¾

Ã
Q

x
w

=

W
O

`
<

O
x

m
`

f
+
.

B
3
�

l
U

p
m

r
¥

H
å

K
�

ö
f

k
"

®
1

Ô
%

l
U

q
m

d
G

M
w

\
ë
�

ö
<

,
æ
�

ö
f

l
R

�
{

.

4
R

_
Û

3
R

{
�

_
]

]
<
?
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

f
1

É
d
�

¼

R
Y
�

ö
Ô

%
f

j
)

�
c

Ã
F

ï
d

]
D

_
@
l

"
\

'
'
m

d
j

^
J

<

?
e

|
J

|
k

"
Ý
�

s
�

�
§

«
@

f
ç

¿
¹

i
d
�

2
v

*
<

V

�
Ï

ú
Ê

�
`

f
�

^
�

ö
A

i
�

Ï
à

U
À

/
Ê

d
G

M
w
�

ö
�

F
f

Ó
í

�
3

ü
c
�

¼
I

`
J

w
t

E
b

æ
T

w
=

l
U

p
m

+
.

B
3
�

y
¤

È
'
,

¥
r

!
H

u
<

+
.

B
d

$
<

Q
x

Y
ï

>
d
�

R
<

¥
H

*
ñ

å
K

A
i

¥
H

Û
+

f
{

3
�

R
_

D
w

=

l
U

q
m

¥
H

å
K
�

ö
f

k
"

®
1

Ô
%

y
¤

È
'
.

¥
w

!
H

u
<

¥
H

å
K

d
·

�
r

|
W

{
Õ

]
ï

>
d
�

R
<

¥
H

å
K

f
�

ï
r

º
Ú

c
õ

1
d

,
4

d
�

¼
`

J
w

t
E

<
�

Ï
à

U
À

/
Ê

f
�

F
d

G
D

_
<

¥
H

*
ñ

å
K

d
]

D
_

¸
¨

�
d

õ
1

°
�

ï
{

Ñ
\

_
D

w
=

101



$
'
'

$

;
¤

È
(
&

¥
s

!
Ë

R
f

<
r

¥
H

Ó
à

U
Ä

d
Þ

w
?

e
|

J
|

k

"
Ý

@
d

]
D

_
g

<
²

^
`

Ô
a

5
å

R
<

K
Î

6
f

7
)

{
µ

_

À
6

»
²

t
`

1
É

T
w

O
a

{
õ

ë
T

w
=

m
Y

<
À

6
»

²
t

`

1
É

Q
x

Y
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

d
�

T
w

i
Ï

A
i

¥
H

å
K

¶

L
f

²
Ô

Ê
Ñ

Ë
·

J
d

]
D

_
q

<
7

)
{

Û
d

T
w

=
O

f
Y

p
<

K
Î

6
f

�
Ï

à
U

y
U

l
À

6
»

H
u

f
Þ

Ð
d

j
^

J
�

Ï
à

U

¦
L
�

I
y

\
T

w
ï

`
<

o
d

<
ò

c
`

§
'
.

³
Ä

m
r

W
x

Ë
p

f
�

Ï
à

U
À

/
Ò

¯
Ä

f
ï

>
d
�

R
_

<
'
'

!
(

m
`

{
�

2
d

<

ò
c

f
�

Ï
à

U
À

/
Ê

`
�

â
Ï

{
N

ç
R

<
£

�
¨

~
«

{
D
�

R
<

?
f

À
_

d
]

D
_

7
)

{
Û

d
T

w
¾
�

`
C

w
=

°
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

f
Ó

à
U

Ä
j

f
)

1
Û

d

°
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

)
1

³
f

Ó
à

U
Ä

H
u

f
y

Í
d

j
^

L
i

Ï
A

i
¥

H
å

K
¶

L
f

²
Ô

Ê
Ñ

Ë
·

J
f

Û
d

°
\

ë
�

ö
<

,
æ
�

ö
d

P
T

w
x

Ä
À

_

"
(
#

-
Ö
�

ã

L
�

t
+

~
a

h
�

�
j
�

ã
�
�

ñ
�

n
�

y
�
�

t
+

~
a

^
y

U
�

j
�

ã
�
�

ñ
n

�
V

[
¤

È
(
0

¥
Z

!
�

ø
\

k
�

~
U

i
�

�
�
�

t
+

~
a

h
�

�
j
�

ã
�
�

&
}

É
Ò

u
}

~
�

ñ
n

�
V

i
�

�
�

�
j
�

ã
�
�

ñ
�

<
U
�

æ
ö

8
=

A
w

æ
�

H
9

�
¹

�
V

}
a

U
�

æ
ö

8
=

A
w

æ
~

a
^

y
�

U
d

ì
¥

*
�

ã
æ
�

�

¥
*
�

ã
�
�

ñ
n

�
i

{
{

l
y

^
�

V

�
s

U
¥

*
�

ã
�

�
�

¾
�

V
�

0
×

l
U

¥
*

;
$

Õ
-

�
f

æ
�

T
�

@
e

�
¥

*
Õ

-
�
�

Þ
�
�

�
U

é
K

b
�

�
¥

*
Õ

-

�
�

ã
�

�
�

¾
�

!
�

c
n

�
�

�
�

_
U
�

t
+

�
T

§
�

õ
ü

n
�

V
 
 

;
v

!
º

d
ò

c
f

'
$
.
(
-
�

2
v

*
f

E
[

'
$
-
*
)
�

2
v

*
d

G

D
_
�

^
�

ö
{
�

ð
R

<
�

2
v

*
±

l
<

V
�

Ï
ú

Ê
<

V
�

Ï
<

ó
L

i
<

Ô
Ç

i
�

`
'
&
.
$
.
*
&

Ä
I

,
æ

R
Y

=

Å
³

a
q

¬
J

·
J

<
�

2
v

*
<

V
�

Ï
ú

Ê
�

d
G

M
w
�

ö

$
'
(

$

Ô
%

{
Ó

í
R

_
D

L
=

m
Y

<
�

ö
f

>
Ï

{
#

s
R

_
<

c
L

¥

H
à

U
í

f
¨

É
f

l
f

á
Ú

c
b

q
Ñ

\
_

D
L

=
l

"
\

'
(
<

'
)
m

;
�

2
v

*
�

F
d

,
æ

R
Y

ï
I

¥
H

å
K

{
�

ï
`

J
w

t
E

<

�
2

v
*

a
�

Ï
à

U
À

/
Ê

a
f

O
d

¥
H

å
K

{
ë

î
�

d
�

ï
T

w
Y

p
f

¡
�

�
©

�
¯

f
N

ç
�

{
Ñ

\
_

G
v

<
v

!
(

m
`

d

'
$
.
(
-
�

2
v

*
f

E
[

'
$
,
'
,
�

2
v

*
d

G
D

_
¡

�
�

©
�

¯
I

N
ç

Q
x

Y
=

ý
d

<
¡

�
�

©
�

¯
f

º
Ú

c
F

w
�

2
v

*
d
�

T
w

N
ç

{

7
p

w
a

a
q

d
<

'
'

!
(

m
`

{
�

2
d

<
�

2
v

*
Ò

¯
Ä

d
�

T
w

ó
÷

Ï
{

N
ç

T
w

c
b

<
Ó

L
�

¼
f

í
�

I
b

u
x

w
t

E

�
2

v
*

I
D

±
n

r
T

D
q

m
{

ë
æ

R
_

D
L

=
l

"
\

'
*
m

"
(
#

M
å

7
�

~
a

h
�
�

ã
>

»
�

!
�

ô
*

¨
l

û
U

ô
*

e
�

æ
ç

Ê
Q

�
%

o
e
�

æ
û

[
æ

b
�

�

H
9

�
¹

y
U

å
7
�

~
a

h
�

¥
*

~
2

n
�
�

ã
>

»
�

!
�

n

�
V

 

(
ë

}
~

�
U

�
å

7
Q

�
e
�

æ
ç

Ê
~

Y
¥

*
�

ã
�

V
Z
�

�
×

µ
n

�
i

{

�
k

´
;

$
¸

j
*

Ú
b

�
�

ò
G

~
¾

m
y

¥
*

Õ
-

~
2

n
�

f
æ

�
å

7
)

z
T

�
�

{
�
�

æ
ö

8
×

A
Ê

~
Ý

.
n

�
i

{

�
~

w
^

y
U

H
9

�
ò

G
n

�
V

[
¤

È
(
0

¥
.

!
â

4
;

ú
\

å
7

U
e
�

æ
ç

Ê
Q

�
e
�

æ
K

~
×

µ
k

�
�

f
æ

É
�

ã
�

V
~
�

æ
ö

8
¦

º
d

�
V

"
l

U
¥

*
f

æ
�

W
»

{
n

�
}

|
#

0
}

Ü
µ

�
÷

Á
~

å
m

�
V

�
s

U
i

�
�

�
Ü

µ
�
�

ñ
n

�
s

�
~
�

æ
ö

8
=

A
w

æ
b

�
�

H
9

�
¹

�
V

i
�

u
[

U
�

Þ
a

�
c

n
m

}
^

�
_

U
ò

G
~

"
�

v
y

U
�

æ
ö

8
¦

~
a

^
y

U
Ü

¦
}

½
³

À
�

Ä
�

í
È

l
å

7
�
�

æ
ö

8
�

d
�

�
�

é
{

l
s
�

÷
�
�

ñ
n

�
V

;
v

!
º

d
'
)
,

V
�

Ï
ú

Ê
<

-
'

V
�

Ï
d

G
D

_
�

ð
R

<
V
�

Ï

ú
Ê

d
g

-
$
,
)
-

Ä
<

V
�

Ï
d

g
(
$
/
/
.

Ä
f

ï
>

I
W

x
X

x
,

æ

102



$
'
)

$

R
Y

=

Å
³

a
q

¬
J

·
J

<
V
�

Ï
ú

Ê
�

d
G

M
w
�

ö
Ô

%
{

Ó
í

R

_
D

L
=

l
"

\
'
+
m

;
¥

H
å

K
f

i
Ï

{
�

$
T

w
´

6
U

°
D

å
Ä

f
ï

f
y

Í
d

j

^
L

<
Î

6
d

t
w

¥
H

å
K

i
Ï

A
i

¥
H

å
K

¶
L

f
²

Ô
Ê

Ñ

Ë
·

J
d

]
D

_
<

v
!

'
.

ó
f

ó
)

²
`

5
<

)
'

ó
f

P
Ù

²
[

Ä

7
Ï

<
w

!
x

ó
f

Å
�
�

²
[

Ä
7

Ï
d

G
M

w
K

Ï
L

d
G

D
_

<

�
Ï

à
U

¦
H

u
7

)
{

Û
d

R
Y

=
Å

³
a

q
<

²
^

`
Ô

�
a

5

å
R

_
º

Ú
d

¼
S

_
7

)
{

Û
d

T
w

=

"
(
#

N
Þ
�

z
�

M
N

¸
�

�
�
�

¾

�
æ

ö
8

×
A

Ê
�

~
-

y
à

ø
z

d
}

^
Þ
�

z
�

M
N

¸
U

ñ

×
$

Ê
¸
�

~
w

^
y

�
U

â
Ð

�
�

_
}
�

¾
�

Å
_

V
[

¤
È

(
0

¥
/
!

â
4

;
ú

\

�
ù
�

~
ô

×
c

}
^

ð
~
�

l
U

@
Ú

z
f

^
[

�
p

U
Þ
�

z

�
�

×
Ä

c
]

�
u

[
~

�
U
�

t
+

{
�

û
â

l
y

º
d

c
.

^

f
i

{
�

s
*

{
n

�
V

�
*

Ú
�

Õ
Ñ

�
Ð

z
�

æ
ö

8
×

A
Ê
�

~
Ý

ñ
^

s
t

f
;

X

}
Ä

t
�

U
h

ß
h

�
{

{
�

~
U

-
Ö
�

ã
~

a
^

y
*

Ú
�
�

D
�

q
�

u
z

0
�

n
�

u
[

�
U

�
ä

i
~

s
x

f
à

l
Ú

~
�

l
y

�
�

¾
n

�
V

;
ï
�

}
f

j
k

Ä
�

A
i

Ê
p

Ä
I

�
Ï

à
U

À
/

Ê
�

d
�

ö
f

Y
p

,
æ

Q
x

Y
W

d
[

¼
T

w
O

a
I

c
D

t
E

<
w

!
º

d
<

�

Ï
à

U
À

/
Ê

d
�

R
_

<
�

2
v

*
<

�
Ï
�

�
7

ú
Ï

<
e

i
0

Ô
æ

ã
�

¯
�

±
a

f
5

å
�

d
P

R
<

x
Ä

À
_

{
3
�

R
Y

=

m
Y

<
?

e
|

J
|

k
"

Ý
@

{
1

É
R

_
q

.
À

I
c

D
<

�
Ï

à
U

À
/

Ê
�

d
,

æ
`

J
c

D
l

L
d

g
<

Æ
U

I
û

O
L

O
a

{
j

)
a

R
<

W
f

õ
Ô

�
�

¼
d

]
D

_
<

'
(

!
m

`
f

O
d

<
�

Ï
à

U
À

/
Ê

d
�

R
_

<
x

Ä
À

_
{

3
�

T
w

=

$
'
*

$

"
)
#

@
Ú
�

ã

�
æ

ö
8

¦
~

�
�

%
o

�
@

Ú
�

ã
©

È
ª

Ê
�

>
»

�
=

¢
C

n

�
{

{
�

~
U
�

æ
ö

8
=

A
w
�

K
1

~
H

9
�

E
/

¹
}

c
�

U
@

Ú
�

ã
�

V
�

!
�

�
Å

_
}

|
U

@
Ú
�

ã
ë

6
�

±
C

n
�

[
¤

È

(
0

¥
Z

!
â

4
÷

@
�

ñ
\

;
O

x
m

`
?

e
|

J
|

C
|

R
|

�
�

§
«

@
d

t
v

\
ë

i
Ï

Q

x
_

J
Y

ï
>

d
�

R
*

ñ
å

K
{

^
�

R
_

J
Y

=
O

f
Y

p
<

O

f
*

ñ
å

K
d

]
D

_
£

§
L
�

ö
d
�

¼
`

J
w

?
e

|
J

|
�

�

§
«

@
j

f
�

±
�

I
j

m
\

_
J

_
D

w
=

O
x

d
�

R
<

v
!

'
-

ó
d

e
|

J
|

�
�

§
«
�

p
�

±
«

�
¯

�
±

{
-

Ã
d

N
ç

R
<

w
!

p
ó

d
?

e
|

J
|

C
|

R
|

�
�

§

«
@

f
E

[
<

'
+
&

�
±

�
f

¼
�
�

ê
{

?
e

|
J

|
�

�
§

«
@

d

o
ý

R
Y

=

1
w

!
p

ó
ú

f
f

¼
�
�

ê

 
 

 
e

|
J

|
�

�
§

«
w

w
u

e
|

J
|

C
|

R
|

�
�

§
«

v
s

o

l
"

\
'
,
<

"
\

'
-
m

1
e

|
J

|
�

�
§

«

�
Ï

à
U

¦
H

u
1

É
Q

x
Y

¥
H

å
K

^
�
�

d
P

T
w

W
D

L
z

V
r

²
Í

f
¥

H
�

ö
d
�

R
_
�

ö
3

ë
í

H
`

#
s

`
J

w
=
l

&
+
-
&
$&

+
$'

'
,

+
m

1
e

|
J

|
C

|
R

|
�

�
§

«

³
ó

G
�

F
ï

«
l

K
N

<
r

¥
!

ó
<

j
�

¥
H

z
I

�
f

j
)

�
Â

k
{

G

Å
J

R
<

W
f

³
<

å
K

^
�
�

{
G

1
v

T
w

ï
«

m
d

t
w

�
ª

±
�

�
§

«
=

l
&
'
(
&

$,
+

-
.
)
&

m

"
*
#

�
È

ª
Ê

´


±
~

�
�

f
æ

�
È

ª
Ê

´


±
~

�
�

f
æ

~
½

Ì
}

b
a

Q
�

µ
¨

Ç
Ê

²
�

{

Å
�

z
�

&
1

�
�

³
n

�
[

¤
È

(
0

¥
Z

!
�

ø
\

103



$
'
+

$

;
.

!
(

ú
f

`
<

}
|

A
i

�
�

®
±

�
f

u
+

Ì
ê

g
<

¤
È

'
.

¥
)

!
f

N
w

Ë
,

f


â
'
(
'
%
*

³
Ì

<
~

Ñ
Ì

ê
g

M
/
)
%
&

³

Ì
<

'
ú

p
Ì

ê
g

M
(

4
Ì

a
c

\
_

D
w

=
}

|
A

i
�

�
®

±

�
f

~
Ñ

m
`

f
&

O
g

<
w

!
º

d
¤

¢
�

±
�

f
q

6
O
�

ª
d
�

½

Q
x

Y
=

l
"

\
'
.
m

;
�

¯
�

±
�

�
�

d
t

w
i

Ï
{

ß
7

T
w

Y
p

<
§

k
{

®
1

T
w

a

a
q

d
<

º
Ú

d
¼

S
_

Ô
%

{
ë

æ
T

w
=

�
ã

ë
6

�
k

i
c

o
K

�
�

b
�

Í
y

ø
�

b
~

}
�

�
_

U
@

Ú
�

ã
�

¾
�

j
U
�

æ
ö

8
×

A
Ê

z
�

-
Ö
�

ã
�

¶
u

ú
1

U
*

Ú
�
�

D
�
�

Þ
n

�
s

�
�

j
�

�
�

ö
ß

�
z

�
&

1
}

|
U
�

ã
�

�
�

¾

�
i

Q
~

w
^

y
U
�

&
}

~
&

Æ
�

Å
_

V
[

¤
È

(
0

¥
.

!
â

4
;

ú
\ ;

\
ë
�

ö
f

¼
�

n
d

]
D

_
g

<
�

Ï
à

U
¦

¡
±

¤
�

±
�

�

d
t

v
I

ó
ó

Ò
R

_
D

w
=

l
"

\
'
/
m

;
�

Ï
à

U
À

/
Ê

`
f

,
æ
�

ö
f

²
[

ú
O

d
P

R
_

g
<

�
Ï

à
U

¦
¡

±
¤

�
±

�
�

d
t

v
�

ö
�

F
f

[
Z

l
R

{
6

?
`

Â

k
á

Ú
R

_
D

w
=

Å
³

<
²

[
ú

O
f

ß
Z
�

a
R

_
<

[
Z

R
_

D
c

D
ü

ó
r

ú

O
�

d
,

æ
Ä

{
ñ

�
`

J
w

t
E

<
²

[
ú

O
f

ó
Ò

f
Ç

ï
{

ç

X
T

w
=

l
"

\
(
&
m

;
\

ë
�

ö
`

¥
H

å
K

^
�
�

{
1

É
T

w
t

E
Û

d
{

E
M

_
H

u
<
�

W
d

�
Ï

à
U

¦
H

u
Û

d
Ä

d
1

É
T

w
m

`
d

Ú
T

w
&

O
d

]
D

_
g

<
�

Ï
à

U
¦

¡
±

¤
�

±
�

�
d

t
v

6
?

`
ó

Ò
R

_

D
w

=
l

"
\

(
'
m

$
'
,

$

J
ï

s
}

¥
*

Õ
-
�

l
¦

¨
¯

¾
�

9
�

T
R

ï
s

}
¥

*
Õ

-
�

l
¦

¨
¯

¾
�
�

$
[

¤
È

)
*

¥
«

Ò
�
�

ø
\

k
Å

�
õ

®
�

Õ
-
�

l
¦

¨
¯

¾
"
Å

�
¦

Ê
¦

¨
¯

¾
#
�

7
ï

n
�

{
{

�
~

U
é

K
s

*
X

£
´


±

Ç
Ê

�
{

�
û

â
�
�
�

n
�

V
i

�

~
�

�
U

é
Ê

x
?

U
J

]
x

ý
U

E
Ø

{
^

v
s

x
?

~
U
�

æ
ö

8
¦

�
ù

b
�

E
/

~
�

¾
z

d
y

^
}

b
v

s
¸

-
�

¦
¨

¯
¾

�
2

*
}

~

ä
�

U
i

�
�

�
x

?
c

]
�

«
~

¥
*
�

l
Õ

-
~

R
ù

k
�

�
Ý

§
�

{
n

�
V

;
ô

«
f

å
K

¡
p

�
�

�
¤

"
¬

�
�

±
�

�
�

¤
#
d

]
D

_
g

<

¤
È

'
.

¥
)

!
d
�
�

R
Y

�
�

Ï
à

U
6

/
f

6
/

°
�

�
�

¤
ÿ

?

1
â

w
�
d

j
^

J
<

�
±

�
¯

1
"
�

s
>

]
H

u
O

s
>

]
j

f
�

Ñ

�
#
d

t
w

ø
9

£
{

Ñ
E

O
a

a
R

_
D

w
=

¤
È

'
/

¥
)

!
d

j
)

ç
â

þ
f

Ö
È

I
�

½
R

_
G

v
<

¤
È

'
/

¥
ª

º
d

í
®

ç
â

Ë
R

f
�
�

f
õ

<
{

N
w

¾
�

=
"
"

\
(
(
#

c
G

<
Ó

L
j

)
H

¡
�

�
�

®
±

�
a

f
5

å
d

]
D

_
g

<
í

®

ç
â

Ë
R

f
�
�

d
G

D
_
�

¼
{

5
ã

R
<

B
ø

T
w

Ç
±

n
{

D
v

+
o

=

K
q

�
Þ

�
á

H
�

�
�

¾

T
R

¥
*

ú
>

h
ð

R
~

�
�

¥
*

�
v

I
�
�

é
{

}
�

ð
X

�
�

a
�

�

p

^
�

�
�

¥
*

ú
>

h
ð

R
�
�

é
{

}
�

ð
X

�
�

¥
*

�
v

I
c

a

�
}

f
Å

�
�

�
�

_
U

\
R

�
8

Ì
�

½
Ì

}
Ë

¬
�

~
2

n
�

§
t

�

�
ñ

U
�

ã
ë

6
�

ê
ú

�
Å

_
�

b
U
�

é
{

}
�

ð
~

�
U

¥
*

;
$

Õ
-
�

�
Ö

�
Õ

ñ
l

s
È
�

ä
N

þ
"
¾

¶
P

�
Õ

]
Ð

J
t

h
z

ä
N

c

W
»

V
j
ª

Ê
È

�
Â

�
È

²
ä

N
þ

k
#
�

E
@

a
ö

�
n

�
V
[

¤
È

(
0

¥

0
!

b
�

T
¥

â
)

�
�

ø
~

ö
ß

\

;
¥

H
ú

-
k

Ù
T

f
ð

Ñ
"
¤

È
'
/

¥
-

!
,

ó
#
d

Ð
D

<
5

è
©

§
k

<
6

¢
�

�
±

f
à

�
<

7
�

v
*

§
k

î
j

f
å

À
à

*
Û

d
<

8
�

Ï
à

U
¦

¡
±

¤
�

±
�

j
f

à
*

<
c

b
d

t
w

§
k

{
�

ð
T

w
a

a
q

d
<

�
Ï

à
U

À
/

Ê
r

�
e

|
J

|
�

�
§

«
�
d

G
M

w
�

104



$
'
-

$

ö
Ô

%
f

ë
æ

{
Ñ

\
_

D
w

=

;
¥

H
ú

-
k

Ù
T

f
ð

Ñ
ó

Ë
R

<
¤

È
'
/

¥
.

!
'
/

ó
m

`
d

M
T

d
j

^
L

Ë
·

{
'
&
$
,
,
)

Ì
E

M
É

M
_

G
v

<
m

Y
<

O
x

m

`
d

.
,
,

Ä
d
�

R
_

<
æ

µ
P
�

{
Ñ

\
Y

=

;
¤

È
'
/

¥
/

!
H

u
g

<
�

ü
a

c
w

ï
d
�

R
_

<
¾

p
º

Ú
c

å
*

À
_

{
9

~
R

Y
Ë

·
s

ª
{

`
?

1
É

R
<

�
±

¯
~

©
�

¯
�

ï
«

d
t

w
Ë

·
{

N
w

T
w

O
a

a
R

_
D

w
=

K

U
R

ö
8

ì
�
�

#
�

�
�

¾

ö
8

ì
£

$
~

w
^

y
�

U
H

¥
�

ö
8

ì
Ì

ò
\

�
ù
�

�
U

ö
8

ì
c

(
£

{
}

v
y

^
�

u
[

�
£

ß
û

`
i

�
ö

ß
�

�
b

U
k

*
~

�
�

£
$

~
w

^
y

U
H

ô
U

Ç
ö

8
¸

~
�

l
y

{
Å

l
s

j
F

S
þ

�
Ú

`
k
{

j
ô

,
Ì

ò
�

�
k

*
Ì

ò
þ

k
{
�

d
[

�
p

�
Å

v
y

a

�
U

i
�

�
~

�
�

U
�

#
c

]
v

s
u

[
~

�
{

Ï
n

�
Ý

§
�

{
}

v
y

^
�

V
 

�
s

U
�

#
c

{
Ï

l
s

u
[

~
�

U
2

×
`

{
U

#
º

U
á
�

ë
ý

ä
N

U
&

Æ
{

^
_

Ë
û

�
M

l
^

Ü
µ

�
Ø

�
i

{
{

l
y

^
�

V

Û
·

U
i

�
�

�
{

n
3

A
�

Ý
§

�
�

{
Ï

ú
�

Ü
µ

~
w

^
y

U

¼
©

l
y

a
�

l
U

{
n

�
3

A
n

�
V
[

¤
È

(
0

¥
.

!
â

4
;

ú
\

}
a

U
Û

·
U

j
¥

*
Õ

-
�

Þ
�

Î
¸

�
d

æ
k
~

a
h

�
�

Þ
í

7

�
þ
�
�

z
�

#
�

×
4

c
ø

�
b

{
}

v
s

u
[

~
�

U
k

Å
{

\

;
U

ö
8

ì
�

²
e

*
Ú

b
�

ã
Ì

�
�

s
�

�
{

l
y

T
�

Í
_

V

;
·

A
À

é
f

Q
@

d
]

D
_

g
<

¤
È

'
/

¥
-

!
)
'

ó
<

e
ï

�

Ï
à

U
À

/
�

C
_

3
�

R
<

¤
È

'
.

¥
)

!
f

�
·

A
À

é
Q

@
f

Y
p

f
f

5
À

_
�

"
U

#
{

ø
�

ï
T

w
a

a
q

d
<

"
'
#
Æ

U
d

t
w
�

#
�

f
·

A
Ñ

g
g

~
Þ

T
w

Ç
±

n
a

c
\

_
D

w
O

a
<

A
i

"
(
#

·
A

Ñ
g

d
�

R
_

g
<

5
ÿ

À
Q

~
<

6
ï

Æ
<

7
ä
�

$
ê

÷
N

<

8
ó

Ò
"
K

N
{

P
o

#
{

Ñ
E

O
a

d
]

D
_

<
ç

p
_

Æ
U

d
R
�

¸
¨

T
w

t
E

Ö
�

R
Y

=

$
'
.

$

°
o

H
d

t
w

à
U

í
¨

É
f

l
L

d
g

<
�

Ï
à

U
À

/
Ê

f
¡

p
Ä

I
<

a
C

é
Ý

a
o

H
Ì

+
þ

{
I

ó
�

L
V

T
w

O
a

°
¥

H
f

à
U

í
¨

É
f

�
¯

©
�

¯
ñ

)
d

]
D

_
<

Ò
¯

Ä
g

<
¡

p
Ä

f
�

±
�

{
ä

v
_

ñ
)

R
<

¡
p

Ä
I

ñ
)

³
0

a
=

ú
{
�

L
V

T
w

O
a

�

;
¥

H
å

K
W

e
d

P
R

<
è

©
§

k
{

V
ú
�

ð
R

_
J

Y
= l

"
\

(
)
m

;
Å

³
a

q
<

'
(

!
H

u
f

?
e

|
J

|
k

"
Ý

@
1

É
d

W
R

_
<

è
©

§
k

{
�

7
�

d
V

s
T

w
l

H
<

)
¦

¡
±

¤
�

±
�

d
G

D
_

¥
H

å

K
W

e
d

P
T

w
�
�

f
7

Ù
l

R
{

V
ú

ó
Ò

T
w

a
a

q
d

<
¥

H
§

k
l
�

A
i

¥
ª

(
m

�
f

º
d

q
¥

H
å

K
W

e
d

]
D

_
f

Â
k

{
*

F
w

=

;
e

ï
Ê

Q
Ô

<
P

Þ
`

Ô
<

k
;

>
P

f
P

Þ
Ä

I
<

¥
H

W
e

{
?

ý

d
D

v
µ

N
<

è
©

d
t

w
§

k
I
�

{
µ

N
w

t
E

<
¯

ì
P

Þ
Ä

j
f

ó
÷

{
�

7
�

d
�

N
T

w
=

z
�

Ï
à

U
¦

{

°
)

¦
¡

±
¤

�
±

�
d

t
w

§
k

°
)

¦
I

Ñ
E

î
Å

r
¢

�
�

±
{

3
S

Y
¥

H
§

k
l
�

A
i

¥
ª

(
m

l
?

Ã
m

¤
È

'
.

¥
'
'

!
f

¥
H

!
O

d
O

M
Y
�

f
¥

H
§

k

î
Å

%
þ

t
G

¦
�

�


§
Q

{
q

^
à

*

'
&

!
¶

ö
º

s
ª

t
ª

<
�


�

�
ª

s
ª

<
e

ï
ª

)
,

ª

''
!

º
ö

º
s

ª
t

ª
<

�


�
�

ª
s

ª
<

e
ï

ª
*

(
ª

¢
�

�
±

-
#+

&
&

/
0

q
�

h

°
c

L
¥

H
�

¯
�

¬
�

�
<

¥
H

÷
N

Ë
·

J
f

R
�

s
�

¯
�

¬
�

�

!U
"

105



$
'
/

$

z
e

ï
�

Ï
à

U
À

/
�

{

°
e

ï
�

Ï
à

U
À

/
�

¡
±

¤
�

±
�

d
t

w
§

k

°
¨

ñ
Q
�

þ
d

M
�

T
w

§
k

î
�

d
t

w
§

k
<

�
Ï

à
U

À
/

Ê
j

f
à

�

°
e

ï
Ê

Q
Ô

<
P

Þ
`

Ô
f

§
k

î
�

j
f

§
k

f
Ú

÷

106



特
別

便
の

対
象

か
ら

は
ず

れ
た

も
の

黄
色

便
が

送
付

さ
れ

な
か

っ
た

も
の

③
名

寄
せ

特
別

便
の

期
間

重
複

チ
ェ

ッ
ク

の
結

果
、

基
礎

年
金

番
号

に
収

録
さ

れ
て

い
る

記
録

と
完

全
重

複
し

て
い

る
記

録
　

  
　

　
１

３
６

万
件

④
厚

生
年

金
又

は
船

員
保

険
の

加
入

月
数

が
0
月

で
あ

る
記

録
及

び
国

民
年

金
の

保
険

料
納

付
月

数
が

0
月

で
あ

る
記

録
  

 　
　

　
１

８
９

万
件

⑥
黄

色
便

の
送

付
対

象
と

し
て

氏
名

等
の

補
正

を
行

っ
た

が
、

基
礎

年
金

番
号

の
あ

る
記

録
と

名
寄

せ
さ

れ
ず

、
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ６
５

万
件

⑤
基

礎
年

金
番

号
の

あ
る

記
録

と
名

寄
せ

さ
れ

た
が

、
そ

の
記

録
が

対
象

記
録

と
期

間
重

複
が

あ
り

　
　

 　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
１

２
４

万
件

④
「
訂

正
が

あ
る

」
と

の
回

答
だ

っ
た

が
、

調
査

の
結

果
ご

本
人

の
も

の
で

は
な

か
っ

た
も

の
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ２
５

万
件

③
未

着
の

も
の

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
 　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
５

４
万

件

②
「
自

分
の

も
の

で
は

な
い

」
と

回
答

の
あ

っ
た

も
の

　
　

  
  

  
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
１

９
８

万
件

①
ご

本
人

か
ら

未
回

答
の

も
の

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
３

２
４

万
件

⑦
「
ご

本
人

に
返

戻
中

の
も

の
」
、

「
黄

色
便

の
送

付
対

象
と

な
っ

た
が

記
録

の
一

部
が

不
完

全
で

あ
る

た
め

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

８
５

万
件

送
付

対
象

と
な

ら
な

か
っ

た
も

の
」
、

「
住

基
ネ

ッ
ト

住
所

が
不

備
で

あ
っ

た
た

め
送

付
対

象
と

な
ら

な
か

っ
た

も
の

」

⑤
上

記
の

記
録

と
氏

名
・
生

年
月

日
・
性

別
の

3
項

目
が

一
致

す
る

記
録

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ２

４
２

万
件

①
脱

退
手

当
金

、
脱

退
一

時
金

及
び

特
別

一
時

金
を

受
給

し
た

記
録

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ２
０

６
万

件

②
共

済
組

合
へ

移
管

済
み

の
記

録
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ２

５
万

件

５
　

持
ち

主
の

手
が

か
り

が
未

だ
得

ら
れ

て
い

な
い

記
録

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

９
３

５
万

件
（
７

２
９

万
人

）

６
　

３
～

５
の

記
録

と
同

一
人

と
思

わ
れ

る
記

録
 　

　
　

　
　

　
　

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

２
１

万
件

（
２

５
０

万
人

）

１
　

基
礎

年
金

番
号

に
統

合
済

み
の

記
録

  
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

  
  

１
，

７
２

１
万

件
（
１

，
３

４
６

万
人

）

２
　

死
亡

者
に

関
す

る
記

録
及

び
年

金
受

給
に

結
び

つ
か

な
い

記
録

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 １

，
２

４
０

万
件

（
９

６
７

万
人

）

ア
．

死
亡

者
に

関
す

る
記

録
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

６
８

４
万

件

イ
．

年
金

受
給

に
結

び
つ

か
な

い
記

録
  

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ５
５

７
万

件

３
　

現
在

調
査

中
の

記
録

（
ご

本
人

か
ら

の
回

答
に

基
づ

き
記

録
を

調
査

中
）
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ４
万

件
（
３

万
人

）

４
　

名
寄

せ
特

別
便

等
の

対
象

と
な

っ
た

が
、

未
回

答
等

の
た

め
持

ち
主

が
 判

明
し

て
い

な
い

記
録

　
　

　
　

　
　

　
８

７
４

万
件

（
６

８
２

万
人

）

①
死

亡
の

届
出

が
さ

れ
て

い
る

記
録

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
９

５
万

件

②
死

亡
一

時
金

を
受

給
し

て
い

る
記

録
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
  

６
２

万
件

③
国

内
最

高
齢

者
（
男

女
別

）
以

上
の

生
年

月
日

の
記

録
  

  
  

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
１

１
４

万
件

④
住

基
ネ

ッ
ト

で
死

亡
と

確
認

さ
れ

た
記

録
 　

　
　

　
　

　
  

  
  

  
  

  
  

　
  

  
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ７
０

万
件

参
考

資
料

２
未

解
明

記
録

５
，

０
９

５
万

件
の

状
況

（
25

年
6月

時
点

デ
ー

タ
）

Ⅰ

〈
解

明
さ

れ
た

記
録

〉

２
，

９
６

１
万

件

Ⅱ

〈
解

明
作

業
中

又
は

な
お

解
明

を
要

す
る

記

２
，

１
３

４
万

件
～

想
定

さ
れ

る
例

～
・
死

亡
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
も

の
・
国

外
に

転
居

し
て

い
る

と
考

え
ら

れ
る

も
の

・
届

出
誤

り
（
誤

っ
た

氏
名

・
生

年
月

日
）
に

よ
り

収
録

さ
れ

た
も

の

・
事

情
に

よ
り

別
の

氏
名

や
別

の
生

年
月

日
で

届
出

し
た

も
の

４
～

６
ま

で
の

未
解

明
記

録

２
，

１
３

０
万

件
の

状
況

を
委

員
長

指
示

に
基

づ
き

機
械

的
に

推
計
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未
解
明
記
録
２
，
１
３
０
万
件
（１
，
６
６
１
万
人
）の

状
況
（
機
械
的
推
計
）

 

  
１

 
死
亡
し
た
者
等
の
記
録
と
考
え
ら
れ
る
も
の

 
 
５
４
６
万
件
（
４
２
６
万
人
）
 

・
死
亡
し
た
者
の
記
録

 
 

 
 

 
 
５
３
４
万
件
（
４
１
７
万
人
）
 

・
国
外
転
居
者
の
記
録

 
 

 
 
 
 
 
５
万
件
（
４
万
人
）
 

・
帰
国
し
た
外
国
人
の
記
録

 
 

 
 
 
７
万
件
（
５
万
人
）
 

  
２

 上
記
以
外
の
記
録
 
 
１
，
５
８
４
万
件
（
１
，
２
３
６
万
人
）
 

 
 
○

 
１
，
５
８
４
万
件
の
記
録
に
つ
い
て
、
①
年
齢
、
②
加
入
期
間
か
ら
み
た
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
の
推
計
を
行
っ
た
。

 
 
 

 
 
①

 
現
時
点
の
年
齢
分
布
推
計
 

   

   

 
 
②

 
加
入
期
間
の
分
布
推
計

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 

     
 
 

 
 

 

（
単
位
：
万
件
、
括
弧
内
は
人
数
（
万
人
）
）

 

現
在
年
齢
は
５
０
歳
代
ま
で
が
４
割
弱
、
６
０
歳
代
ま
で
が
７
割

弱
と
推
定
さ
れ
、
今
後
、
年
金
裁
定
時
の
申
し
出
に
よ
り
記
録
が

統
合
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

 

５
割
以
上
は
、
加
入
期
間
が
１
年
未
満
の
短
い
記
録
と
推
定
さ
れ
、

年
金
に
結
び
つ
か
な
い
か
又
は
年
金
額
へ
の
影
響
が
小
さ
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
受
給
資
格
期
間
短
縮
で
申
し
出
が
今
後

増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

 
（
例
え
ば
、
国
民
年
金
で
加
入
期
間
が
６
か
月
の
場
合
、
増
加
す
る
年
金
月
額

は
、
６
５
，
０
０
０
円
×
（
０
．
５
年
÷
４
０
年
）
＝
８
１
２
円
）

 
（
注
）
加
入
期
間
が
長
い
も
の
は
、
老
齢
年
金
受
給
の
年
齢
に
な
る
以
前
に
死
亡
し
か

つ
遺
族
年
金
を
受
け
取
る
者
が
い
な
か
っ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
や
遺
族
年
金
を
受
給
し
自

身
の
加
入
期
間
に
基
づ
く
老
齢
年
金
を
請
求
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
等
も
考
え
ら
れ
る
。

 

（
単
位
：
万
件
、
括
弧
内
は
人
数
（
万
人
）
）

 

40
歳
未
満

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

70
歳
代

80
歳
代

90
歳
代

10
0歳

以
上

件
数

（人
数
）

７５
（５
９）

２０
４

（１
５９
）

２８
７

（２
２４
）

４６
９

（３
６６
）

３９
５

（３
０８
）

１３
４

（１
０５
）

２０
（１
６）

０
（０
）

割
合

４．
７％

１２
．９
％

１８
．１
％

２９
．６
％

２５
．０
％

８．
４％

１．
３％

０．
０％

1
年
未
満

1
年
以
上

5
年
未
満

5
年
以
上

1
0
年
未
満

1
0
年
以
上

2
5
年
未
満

2
5
年
以
上

期
間
不
明

件
数

（
人
数
）

８
４
９

（
６
６
２
）

５
５
８

（
４
３
５
）

１
１
６

（
９
０
）

４
８

（
３
７
）

３
（
２
）

１
１

（
９
）

割
合

５
３
．
６
％

３
５
．
２
％

７
．
３
％

３
．
０
％

０
．
２
％

０
．
７
％

死
亡
者
等
の
記
録
と
考
え
ら
れ
、
今
後
申
し
出

の
可
能
性
が
低
く
、
年
金
額
に
結
び
つ
か
な
い

と
考
え
ら
れ
る
も
の
。
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（
単
位
：
万
件
、
括
弧
内
は
人
数
（
万
人
）
）

 

複
数
手
帳
保
有
、
旧
姓
名
、
氏
名
相
違
及
び
生
年
月
日
相
違
が
９
割

以
上
を
占
め
る
と
推
定
さ
れ
、
ご
本
人
か
ら
の
訂
正
の
申
し
出
に
よ

り
記
録
統
合
の
可
能
性
が
あ
る
。
 

（
参
考
）
 
記
録
の
状
態
（
＝
未
統
合
の
原
因
）
か
ら
み
た
推
計

 

※
 
こ
の
推
計
は
、
「
年
金
額
回
復
の
具
体
的
事
例
（

1,
00
0事

例
）
」
の
統
合
時
に
お
け
る
記
録
の
状
態
の
分
布
を
、
２
の

1,
58
4万

件
に
乗
じ
て
推
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
 
 

 
 
未
統
合
記
録
の
そ
の
も
の
の
状
態
を
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
 

複
数
手
帳
保
有

旧
姓
名

氏
名
相
違

生
年
月
日
相
違

件
数

（
人
数
）

５
７
２

（
４
４
６
）

４
９
１

（
３
８
３
）

３
２
５

（
２
５
４
）

１
４
７

（
１
１
５
）

割
合

３
６
．
１
％

３
１
．
０
％

２
０
．
５
％

９
．
３
％
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（
※

1）
死

亡
者

の
推
計

方
法
 

最
終

記
録
喪

失
日
ま

で
は
、
生

存
し

て
い

る
こ

と
が

確
実
と

考
え
、
国

勢
調

査
（

平
成

22
年
ま

で
）
か

ら
5
年
ご

と
の

5
歳

刻
み

の
人
口
（
男
女

別
）
及
び
最

終
記

録
喪

失
日
と

生
年

(5
年
刻

み
)（

男
女

別
）
を

用
い

、
国

勢
調

査
の

5
年

ご
と

の
5
歳

刻
み
の

人
口
（

男
女
別

）
と

生
ま

れ
た

年
（
男

女
別
）

か
ら
現

時
点

で
の

生
存

率
・
死

亡
率
を

算
出
し

、
年

代
ご

と
の

死
亡
者

数
（
男

女
別
）

に
関

す
る

件
数

の
推
計

を
行
っ

た
。

 

（
男

女
別
）

死
亡
者

に
係
る

件
数

=∑
(最

終
記

録
喪

失
年
別

の
生
存

数
)×

(最
終

記
録

喪
失

日
に
お

け
る
年

齢
で
の

現
時

点
の

年
齢

で
の
死
亡

率
) 

ま
た
、
戦

時
中
、
戦
後

直
後
の

混
乱
期
に

最
終

記
録

と
な
っ

て
い
る

者
は

、
平
均

す
る
と

10
0
歳

を
超

え
て

い
る
う

え
、
全

体
に

占
め

る
割
合

も
低
く

、
19
50

年
以

前
が
最

終
記
録

と
な
っ

て
い
る

者
は

全
員

亡
く

な
っ
て

い
る
と

仮
定
し

た
。

 

な
お

、
全
日

本
人
の

デ
ー
タ

を
使
用

し
て

い
る

が
、

未
解
明

記
録
は

本
人
が

申
し

出
て

い
な

い
分
、

全
日
本

人
デ
ー

タ
よ

り
は

死
亡

者
が
多

い
と
思

わ
れ
、

そ
の

点
で

は
過

少
推
計

と
み
れ

る
。

 

（
※

2）
国

外
転

居
者
の

推
計
方

法
 

海
外

へ
の
転

居
等
に

よ
っ
て

、
現

在
日
本

国
内

に
住

ん
で
い

な
い
と

考
え
ら

れ
る

も
の

に
つ

い
て
だ

が
、
未
解

明
記
録
の

う
ち

、
上
記

推
計
に
よ

り
生

存
し
て
い

る
と

思
わ

れ
る
と

推
計
さ

れ
る
も

の
に

単
純

に
日

本
の
総

人
口
（
平

成
23
 年

（
20
11
）

人
口

動
態

統
計
（

確
定
数

）
の

概
況

、
平

成
23

年
10

月
1
日
時

点
）

に
対

す
る

、
海
外

に
居
住

し
て
お

り
永

住
権

を
認

め
ら
れ

て
い
る

者
（
海

外
在

留
邦

人
数

調
査
統

計
（
平

成
24
 年

速
報

版
）
、

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

時
点

、

な
お

、
海
外

に
居
住

し
て
い

る
者
と

し
て

は
、

生
活

の
本
拠
を

わ
が

国
か
ら

海
外

へ
移

し
た

人
々
（

永
住
者

）
の
数

）
の

割
合

（
40

万
人

／
12
,6
18

万
人

=0
.3
1%
）

を
乗

じ
る

と
(2
,1
30
－

53
4)
×

0.
31
%
=約

5
万
件

と
な
る

。
 

（
※

3）
海

外
へ

帰
国
し

た
外
国

人
の
推

計
方

法
 

日
本

で
働
い

た
こ
と

が
あ
る

外
国
人

が
帰

国
し

た
数

に
つ
い

て
は
、
未

解
明

記
録

に
未

解
明

記
録
の

中
の
厚

生
年
金

記
録

数
（

国
民

年
金
は

、
昭
和

57
年

ま
で
日

本
国

民
に

加
入
が

限
ら
れ

て
い
た

の
で

、
厚

生
年

金
記
録

数
の
み

対
象
）
の

割
合

と
外
国

人
労
働

人
口
比

率
（
法

務
省

入
国

管
理

局
デ
ー
タ

に
基

づ
き
労

働
省

推
計

）
を

乗
じ
て

推
計
を

行
っ
た

。
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 厚
生

年
金

記
録

数
 

未
解

明
記
録

数
×
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×
外
国

人
労
働

人
口
比

率
 

未
解

明
記
録

数
 

＝
2,
13
0
万

件
×

1,
81
2／

2,
1
29
×

0.
4%
＝

約
7
万

件
と

な
る
。
 

な
お

、
未
解

明
記
録

は
、
平
成

8
年

の
基

礎
年

金
番

号
導
入

以
前
の

も
の
で

、
脱

退
一

時
金

の
導
入

は
平
成

6
年
度

の
た

め
全

数
を

ベ
ー
ス

と
し
た

。（
本

来
、
脱

退
一

時
金

の
導
入

前
の
平

成
5
年

度
以

前
の

資
格

喪
失
記

録
を
抽

出
す
べ

き

だ
が

喪
失
時

期
の
デ

ー
タ
処

理
は
で

き
な

い
。）

 

ま
た

、
外
国

人
労
働

人
口
比

率
に
つ

い
て

は
、

20
歳

以
上

65
歳

未
満

の
日
本
の

人
口

に
占

め
る
外

国
人
労

働
者
の

割
合

と
し

た
が

、
当
該

デ
ー
タ

は
平
成

2
年

か
ら

し
か

な
い
た

め
、
平

成
6
年

時
点

で
の

比
率

（
0.
8%
）

の
半

分
と
仮

定

し
た

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

外
国

人
労
働

人
口
 
 
 
 
 
 

１
 

 
 

 
 
外

国
人
労

働
人
口

比
率
＝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
×

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2
0
歳

以
上

65
歳
未

満
の
日

本
の
人
口

 
 
 ２

 

＝
62

万
人

／
7,
81
7
万

人
×

1／
2＝

0.
4
%と

な
る
 

（
※

4）
加

入
期

間
か
ら

見
た
場

合
の
推

計
方

法
 

平
成

25
年

6
月

現
在
の

「
解
明

作
業
中

又
は

な
お

解
明
を

要
す
る

記
録
」
（
③

～
⑥

2,
13
4
万

件
）

か
ら
③

現
在
調
査

中
の

記
録

を
除
い

た
記
録

の
加
入

期
間

別
件

数
か

ら
、
（

※
１

）
に
て

推
計
し

た
平
成

22
年

国
勢
調

査
時
点

で
の
死

亡

者
の

加
入
期

間
別
件

数
を
除

い
た
後

、
当

該
件

数
を

一
定
の
割

合
で

国
外
転

居
者

、
帰

国
し

た
外
国

人
の
記

録
を
除

い
て

算
出

し
た

。
 

（
※

5）
現

時
点

で
の
年

齢
か
ら

み
た
場

合
の

推
計

方
法
 

平
成

25
年

6
月

現
在
の

「
解
明

作
業
中

又
は

な
お

解
明
を

要
す
る

記
録
」
（
③

～
⑥

2,
13
4
万

件
）

か
ら
③

現
在
調
査

中
の

記
録

を
除
い

た
記
録

の
年
齢

階
層

別
件

数
か

ら
、
（

※
１

）
に
て

推
計
し

た
平
成

22
年

国
勢
調

査
時
点

で
の
死

亡

者
の

年
齢
階

層
別
件

数
を
除

い
た
後

、
当

該
件

数
を

一
定
の

割
合
で

国
外
転

居
者

、
帰

国
し

た
外
国

人
の
記

録
を
除

い
て

算
出

し
た

。
 

（
※

6）
記

録
の

状
態
＝

未
統
合

の
原
因

か
ら

み
た

場
合
の

推
計
方

法
 

平
成

22
年

4
月

2
日
か

ら
平
成

24
年

3
月

23
日

ま
で
に

公
表
し

た
「
年

金
額
回

復
の

具
体

的
事
例

（
1,
00
0
事

例
）
」
の

統
合

時
に

お
け
る

記
録
の

状
態
の

分
析

結
果

の
比

率
（
平

成
25

年
7
月

24
日

第
5
回
年

金
記
録

問
題
に

関
す
る

特
別

委
員
会

で
公
表

）
を
、「

解
明

作
業

中
又

は
な

お
解
明
を

要
す

る
記
録

」（
③

～
⑥

2,
13
4
万

件
）
か
ら

③
現
在
調

査
中

の
記

録
、「

死
亡

者
（
推

計
）
」、
「

国
外

転
居

者
（
推

計
）
」
及
び
「

帰
国
外

国
人
（
推

計
）
」
の
件

数
を
除

い
た

1,
58
4

万
件

に
乗
じ

て
算
出

し
た
。

現
時
点

で
の

年
齢

か
ら

み
た
場
合

の
推

計
方
法
 

平
成

25
年

6
月

現
在
の

「
解
明

作
業
中

又
は

な
お

解
明
を

要
す
る

記
録
」
（
③

～
⑥

2,
13
4
万

件
）

か
ら
③

現
在
調
査

中
の

記
録

を
除
い

た
記
録

の
年
齢

階
層

別
件

数
か

ら
、
（

※
１

）
に
て

推
計
し

た
平
成

22
年

国
勢
調

査
時
点

で
の
死

亡

者
の

年
齢
階

層
別
件

数
を
除

い
た
後

、
当

該
件

数
を

一
定
の
割

合
で

国
外
転

居
者

、
帰

国
し

た
外
国

人
の
記

録
を
除

い
て

算
出

し
た

。
 

（
※

7）
人

数
換

算
の
推

計
方
法
 

基
礎

年
金
番

号
は
一

人
に
一

つ
付
番

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、
基

礎
年
金

番
号
数

を
人

数
に

し
、

平
成

25
年

6
月
現

在
の
「

①
基

礎
年

金
番
号

に
統
合

済
み
の

記
録

（
1,
7
21

万
件
）
」

の
統

合
先
の

基
礎
年

金
番

号
か

ら
人
数

を
算
出

（
1,
34
6

万
人

）
し
、

統
合
済

み
の
記

録
1
件

当
た

り
の

人
数

を
算
出

し
た
。
（

1,
34
6
万

人
／

1,
7
21

万
件

＝
0.
78

人
）
 

各
分

類
の
記

録
件
数

に
算
出

し
た
人

数
（

0.
78

人
）

を
乗

じ
て
、

各
分
類

の
人
数

を
算

出
し

た
。
（

記
録

件
数
×

0.
7
8＝

人
数

）
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（
単

位
：
万

件
）

月
平

均

（参
考

）資
格

照
会

申
出

件
数

、
第

三
者

委
員

会
申

立
件

数
及

び
再

裁
定

受
付

件
数

（
単

位
：
万

件
）

定
期

便
・
黄

色
便

・
受

給
者

便
受

付
件

数
（
月

平
均

）

※
1
 資

格
照

会
等

申
出

件
数

の
2
2
年

度
以

降
は

、
裁

定
時

に
申

出
の

あ
っ

た
も

の
を

含
む

。

※
2
 定

期
便

、
黄

色
便

、
受

給
者

便
は

2
1
年

度
か

ら
集

計
を

開
始

。

※
3
 再

裁
定

件
数

は
各

年
度

に
お

け
る

再
裁

定
全

体
の

件
数

で
あ

り
、

記
録

問
題

に
か

か
る

再
裁

定
の

件
数

の
み

で
は

な
い

。

2
.1

(0
.4

)
1
.0

(0
.3

)

2
5
年

4
～

6
月

20
年

度
21

年
度

22
年

度
23

年
度

2
4
年

1
0
月

～
2
5
年

3
月

23
9.

1
(1

9.
9)

31
.3

（2
.6

）
11

.3
（1

.9
）

56
3.

8
(4

7.
0)

10
0.

0
（8

.3
）

14
.6

（1
.2

）
10

9.
3

(9
.1

)
3.

9
（0

.7
）

19
年

度

41
7

2,
02

5

2
7

・ね
ん

き
ん

特
別

便
送

付
開

始
（
19

年
12

月
）

・グ
レ

ー
便

送
付

開
始

（
20

年
5月

）
・黄

色
便

送
付

開
始

（
20

年
6月

）
・ね

ん
き

ん
定

期
便

送
付

開
始

（
21

年
4月

）
・受

給
者

便
送

付
開

始
（
21

年
12

月
）

11
62

4
9

1,
01

0

20
年

度

13

96
4

6

1,
63

1

9
3
5

（
2
5
年

6
月

時
点

）

6

1
,7

2
1

（
2
5
年

6
月

時
点

）

9
5
8

6

1
,7

0
4

未
統

合
記

録
の

統
合

状
況

の
推

移

対
象

年
月

統
合

記
録

件
数

（年
度

末
時

点
の

累
計

件
数

）

未
解

明
記

録
件

数
（年

度
末

時
点

の
件

数
）

対
　

　
策

2
5
年

度
2
4
年

度
23

年
度

・気
に

な
る

年
金

記
録

、
　

再
確

認
キ

ャ
ン

ペ
ー

ン
開

始
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（2
5年

2月
）

22
年

度

99
5

331,
40

3

21
年

度

97
6

1,
56

3

1
0
.1

(1
.7

)
6
.6

(2
.2

)

○
　

統
合

件
数

は
、

各
種

便
を

送
付

し
た

１
９

年
末

以
降

大
き

く
伸

び
た

が
、

近
時

は
限

界
的

に
な

っ
て

き
て

い
る

。
○

　
資

格
照

会
申

出
件

数
や

第
三

者
委

員
会

申
立

件
数

は
２

０
年

度
～

２
２

年
度

は
膨

大
な

数
に

な
っ

て
い

た
が

、
近

時
は

落
ち

着
い

て
き

て
い

る
。

一
方

で
、

今
後

と
も

年
金

裁
定

請
求

　
時

の
資

格
照

会
は

コ
ン

ス
タ

ン
ト

に
続

く
も

の
と

考
え

ら
れ

る
。

第
三

者
委

員
会

申
立

件
数

（月
平

均
）

5.
0

(0
.4

)
6.

0
（0

.5
）

6.
0

（0
.5

）
2.

8
（0

.2
）

1.
0

（0
.2

）
0
.8

（
0
.1

）
0
.4

（
0
.1

）

資
格

照
会

等
申

出
件

数
（月

平
均

）

対
象

年
月

・紙
台

帳
と

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

記
録

の
　

突
合

せ
開

始
　

　
　

　
　

　
　

（2
2年

10
月

）
・ね

ん
き

ん
ネ

ッ
ト

開
始

（2
3年

2月
）

24
年

4～
9月

12
5.

5
（1

0.
5）

36
.2

(6
.0

)
4
3
.0

(7
.2

)
2
0
.7

(6
.9

)
再

裁
定

受
付

件
数

（月
平

均
）

13
7.

4
(1

1.
5)

10
1.

6
(8

.5
)

55
.8

(4
.7

)
44

.4
(3

.7
)
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平
成

１
９

年
度

平
成

２
０

年
度

平
成

２
１

年
度

平
成

２
２

年
度

平
成

２
３

年
度

平
成

２
４

年
度

平
成

２
５

年
度

①
基

礎
年

金
番

号
に

統
合

済
み

の
記

録
  
 

41
7

1,
01

0
1,

40
3

1
,5

6
3

1
,6

3
1

1
,7

0
4

1
,7

2
1

②
死

亡
者

等
の

記
録

98
9

1,
21

0
1,

21
5

1
,2

0
9

1
,2

0
4

1
,2

0
5

1
,2

4
1

③
現

在
調

査
中

の
記

録
－

－
－

－
－

4
4

④
名

寄
せ

特
別

便
等

の
対

象
と

な
っ

た
が

、
未

回
答

等
の

た
め

持
ち

主
が

判
明

し
て

い
な

い
記

録
1,

17
2

1,
30

7
1,

11
8

1
,0

0
1

9
5
8

8
9
9

8
7
4

⑤
持

ち
主

の
手

が
か

り
が

未
だ

得
ら

れ
て

い
な

い
記

録
2,

02
5

1,
16

2
99

5
9
7
6

9
6
4

9
5
8

9
3
5

⑥
③

～
⑤

の
記

録
と

同
一

人
と

思
わ

れ
る

記
録

 
49

2
40

6
36

4
3
4
7

3
3
9

3
2
5

3
2
1

5,
09

5
5,

09
5

5,
09

5
5
,0

9
5

5
,0

9
5

5
,0

9
5

5
,0

9
5

対
象

年
度

合
計

※
端

数
処

理
の

関
係

上
、

各
項

目
の

合
計

と
未

統
合

記
録

と
の

間
に

差
が

生
じ

る
場

合
が

あ
る

。

（
参

考
）
　

未
解

明
記

録
５

,０
９

５
万

件
の

状
況

の
推

移
　

（各
年

度
末

時
点

（平
成

２
５

年
度

の
み

平
成

２
５

年
６

月
時

点
））
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転
職
な
ど
に
よ
る
複
数
手
帳
保
有
者

 
8

3
7
件

  
3

6
.1

%
  

旧
姓
名

 
7

1
9
件

  
3

1
.0

%
  

氏
名
（
読
み
仮
名
）
相
違

 
4

7
6
件

  
2

0
.5

%
  

生
年
月
日
相
違

 
2

1
7
件

  
9

.3
%

 

報
酬
相
違

 
3

3
件

  
1

.4
%

  

加
入
期
間
相
違

 
1

6
件

 
0

.7
％

 

総
務
大
臣
（
第
三
者
委
員
会
）
あ
っ
せ
ん

 
1

5
件

 
0

.6
％

 

年
金
事
務
所
段
階
に
お
け
る
回
復
基
準

 
8
件

 
0

.3
％

 

計
 

2
,3

2
1
件

 

ね
ん
き
ん
特
別
便
（
※
）

 
8

7
0
件

  
3

7
.5

%
  

年
金
相
談

 
6

3
2
件

 
2

7
.2

%
 

受
給
者
便

 
3

5
0
件

 
1

5
.1

%
 

黄
色
便

 
3

4
8
件

  
1

5
.0

%
 

グ
レ
ー
便

 
9

3
件

 
4

.0
%

 

第
三
者
委
員
会
あ
っ
せ
ん

 
1

5
件

 
0

.7
%

  

紙
台
帳
便

 
8
件

 
0

.3
%

  

定
期
便

 
5
件

 
0

.2
%

 

計
 

2
,3

2
1
件

 

 
１

 統
合
さ
れ
た
記
録
の
分
析

 

○
 
平
成

2
2
年

4
月

2
日
か
ら
平
成

2
4
年

3
月

2
3
日
ま
で
に
公
表
し
た
「
年
金
額
回
復
の
具
体
的
事
例
（

1
,0

0
0
事
例
）
」
（
※
）
に
つ
い
て
、

 
統
合
時
に
お
け
る
記
録
の
状
態
や
ご
本
人
の
記
録
と
し
て
判
明
し
た
契
機
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

 

 
※
毎
週
の
年
金
記
録
回
復
に
よ
る
年
金
額
の
増
額
上
位

1
0
事
例
を
集
計
し
た
も
の
。

 

①
 
記
録
の
状
態

 
②

 
判
明
し
た
契
機

 

※
う
ち
、
名
寄
せ
便
を
契
機
と
す
る
事
例
が

3
5

5
件

(1
5

.3
%

) 

 
未
統
合
記
録

(5
,0

9
5
万
件

)の
分
析
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２
  
「
こ
れ
ま
で
に
統
合
さ
れ
た
記
録
」
と
「
な
お
未
統
合
に
な
っ
て
い
る
記
録
」
の
比
較

 
 

 
 

 

（
記
録
の
種
類
）

 

○
未
統
合
記
録
に
比
べ
、
統
合
済
み
記
録
に
占
め
る
国
民
年
金
記
録
の
割
合
が
高
い
。

 

（
現
在
の
年
齢
）

 

○
年
齢
の
低
い
者
の
記
録
の
統
合
が
進
ん
で
い
る
一
方
で
、
年
齢
の
高
い
者
の
記
録
が

 
 
な
お
未
統
合
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
年
齢
）

 

○
平
成

1
8
年

6
月
時
点
で

5
,0

9
5
万
件
存
在
し
て
い
た
未
統
合
記
録
の
う
ち
、
「
平
成

2
5
年

6
月
ま
で
に
基
礎
年
金
番
号
に

 

 
統
合
済
み
の
記
録

(1
,7

2
1
万
件
）
」
と
「
解
明
作
業
中
又
は
な
お
解
明
を
要
す
る
記
録
（

2
,1

3
4
万
件
）
」
に
関
し
、

 

①
記
録
の
種
類
、
②
現
在
の
年
齢
、
③
加
入
期
間
、
④
記
録
の
開
始
時
期

 
 
に
つ
い
て
比
較
を
行
っ
た
。

 
 

8
6

.4
%

 

8
0

.7
%

 

1
3

.6
%

 

1
9

.3
%

 

0
%

2
0

%
4

0
%

6
0

%
8

0
%

1
0

0
%

未
統
合
記
録

 

統
合
済
み
記
録

 

厚
生
年
金
・
船
員
保
険

 
国
民
年
金

 

0

1
0

0

2
0

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0

7
0

0

8
0

0

４
０
歳

 

未
満

 

４
０
歳
代

 
５
０
歳
代

 
６
０
歳
代

 
７
０
歳
代

 
８
０
歳
代

 
９
０
歳
代

 
１
０
０
歳

 

以
上

 

万 件  

統
合
済
み
記
録

 
未
統
合
記
録

 

厚
生
年
金
・

船
員
保
険

国
民
年
金

統
合
済
み
記
録

1
3

,8
9

3
,0

8
8

3
,3

1
4

,1
9

5

割
合

8
0

.7
%

1
9

.3
%

未
統
合
記
録

1
8

,4
3

0
,5

3
1

2
,9

0
9

,2
0

8

割
合

8
6

.4
%

1
3

.6
%

40
歳

未
満

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

70
歳
代

80
歳
代

90
歳
代

10
0歳

以
上

年
齢
不
明

統
合
済
み
記
録

35
6,

44
9

2,
82

7,
07

3
3,

40
1,

24
0

6,
99

9,
65

9
2,

34
9,

48
0

96
6,

39
3

20
0,

69
2

49
,5

54
56

,7
43

割
合

2.
1%

16
.4

%
19

.8
%

40
.7

%
13

.7
%

5.
6%

1.
2%

0.
3%

0.
3%

未
統
合
記
録

33
1,

19
2

1,
99

0,
99

6
2,

63
9,

25
9

4,
59

9,
54

4
5,

51
0,

99
8

3,
29

3,
19

7
1,

69
1,

98
2

1,
27

5,
81

1
6,

76
0

割
合

1.
6%

9.
3%

12
.4

%
21

.6
%

25
.8

%
15

.4
%

7.
9%

6.
0%

0.
0%

※
平
成
２
５
年
６
月
時
点
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○
加
入
期
間
の
長
い
記
録
の
統
合
は
比
較
的
進
ん
で
い
る
が
、
短
い
記
録
は
な
お
未
統

 
 
合
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
記
録
の
開
始
時
期
）

 

○
新
し
い
記
録
ほ
ど
統
合
が
進
ん
で
お
り
、
古
い
記
録
が
な
お
未
統
合
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
加
入
期
間
）

 

0

2
0

0

4
0

0

6
0

0

8
0

0

1
,0

0
0

1
,2

0
0

１
年
未
満

 
１
年
以
上

 

５
年
未
満

 

５
年
以
上

 

１
０
年
未
満

 

１
０
年
以
上

 

２
５
年
未
満

 

２
５
年
以
上

 

万 件  

統
合
済
み
記
録

 
未
統
合
記
録

 

0

2
0

0

4
0

0

6
0

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

0
0

昭
和

30
年

 

以
前

 

昭
和

30
年
代

 
昭
和

40
年
代

 
昭
和

50
年
代

 
昭
和

60
年

 

以
降

 

万 件  

統
合
済
み
記
録

 
未
統
合
記
録

 

１
年
未
満

１
年
以
上

５
年
未
満

５
年
以
上

１
０
年
未
満

１
０
年
以
上

２
５
年
未
満

２
５
年
以
上

期
間
不
明

統
合
済
み
記
録

5
,7

8
9

,3
4

4
6

,8
9

5
,9

2
4

2
,4

0
6

,6
5

9
1

,0
1

7
,9

2
7

4
5

,9
5

4
1

,0
5

1
,4

7
5

割
合

3
3

.6
%

4
0

.1
%

1
4

.0
%

5
.9

%
0

.3
%

6
.1

%

未
統
合
記
録

1
1

,1
5

5
,6

6
2

7
,4

8
1

,0
8

8
1

,6
1

7
,5

1
4

8
5

7
,7

1
5

4
4

,4
2

0
1

8
3

,3
4

0

割
合

5
2

.3
%

3
5

.1
%

7
.6

%
4

.0
%

0
.2

%
0

.9
%

昭
和
3
0
年

以
前

昭
和
3
0
年
代

昭
和
4
0
年
代

昭
和
5
0
年
代

昭
和
6
0
年

以
降

年
代
不
明

統
合
済
み
記
録

4
7

7
,5

4
3

3
,0

7
0

,9
3

5
6

,2
5

6
,0

0
1

3
,5

5
1

,7
1

4
3

,5
4

6
,4

4
9

3
0

4
,6

4
1

割
合

2
.8

%
1

7
.8

%
3

6
.4

%
2

0
.6

%
2

0
.6

%
1

.8
%

未
統
合
記
録

1
,6

1
6

,9
9

7
7

,4
4

0
,8

7
1

6
,5

4
2

,3
0

9
2

,9
3

6
,0

6
2

2
,7

5
0

,3
9

0
5

3
,1

1
0

割
合

7
.6

%
3

4
.9

%
3

0
.7

%
1

3
.8

%
1

2
.9

%
0

.2
%
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業
種

昭
和

4
5
年

～
平

成
7
年

の
業

種
ご

と
の

平
均

就
業

者
比

率
 
(
B
)

未
統

合
記

録
発

生
の

倍
率

(
A
/
B
)

サ
ー

ビ
ス

業
1
,
4
7
6

(
 
2
1
.
0
%
 
)

2
7
.
4
%

0
.
8
 
倍

 
小

売
業

6
9
8

(
 
9
.
9
%
 
)

1
1
.
4
%

0
.
9
 
倍

 
商

社
6
7
0

(
 
9
.
5
%
 
)

6
.
8
%

1
.
4
 
倍

 
建

設
5
2
2

(
 
7
.
4
%
 
)

9
.
3
%

0
.
8
 
倍

 
陸

運
3
7
0

(
 
5
.
3
%
 
)

2
.
1
%

2
.
5
 
倍

 
そ

の
他

製
造

業
3
1
7

(
 
4
.
5
%
 
)

3
.
6
%

1
.
2
 
倍

 
食

品
3
0
1

(
 
4
.
3
%
 
)

2
.
2
%

2
.
0
 
倍

 
保

険
2
9
2

(
 
4
.
2
%
 
)

1
.
1
%

3
.
9
 
倍

 
非

鉄
金

属
・

金
属

製
品

2
6
2

(
 
3
.
7
%
 
)

2
.
6
%

1
.
4
 
倍

 
不

動
産

2
5
3

(
 
3
.
6
%
 
)

0
.
9
%

4
.
1
 
倍

 
電

気
機

器
2
1
6

(
 
3
.
1
%
 
)

3
.
2
%

1
.
0
 
倍

 
機

械
1
9
9

(
 
2
.
8
%
 
)

2
.
0
%

1
.
4
 
倍

 
鉄

道
・

バ
ス

1
9
8

(
 
2
.
8
%
 
)

1
.
9
%

1
.
5
 
倍

 
自

動
車

・
自

動
車

部
品

1
6
9

(
 
2
.
4
%
 
)

1
.
3
%

1
.
9
 
倍

 
繊

維
1
6
4

(
 
2
.
3
%
 
)

3
.
1
%

0
.
7
 
倍

 
倉

庫
・

運
輸

関
連

1
3
9

(
 
2
.
0
%
 
)

0
.
8
%

2
.
6
 
倍

 
パ

ル
プ

・
紙

8
4

(
 
1
.
2
%
 
)

0
.
6
%

2
.
0
 
倍

 
窯

業
8
2

(
 
1
.
2
%
 
)

1
.
0
%

1
.
1
 
倍

 
化

学
工

業
7
1

(
 
1
.
0
%
 
)

1
.
4
%

0
.
7
 
倍

 
鉄

鋼
業

6
7

(
 
1
.
0
%
 
)

0
.
8
%

1
.
2
 
倍

 
ゴ

ム
5
2

(
 
0
.
7
%
 
)

0
.
4
%

2
.
1
 
倍

 
そ

の
他

金
融

業
4
3

(
 
0
.
6
%
 
)

0
.
7
%

0
.
9
 
倍

 
銀

行
3
3

(
 
0
.
5
%
 
)

0
.
9
%

0
.
5
 
倍

 
精

密
機

器
2
8

(
 
0
.
4
%
 
)

0
.
6
%

0
.
7
 
倍

 
証

券
1
4

(
 
0
.
2
%
 
)

0
.
2
%

0
.
9
 
倍

 
医

薬
品

1
3

(
 
0
.
2
%
 
)

0
.
3
%

0
.
7
 
倍

 
造

船
1
3

(
 
0
.
2
%
 
)

0
.
4
%

0
.
5
 
倍

 
通

信
1
1

(
 
0
.
2
%
 
)

1
.
1
%

0
.
1
 
倍

 
そ

の
他

輸
送

機
器

1
0

(
 
0
.
1
%
 
)

0
.
2
%

0
.
9
 
倍

 
鉱

業
9

(
 
0
.
1
%
 
)

0
.
2
%

0
.
6
 
倍

 
海

運
8

(
 
0
.
1
%
 
)

0
.
3
%

0
.
4
 
倍

 
空

運
7

(
 
0
.
1
%
 
)

0
.
1
%

1
.
3
 
倍

 
水

産
7

(
 
0
.
1
%
 
)

0
.
7
%

0
.
1
 
倍

 
ガ

ス
4

(
 
0
.
1
%
 
)

0
.
1
%

0
.
7
 
倍

 
石

油
3

(
 
0
.
0
%
 
)

0
.
1
%

0
.
5
 
倍

 
電

力
2

(
 
0
.
0
%
 
)

0
.
3
%

0
.
1
 
倍

 
そ

の
他

6
(
 
0
.
1
%
 
)

1
0
.
4
%

0
.
0
 
倍

 
不

明
2
1
1

(
 
3
.
0
%
 
)

－
－

合
計

7
,
0
2
4

未
統

合
記

録
数

 
(
 
)
は

全
数

(
7
,
0
2
4
件

)
に

対
す

る
割

合
 
(
A
)

 
○
平
成

2
4
年

3
月
現
在
な
お
未
統
合
と
な
っ
て
い
る
記
録
か
ら
厚
生
年
金
記
録
を
無
作
為
で

1
0

,0
0

0
件
抽
出
し
、
そ
の
う
ち
現
在
な
お
適
用
事
業
所
と
な
っ
て
い
る

 

 
 
現
存
事
業
所
に
つ
い
て
、
業
種
別
に
分
類
し
、
業
種
別
の
未
統
合
記
録
の
発
生
割
合
等
に
つ
い
て
、
分
析
を
行
っ
た
。

 

 
 
※
1
0
,0
0
0
件
の
サ
ン
プ
ル
の
う
ち
事
業
所
の
記
録
数
は

1
3

,4
1

2
件

 （
現
存
事
業
所

:7
,0

2
4
件

(5
2

.4
%

)、
全
喪
事
業
所

:6
,3

8
8
件
（

4
7

.6
%
）
）

 

３
 未
統
合
と
な
っ
て
い
る
厚
生
年
金
記
録
の
事
業
所
（
業
種
）
の
分
析
（
平
成

2
4
年

7
月

2
4
日
報
告
済
）
 

 
 

 
 

（
未
統
合
記
録
発
生
割
合
の
高
い
業
種
）

 

○
業
種
別
の
未
統
合
記
録
発
生
割
合
を
比
較
す
る
た
め
に
、
「
業
種
別
の
未
統
合
記
録
の

 

 
比
較
（

A
）
」
を
「
昭
和

4
5
年
～
平
成

7
年
の
業
種
ご
と
の
平
均
就
業
者
比
率
（

B
）
」

 

 
で
除
し
て
未
統
合
記
録
の
発
生
倍
率
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

 と
い
っ
た
業
種
で
未
統
合
の
発
生

 

 
割
合
が
高
か
っ
た
。

 

（
未
統
合
記
録
数
の
多
い
業
種
）

 

○
現
存
事
業
所

(7
,0

2
4
件
）
に
つ
い
て
、
業
種
別
に
未
統
合
の
記
録
数
を
比
較
し
た

 

 
と
こ
ろ
、

と
い
っ
た
業
種
で
未
統
合
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
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ｶ
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ｶ
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ｶ
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ｶ
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ｶ
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ｶ
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ｶ
月
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商
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全
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ｶ
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ｶ
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ｶ
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ｶ
月

 

10
 

ｶ
月

 

1
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ｶ
月

 

1
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ｶ
月

 

1
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ｶ
月

 

1
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ｶ
月

 

2
0 

ｶ
月

 

2
2 

ｶ
月

 

2
4 

ｶ
月

 

2
5-

 
 3

6
 

ｶ
月

 

3
7-

 
 4

8 

ｶ
月

 

4
9-

 
 6

0 

ｶ
月

 

6
1-

 
1

2
0 

ｶ
月

 1
2

1 

ｶ
月

 

以 上
 

不
動
産

 
保
険

 
倉
庫
・
運
輸
関
連

 
全
業
種

 

○
未
統
合
記
録
数
の
多
い
３
業
種
（
サ
ー
ビ
ス
業
、
小
売
業
、
商
社
）
、
未
統
合
記
録
発
生
割
合
の
高
い

3
業
種
（
不
動
産
、
保
険
、
倉
庫
・
運
輸
関
連
）
に
つ
い
て
、

 

 の
分
析
を
行
っ
た
。

 

（
加
入
期
間
）

 

○
加
入
期
間
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
業
種
も

3
カ
月
以
下
の

 

 
短
期
間
の
記
録
が
多
い
。

 

○
加
入
期
間
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
業
種
も

3
カ
月
以
下
の

 

 
短
期
間
の
記
録
が
多
い
。

 

（
1
）
未
統
合
記
録
数
の
多
い

3
業
種

 

（
2
）
未
統
合
記
録
発
生
割
合
の
高
い

3
業
種
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昭
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3
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昭
和

4
0
年
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昭
和

5
0
年
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昭
和

6
0
年
以
降

 

不
動
産

 
保
険

 
倉
庫
・
運
輸
関
連

 
全
業
種

 

（
記
録
の
開
始
時
期
）

 

0
%

5
%

1
0

%

1
5

%

2
0

%

2
5

%

3
0

%

3
5

%

4
0

%

4
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%

5
0

%

昭
和

3
0
年
以
前

 
昭
和

3
0
年
台

 
昭
和

4
0
年
台

 
昭
和

5
0
年
台

 
昭
和

6
0
年
以
降

 

サ
ー
ビ
ス

 
小
売

 
商
社

 
全
業
種

 

○
記
録
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
昭
和

4
0
年
代
の
記
録
が

 

 
多
い
が
、
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
つ
い
て
は
昭
和

6
0
年
以
降
の

 

 
記
録
に
つ
い
て
も
未
統
合
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

 

○
記
録
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
昭
和

4
0
年
代
の
記
録
が

 

 
多
い
が
、
「
保
険
」
に
つ
い
て
は
昭
和

6
0
年
以
降
の

 

 
記
録
に
つ
い
て
も
未
統
合
の
も
の
が
み
ら
れ
る
。

 

（
1
）
未
統
合
記
録
数
の
多
い

3
業
種

 

（
2
）
未
統
合
記
録
発
生
割
合
の
高
い

3
業
種
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（
被
保
険
者
数
の
規
模
）
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0
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庫
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関
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保
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1
0
人
以
下

 
1

0
0
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以
下

 
1

0
0

0
人
以
下

 
1

0
0

0
0
人
以
下

 
1

0
0

0
1
人
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○
被
保
険
者
数
の
規
模
で
み
る
と
、
特
に
顕
著
な
傾
向
は

 

 
見
ら
れ
な
い
。

 

○
被
保
険
者
数
の
規
模
で
み
る
と
、
「
不
動
産
」
に
つ
い
て
は

 

 
数
人
程
度
の
小
規
模
事
業
所
が
多
い
の
に
対
し
、
「
保
険
」
に

 

 
つ
い
て
は
、
大
規
模
事
業
所
が
多
い
。

 

（
1
）
未
統
合
記
録
数
の
多
い

3
業
種

 

（
2
）
未
統
合
記
録
発
生
割
合
の
高
い

3
業
種
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厚
生
年
金
基
金
の
記
録
に
関
す
る
不
服
申
立
て
等
に
つ
い
て

 

 

○
 
国
記
録
と
基
金
記
録
の
突
合
の
結
果
、
基
金
記
録
に
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
、
基
金
に
お
い
て
記
録
の
訂
正
、
加
入
員
・
受
給
権
者
へ
の
通
知
、

年
金
額
の
再
計
算
等
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
①
基
金
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
務
が
適
切
に
行
わ
れ
な
い
場
合
、
②
年
金
額
の
再
計
算
等
の
結

果
に
つ
い
て
加
入
者
・
受
給
権
者
が
不
服
で
あ
る
場
合
の
相
談
・
申
立
先
及
び
具
体
的
な
救
済
方
法
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。
 

 １
．
基
金
の
給
付
が
新
た
に
行
わ
れ
る
場
合
（
国
記
録
＝
加
入
員
、
基
金
記
録
＝
非
加
入
員
で
、
国
記
録
が
正
し
い
ケ
ー
ス
）
 

 

 
不
服
の
原
因

 
相
談
・
申
し
立
て
先

 
具
体
的
な
救
済
方
法

 

受
給
権
者

 

基
金
に
対
し
年
金
の
請
求
を
行
っ
た

が
、
基
金
が
不
支
給
決
定
（
通
知
）
を

行
っ
た
。

 

地
方
厚
生
局
（
社
会
保
険
審
査
官
）
 

※
年
金
事
務
所
で
も
受
付
は
可

 

･審
査
請
求
（
社
会
保
険
審
査
官
に
よ
る
審
理
）

 

･再
審
査
請
求
（
社
会
保
険
審
査
会
に
よ
る
審
理
）

 

＜
厚
生
年
金
保
険
法
第

16
9
条
＞

 

加
入
員

 

基
金
が
記
録
の
訂
正
を
行
わ
な
い
。

 
地
方
厚
生
局
（
基
金
指
導
担
当
）

 
・
基
金
に
対
す
る
行
政
指
導
（
別
紙
参
照
）

 

・
受
給
権
を
得
た
後
、
年
金
の
請
求
を
行
い
不
支
給

決
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
・
再

審
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

＜
厚
生
年
金
保
険
法
第

16
9
条
＞

 

 ２
．
基
金
の
給
付
が
増
額
に
な
る
場
合
（
基
金
記
録
＜
国
記
録
で
あ
っ
て
、
国
記
録
が
正
し
い
ケ
ー
ス
）
 

 

 
不
服
の
原
因

 
相
談
・
申
し
立
て
先

 
具
体
的
な
救
済
方
法
 

受
給
権
者
 

基
金
が
給
付
の
増
額
（
標
準
給
与
、
加

入
員
期
間
等
の
増
に
よ
る
）
を
行
わ
な

い
。

 

地
方
厚
生
局
（
基
金
指
導
担
当
）

 
・
基
金
に
対
す
る
行
政
指
導
（
別
紙
参
照
）

 

加
入
員
 

基
金
が
標
準
給
与
、
加
入
員
期
間
等
の

増
に
関
す
る
記
録
の
訂
正
を
行
わ
な

い
。

 

地
方
厚
生
局
（
基
金
指
導
担
当
）

 
・
基
金
に
対
す
る
行
政
指
導
（
別
紙
参
照
）

 

・
受
給
権
を
得
た
後
、
年
金
の
請
求
を
行
い
、
決
定

さ
れ
た
年
金
額
に
つ
い
て
、
審
査
請
求
・
再
審
査

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

＜
厚
生
年
金
保
険
法
第

16
9
条
＞

 

資
料
２
－
２
 

2
3
.9

.6
 

平
成

23
年

9
月

6
日
 
第

28
回
年
金
記
録
回
復
委
員
会
資
料
よ
り

 

平成 23年 9月 6日 第 28回年金記録回復委員会資料より 
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 ３
．
基
金
の
給
付
が
減
額
に
な
る
場
合
（
基
金
記
録
＞
国
記
録
で
あ
っ
て
、
国
記
録
が
正
し
い
ケ
ー
ス
）
 

 

 
不
服
の
原
因

 
相
談
・
申
し
立
て
先

 
具
体
的
な
救
済
方
法

 

受
給
権
者

 

基
金
が
給
付
を
減
額
（
標
準
給
与
、
加

入
員
期
間
等
の
減
に
よ
る
）
し
、
年
金

額
の
減
額
の
決
定
（
通
知
）
を
行
っ
た
。
 

地
方
厚
生
局
（
社
会
保
険
審
査
官
）
 

※
年
金
事
務
所
で
も
受
付
は
可

 

※
国

記
録

が
誤
り

で
あ
る

と
し

て
、
第
三
者
委
員
会
に
申
し
立
て

る
こ
と
も
可
能
。

 

･審
査
請
求
（
社
会
保
険
審
査
官
に
よ
る
審
理
）

 

･再
審
査
請
求
（
社
会
保
険
審
査
会
に
よ
る
審
理
）

 

＜
厚
生
年
金
保
険
法
第

16
9
条
＞

 

加
入
員

 

基
金
が
標
準
給
与
等
の
減
額
の
改
定

（
通
知
）
を
行
っ
た
。

 

地
方
厚
生
局
（
社
会
保
険
審
査
官
）
 

※
年
金
事
務
所
で
も
受
付
は
可

 

※
国

記
録

が
誤
り

で
あ
る

と
し

て
、
第
三
者
委
員
会
に
申
し
立
て

る
こ
と
も
可
能
。

 

･審
査
請
求
（
社
会
保
険
審
査
官
に
よ
る
審
理
）

 

･再
審
査
請
求
（
社
会
保
険
審
査
会
に
よ
る
審
理
）

 

＜
厚
生
年
金
保
険
法
第

16
9
条
＞

 

基
金
が
加
入
員
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

記
録
の
訂
正
を
行
っ
た
。

 

地
方
厚
生
局
（
基
金
指
導
担
当
）

 

※
国

記
録

が
誤
り

で
あ
る

と
し

て
、
第
三
者
委
員
会
に
申
し
立
て

る
こ
と
も
可
能
。

 

 ・
受
給
権
を
得
た
後
、
年
金
の
請
求
を
行
い
、
決
定

さ
れ
た
年
金
額
に
つ
い
て
、
審
査
請
求
・
再
審
査

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

＜
厚
生
年
金
保
険
法
第

16
9
条
＞
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（
別
紙
）

 

厚
生
年
金
基
金
に
対
す
る
行
政
指
導
等
の
流
れ

 

 ①
 
監
査
、
是
正
・
改
善
命
令

 

 
（
厚
生
年
金
保
険
法
）

 

 
 
第

1
7

8
条
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
金
又
は
連
合
会
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
徴

し
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
基
金
若
し
く
は
連
合
会
の
事
務
所
に
立
ち
入
っ
て
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
実
地
に
そ
の
状
況
を
検

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 

 
 
第

1
7

9
条
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第

17
8
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
徴
し
、
又
は
質
問
し
、
若
し
く
は
検
査
し
た
場
合
に
お
い
て
、
基
金
若

し
く
は
連
合
会
の
事
業
の
管
理
若
し
く
は
執
行
が
法
令
、
規
約
、
若
し
く
は
厚
生
労
働
大
臣
の
処
分
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、

基
金
若
し
く
は
連
合
会
の
事
業
の
管
理
若
し
く
は
執
行
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
、
又
は
基
金
若
し
く
は
連
合
会
又
は
そ
の

役
員
が
そ
の
事
業
の
管
理
若
し
く
は
執
行
を
明
ら
か
に
怠
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
基
金
若
し
く
は
連
合
会
又
は

そ
の
役
員
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
管
理
若
し
く
は
執
行
に
つ
い
て
違
反
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

 ②
 
役
員
の
改
任
命
令
、
改
任

 

 
 
第

1
7

9
条
 
略

 

 
 
３
 
基
金
若
し
く
は
連
合
会
若
し
く
は
そ
の
役
員
が
第
１
項
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
、（

中
略
）、

厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
基
金
又
は
連

合
会
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
違
反
に
係
る
役
員
の
全
部
又
は
一
部
の
改
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 
４
 
基
金
又
は
連
合
会
が
前
項
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
項
の
命
令
に
係
る
役
員
を
改
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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平成２０年１１月２８日

標準報酬遡及訂正事案等に関する調査委員会報告書の概要

１．標準報酬遡及訂正事案等に関する調査委員会

本年１０月６日に、標準報酬遡及訂正事案等に係る社会保険庁職員の関与に関す

る調査の実施並びに調査結果に基づく対応策の検討を行うために設置。委員は次の

４名 
委員長 野村 修也 （中央大学法科大学院教授、弁護士）

委 員 國廣 正 （国広総合法律事務所、弁護士）

委 員 久保利英明 （日比谷パーク法律事務所、弁護士）

委 員 郷原 信郷 （桐蔭横浜大学法科大学院教授、弁護士）

２．調査の前提

○ 厚生年金記録の不適正処理とは、適用事業所の実態（被保険者の数、加入期間、

標準報酬月額などの正しい状況）を反映しない年金記録の処理を行うことをいう。

不適正処理には、将来に向けたもの（偽装脱退等）と遡及訂正を伴うものがある。

不適正な遡及訂正には、標準報酬月額の遡及訂正と加入期間の遡及訂正がある。

○ 不適正な遡及訂正は、事業所の滞納保険料を帳消しにする効果。加入期間の遡

及訂正の場合は、年金受給資格や健康保険との関係から問題が生じる恐れ。一方、

標準報酬月額の遡及的訂正の場合、加入期間には影響しないが、低い年金しかも

らえないとの被害

事業主のみ標準報酬月額を引き下げる場合であっても、将来の年金給付の見返

りとして本来支払うべき保険料の免除となり、許されるものではない。

○ 職員の行為の悪質性としては、次の３類型

・虚偽記載実行型（資格喪失届出書を自ら作成等）や虚偽記載指南型（標準報

酬月額の引き下げ幅等を計算し、事業主に教える等） → 悪質

・認識型（実態に合わないことを認識しながら遡及訂正に応じる）や認識可能

型（実態に合わないことを認識できたにもかかわらず、十分な確認をしない

まま遡及訂正に応じる） → 不当

・管理責任型（確認できないまま事業主に騙されたままの状況が放置された場

合） → 社会保険庁の管理に問題

○ 6.9 万件（不適正な遡及訂正処理の可能性がある記録）から被害状況を見ると、
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全事業所数は 4.2 万。このうち、４名以上の記録が遡及訂正されている事業所が

2,782 事業所、10 名以上の事業所が 766 事業所存在

○ 本調査委員会は、データ分析、ホットラインを通じた情報収集、ヒアリング（計

69 名）の実施、厚生労働省幹部等・社会保険庁職員等への書面による調査等の

調査を実施

３．調査結果と推論

○ 6.9 万件（不適正な遡及訂正処理の可能性がある記録）のデータから見た傾向

分析

・地域的には、埼玉県、東京都、愛媛県で多い。

・時系列的には、平成５～７年に大量発生。平成 11 年に大幅に減少し、平成 16
年から更に減少。これらの減少は、その時に発生した不祥事等への対応策によ

るものと考えている。

○ 社会保険庁職員等に対する書面調査結果

・厚労省幹部職員等への調査では、直接不適正な遡及訂正事案を知っていると回

答する者はいなかった（間接的、又は調査担当者として知っている者あり。）。

・元社会保険庁長官への調査では、在任時に、不適正な遡及訂正を知っていたと

の回答を行っている者はいなかった。

・社会保険庁職員等に対する調査においては、不適正処理に関与したことがある

旨の回答を行った者や、他の職員が不適正処理を行っていたことを知っている

旨の回答を行った者が存在した。しかしながら、その中には、質問事項を誤解

して回答しているものも含まれており、また、その中の一部からヒアリングし

たところ、非難可能な諸類型に該当する事例は見出せなかった。

○ ヒアリング結果

・事業主だけの遡及訂正を行った案件について、社会保険事務所職員の関与が疑

われる具体的事案を示してヒアリングを行なったが、大部分の職員は、不適正

な遡及訂正に関与したことを明確には認めなかったものの、一部には認める職

員もいた。従業員案件についても、滞納処分票の記載から従業員が巻き込まれ

ている疑いが強い具体的事案を示してヒアリングを行う等したところ、不適正

な遡及訂正に関与したことを明確に認めた職員はいなかったものの、滞納処分

票の記載等から不適正な遡及訂正を行ったと認めざるを得ない旨の供述を行

った職員も認められた。
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○ 推論

・不適正な遡及訂正が行われた経緯について、ヒアリング結果等から不適正な遡

及訂正の分類ごとに推論。調査対象となった事案の中には、標準報酬月額を遡

及訂正した結果、滞納保険料が限りなくゼロ近くまで減少している事案等が少

なからず見られた。上司の関与については、社会保険事務所の上司については、

相当数の不適正な遡及訂正を認識し得たものと考える。都道府県社会保険事務

局においても、特別徴収官が個別相談を受けることを通じて、実態に合わない

可能性がある事案を認識し得たと考えられる。

・滞納保険料を帳消しにするために、滞納に陥っている事業所の事業主の記録を

遡及訂正することは、少なくとも一部の社会保険事務所では、「仕事の仕方」

として定着していたものと考えられる。従業員の記録に手をつけるのは御法度

という発言が多いが、中には、従業員の記録を訂正する者もいた。

○ 発生原因と背景

（厚生労働省）

・厚生年金保険料を納めなくても年金がもらえる仕組みや、添付書類の不十分性

が原因の一つ。従業員案件については、従業員に事業主が連絡する仕組みの不

合理性や、不服申立機会の不十分さも要因。さらに、昭和 60 年の厚生年金保

険法改正に基づく適用事業所の拡大時の対応や、中小零細企業の事業主の「報

酬」の意義を明確にする努力を怠ったことは、不適正な遡及訂正を蔓延させる

温床となった。

（社会保険庁本庁）

・昭和 60 年の厚生年金保険法改正による零細企業に対する強制適用により、現

場での混乱を把握し、マニュアル整備や研修充実による適正化を図る必要があ

った。また、「報酬」定義の明確化が図られた形跡は無い。

・収納率（徴収率）が下がらないように現場に対するプレッシャーを強めた。

（社会保険事務局及び社会保険事務所）

・事業主の懇願や、滞納整理業務・強制徴収業務に対する消極的態度が原因の一

つ。また、バブル崩壊による滞納事業所の増大や、案件抱え込みへのプレッシ

ャーも原因と考えられる。このような中で、事業主分については「仕事の仕方」

として対着し、従業員分へ波及していった。

○ 刑事告発の可能性について検討したが、虚偽公文書作成罪、背任罪等は成立し

うるが、今回の調査の中では、刑事告発できる事件は見つからなかった。
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４．評価

○ 公的年金制度は、生活基盤を支える安心の源であり、社会保険庁が行う業務は、

将来に向けた国家の約束を実現するための根幹をなす業務

○ 厚生年金制度を所管する厚生労働省は、上記の社会保険庁のミッションが適切

に果たせるよう、現場の状況をモニターしながら、制度の適正性を維持すべく不

断に見直し続ける必要があるが、これを怠っていた。

○ 社会保険事務所の現場においては、面倒な手続を回避する姿勢が蔓延していた

と見られ、時には、報酬に引き下げを申し出るようにし向けるなど、度を越した

対応も見られた。

○ 社会保険庁本庁においては、例えば、昭和 60 年改正時の適用事業所の拡大時

において、十分な対応策を講じていないなど、業務の改善と監督が不十分であっ

た。その一方で、収納率維持へのプレッシャーを強めたことが、不正の助長を招

いた。

○ 今後の信頼回復のためには、早急な記録の回復や、制度面の検討も必要

○ 「組織性」については、社会保険庁本庁からの指示等は見つからなかったが、

社会保険事務所の現場レベルでの「組織性」は存在していたと見ることができる。

○ 今後、個別事案に関係した職員の処分に向けて、内部調査が必要であるが、そ

の際、従業員の記録の遡及訂正を行ったケースや、極端な等級引き下げを長期間

遡って行ったケースは厳しく非難されるべきものであり、懲戒処分を検討すべき。

また、職員の関与の度合いの観点や、現場レベルの「組織性」も踏まえて、懲戒

処分が行うことが必要

また、企画立案や監督に関する不備についても、相応の処分を行うべき。
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平成２０年１２月４日 

社 会 保 険 庁 

 

 

不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録（約６万９千件）のうち 

年金受給者（約２万件）への戸別訪問の状況について（中間報告） 

 

 

 本年９月９日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において、標準報酬等

の遡及訂正事案に関する今後の対応として、「オンライン上の全ての記録から不適

正な遡及訂正処理の可能性のある記録を抽出した上で、ご本人による当該記録の

確認に基づき、調査を行う」こととされました。 

  

これを踏まえ、年金記録確認第三者委員会のあっせん事案等の分析に基づき、

以下の三条件の全てに該当する記録（約６万９千件）を抽出し、このうち厚生年

金受給者（約２万件）について、１０月１６日から、社会保険事務所職員による

戸別訪問を開始し、ご本人に記録確認を行って頂いているところです。 

 ①標準報酬月額の引き下げ処理と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われて

いる。 

 ②５等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。 

 ③６か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。 

 

 標記については、下記の状況となっておりますので、ご報告いたします。 

 

記 

 

１．戸別訪問の実施件数  

１１月９日までに、２，５２４件実施。 

     ＊ 年金記録が事実と相違しているかどうか不明である旨の回答や、年金記録の訂

正の申立てを行うかどうか未定である旨の回答が少なからずあったため、ご本人

のご記憶、ご意思について、再確認（フォローアップ）を実施している。 

 

２．回答状況 

   上記２，５２４件についての、１２月１日までのフォローアップを踏まえ、

中間的に整理した回答の状況は以下のとおり（詳細については別添参照）。 

 

127



 ○遡及訂正処理が行われた期間における事業所での立場 

・事業主  1,107 件(44%)

・役員  568 件(23%)

・従業員 795 件(31%)

・不明 54 件(2%)

 

○年金記録の確認状況 

・事実と相違なし（注１） 836 件(33%)

・事実と相違あり（注２） 1,408 件(56%)

・不明（注３） 280 件(11%)

 

  ○事実と相違ありとの回答のあった方の年金記録の訂正の意思 

・訂正の意思あり 685 件(49%)

・訂正の意思なし 437 件(31%)

・未定 286 件(20%)

 

     （注１）「引き下げられた標準報酬月額が当時の報酬に見合ったものであるか」及

び「記録の訂正が行われた期間について資格喪失日が会社を辞めた時期と合

っているか」の質問に対し、いずれも、「はい」又は「たぶんそうだと思う」

との回答があったもの。 

     （注２）「引き下げられた標準報酬月額が当時の報酬に見合ったものであるか」又

は「記録の訂正が行われた期間について資格喪失日が会社を辞めた時期と合

っているか」の質問に対し、少なくとも一つに、「たぶん違うと思う」又は

「いいえ」との回答があったもの。 

     （注３）上記注１及び注２以外の回答があったもの。 

 

  ○年金記録の遡及訂正処理に関し、社会保険事務所職員の関与を疑わせるよ

うな内容の回答をされた方               140 件（5.5%） 

   ・うち、具体性のある内容の回答をされた方        25 件（1.0%） 

 

     （注）「具体性のある内容の回答」とは、職員が特定でき、関与の内容が具体的に

示されているものをいう。 
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＜参考１＞  

 

 （事実確認の状況） 

 事実と相違なし 事実と相違あり 不明 計 

事業主 373 (34%) 615 (56%) 119 (11%) 1,107 (100%）

役員 192 (34%) 324 (57%) 52 (9%)    568 (100%）

従業員 263 (33%) 445 (56%) 87 (11%)    795 (100%）

不明    8 (15%)   24 (44%) 22 (41%)     54 (100%）

 

 

（記録訂正の意思の状況） 

 訂正の意思あり 訂正の意思なし 未定 計 

事業主 231 (38%) 237 (39%) 147 (24%) 615 (100%）

役員 165 (51%) 87 (27%) 72 (22%) 324 (100%）

従業員 274 (62%) 108 (24%) 63 (14%) 445 (100%）

不明 15 (63%)    5 (21%) 4 (17%) 24 (100%）
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統合された記録と未統合記録の分析 
 

 未統合記録 5,095 万件の記録については、ねんきん特別便の送付など数々の対策により、約 2,961 万

件が解明された。このうち、1,721 万件の記録については、個々人の基礎年金番号に統合され、いわば

「持ち主の手元に記録がもどった」ことになる。この基礎年金番号に統合されたケースを人数ベースで

みると、1,346 万人（うち受給者 674 万人、被保険者等 672 万人）であり、これらの方々の年金額が増

額された。（平成 25年 6月時点） 

 

 一方、約 2,134 万件の記録は、「解明作業中又はなお解明を要する記録」となっているが、このうち、

約 4 万件は御本人からの回答に基づき調査中である。   

また、名寄せ特別便の対象となり、持ち主の可能性が高いと考えられるものの御本人から未回答だっ

たり、「自分のものではないと回答」がある等、持ち主が判明していないものが、874 万件である。更に、

持ち主の手がかりが得られていないものが 935 万件あり、この中には死亡していると考えられるもの、

国外に転居していると考えられるもの、氏名・生年月日の届出誤りと考えられるものがある（平成 25年

6 月時点）。 

 

 ねんきん定期便を契機としてお客様から加入記録について照会が行われた件数の推移をみると、定期

便がスタートした平成 21 年度は、月平均 43 万件もの照会があったが、平成 22 年度は同 11 万件、平成

23 年度は同 4 万件、平成 24 年度は同 1 万件と大きく減ってきている。年金記録確認第三者委員会への

申立て受付件数も前述のように大きく減少してきており、未統合記録の統合が進むにつれ、年金記録に

「もれ」や「誤り」の懸念のある方は、減ってきていると考えられる。 

 

 しかしながら未統合記録の統合は引き続き重要な課題である。これら未だ未統合の記録については、

これ以上は、国（日本年金機構）側、機構サイドからのアプローチは困難であり、先に述べたとおり平

成 25年度に広く国民の皆様に御自身で再確認頂くキャンペーンが行われているところである。また後述

するように、平成 26 年度以降も年金裁定請求の際等に御本人からの申出に基づき記録調査が確実、迅速

に行われることが重要である。 

 
 

平成 22 年 4 月 2 日から平成 24 年 3 月 23 日までに公表した「年金額回復の具体的事例（1,000 事例）」

（毎週の年金記録回復による年金額の増額上位 10 事例を集計したもの）について、統合時における記録

の状態や御本人の記録として判明した契機についての分析は以下のとおりである。（平成 24 年 7 月 24
日記録回復委員会報告） 

 
   なお、記録回復時の状態や判明した契機からの集計結果は、以下のとおりである。 
 ①記録の状態               
転職などによる複数手帳保有者 837 件 36.1％ 
旧姓名 719 件 31.0％ 
氏名（読み仮名）相違 476 件 20.5％ 
生年月日相違 217 件 9.3％ 
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報酬相違 33 件 1.4％ 
加入期間相違 16 件 0.7％ 
総務大臣（第三者委員会）あっせん 15 件 0.6％ 
年金事務所段階における回復基準 8 件 0.3％ 

計 2,321 件 
 
 ②判明した契機               
ねんきん特別便（※） 870 件 37.5％ 
年金相談 632 件 27.2％ 
受給者便 350 件 15.1％ 
黄色便 348 件 15.0％ 
グレー便 93 件 4.0％ 
第三者委員会あっせん 15 件 0.7％ 
紙台帳便 8 件 0.3％ 
定期便 5 件 0.2％ 

計 2,321 件 
  ※うち、名寄せ便を契機とする事例が 355 件（15.3％） 
 
 

[備考]「これまでに統合された記録」と「なお未統合になっている記録」の比較 
平成 18 年 6 月時点で 5,095 万件存在していた未統合記録のうち、「平成 24 年 6 月までに基礎年金番

号に統合済みの記録（1,647 万件）」と「解明作業中又はなお解明を要する記録（2,240 万件）」に関し、

①記録の種類、②現在の年齢、③加入期間、④記録の開始時期についての比較は以下のとおりである。 
 

 

○統合済み記録の分析と、未統合記録との比較 
 

① 「これまでに統合された記録」と「なお未統合になっている記録」の比較 
平成 18 年 6 月時点で 5,095 万件存在していた未統合記録のうち、「平成 25 年 6 月までに基礎年金番

号に統合済みの記録（1,721 万件）」と「解明作業中又はなお解明を要する記録（2,134 万件）」に関し、

ア記録の種類、イ現在の年齢、ウ加入期間、エ記録の開始時期について比較してみると、以下のとおり

となっている（平成 25 年 7 月 24 日年金記録問題に関する特別委員会報告）。 
 
ア 記録の種類 

未統合記録に比べ、統合済み記録に占める国民年金記録の割合が高い。 
  厚生年金保険・船員保険 国民年金 
統合済み記録 13,893,088 3,314,195 
    割合 80.7% 19.3% 
未統合記録 18,430,531 2,909,208 
    割合 86.4% 13.6% 
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 ②年齢 

 
イ 年齢 

年齢の低い者の記録の統合が進んでいる一方で、年齢の高い者の記録がなお未統合となっいる。 
  40 歳未満 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代 80 歳代 90 歳代 100歳以上 年齢不明 

統合済み

記録 356,449 2,827,073 3,401,240 6,999,659 2,349,480 966,393 200,692 49,554 56,743 

割合 2.1% 16.4% 19.8% 40.7% 13.7% 5.6% 1.2% 0.3% 0.3% 

未統合 
記録 331,192 1,990,996 2,639,259 4,599,544 5,510,998 3,293,197 1,691,982 1,275,811 6,760 

割合 1.6% 9.3% 12.4% 21.6% 25.8% 15.4% 7.9% 6.0% 0.0% 

 
ウ 加入期間 

加入期間の長い記録の統合は比較的進んでいるが、短い記録はなお未統合となっている。 
  1 年未満 1 年以上 

5 年未満 
5 年以上 

10 年未満 
10 年以上 
25 年未満 25 年以上 期間不明 

統合済み記録 5,789,344 6,895,924 2,406,659 1,017,927 45,954 1,051,475 

    割合 33.6% 40.1% 14.0% 5.9% 0.3% 6.1% 

未統合記録 11,155,662 7,481,088 1,617,514 857,715 44,420 183,340 

    割合 52.3% 35.1% 7.6% 4.0% 0.2% 0.9% 
 
エ 記録の開始時期 

新しい記録ほど統合が進んでおり、古い記録がなお未統合となっている。 
  昭和 30 年 

以前 
昭和 30 年

代 
昭和 40 年

代 
昭和 50 年

代 
昭和 60 年 

以降 年代不明 

統合済み記録 477,543 3,070,935 6,256,001 3,551,714 3,546,449 304,641 

    割合 2.8% 17.8% 36.4% 20.6% 20.6% 1.8% 

未統合記録 1,616,997 7,440,871 6,542,309 2,936,062 2,750,390 53,110 

    割合 7.6% 34.9% 30.7% 13.8% 12.9% 0.2% 

 

② 未統合となっている厚生年金保険記録の事業所（業種）の分析 
平成 24 年 3 月現在なお未統合となっている記録から厚生年金保険記録を無作為で 10,000 件抽出し、

そのうち現在なお適用事業所となっている現存事業所について、業種別に分類し、業種別の未統合記録

の発生割合等を分析したところ以下のとおりである。 
  なお、10,000 件のサンプルのうち事業所の記録数は 13,412 件（現存事業所：7,024 件（52.4％）、全

喪事業所：6,388 件（47.6％））であり、現存事業所（7,024 件）の未統合となっている厚生年金保険記

録の事業所（業種）の状況は図表 23 のとおりである。 
 
 ア未統合記録の多い業種 

現存事業所（7,024 件）について、業種別に未統合の記録数を比較したところ、①サービス業（1,476
件：21.0％）、②小売業（698 件：9.9％）、③商社（670 件：9.5％）といった業種で未統合記録が残っ

ている。 
 
 イ未統合記録発生割合の高い業種 

150



 
業種別の未統合記録発生割合を比較するために、「業種別の未統合記録の比較（Ａ）」を「昭和 45 年

～平成 7 年の業種ごとの平均就業者比率（Ｂ）」で除して未統合記録の発生倍率を求めたところ、①不

動産（4.1 倍）、②保険（3.9 倍）、③倉庫・運輸関連（2.6 倍）といった業種で未統合の発生割合が高

かった。 
 

また、未統合記録数の多い 3 業種（サービス業、小売業、商社）、未統合記録発生割合の高い 3 業種（不

動産、保険、倉庫・運輸関連）について、ア加入期間、イ記録の開始時期、ウ被保険者数の規模を分析

したところ以下のとおりである。 
 
 ア 加入期間 

加入期間については、未統合記録数の多い 3 業種、未統合記録発生割合の高い 3 業種のいずれの業

種も 3 カ月以下の短期間の記録が多い。 
 
 イ 記録の開始時期 

記録の開始時期については、未統合記録数の多い 3 業種、未統合記録発生割合の高い 3 業種のいず

れの業種も昭和 40 年代の記録が多い。 
また、「サービス業」及び「保険」については、昭和 60 年以降の記録についても未統合のものがみ

られる。 
 ウ 被保険者数の規模 

被保険者数の規模については、未統合記録数の多い 3 業種では、特に顕著な傾向は見られない。 
また、未統合記録発生割合の高い 3 業種のうち、「不動産」については、数人程度の小規模事業所が

多いのに対し、「保険」については、大規模事業所が多い。 
 

 未統合となっている厚生年金記録事業所（業種）の状況（平成 24 年 3 月時点） 

業種 
未統合記録数 
（）は全数（7,024 件）

に対する割合(A) 

昭和 45 年～平成 7 年

の業種ごとの平均就

業者比率(B) 

未統合記録発生の

倍率 
(A/B) 

サービス業 1,476 （21.0％） 27.4％ 0.8 倍 
小売業 698 （ 9.9％）   11.4％ 0.9 倍 
商社 670 （ 9.5％） 6.8％ 1.4 倍 
建設 522 （ 7.4％） 9.3％ 0.8 倍 
陸運 370 （ 5.3％） 2.1％ 2.5 倍 
その他製造業 317 （ 4.5％） 3.6％ 1.2 倍 
食品 301 （ 4.3％） 2.2％ 2.0 倍 
保険 292 （ 4.2％） 1.1％ 3.9 倍 
非鉄金属・金属製品 262 （ 3.7％） 2.6％ 1.4 倍 
不動産 253 （ 3.6％） 0.9％ 4.1 倍 
電気機器 216 （ 3.1％） 3.2％ 1.0 倍 
機械 199 （ 2.8％） 2.0％ 1.4 倍 
鉄道・バス 198 （ 2.8％） 1.9％ 1.5 倍 
自動車・自動車部品 169 （ 2.4％） 1.3％ 1.9 倍 
繊維 164 （ 2.3％） 3.1％ 0.7 倍 
倉庫・運輸関連 139 （ 2.0％） 0.8％ 2.6 倍 
パルプ・紙  84 （ 1.2％） 0.6％ 2.0 倍 

151



 
窯業  82 （ 1.2％） 1.0％ 1.1 倍 
化学工業  71 （ 1.0％） 1.4％ 0.7 倍 
鉄鋼業 67 （ 1.0％） 0.8％ 1.2 倍 
ゴム 52 （ 0.7％） 0.4％ 2.1 倍 
その他金融業 43 （ 0.6％） 0.7％ 0.9 倍 
銀行 33 （ 0.5％） 0.9％ 0.5 倍 
精密機器 28 （ 0.4％） 0.6％ 0.7 倍 
証券 14 （ 0.2％） 0.2％ 0.9 倍 
医薬品 13 （ 0.2％） 0.3％ 0.7 倍 
造船 13 （ 0.2％） 0.4％ 0.5 倍 
通信 11 （ 0.2％） 1.1％ 0.1 倍 
その他輸送機器 10 （ 0.1％） 0.2％ 0.9 倍 
鉱業 9 （ 0.1％） 0.2％ 0.6 倍 
海運 8 （ 0.1％） 0.3％ 0.4 倍 
空運 7 （ 0.1％） 0.1％ 1.3 倍 
水産 7 （ 0.1％） 0.7％ 0.1 倍 
ガス 4 （ 0.1％） 0.1％ 0.7 倍 
石油 3 （ 0.0％） 0.1％ 0.5 倍 
電力 2 （ 0.0％） 0.3％ 0.1 倍 
その他 6 （ 0.1％） 10.4％ 0.0 倍 
不明 211 （ 3.0％） ― ― 
合計 7,024              
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1
 

 

 

平
成
２
４
年
５
月
１
７
日

 

日
 本

 年
 金

 機
 構

  

「
年
金
額
回
復
の
具
体
的
事
例
」
の
記
録
回
復
状
況
（報
告
） 

 

平
成
２
２
年
４
月
２
日
（第

1
回
）か

ら
平
成
２
４
年
３
月
２
３
日
（第

10
0
回
）ま
で
、
年
金
記
録
回
復
に
よ
る
年
金
額
の
増
額
上
位
１
０
事
例
を
毎
週
公
表
し
て

き
た
と
こ
ろ
。

 こ
れ
ま
で
公
表
し
た
１
，
０
０
０
事
例
の
回
復
し
た
記
録
の
所
在
と
状
態
等
（注

）
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 注
 
次
の

(1
)～

(3
)の
数
値

(%
)は
、
年
金
事
務
所
等
か
ら
毎
週
報
告
さ
れ
た
「
年
金
記
録
の
訂
正
及
び
年
金
額
の
再
計
算
に
関
す
る
申
出
書
」
の
受
付
状
況
報
告
（
平
均

5
千
～

6
千
件

/

週
）
の
中
か
ら
週
ご
と
に
抽
出
し
た
回
復
し
た
年
金
額
の
大
き
い
１
０
事
例
（
１
０
０
週
分
）
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
回
復
し
た
記
録
全
体
の
傾
向
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

 

 

１
，
０
０
０
事
例
の
回
復
記
録
の
所
在
と
状
態
等

 
（「
別
紙
１
」「
別
紙
２
」参
照
） 

 （１
）記

録
の
所
在

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
オ
ン
ラ
イ
ン
記
録

 
１
，
２
６
１
件

  
５
４
．
３

% 
 

 
マ
イ
ク
ロ
記
録
（
厚
生
年
金
紙
台
帳
）
等

 
１
，
０
５
８
件

  
４
５
．
６

% 
 

 
そ
の
他
（
共
済
組
合
保
有
記
録
・
市
町
村
保
有
記
録
）
 

２
件

  
０
．
１

% 
 

計
 

２
，
３
２
１
件

 

 ※
１

 
 
一
事
例
あ
た
り
の
回
復
記
録
件
数

 
 
平
均

 
２
．
３
件

 
 

注
：
  

 
同
一
事
例
で
複
数
の
所
在
や
状
態
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
例
の
件
数
（
１
，
０
０
０
事
例
）
と
は
相
違
す
る
。

 

平
成

2
4
年

5
月

1
7
日

 
第

3
5
回
年
金
記
録
回
復
委
員
会
資
料
よ
り
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2
 

 

（２
）記

録
の
状
態

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      

※
２

 
 
そ
の
他
の
内
訳

 
加
入
期
間
相
違

 
１
６
件
、
報
酬
相
違

 
３
３
件
、
総
務
大
臣
（
第
三
者
委
員
会
）
あ
っ
せ
ん

 
１
５
件

 

年
金
事
務
所
段
階
に
お
け
る
回
復
基
準

 
８
件

 

 

（３
）判

明
の
契
機

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ね
ん
き
ん
特
別
便
（
名
寄
せ
便
）
 

３
５
５
件

  
１
５
．
３

% 
 

ね
ん
き
ん
特
別
便
（
全
員
便
） 

５
１
５
件

  
２
２
．
２

% 
 

黄
色
便

 
３
４
８
件

  
１
５
．
０

% 

グ
レ
ー
便

 
９
３
件

 
４
．
０

% 

受
給
者
便

 
３
５
０
件

 
１
５
．
１

% 

定
期
便

 
５
件

 
０
．
２

% 

紙
台
帳
便

 
８
件

 
０
．
３

% 
 

第
三
者
委
員
会
あ
っ
せ
ん

 
１
５
件

 
０
．
７

% 
 

年
金
相
談

 
６
３
２
件

 
２
７
．
２

% 

計
 

２
，
３
２
１
件

 

 
 

 
 

 
 

 
 
注

 
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
（
名
寄
せ
便
）
」
等
の
用
語
の
説
明
は
、
別
添
「
参
考
」
を
参
照

 

 
 

転
職
な
ど
に
よ
る
複
数
手
帳
保
有
者

 
８
３
７
件

  
３
６
．
１

% 
 

旧
姓
名

 
７
１
９
件

  
３
１
．
０

% 
 

氏
名
（
読
み
仮
名
）相
違

 
４
７
６
件

  
２
０
．
５

% 
 

生
年
月
日
相
違

 
２
１
７
件

  
９
．
３

% 

そ
の
他
（
※
２
） 

７
２
件

  
３
．
１

% 
 

計
 

２
，
３
２
１
件
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3
 

 

参
考
１

 
 
１
，
０
０
０
事
例
の
平
均
増
加
額
（※

）
  

 
  

  
 

 
約

 
１
，
４
２
０
万
円

 
（
増
加
額
の
分
布
は
「
別
紙
３
」
参
照
）
 

 

参
考
２

 
 
記
録
判
明
に
よ
り
初
め
て
年
金
受
給
権
が
発
生
し
た
事
例

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
８
６
事
例

 
 

初
め
て
年
金
受
給
権
が
発
生
し
た
８
６
事
例
の
平
均
増
加
額
（※

）
 

 
  

 約
 
１
，
７
９
０
万
円

 
 

 参
考
３

 
 記
録
訂
正
に
よ
る
年
金
額
（
年
額
）
の
増
加
額
（※
）
 

[平
成

20
年

5
月
か
ら
平
成

24
年

1
月
ま
で
の
累
計

] 

件
 
数

 
約

 
１
４
８
万
件

 

金
 
額

 
約

 
７
４
２
億
円

 

※
次
の
ル
ー
ル
に
よ
り
年
金
額
の
増
加
額
を
機
械
的
に
算
出
し
た
も
の

 

基
本
的
に
各
ケ
ー
ス
の
受
給
開
始
年
齢
か
ら

6
5
歳
時
点
の
平
均
余
命
（
男
性
＋

1
8
.8

6
歳
、
女
性
＋

2
3
.8

9
歳
）
ま
で
の
期
間
（こ
の
平
均
余
命
を
超
え
て
い
る
ケ
ー
ス
は
現
在

年
齢
ま
で
の
期
間
、
す
で
に
死
亡
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
（
未
支
給
分
）
は
死
亡
時
ま
で
の
期
間
）
に
つ
い
て
受
給
す
る
と
仮
定
し
て
機
械
的
に
計
算
し
た
金
額
で
あ
り
、
実
際
に
支
払

わ
れ
る
差
額
で
は
な
い
。
（
実
際
に
は
、
在
職
や
雇
用
保
険
受
給
に
よ
る
支
給
停
止
等
や
物
価
ス
ラ
イ
ド
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
る
支
給
額
の
変
動
は
考
慮
し
て
い
な
い
）
 

  （
参

 
考
） 

  
「無

年
金
者
か
ら
の
回
復
事
例
に
か
か
る
回
復
の
経
緯
に
関
す
る
調
査
」
（「
別
紙

 
４
」
参
照
） 

 

平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
平
成

23
年

9
月

3
0
日
ま
で
に
公
表
し
た
「年

金
額
回
復
の
具
体
的
事
例
（
26

0
事
例
）」
の
う
ち
、
年
金
記
録
の
判
明
に
よ

り
無
年
金
者
か
ら
回
復
し
た
１
７
事
例
に
つ
い
て
、
記
録
判
明
の
契
機
・記

録
の
状
態
等
に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
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4
 

 

 
（１
）
調
査
結
果
の
要
旨

 

 

①
 
記
録
判
明
の
契
機

 

○
 年

金
相
談
（年

金
受
給
の
可
否
確
認
等
）
 

  
 

 
 

 
 

 
 １
３
事
例

 

○
 生

活
保
護
受
給
申
請
（市

区
町
村
職
員
等
か
ら
の
指
示
） 

 
４
事
例

 

 ②
 
記
録
を
確
認
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
誰

 

○
 
本

 
 人

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ６
事
例

 

○
 
家
族
・親

族
  

 
 

 
 

 
 
６
事
例

 

○
 
第
三
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
５
事
例
（
市
区
町
村
職
員
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
）
 

 
 

③
 
記
録
判
明
ま
で
の
相
談
回
数

 
 

○
 
初
回
で
判
明

 
 

 
 

  
１
６
事
例

 

○
 
２
回
目
で
判
明

 
 

 
 
 
 
１
事
例

 
（
記
録
は
初
回
で
判
明
し
た
が
、
代
理
人
に
勤
務
し
て
い
た
会
社
名
等
を
ご
本
人
に
確
認
す
る
よ
う
依
頼
）
 

 ④
 記

録
の
所
在
と
状
態

 
（
一
事
例
で
複
数
の
所
在
や
状
態
に
該
当
し
て
い
る
事
例
が
あ
り
、
事
例
件
数
（
1
7
事
例
）
と
は
一
致
し
な
い
。
）
 

 【
所
在
】 

○
 
オ
ン
ラ
イ
ン
記
録

 
 

 
 
１
６
事
例

 

○
 マ
イ
ク
ロ
記
録
等

  
 

 
 １
０
事
例

 

 
 

 

  
【状

態
】 

○
 旧

姓
、
フ
リ
ガ
ナ
相
違

 
 
１
３
事
例

 

○
 生

年
月
日
相
違

 
  

 
 

 
３
事
例

 

○
 氏

名
未
収
録

 
 

 
 

 
 

 
４
事
例
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5
 

 

 

⑤
 
相
談
時
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
事
跡
（
相
談
申
出
票
等
）
の
有
無

 

 
 
 
 
 
○
 
あ
り
 
 
 
 

 
 
１
４
事
例
（
相
談
申
出
票
、
相
談
事
跡
管
理
票
）
 

 
 
  
 
 ○

 
な
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
事
例
（
ご
本
人
か
ら
の
記
録
確
認
の
お
手
紙

 
等
）

 

 

今
後
の
取
り
組
み

 

 ○
 
１
，
０
０
０
事
例
の
結
果
か
ら
、
回
復
し
た
「記

録
の
状
態
」の

う
ち

 

 

・ 
転
職
な
ど
に
よ
る
複
数
手
帳
保
有
者

 
（３
６
．
１
％
）
 

 

・ 
旧
姓
名

 
（３
１
．
０
％
）
 

・ 
氏
名
（読

み
仮
名
）相

違
 
（２
０
．
５
％
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
９
６
．
９
％

 
 

・ 
生
年
月
日
相
違

 
（９
．
３
％
）
 

 

が
、
全
体
の
９
６
．
９
％
を
占
め
て
お
り
、
新
規
の
年
金
請
求
時
に
お
い
て
は
、
ご
本
人
へ
各
事
項
の
確
認
を
引
き
続
き
徹
底
し
、
「
漏
れ
の
な
い
正
確
な

記
録
」
で
年
金
額
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
年
金
受
給
者
の
死
亡
に
関
す
る
届
（
請
求
）
時
に
、
ご
遺
族
に
故
人
（
及
び
ご
遺
族
ご
本
人
）
の
年
金
記

録
（空

白
期
間
）の

再
確
認
を
お
願
い
し
、
未
統
合
の
記
録
の
判
明
に
努
め
る
。

 

 
 

○
併
せ
て
、
来
年
１
月
を
目
途
に
実
施
予
定
の
「気

に
な
る
記
録
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の
実
施
時
に
今
回
の
結
果
を
Ｐ
Ｒ
し
、
上
記
の
事
例
を
示
し
、
心
当
た
り
の

方
に
対
し
注
意
喚
起
を
行
う
。
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特
別

便
等

に
よ

り
判

明
し

た
記

録
の

所
在

と
状

態
別

紙
　

1

オ
ン

ラ
イ

ン
記

録
マ

イ
ク

ロ
記

録
（
紙

台
帳

等
）

市
町

村
保

有
記

録
そ

の
他

（
共

済
組

合
記

録
等

）

転
職

な
ど

に
よ

る
複

数
手

帳
保

有
者

4
4
3

3
9
3

0
1

8
3
7

36
.1

%

旧
姓

名
3
6
7

3
5
1

1
0

7
1
9

31
.0

%

氏
名

相
違

（別
名

・別
漢

字
・フ

リ
ガ

ナ
）

2
8
5

1
9
1

0
0

4
7
6

20
.5

%

生
年

月
日

相
違

（別
生

年
月

日
含

む
）

1
3
0

8
7

0
0

2
1
7

9.
3%

加
入

期
間

相
違

（取
得

日
・
喪

失
日

）
5

1
1

0
0

1
6

0.
7%

報
酬

訂
正

・
報

酬
収

録
漏

れ
1
4

1
9

0
0

3
3

1.
4%

総
務

大
臣

あ
っ

せ
ん

（第
三

者
委

員
会

）
1
2

3
0

0
1
5

0.
6%

（※
）

事
務

所
に

お
け

る
回

復
基

準
に

該
当

5
3

0
0

8
0.

3%

そ
の

他
0

0
0

0
0

0.
0%

1
,2

6
1

1
,0

5
8

1
1

54
.3

3%
45

.5
8%

0.
04

%
0.

04
%

（
※

）
総

務
大

臣
あ

っ
せ

ん
事

例
（
１

５
事

例
）
の

内
訳

加
入

期
間

訂
正

　
１

 報
酬

額
訂

正
　

２
脱

退
手

当
金

　
１

２

注
）
一

事
例

の
な

か
で

、
記

録
の

所
在

や
状

態
が

複
数

あ
る

事
例

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

事
例

の
合

計
数

と
結

果
の

合
計

数
が

相
違

す
る

。

平
成

２
２

年
４

月
２

日
よ

り
平

成
２

４
年

３
月

２
３

日
ま

で
に

週
次

公
表

し
た

「年
金

額
回

復
の

具
体

的
事

例
（１

，
０

０
０

事
例

）」
の

記
録

の
所

在
と

そ
の

状
態

の
内

訳

記
録

の
所

在

計

記 録 の 状 態

計
2
,3

2
1

 6
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年
金

記
録

回
復

の
契

機
と

記
録

の
状

態
別

紙
　

２

ね
ん

き
ん

特
別

便
（
名

寄
せ

便
）

ね
ん

き
ん

特
別

便
（
全

員
便

）
黄

色
便

グ
レ

ー
便

受
給

者
便

定
期

便
紙

台
帳

便
第

三
者

委
員

会
そ

の
他

（
年

金
相

談
）

転
職

な
ど

に
よ

る
複

数
手

帳
保

有
者

3
0
9

1
1
6

7
7

6
6

8
7

2
0

0
1
8
0

8
3
7

36
.1

%

旧
姓

名
2
8

1
9
7

2
0
3

7
8
0

0
0

0
2
0
4

7
1
9

31
.0

%

氏
名

相
違

（
別

名
・別

漢
字

・
フ

リ
ガ

ナ
）

7
1
2
6

5
8

1
8

8
9

1
0

0
1
7
7

4
7
6

20
.5

%

生
年

月
日

相
違

（別
生

年
月

日
含

む
）

8
7
1

1
0

2
6
4

2
0

0
6
0

2
1
7

9.
3%

加
入

期
間

相
違

（
取

得
日

・喪
失

日
）

0
1

0
0

1
5

0
0

1
0

1
7

0.
7%

報
酬

訂
正

・報
酬

収
録

漏
れ

3
2

0
0

1
5

0
8

2
5

3
5

1.
5%

脱
退

手
当

金
記

録
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
1
2

0.
5%

事
務

所
に

お
け

る
回

復
基

準
に

該
当

0
2

0
0

0
0

0
0

6
8

0.
3%

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0.

0%

3
5
5

5
1
5

3
4
8

9
3

3
5
0

5
8

1
5

6
3
2

15
.3

%
22

.2
%

15
.0

%
4.

0%
15

.1
%

0.
2%

0.
3%

0.
6%

27
.2

%

注
2　

記
録

判
明

の
契

機
欄

の
「
ね

ん
き

ん
特

別
便

（
名

寄
せ

便
）」

等
の

用
語

の
説

明
は

、
別

添
「参

考
」を

参
照

注
1 

 一
事

例
の

な
か

で
、

記
録

の
状

態
が

複
数

あ
る

事
例

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

事
例

の
件

数
と

結
果

の
合

計
数

が
相

違
す

る
。

平
成

２
２

年
４

月
２

日
よ

り
平

成
２

４
年

３
月

２
３

日
ま

で
に

週
次

公
表

し
た

「年
金

額
回

復
の

具
体

的
事

（１
，

０
０

０
事

例
）」

の
記

録
回

復
の

契
機

と
そ

の
状

態
の

内
訳

記
録

判
明

の
契

機

計

記 録 の 状 態

計
2
,3

2
1

 7

159



年
金

増
加

額
（
機

械
的

計
算

）
の

分
布

別
紙

　
３

（
件

数
）

1
5

5
2

1
6

10
27

41
88

91
7
7

93
10

9
79

57
41

43
28

15
25

9
9

8
7

6
4

4
3

3
0

3
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
,0

0
0

1
,1

0
0

1
,2

0
0

1
,3

0
0

1
,4

0
0

1
,5

0
0

1
,6

0
0

1
,7

0
0

1
,8

0
0

1
,9

0
0

2
,0

0
0

2
,1

0
0

2
,2

0
0

2
,3

0
0

2
,4

0
0

2
,5

0
0

2
,6

0
0

2
,7

0
0

2
,8

0
0

2
,9

0
0

3
,0

0
0

3
,1

0
0

3
,2

0
0

1
5

5
2

1
6

10
27

41
88

91
7
7

93
10

9
79

57
41

43
28

15
25

9
9

8
7

6
4

4
3

3
0

3
90

0

（百
万

円
）

増
加

総
額

（
万

円
）

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

1,
00

0
1,

10
0

1,
20

0
1,

30
0

1,
40

0
1,

50
0

1,
60

0
1,

70
0

1,
80

0
1,

90
0

2
,0

0
0

2
,1

0
0

2
,2

0
0

2
,3

0
0

2
,4

0
0

2
,5

0
0

2
,6

0
0

2
,7

0
0

2
,8

0
0

2
,9

0
0

3
,0

0
0

3
,1

0
0

3
,2

0
0

事
例

数
1

5
5

4
2

7
1
7

3
6

5
6

1
0
4

1
0
3

8
5

1
0
2

1
1
2

8
4

5
8

4
3

4
6

3
0

1
4

2
7

1
0

9
8

8
6

5
4

3
3

0
3

平
成

2
2
年

4
月

2
日

か
ら

平
成

2
4
年

3
月

2
3
日

ま
で

毎
週

公
表

し
た

「
年

金
記

録
判

明
に

よ
る

年
金

額
回

復
事

例
」
１

０
０

週
分

（
１

，
０

０
０

事
例

）
の

増
加

額
の

分
布

1,
00

0
一

事
例

あ
た

り
の

平
均

額
　

　
　

約
 １

，
４

２
０

万
円

（一
定

の
ル

ー
ル

に
よ

り
機

械
的

に
算

出
し

た
金

額
（
３

頁
の

参
考

１
）

0

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

 8
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9
 

 

別
紙

 
４
 

平
成

23
年

10
月

26
日
  

無
年
金
者
か
ら
の
回
復
事
例
に
か
か
る
回
復
の
経
緯
（
調
査
結
果
）

 

  
平
成

23
年

4
月

1
日
か
ら
同
年

9
月

30
日
ま
で
の
間
に
公
表
し
た
「
年
金
額
回
復
の
具
体
的
事
例
」
の
う
ち
、
年
金
記
録
判
明
に
よ
り
無
年
金
者
か
ら
回
復
し
た
１
７
事
例

（
※
１
）
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
経
緯
を
該
当
事
務
所
等
に
お
い
て
改
め
て
実
施
し
た
調
査
（
※
２
）
の
結
果
報
告
。

 

※
１
 
上
記
期
間
に
公
表
し
た
事
例
の
う
ち
「
無
年
金
者
か
ら
の
回
復
事
例
（
特
別
便
等
が
契
機
で
記
録
が
判
明
し
た
事
例
は
除
く
）」

は
２
０
事
例
あ
る
が
、
同
一
事
務
所
に
複
数
事
例

あ
る
場
合
に
は
１
事
例
の
み
を
調
査
対
象
と
す
る
。

 

※
２
 
調
査
方
法
は
「
相
談
申
出
受
付
表
」「

相
談
事
跡
管
理
票
」
の
記
載
内
容
及
び
該
当
事
例
の
相
談
担
当
者
か
ら
の
相
談
内
容
等
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
り
実
施
し
た
。

 

 １
．
調
査
内
容
 

 
 

①
 
 
記
録
判
明
の
契
機
（
き
っ
か
け
）
 
（
一
般
年
金
相
談
等
）

 
 

②
 
年
金
記
録
を
確
認
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
誰
（
本
人
、
家
族
、
第
三
者
）
 

 
 
③
 
記
録
判
明
ま
で
の
相
談
（
申
出
）
回
数
（
相
談
回
数
が
複
数
回
の
場
合
は
、
初
回
相
談
時
に
年
金
記
録
が
判
明
し
な
か
っ
た
理
由
）
 

 
 
④
 
記
録
の
所
在
と
状
態
等
（
所
在
：
紙
コ
ン
シ
ス
テ
ム

 
等
、
状
態
：
旧
姓
記
録
 
等
）
 

 
 
⑤
 
相
談
時
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
事
跡
（
相
談
申
出
票
等
）
の
有
無
 

 ２
．
調
査
結
果
（「

別
紙
」
参
照
）
 

  
 
①
 
記
録
判
明
の
契
機
（
き
っ
か
け
）
 

 
 
 
 
 
○

 
一
般
年
金
相
談
 
 
 
 
 
１
３
事
例
（
年
金
受
給
の
可
否
確
認
：
９
事
例
、
加
入
期
間
の
確
認
：
３
事
例
、
配
偶
者
の
年
金
請
求
時
：
１
事
例
）
 

 
 
 
 
 
○

 
生
活
保
護
受
給
申
請
 
 
 
 
４
事
例
（
市
区
町
村
職
員
か
ら
の
指
示
：
３
事
例
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る
確
認
：
１
事
例
）

 

  
 
②
 
年
金
記
録
の
確
認
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
誰
 

 
 
 
 
 
○

 
本
人
 
６
事
例
 
 
 
○

 
家
族
・
親
族

 
 
６
事
例

 
 
 
○

 
第
三
者
 
 
 
５
事
例
（
市
役
所
職
員
：
４
事
例
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
：
１
事
例
）
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1
0
 

 

 ③
 
記
録
判
明
ま
で
の
相
談
回
数
 

 
 
 
 
 
○

 
初
回
で
判
明
 
 
 
１
６
事
例

 
 
 
 
 
○
 
２
回
目
で
判
明
 
 
１
事
例
 

 

 
初
回
で
年
金
記
録
が
判
明
し
な
か
っ
た
理
由
 

 
 
 
○

 
来
訪
者
が
代
理
人
（
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
）
で
あ
っ
た
た
め
に
、
判
明
し
た
年
金
記
録
の
「
会
社
名
」
「
勤
務
期
間
」
の
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
 

 
 
 
 
 
 
（
２
回
目
に
ご
本
人
の
「
職
歴
」
の
申
出
を
受
け
、
「
会
社
名
」
等
を
確
認
し
記
録
を
統
合
）
 

  
 
④
 
記
録
の
所
在
と
状
態
（
１
事
例
で
複
数
の
所
在
や
状
態
が
あ
る
た
め
に
、
事
例
件
数
（
１
７
事
例
）
と
は
一
致
し
な
い
）

 

 
 
 
 
【
所
在
】
 

 
 
 
 
 
○

 
オ
ン
ラ
イ
ン
記
録
 
１
４
事
例

 
 
 
○

 
マ
イ
ク
ロ
記
録
 
 
１
０
事
例
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
【
状
態
】
 

 
 
 
 
 
○

 
旧
姓
、
フ
リ
ガ
ナ
相
違
 
１
３
事
例
 

 
 
 
 
 
○

 
生
年
月
日
相
違
 
 
 
 
 
３
事
例
 

 
 
 
 
 
○

 
氏
名
等
未
収
録
 
 
 
 
 
４
事
例
 

 

⑤
 
相
談
時
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
事
跡
（
相
談
申
出
票
等
）
の
有
無
 

 
 
 
 

 
 ○

 
あ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
１
４
事
例
（
相
談
申
出
票
、
相
談
事
跡
管
理
票
）
 

 
 
 
 

 
 ○

 
な
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３
事
例
（
ご
本
人
か
ら
の
記
録
確
認
の
お
手
紙

 
等
）
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無
年
金
者
か
ら
の
回
復
事
例
に
係
る
具
体
的
経
緯

別
紙

①
②

⑤

記 録 判 明 の 契 機

誰 の 助 言 （ 勧

め ・ 指 示 ） で 記

録 が 判 明

記 録 判 明 ま で の

相 談 回 数

初 回 で 判 明 し な

か っ た 理 由

記 録 の 所 在

記 録 の 状 態

相 談 事 跡 の 有 無

1
6
8

女
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

本
人

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

旧
姓

有

2
6
6

男
生
活
保
護
請
求
手
続
き

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

2
回

初
回
は
代
理
人
（ｹ
ｰ
ｽ
ﾜ
ｰ
ｶ
ｰ
）の

た
め
会
社
名
等
の
確
認
不
能

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

フ
リ
ガ
ナ
相
違

生
年
月
日
相
違

有

3
6
5

女
生
活
保
護
請
求
手
続
き

市
区
町
村
職
員

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

フ
リ
ガ
ナ
相
違

有

4
7
0

男
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

本
人

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

氏
名
漢
字
相
違

無
（請
求
書
受
付
の
み
）

5
6
9

男
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

本
人

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

氏
名
未
収
録

有

6
7
4

女
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

配
偶
者

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

旧
姓

有

7
8
7

男
生
活
保
護
請
求
手
続
き

市
区
町
村
職
員

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

フ
リ
ガ
ナ
相
違

有

8
8
2

女
年
金
相
談
（加
入
期
間
確
認
）

家
族

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

旧
姓

有

9
8
4

男
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

市
区
町
村
職
員

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

氏
名
未
収
録

有

1
0

8
0

男
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

妹
初
回

カ
セ
ッ
ト

フ
リ
ガ
ナ
相
違

有
故
人

1
1

7
2

男
年
金
相
談
（加
入
期
間
確
認
）

本
人

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

旧
姓

生
年
月
日
相
違

無
（ご
本
人
か
ら
の
手
紙
）

1
2

6
8

男
生
活
保
護
請
求
手
続
き

市
区
町
村
職
員

初
回

マ
イ
ク
ロ

氏
名
未
収
録

有
故
人

1
3

6
7

女
年
金
相
談

（任
意
加
入
と
受
給
可
否
確
認
）

本
人

初
回

マ
イ
ク
ロ

旧
姓

無
（国
民
年
金
課
対
応
）

1
4

7
0

女
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

本
人

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

旧
姓

有

1
5

6
9

男
年
金
相
談

（配
偶
者
の
年
金
請
求
）

配
偶
者

初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

氏
名
未
収
録

有

1
6

8
5

女
年
金
相
談
（加
入
期
間
確
認
）

姪
初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

マ
イ
ク
ロ

フ
リ
ガ
ナ
相
違

生
年
月
日
相
違

有

1
7

6
5

男
年
金
相
談
（受
給
可
否
確
認
）

子
初
回

オ
ン
ラ
イ
ン

フ
リ
ガ
ナ
相
違

有
故
人

注
２
　
記
録
判
明
の
契
機
等
に
つ
い
て
は
、
相
談
申
出
票
及
び
相
談
を
担
当
し
た
職
員
か
ら
の
聞
き
取
り
し
た
内
容
か
ら
記
載

年
齢

性
別

備
考

注
１
　
平
成
2
3
年
4
月
1
日
公
表
か
ら
9
月
3
0
日
公
表
ま
で
の
事
例

③
④

 1
1
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〈
用
語
の
説
明
〉 

 ○
ね
ん
き
ん
特
別
便

 
 

 
全
て
の
受
給
者
・
加
入
者
（
約

1
億
９
百
万
人
）
に
加
入
記
録
を
送
付
（

1
9
年

12
月
か
ら

2
0年

1
0月
）
し
、
漏
れ
や
誤
り
を
本
人
に
確
認
し
て
い
た
だ
く
も
の
。
「
漏
れ
や
誤
り
が
あ
る
」
と
の
回
答
を
い
た
だ
い
た
も
の

 
 
は
記
録
の
確
認
作
業
を
行
い
、
結
果
を
本
人
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る
。

 
  

 
「
名
寄
せ
特
別
便
」
 

 
基
礎
年
金
番
号
の
記
録
と
の
突
合
せ
に
よ
り
結
び
つ
く
可
能
性
の
あ
る
記
録
が
あ
っ
た
方
へ
送
付
（

1
9
年

1
2月
か
ら

2
0
年

3月
）
。

 
 

   
 「
全
員
特
別
便
」

   
 

 
そ
れ
以
外
の
全
て
の
方
へ
送
付
（

2
0
年

4
月
か
ら

1
0
月
）
。

 
 

 
 

 ○
黄
色
便

 
 

 
 未
統
合
記
録
約

5
0

0
0
万
件
に
つ
い
て
、
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
よ
る
記
録
確
認
の
取
組
み
と
並
行
し
て
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
や
旧
姓
等

 の
氏
名
変
更
履
歴
な
ど
と
の
突
合
せ
に
よ
り
、

 
 
未
統
合
記
録
の
持
ち
主
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
方
に

2
0
年

6月
か
ら

2
1
年

12
月
の
間
に
「年
金
記
録
確
認
の
お
知

 ら
せ
」
を
送
付
し
、
記
録
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
も
の
。

 
 ○
グ
レ
ー
便

 
 

 
 マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
形
で
保
管
さ
れ
て
い
る
厚
生
年
金
等
の
旧
台
帳
記
録
と
基
礎
年
金
番
号
記
録
と
の
突
合
せ
の
結
果
、
旧
台
帳
記
録
が
本
人
の
記
録
で

  あ
る
可
能
性
が
あ
る
方
約
６
８
万
人
に
対
し
て
、

 
 

2
0
年

5
月
に
「
年
金
加
入
記
録
の
確
認
の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し
、
記
録
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
も
の
。
連
絡

 先
(電
話
番
号
等

)の
連
絡
を
い
た
だ
い
た
方
に
つ
い
て
、
個
別
に
電
話
や
訪
問
に
よ
る
記
録
の

 
 

 
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

 
 ○
受
給
者
便

 
 

 
  厚
生
年
金
受
給
者
等
に
対
し
、
標
準
報
酬
月
額
の
情
報
を
含
む
お
知
ら
せ
を
送
付
（

2
1
年

1
2
月
か
ら

2
2
年

1
1
月
）
し
、
標
準
報
酬
月
額
及
び
資
格
期
間
に
漏

 れ
や
誤
り
が
な
い
か
を
本
人
に
確
認
し
て
い
た
だ

 
 
く
も
の
。
「
漏
れ
や
誤
り
が
あ
る
」
と
の
回
答
を
い
た
だ
い
た
も
の
は
記
録
の
確
認
作
業
を
行
い
、
結
果
を
本
人
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る
。

 
 ○
定
期
便

  （
ね
ん
き
ん
定
期
便
）

 
 

 
  2

1
年

4
月
よ
り
、
全
て
の
現
役
加
入
者
の
方
に
対
し
、
年
金
加
入
期
間
、
保
険
料
納
付
額
及
び
年
金
見
込
額
な
ど
を
毎
年
誕
生
月
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る
も
の
。

   
｢漏
れ
や
誤
り
が
あ
る
｣と
の
回
答
を
い
た
だ

 
 
い
た
も
の
は
記
録
の
確
認
作
業
を
行
い
、
結
果
を
本
人
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る
。

 
 〇
紙
台
帳
便

 
 

 
 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
管
理
し
て
い
る
年
金
記
録
と
そ
の
基
と
な
っ
た
紙
台
帳
等
の
年
金
記
録
の
突
き
合
わ
せ
（
照
会
）
作
業
を
実
施
し
た
結
果
、
漏
れ
や
誤
り
の
可
能
性
の
あ
る
年
金
記
録
が
新
た
に
見
つ
か
っ
た

 
 
際
に
、
「
年
金
記
録
に
関
す
る
紙
台
帳
等
の
調
査
結
果
の
確
認
に
つ
い
て
（
お
知
ら
せ
）
」
を
送
付
（
平
成

2
2
年

11
月
～
）し
、
記
録
の
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
る
も
の
。

 
 

 
○
脱
退
手
当
金
受
給
期
間
に
係
る
年
金
事
務
所
段
階
に
お
け
る
年
金
記
録
回
復
基
準

 
 

 
 
脱
退
手
当
金
を
支
給
し
た
記
録
を
お
持
ち
の
方
で
、
脱
退
手
当
金
の
計
算
の
対
象
と
な
っ
た
加
入
期
間
の
前
に
計
算
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
加
入
期
間
が
あ

 る
場
合
な
ど
の
、
一
定
の
条
件
に
当
て
は
ま
る

 
 
場
合
に
は
、
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
記
録
の
確
認
を
行
う
こ
と
な
く
、
年
金
事
務
所
段
階
に
お
い
て
脱
退
手
当
金
を
支
給
し
た
記
録
の
回
復
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
 
【
脱
退
手
当
金
】

 
 

 
 
昭
和

6
1
年

3
月
ま
で
の
厚
生
年
金
保
険
法
に
お
い
て
、

6
0歳
に
到
達
し
た
と
き
、
ま
た
は
、

6
0歳
に
到
達
し
た
あ
と
厚
生
年
金
の
資
格
を
喪
失
し
た
方
で
、
加

 入
期
間
が
短
期
間
で
あ
る
た
め
に
、
い
ず
れ
の
年

 
 
金
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
、
お
支
払
い
す
る
一
時
金
で
す
。

 
 ○
第
三
者
委
員
会

  （
年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
） 

 
 

 
年
金
記
録
の
確
認
に
つ
い
て
、
国
（
厚
生
労
働
省
）
側
に
記
録
が
な
く
、
ご
本
人
も
領
収
書
等
の
物
的
な
証
拠
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
事
例
に
つ
い
て
、
国
民
の
立
場
に
立
っ
て
、
申
し
立
て
を
十
分
に
汲

 
 
み
取
り
、
様
々
な
関
連
資
料
を
検
討
し
、
記
録
訂
正
に
関
し
公
正
な
判
断
を
示
す
こ
と
を
任
務
と
し
て
平
成
１
９
年
６
月
に
総
務
省
に
設
置
さ
れ
た
組
織
。
委
員
は
専
門
性
及
び
見
識
の
高
い
法
曹
関
係
者
、
学
識

 
 
経
験
者
等
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
る
。

 

            

1
2
 

参
 
考
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4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

平
均

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

１
時
間
以
上
の

年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

７
１

 
ヶ

所
４

９
 
ヶ

所
３

７
 
ヶ

所
１

９
 
ヶ

所
２

５
 
ヶ

所
３

９
 
ヶ

所
３

７
 
ヶ

所
２

６
 
ヶ

所
３

４
 
ヶ

所
９

８
 
ヶ

所
６

８
 
ヶ

所
４

５
 
ヶ

所
４

６
 
ヶ

所

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

 
3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

の
年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

１
０

３
 
ヶ

所
９

８
 
ヶ

所
１

０
８

 
ヶ

所
１

０
３

 
ヶ

所

相
談
件
数

7
2
4
,
5
4
6

5
6
7
,
6
3
6

6
8
7
,
4
0
5

6
3
4
,
7
9
3

5
9
3
,
5
9
8

5
8
5
,
6
0
5

6
4
6
,
2
2
3

5
8
5
,
1
8
0

5
3
7
,
5
5
7

6
0
7
,
4
6
1

6
3
7
,
9
5
2

7
0
8
,
7
3
6

6
2
6
,
3
9
1

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

平
均

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

１
時
間
以
上
の

年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

２
８

 
ヶ

所
７

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
５

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
４

 
ヶ

所
２

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
４

 
ヶ

所

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

 
3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

の
年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

１
０

３
 
ヶ

所
８

３
 
ヶ

所
５

７
 
ヶ

所
２

０
 
ヶ

所
２

３
 
ヶ

所
２

７
 
ヶ

所
４

３
 
ヶ

所
２

７
 
ヶ

所
１

２
 
ヶ

所
５

２
 
ヶ

所
４

７
 
ヶ

所
２

４
 
ヶ

所
４

３
 
ヶ

所

相
談
件
数

5
4
7
,
4
1
5

4
4
1
,
5
8
7

5
2
4
,
3
9
7

4
5
7
,
6
1
8

4
7
0
,
2
4
8

4
6
3
,
8
9
9

4
8
8
,
9
3
8

5
0
4
,
7
6
2

4
2
8
,
7
6
1

5
0
5
,
5
9
6

5
6
0
,
7
4
9

5
8
6
,
9
7
3

4
9
8
,
4
1
2

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

平
均

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

１
時
間
以
上
の

年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

１
 
ヶ

所
３

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
６

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

 
3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

の
年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

２
７

 
ヶ

所
２

８
 
ヶ

所
２

３
 
ヶ

所
８

 
ヶ

所
１

１
 
ヶ

所
１

１
 
ヶ

所
２

５
 
ヶ

所
２

５
 
ヶ

所
１

６
 
ヶ

所
７

３
 
ヶ

所
４

３
 
ヶ

所
２

８
 
ヶ

所
２

７
 
ヶ

所

相
談
件
数

5
3
2
,
3
4
2

4
9
4
,
6
2
7

5
5
6
,
6
8
0

4
4
7
,
7
4
0

4
9
3
,
9
1
4

4
4
9
,
1
2
4

4
9
7
,
7
9
4

5
0
3
,
0
1
5

4
5
0
,
7
1
0

5
4
4
,
8
6
6

6
0
1
,
4
4
0

6
0
5
,
7
3
3

5
1
4
,
8
3
2

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

平
均

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

１
時
間
以
上
の

年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

０
 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

 
3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

の
年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

２
８

 
ヶ

所
８

 
ヶ

所
３

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
４

 
ヶ

所
１

５
 
ヶ

所
１

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
３

６
 
ヶ

所
２

８
 
ヶ

所
１

９
 
ヶ

所
１

２
 
ヶ

所

相
談
件
数

5
1
0
,
0
4
4

5
0
6
,
1
9
7

5
1
6
,
7
3
9

4
7
5
,
5
2
8

5
0
5
,
0
8
8

4
4
8
,
9
5
9

5
5
5
,
5
1
0

4
9
3
,
3
5
6

4
2
7
,
9
4
1

5
3
5
,
1
9
5

5
5
8
,
6
9
5

5
7
9
,
3
9
6

5
0
9
,
3
8
7

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

平
均

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

１
時
間
以
上
の

年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

０
 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所

１
ヶ
月
の
待
ち
時
間
の
平

均
が

 
3
0
分
以
上
1
時
間
未
満

の
年
金
事
務
所
数

（
3
1
2
年
金
事
務
所
・
1
3
時

時
点
）

１
５

 
ヶ

所
４

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
２

 
ヶ

所
０

 
ヶ

所
３

 
ヶ

所

相
談
件
数

5
2
3
,
3
4
2

4
6
7
,
4
9
0

4
3
4
,
7
6
8

4
4
3
,
1
5
5

4
2
5
,
5
8
0

4
1
0
,
0
4
0

4
7
3
,
5
5
5

4
5
3
,
9
9
0

平
成

２
２
年
度

項
　
　
　

　
　

目

事
務

所
相

談
窓

口
の

待
ち

時
間

（
第

５
章

）

項
　

　
　

　
　

目

項
　
　
　

　
　

目

平
成

２
１
年
度

注
：

2
1
年

4
月

～
1
2
月

の
１

ヶ
月

の
待

ち
時

間
の

平
均

が
3
0
分

以
上

1
時

間
未

満
の

年
金

事
務

所
数

は
集

計
し

て
い

な
い

た
め

記
載

出
来

な
い

。

平
成

２
５
年
度

項
　
　
　

　
　

目

平
成

２
４
年
度

項
　
　
　

　
　

目

平
成

２
３
年
度
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年
金
事
務
所
等
の
お
客
様
満
足
度
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
概
要

 

①
お
客
様
満
足
度
ア
ン
ケ
ー
ト
の
概
要

 
・年
金
事
務
所
等
に
来
訪
さ
れ
た
お
客
様
の
満
足
度
や
意
見
要
望
を
把
握
し
、
改
善
策
を
検
討
す
る
な
ど
、
一
層
の
サ
ー
ビ

ス
向
上
を
図
る
。

 

②
実
施
期
間

 
・
平
成
２
５
年
１
月
４
日
（金
）か
ら
２
５
日
（金
）ま
の
間
で
年
金
事
務
所
等
の
指
定
す
る
期
間
（第
２
土
曜
日
を
除
く
連
続
す

る
５
営
業
日
の
間
）
 

③
実
施
方
法
等

 
・年
金
事
務
所
等
の
入
り
口
で
職
員
が
直
接
お
客
様
へ
お
渡
し
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
箱
へ
投
函
も
し
く
は
、
機
構
本
部
へ

郵
送
す
る
こ
と
に
よ
り
回
収
。

 
・質
問
は
、
５
段
階
回
答
（「
満
足
」、
「や
や
満
足
」、
「普
通
」、
「や
や
不
満
」、
「不
満
」）
や
、
２
段
階
回
答
（「
不
安
や
疑
問

は
「解
消
し
た
」「
解
消
し
な
い
」、
電
話
に
３
コ
ー
ル
以
内
に
「出
た
」「
出
な
い
」）
の
ほ
か
、
年
金
の
請
求
に
関
す
る
質
問
、

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
質
問
、
自
由
記
載
欄
に
ご
意
見
ご
要
望
を
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
。

 

④
配
付
枚
数
及
び
回
答
枚
数

 
配
付
枚
数
：６
０
，
０
０
２
枚
、
回
収
枚
数
：４
５
，
４
２
３
枚
（７
５
．
７
％
）
 

【
前
回
調
査
】
配
布
枚
数
５
９
，
１
６
６
枚
、
回
収
枚
数
：３
５
，
７
６
７
枚
（６
０
．
５
％
） 

⑤
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
概
要

 
 
［
年
金
相
談
窓
口
］
 

問
１
（本
日
の
来
訪
に
つ
い
て
ご
満
足
い
た
だ
け
ま
し
た
か
？
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
７
．
７
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】
 
８
６
．
９
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】 
８
３
．
０
％

 
 問
２
①
（職
員
の
マ
ナ
ー
や
態
度
は
い
か
が
で
し
た
か
？
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
９
．
８
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
前
回
調
査
】
 
８
７
．
６
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】 
８
６
．
０
％

 
②
（窓
口
で
の
説
明
は
分
か
り
や
す
く
充
分
で
し
た
か
？
）
 

 
  
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
９
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】 
８
６
．
５
％

 
 
【前
々
回
調
査
】（
説
明
の
わ
か
り
や
す
さ
）８
５
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 （
職
員
か
ら
積
極
的
な
情
報
提
供
や
説
明
）８
２
．
４
％

 
③
（待
ち
時
間
は
い
か
が
で
し
た
か
？
）

 

 
 

 「
満
足
」「
や
や
満
足
」
 
６
９
．
２
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
前
回
調
査
】 
６
４
．
２
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
０
．
８
％

 

 

1
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④
（所
内
の
設
備
は
い
か
が
で
し
た
か
、
ま
た
、
所
内
に
清
潔
感
は
あ
り
ま
し
た
か
？
）
 

  
 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
７
６
．
１
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
前
回
調
査
】 
７
１
．
７
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
な
し

 
 問
３
（来
訪
さ
れ
る
前
の
不
安
や
疑
問
は
解
消
さ
れ
ま
し
た
か
？
）
 

 
 

 
 

 
 

 「
解
消
さ
れ
た
」
 ９
６
．
９
％

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】 
９
６
．
４
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】
 
９
５
．
７
％

 
 問
４
①
（電
話
に
は
３
コ
ー
ル
以
内
に
出
ま
し
た
か
？
）
 

 
 

  
「電
話
に
出
た
」
 
７
７
．
７
％

 
 

 
 

 
 

  
【前
回
調
査
】
 
６
７
．
７
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
６
２
．
９
％

 
②
（電
話
の
対
応
に
つ
い
て
ご
満
足
い
た
だ
け
ま
し
た
か
？
） 

 
 

 「
満
足
」「
や
や
満
足
」
 
７
４
．
５
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
【
前
回
調
査
】 
６
１
．
８
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
６
０
．
５
％

 
 問
５
①
（請
求
手
続
き
さ
れ
た
年
金
の
種
類
は
何
で
す
か
？
）「
年
金
の
ご
請
求
で
来
訪
さ
れ
た
方
へ
の
質
問
」
 

 
 

 
 

 
「老
齢
年
金
」
 
８
１
．
４
％

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】 
８
２
．
２
％

 
②
（請
求
手
続
き
は
煩
雑
で
し
た
か
？
）
 

 
 

 
 

 
 
「煩
雑
だ
っ
た
」
 
２
２
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】 
１
６
．
５
％

 
③
（ど
ん
な
と
こ
ろ
が
煩
雑
で
し
た
か
？
）
 

 
 
・「
添
付
す
る
書
類
が
多
す
ぎ
る
」
  
３
７
．
７
％

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】
 
４
０
．
２
％

 
 

 
・「
請
求
書
の
見
方
・用
語
の
意
味
が
解
ら
な
い
」
 
３
３
．
５
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
【前
回
調
査
】
 
３
０
．
３
％

 
 問
６
①
（「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
ご
存
じ
で
す
か
？
）
 

「利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
」
 

 
 ６
．
７
％

 
 

 
 

 
 

 
 
【前
回
調
査
】
 

 
４
．
８
％

 
「知
っ
て
い
る
が
利
用
し
た
こ
と
は
な
い
」
 
５
２
．
６
％

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
【
前
回
調
査
】
 
５
２
．
６
％
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②
利
用
し
て
み
て
い
か
が
で
し
た
か
？

 
 

 
 

 
「利
用
し
や
す
か
っ
た
」
 
４
５
．
０
％

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  
【
前
回
調
査
】
 
４
４
．
４
％

 
③
利
用
し
な
い
理
由
は
何
で
す
か
？

 
 

 
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
で
十
分
」
 
３
７
．
６
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 【
前
回
調
査
】
 
４
１
．
６
％

 
 自
由
記
載
欄
（ご
不
満
な
点
、
改
善
す
べ
き
点
、
改
善
さ
れ
た
点
な
ど
ご
意
見
・ご
要
望
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
自
由
に
ご

記
入
く
だ
さ
い
）［
記
入
件
数
：１
０
，
３
３
６
件
（複
数
回
答
あ
り
）］
〔
前
回
は
１
０
，
５
８
８
件
〕
 

 
 

 
・
職
員
の
応
接
態
度
に
関
す
る
も
の

 
５
３
．
７
％

 
 

 
 
（と
て
も
早
口
で
つ
い
て
い
く
の
が
大
変
で
し
た
。
も
う
少
し
間
を
お
い
て
、
ゆ
っ
く
り
話
し
て
ほ
し
い
等
）
 

 
 

 
（職
員
の
方
、
大
変
て
い
ね
い
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
来
る
前
の
不
安
が
な
く
な
り
ま
し
た
等
）
 

 
・
待
ち
時
間
に
関
す
る
も
の

 
 

 
 

 
 
６
．
２
％

 
 

 
 
（待
ち
時
間
は
、
以
前
よ
り
短
く
な
っ
た
が
そ
れ
で
も
ま
だ
長
い
等
）
 

 
・
施
設
の
利
用
に
関
す
る
も
の

 
 

 
 
７
．
７
％

 
 

 
 
（駐
車
場
が
い
つ
も
混
ん
で
い
る
の
で
、
広
く
す
る
工
夫
が
必
要
と
感
じ
ま
す
等
）
 

 
・
電
話
の
利
用
に
関
す
る
も
の

 
 

 
 
３
．
０
％

 
 

 
 
（い
つ
も
話
し
中
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
電
話
回
線
を
増
や
し
て
ほ
し
い
等
）
 

 
・
事
務
処
理
に
関
す
る
も
の

 
 

 
 

 
 
４
．
９
％

 
 

 
 
（手
続
き
の
添
付
書
類
等
を
も
っ
と
少
な
く
簡
素
化
・明
確
化
し
て
ほ
し
い
等
）
 

 
・
お
客
様
向
け
文
書
に
関
す
る
も
の

 
 
２
．
２
％

 
 

 
 
（文
書
の
内
容
が
一
般
の
人
に
は
わ
か
り
に
く
い
。
も
っ
と
平
易
な
文
章
に
す
る
べ
き
等
）
 

 
・
そ
の
他

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ２
２
．
３
％

 
 

 
 
（
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
年
金
事
務
所
の

W
E
B
等
の
地
図
を
分
か
り
や
す
く
等
）
 

 
 

 
（制
度
が
わ
か
り
に
く
い
。
若
年
層
に
メ
リ
ッ
ト
を
広
報
す
べ
き
。
少
子
高
齢
化
社
会
に
対
応
で
き
る
年
金
を
等
）
 

 （注
）「
職
員
の
接
遇
に
関
す
る
も
の
」の
う
ち
対
応
の
良
か
っ
た
と
の
ご
意
見
や
、
「そ
の
他
」の
う
ち
「お
礼
」や
「励
ま
し
の

お
言
葉
」
の
総
数
は
、
６
，
０
３
８
件
で
し
た
。
〔
前
回
は
５
，
１
０
０
件
〕 
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①
お
客
様
満
足
度
調
査
の
概
要

 
・コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
応
対
品
質
の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
、
相
談
を
い
た
だ
い
た
お
客
様
に
ア
ン
ケ
ー
ト
は
が

き
を
送
付
し
、
お
客
様
満
足
度
調
査
の
協
力
を
依
頼
す
る
。

 

②
実
施
期
間

 
平
成
２
５
年
１
月
２
２
日
（火
）か
ら
２
４
日
（木
）
 

③
実
施
方
法
等

 
・コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
電
話
を
い
た
だ
い
た
お
客
様
の
う
ち
、
お
名
前
と
住
所
を
お
聞
き
し
た
お
客
様
に
対
し
て

ア
ン
ケ
ー
ト
は
が
き
を
送
付
し
、
回
答
を
返
信
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
。
４
問
の
設
問
に
５
段
階
（「
満

足
」、
「ほ
ぼ
満
足
」、
「普
通
」、
「や
や
不
満
」、
「不
満
」）
で
回
答
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
「ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」を
ま
た
利
用
し
た
い
か
、
自
由
記
入
欄
に
や
や
不
満
、
不
満
の
理
由
等
の
記
入
を
お
願
い
す
る
。

 
 （
注
）
従
来
（
平
成
２
１
、
２
２
年
度
）
は
、
お
電
話
い
た
だ
い
た
お
客
様
の
電
話
を
転
送
し
、
音
声
自
動
応
答
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て

い
た
だ
く
方
式
で
実
施
。
平
成
２
３
年
度
よ
り
現
在
の
方
式
に
変
更
。

 

④
調
査
対
象
件
数

 
１
０
，
４
５
６
件

 
 
【
う
ち
調
査
に
協
力
い
た
だ
い
た
件
数
】 
６
，
７
０
０
件
（６
４
．
１
％
）
 

⑤
調
査
結
果
の
概
要

 
設
問
１
（「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」の
対
応
は
い
か
が
で
し
た
か
。
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
ほ
ぼ
満
足
」
 
８
１
．
５
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 【
前
回
調
査
】
 
８
２
．
９
％

 
設
問
２
（オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
言
葉
づ
か
い
、
話
す
ス
ピ
ー
ド
は
い
か
が
で
し
た
か
。
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
ほ
ぼ
満
足
」
 
８
１
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
【
前
回
調
査
】
 
８
２
．
３
％

 
設
問
３
（オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
お
客
様
の
話
を
最
後
ま
で
聞
き
、
内
容
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
ま
し
た
か
。
）
 

 
  
「満
足
」「
ほ
ぼ
満
足
」
 
８
３
．
５
％

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】
 
８
４
．
９
％

 
設
問
４
（お
客
様
の
問
題
・疑
問
は
解
消
さ
れ
ま
し
た
か
。
） 

 
  
「満
足
」「
ほ
ぼ
満
足
」
 
８
２
．
１
％

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】
 
８
３
．
０
％

 
設
問
５
（「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」を
ま
た
利
用
し
た
い
で
す
か
。
）
 

 
  
「満
足
」「
ほ
ぼ
満
足
」
 
９
６
．
９
％

 
 

 
 

 
 

 
 
【
前
回
調
査
】
 
９
３
．
０
％

 
 （
注
）
第
１
～
第
３
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
別
に
み
て
も
若
干
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
大
差
は
な
い
。

 

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
お
客
様
満
足
度
調
査
結
果
の
概
要
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自
由
記
入
欄
「や
や
不
満
」「
不
満
」に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
方
は
そ
の
理
由
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
お
気
づ
き

の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
書
き
く
だ
さ
い
。

 
 
［記
入
件
数

 
： 
１
，
３
８
９
件
］
 

 
 
・お
礼

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
４
７
．
２
％

 
 

 
・コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
の
苦
情
・要
望

 
 

 
  
 ３
２
．
５
％

 
 

 
 
（「
説
明
が
わ
か
り
に
く
い
」、
「話
す
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
」、
「電
話
が
繋
が
ら
な
い
」等
）
 

 
 
・コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
以
外
へ
の
苦
情
・要
望

  
１
１
．
２
％

 
 

 
 
（「
送
付
物
が
わ
か
り
に
く
い
」、
「年
金
制
度
へ
の
苦
情
」、
「事
務
処
理
が
遅
い
」等
）
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外
部
調
査
機
関
に
よ
る
年
金
事
務
所
等
の
窓
口
調
査
・電
話
調
査
結
果
の
概
要

 

①
窓
口
調
査
・
電
話
調
査
の
概
要

 
・
年
金
事
務
所
等
に
お
け
る
窓
口
対
応
業
務
・電
話
対
応
業
務
に
つ
い
て
、
外
部
調
査
機
関
を
活
用
に
よ
り
、
「お
客
様
へ

の
お
約
束
１
０
か
条
」及
び
「窓
口
・電
話
マ
ナ
ー
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
１
０
か
条
」の
取
組
状
況
を
把
握
し
、
客
観
的
に
評
価
す

る
。

 

②
調
査
日

 
［
窓
口
調
査
］平
成
２
５
年
１
月
８
日
（火
）～
２
月
８
日
（金
） 

［電
話
調
査
］平
成
２
５
年
１
月
８
日
（火
）～
２
月
８
日
（金
） 

③
実
施
方
法
等

 
［
窓
口
調
査
］
 

・調
査
機
関
の
調
査
員
が
、
調
査
員
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
ず
に
お
客
様
と
し
て
訪
問
。
年
金
相
談
で
は
年
金
加
入
記

録
に
関
す
る
相
談
を
、
年
金
相
談
以
外
で
は
大
学
生
の
国
民
年
金
加
入
に
関
す
る
相
談
を
実
際
に
行
う
こ
と
に
よ
り

職
員
の
対
応
等
に
つ
い
て
調
査
。

 
・満
足
度
を
評
価
す
る
調
査
は
、
５
段
階
（満
足
、
や
や
満
足
、
普
通
、
や
や
不
満
、
不
満
）、
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
客
観

的
な
視
点
で
評
価
す
る
調
査
は
、
２
段
階
（実
践
し
て
い
る
、
実
践
し
て
い
な
い
）で
評
価
。

 
 ［
電
話
調
査
］
 

・調
査
機
関
の
調
査
員
が
、
調
査
員
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
ず
に
お
客
様
と
し
て
架
電
。
年
金
相
談
で
は
現
在
受
給
し
て

い
る
老
齢
厚
生
年
金
と
雇
用
保
険
と
の
給
付
調
整
ま
た
は
遺
族
厚
生
年
金
の
請
求
の
い
ず
れ
か
の
相
談
を
、
年
金

相
談
以
外
で
は
大
学
生
の
国
民
年
金
加
入
に
関
す
る
相
談
を
実
際
に
行
う
こ
と
に
よ
り
職
員
の
対
応
等
に
つ
い
て
調

査
。

 
・満
足
度
を
評
価
す
る
調
査
は
、
５
段
階
（満
足
、
や
や
満
足
、
普
通
、
や
や
不
満
、
不
満
）、
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
客
観

的
な
視
点
で
評
価
す
る
調
査
は
、
２
段
階
（実
践
し
て
い
る
、
実
践
し
て
い
な
い
）で
評
価
。

 

④
窓
口
調
査
・
電
話
調
査
結
果
の
概
要

 
 
［年
金
相
談
窓
口
］
 

 
※
各
細
目
の
平
均

 

［
窓
口
調
査
］
 

・
満
足
度
を
評
価
す
る
調
査

 
 

 
①
全
体
と
し
て
の
満
足
度

 
 

 
 

 
 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
１
．
３
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
７
７
．
６
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
４
．
１
％

 
 

 
②
職
員
の
サ
ー
ビ
ス
態
度
（あ
い
さ
つ
、
言
葉
づ
か
い
、
身
だ
し
な
み
、
対
応
の
早
さ
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
６
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
８
４
．
３
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
８
．
３
％

 

1
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2
 

 
 
③
施
設
の
環
境
（建
物
内
の
案
内
表
示
の
わ
か
り
や
す
さ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
配
慮
、
待
合
ス
ペ
ー
ス
等
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
９
５
．
９
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
９
１
．
８
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
８
．
６
％

 
 

 
④
て
い
ね
い
な
説
明
（説
明
内
容
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
９
２
．
１
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
９
０
．
６
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
８
０
．
４
％

 
 

 
⑤
訪
問
目
的
の
達
成
度
（疑
問
の
解
消
度
合
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
９
５
．
９
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
９
１
．
４
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
８
．
３
％

 
 

 
 

・
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
評
価
す
る
調
査

 
 

 
①
職
場
全
体
に
よ
る
お
客
様
へ
の
支
援
体
制
（訪
問
時
の
お
客
様
へ
の
対
応
、
待
ち
時
間
の
お
声
掛
け
等
）
 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
８
９
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
８
８
．
４
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
９
．
０
％

 
 

 
②
お
客
様
と
の
信
頼
関
係
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
外
的
印
象
（言
葉
づ
か
い
、
態
度
、
服
装
等
）
 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
８
５
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
８
６
．
３
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
８
３
．
７
％

 
 

 
③
お
客
様
へ
の
初
期
対
応
（お
客
様
と
の
目
線
、
状
況
に
応
じ
た
あ
い
さ
つ
言
葉
）
 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
７
１
．
８
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
６
１
．
２
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
４
．
２
％

 
 

 
④
お
客
様
と
の
相
談
の
進
め
方
（言
葉
づ
か
い
、
あ
い
づ
ち
、
う
な
ず
き
、
質
問
の
さ
え
ぎ
り
等
） 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
９
０
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
【前
回
調
査
】
 
８
５
．
９
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
２
．
６
％

 
 

 
⑤
お
客
様
へ
ご
理
解
い
た
だ
く
姿
勢
（プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
配
慮
し
た
声
、
話
し
方
、
ス
ピ
ー
ド
等
）
 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
９
０
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
【前
回
調
査
】
 
８
６
．
４
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
８
５
．
２
％

 
 

 
⑥
質
問
に
対
す
る
窓
口
担
当
者
の
そ
の
場
の
対
応

 
 

 
 

 
 

 
 
「実
践
し
て
い
る
」１
０
０
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
９
９
．
７
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
９
３
．
１
％
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3
 

［
電
話
調
査
］
 

・
満
足
度
を
評
価
す
る
調
査

 
 

 
①
全
体
と
し
て
の
満
足
度

 
 

 
 

 
 
「満
足
」「
や
や
満
足
」 
７
８
．
２
％

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 【
前
回
調
査
】
 
５
６
．
７
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】
 
３
３
．
３
％

 
 

 
②
職
員
の
サ
ー
ビ
ス
態
度
（あ
い
さ
つ
、
言
葉
づ
か
い
、
身
だ
し
な
み
、
対
応
の
早
さ
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
９
．
７
％

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
【
前
回
調
査
】
 
８
２
．
９
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】
 
３
４
．
０
％

 
 

 
③
て
い
ね
い
な
説
明
（説
明
内
容
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
８
７
．
７
％

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
【
前
回
調
査
】
 
８
６
．
４
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】
 
３
６
．
２
％

 
 

 
④
架
電
目
的
の
達
成
度
（疑
問
の
解
消
度
合
）
 

 
 

 
 

 
「満
足
」「
や
や
満
足
」
 
７
６
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
【
前
回
調
査
】
 
７
３
．
７
％

 
 
【
前
々
回
調
査
】
 
３
２
．
９
％

 
 

 
 

・
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
評
価
す
る
調
査

 
 

 
①
職
場
全
体
に
よ
る
お
客
様
へ
の
支
援
体
制
（あ
い
さ
つ
、
所
属
名
、
名
乗
り
）
 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
９
１
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 【
前
回
調
査
】
 
９
１
．
１
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
７
２
．
４
％

 
 

 
②
お
客
様
と
の
相
談
の
進
め
方
（言
葉
づ
か
い
、
あ
い
づ
ち
、
う
な
ず
き
、
質
問
の
さ
え
ぎ
り
等
） 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
９
２
．
８
％

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
【前
回
調
査
】
 
８
５
．
４
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
６
２
．
５
％

 
 

 
③
お
客
様
へ
ご
理
解
い
た
だ
く
姿
勢
（プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
配
慮
し
た
声
、
話
し
方
、
ス
ピ
ー
ド
等
）
 

 
 

 
 

 
 

 
「実
践
し
て
い
る
」 
８
９
．
４
％

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
【前
回
調
査
】
 
８
３
．
８
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
６
１
．
３
％

 
 

 
④
質
問
に
対
す
る
窓
口
担
当
者
の
そ
の
場
の
対
応

 
 

 
 

 
 

 
 
「実
践
し
て
い
る
」１
０
０
．
０
％

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
【前
回
調
査
】
 
９
９
．
７
％

 
 
【前
々
回
調
査
】 
８
８
．
５
％
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統合済記録の人数と再裁定の人数の差違 
 
○統合済記録の受給者は、人数ベースであり、複数の年金を有する者であって

も 1 人として計上している。一方、再裁定処理件数は、あくまでも件数ベー

スであり、老齢・障害など 2 つの年金の記録訂正の再裁定処理をした場合、1
人で 2 件となる。 

 
○統合済記録の受給者 674 万人は、集計時点での受給者の数値であり、加入者

時代に記録が統合され、その後に受給者となった者も含まれる。一方、加入

者時代に記録が統合された者は、その時点では受給者ではないので再裁定と

はならない。 
 
○統合済記録の受給者674万人の中には、基礎年金番号を統合したことにより、

初めて年金の受給権を有することになった者（新規裁定）が含まれており、

再裁定が必要な者のみではない。なお、例えば従来から国民年金を受給して

いて、記録が新たに見つかり、厚生年金の受給権が発生する場合は厚生年金

の新規裁定であり、再裁定とはならない。 
（上記に該当する新規裁定の件数は、把握していない。） 
 

○基礎年金番号に統合済みの者であっても、再裁定に結び付かない者も含まれ

ている。 
 （例） 
  ・死亡失権者（失権原簿）の状態であり、かつ、未支給請求権者がいない

場合 
  ・判明記録を統合しても月数及び平均標準報酬額に変更がなく、年金額に

影響がない場合等 
 
 (注) 年金給付を受ける場合には、その支給額を決定（「裁定」という）するために、裁

定請求書を年金機構に提出し厚生労働大臣が年金額を決定する。その一旦決定された

年金額が、その後の年金記録の訂正などにより変更される場合があるが、このような

決定済みの年金額の変更決定を「再裁定」という。 
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共済組合名 移管年月日 移管表示 移管の対象となった期間等

日本私立学校振 29.  1.  2 移管日前の厚生年金保険の全被保険者期間を移管      29. 1. 2
興・共済事業団

該当者：私立学校の教職員 0 1 0 4       0 2       0 4       0 2       0 4
　　　　　（私立学校教職員共済組合法附則第13項）

　 　旧台帳の 全被保険者期間
　　 写にその
　 　旨記載が

市町村職員 30.  1.  2 　 　ある 移管日前の厚生年金保険の全被保険者期間を移管      30. 1. 2

　 昭37.12. 1地 該当者：市町村役場、市交通局、市水道局の職員 0 1 0 4       0 2       0 4
 　方公務員等 　　　　　　など
　 共済組合法 　　　　　（旧市町村職員共済組合法附則第34項） 全被保険者期間
　 に吸収され
　 た

34.  1.  2 イカンー０１ 移管日前の厚生年金保険の全被保険者期間を移管      34. 1. 2
　33.12.31 現存者

該当者：農業協同組合、水産業協同組合の職員
　　　　　　など 0 1       0 4       0 2              0 4
 （農林漁業団体職員共済組合法附則第４条）

全被保険者期間

国家公務員 36.10.　2 　イカンー０２ 「イカンー０２」が表示されている事業所以前の厚生      33. 7. 2
年金保険の全被保険者期間を移管      36. 10. 2

 
該当者：国家公務員等共済組合法第１２５条第１項 0 1 0 4       02 0 4
　　　　　又は第１２６条第2項の規定により組合員と
　　　　　なった組合職員、連合会役職員など 全被保険者期間
　　　　（国家公務員等共済組合法附則第１８条）

地方公務員 37.12.　2 　イカンー０３ 「イカンー０３」が表示されている事業所以前の厚生      37. 12. 2
年金保険の全被保険者期間を移管 　　37.11.30現存者

該当者：地方公共団体の職員で厚年法の適用を受 0 1 0 4　　　0 2 0 4
　　　　　けていた者（地方公務員等共済組合法の長
　　　　　期給付等に関する施行法第45条（第3項を 全被保険者期間
　　　　　除く））

地方団体関係 39.10.　2 　イカンー０４ 「イカンー０４」が表示されている事業所以前の厚生      39. 10. 2
団体職員 年金保険の全被保険者期間を移管 　　39.　9.30現存者

該当者：国民健康保険団体連合会、自治協会等の 0 1 0 4　　  0 2 0 4
　　　　　職員など
　　　　（地方公務員等共済組合法の長期給付等に 全被保険者期間
　　　　関する施行法第90条）

国家公務員 40.　6.　1 　イカンー０５ 「イカンー０５」が表示されている事業所の厚生年金      34.　1.　1      40.　6.　1
（常勤的非常 保険の被保険者期間のみ移管（民間期間及び待機
勤職員） 期間は残ります）

0 1 0 4
該当者：各省の職員に準ずる者 民間を除く期間（表示の期間）
　　　　　（国家公務員等共済組合法の長期給付に
　　　　関する施行法第28条第2項）

地方公務員 42.　７．31 　イカンー０６ 「イカンー０６」が表示されている事業所の厚生年金      42.　7.31
（臨時職員） 保険の被保険者期間のみ移管（民間期間及び待機 民間

期間は残ります）
0 4　　　0 2 0 4

該当者：地方公共団体の職員に準ずる者
　　　　　（地方公務員等共済組合法の長期給付等    民間を除く期間（表示の期間）
　　　　　に関する施行法第45条第3項

地方団体関係 46．11．　2 　イカンー０７ 「イカンー０７」が表示されている事業所以前の厚生      46.10.31
団体職員 年金保険の全被保険者期間を移管  現存者　46.11.　2 

該当者：地方住宅供給公社、地方道路公社の職員 0 2       0 4       0 2              0 4
　　　　　（地方公務員等共済組合法の長期給付等
　　　　　　に関する施行法第83条） 全被保険者期間

図　　　　　　　　例

農林漁業団体
職員

   37.12.2

共済組合への移管状況の概要
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共済組合名 移管年月日 移管表示 移管の対象となった期間等 図　　　　　　　　例

共済組合への移管状況の概要

     47.10. 1
農林漁業団体 47.10.　1 　イカンー０８ 「イカンー０８」が表示されている事業所の厚生年金 44.12.18（適用日） 組合員
職員 保険の被保険者期間のみ移管

     44.12.19
該当者：社団法人全国農業共済協会、社団法人 社団法人      47.10. 1
　　　　　中央畜産会及び社団法人中央酪農会議の 中央畜産会 45.10.1(適用日)
　　　　　職員
　　　　（農林漁業団体職員共済組合法附則第６条） 社団法人      45.10.　2

中央酪農会議 　　　　　民間を除く期間（表示の期間）

日本私立学校振 49.　4.　2 　イカンー１１ 「イカンー１１」が表示されている事業所以前の厚生
興・共済事業団 年金保険の全被保険者期間を移管      49. 3.31      49. 4. 2

該当者：私立学校の教職員 0 1       0 4       0 2              0 4
　　　　　（昭和44年度以後における私立学校教職員
　　　　　共済組合からの年金の額の改定に関する 全被保険者期間
　　　　　法律附則第4項及び第5項

農林漁業団体 49.10.　2 　イカンー１２ 「イカンー１２」が表示されている事業所の厚生年金      49. 9.30
職員 保険の被保険者期間のみ移管 民間  現存者　46.11.　2      49. 10. 2

該当者：農林中央金庫、農業信用保険協会 0 4 　　　　02       0 4       0 2              0 4
　　　　（農林漁業団体職員共済組合法附則第６条
　　　　の２） 民間を除く期間（表示の期間）

地方団体関係 49.10.　2 　イカンー１３ 「イカンー１３」が表示されている事業所以前の厚生      49.9.30
団体職員 年金保険の全被保険者期間を移管  現存者　49.10.2 

該当者：土地開発公社 0 1       0 4       0 2              0 4
　　　　　（地方公務員等共済組合法の長期給付等
　　　　　に関する施行法第83条） 全被保険者期間

     51.　7. 2
農林漁業団体 51.　7.　2 　イカンー１４ 「イカンー１４」が表示されている事業所の厚生年金      51.　6.30
職員 保険の被保険者期間のみ移管 民間  現存者　

該当者：財団法人　農林年金福祉団 0 4 　　　　02       0 4       0 2              0 4
　　　　（農林漁業団体職員共済組合法附則第６条
　　　　　の３） 民間を除く期間（表示の期間）

　　　　（注）日本私立学校振興・共済事業団で移管年月日が昭和29年1月2日又は市町村職員共済組合で移管年月日が昭和30年1月2日に該当する場合は、表
　　　　　　示がないため事業所名及び喪失年月日に注意し、被保険者記録の確認等を行うこと。
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図表６－１のⅡ（４）「（１）～（３）の記録と同一人と思われる記録」の図解 

（氏名、生年月日、性別の 3 条件が一致） 
 
 
  

（2）･･･甲山Ｓ郎 
 
    甲山Ｓ郎 
（4） 

甲山Ｓ郎 

国年加入期間１ 

厚年加入期間１ 

国年加入期間２ 

 
（2）･･･乙原Ｔ郎 
 
    乙原Ｔ郎 
 

乙原Ｔ郎 

厚年加入期間２ 

国年加入期間３ 

厚年加入期間３ （4） 

 
（3）･･･丙川Ｕ子 
 
    丙川Ｕ子 
（4） 

丙川Ｕ子 

厚年加入期間４ 

国年加入期間４ 

厚年加入期間５ 

国年加入期間５ 

（例１） 

（例２） 

（例３） 

（４）の合計 
 （１）～（３）の記録と同一人思われる記録 318 万件（248 万人） 
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１
.
 
概
要

【
時
効
特
例
法
施
行
前
】

支
払
期
月
ご
と
に
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
給
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
会
計
法
第
３
０

条
及
び
第
３
１
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
５
年
間
こ
れ
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
時
効
の
援
用
を
要
せ
ず
、
時
効
に
よ
り
消
滅
し
、
か
つ
そ
の
利
益
を
放
棄

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

（
参
考
１
）

会
計
法
第
31
条

金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
国
の
権
利
の
時
効
に
よ
る
消
滅
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
規
定
が
な
い
と
き
は
、
時
効
の
援
用
を
要
せ
ず
、
ま
た
、
そ
の
利
益

を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
国
に
対
す
る
権
利
で
、
金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

（
参
考
２
）

時
効
の
援
用
と
は
・
・
・

時
効
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
（
国
）
が
時
効
が
成
立
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
を
い
う
。

時
効
に
よ
る
権
利
の
取
得
・
消
滅
は
、
法
律
の
定
め

る
時
効
期
間
が
経
過
し
た
だ
け
で
は
確
定
的
に
生
ぜ
ず
、
援
用
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
確
定
的
に
生
じ
る
。

【
時
効
特
例
法
施
行
後
】

○
法
施
行
前
（
H
1
9
.7
.6
以
前
）
に
受
給
権
が
発
生
し
た
年
金
：
施
行
前
と
同
じ
。
た
だ
し
、
記
録
訂
正
に
よ
る
も
の
は
、
５
年
以
上
遡
及
し
て
支
給
。

○
法
施
行
後
（
H
1
9
.7
.7
以
降
）
に
受
給
権
が
発
生
し
た
年
金
：

時
効
特
例
法
制
定
に
伴
い
、
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
国
民
年
金
法
が
改
正
さ
れ
、
会
計
法
第
3
1
条
を
適
用
し
な
い
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

⇒
５
年
を
経
過
し
て
も
自
動
的
に
時
効
は
消
滅
せ
ず
、
国
が
時
効
消
滅
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
個
別
に
時
効
の
援
用
を
要
す
る
。

⇒
５
年
以
上
前
の
給
付
に
つ
い
て
、
時
効
援
用
の
可
否
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
を
厚
生
労
働
省
で
策
定
し
、
日
本
年
金
機
構
に
提
示
。

２
．
５
年

を
超
え

る
遡
及

支
給
に

つ
い
て

（
時
効

特
例
法

に
よ
る

取
扱
い

）

年
金
給
付
に
係
る
時
効
の
援
用
に
つ
い
て

年
金
給
付
に
係
る
時
効
の
援
用
に
つ
い
て

平
成

19
年
７
月
６
日
以
前
に
受
給
権
が
発
生
し
た
年
金

平
成

19
年
７
月
７
日
以
降
に
受
給
権
が
発
生
し
た
年
金

（
５
年
の
時
効
到
来
後
の
平
成

24
年

11
月
か
ら
の
具
体
的
対
応
）

【
原
則
】

支
給
し
な
い
（
会
計
法
の
規
定
）

【
原
則
】

支
給
し
な
い
（
個
別
に
時
効
を
援
用
し
、
時
効
消
滅
。
）

【
例
外
】

次
の
場
合
は
、
５
年
以
上
遡
及
し
て
支
給
（
時
効
特
例
法
の
規
定
）
。

○
記
録
の
訂
正
に
よ
り
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合

※
こ
の
場
合
に
は
、
遅
延
特
別
加
算
金
を
支
給

【
例
外
】

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
５
年
以
上
遡
及
し
て
支
給
（
時
効
を

援
用
し
な
い
た
め
、
時
効
消
滅
し
な
い
。
）
。

○
記
録
の
訂
正
に
よ
り
裁
定
が
行
わ
れ
た
場
合

※
こ
の
場
合
に
は
、
遅
延
特
別
加
算
金
を
支
給

○
時
効
を
援
用
し
な
い
事
務
処
理
誤
り
と
認
定
さ
れ
た
場
合

（
注
）
こ
の
他
、
国
の
側
に
責
任
が
あ
る
事
務
処
理
誤
り
な
ど
に
つ
い
て

は
、
個
別
事
案
毎
に
判
断
し
、
５
年
以
上
遡
及
し
て
支
給
。
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対
応

考
え

方
実

施
根

拠

受
給

者

　
ご

本
人

に
確

認
し

、
訂

正
の

意
思

が
確

認
さ

れ
た

場
合

に
は

記
録

訂
正

（
訂

正
の

意
思

が
確

認
さ

れ
な

い
場

合
は

、
保

留
と

し
事

跡
管

理
シ

ス
テ

ム
に

記
録

を
残

す
）

。

※
2
2
年

3
月

の
通

知
以

前
に

減
額

さ
れ

た
方

に
つ

い
て

も
上

記
の

対
応

を
実

施
。

【
①

本
人

に
確

認
し

記
録

訂
正

す
る

点
に

つ
い

て
】

○
国

の
記

録
が

正
し

い
か

ど
う

か
は

、
最

終
的

に
は

本
人

し
か

判
断

で
き

な
い

。
○

ま
た

、
受

給
者

の
生

活
に

大
き

く
影

響
。

○
こ

の
た

め
、

事
実

認
定

を
慎

重
に

行
い

、
記

録
の

誤
り

に
関

し
、

さ
ら

に
確

証
を

得
る

必
要

が
あ

る
。

【
②

訂
正

意
思

が
確

認
さ

れ
な

い
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
】

○
本

人
の

記
録

と
は

確
定

し
て

お
ら

ず
、

「
保

留
」

状
態

と
す

る
も

の
。

加
入

者
・

待
機

者
　

記
録

訂
正

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
お

知
ら

せ
す

る
。

○
加

入
者

に
あ

っ
て

は
、

受
給

権
は

発
生

し
て

い
な

い
。

受
給

者

　
ご

本
人

に
通

知
せ

ず
、

記
録

訂
正

も
行

わ
ず

事
跡

管
理

シ
ス

テ
ム

に
記

録
を

残
す

。
（

突
合

せ
を

希
望

し
て

き
た

受
給

者
に

は
通

知
）

【
本

人
に

通
知

せ
ず

、
記

録
を

残
す

こ
と

に
つ

い
て

】
○

本
人

の
申

出
に

よ
ら

ず
、

国
が

一
方

的
に

行
っ

た
突

合
せ

が
契

機
。

○
増

額
と

な
る

場
合

の
対

応
を

優
先

す
る

必
要

あ
り

。
○

な
お

、
紙

台
帳

も
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
記

録
も

本
人

記
録

と
し

て
国

に
お

い
て

管
理

さ
れ

て
き

た
も

の
。

基
金

記
録

も
含

め
、

い
ず

れ
が

正
し

い
か

は
最

終
的

に
は

本
人

し
か

判
断

で
き

な
い

。
ま

た
、

受
給

者
の

生
活

に
大

き
く

影
響

。
○

実
務

上
、

一
方

的
に

減
額

に
係

る
記

録
確

認
の

通
知

を
送

っ
て

も
混

乱
を

招
き

、
本

人
か

ら
確

認
・

回
答

を
得

る
こ

と
は

困
難

と
考

え
ら

れ
る

。

加
入

者
・

待
機

者
　

ご
本

人
に

通
知

し
、

ご
本

人
か

ら
の

回
答

に
基

づ
き

記
録

訂
正

す
る

。
○

加
入

者
に

あ
っ

て
は

、
受

給
権

は
発

生
し

て
い

な
い

。

受
給

者

　
記

録
訂

正
の

上
ご

本
人

に
お

知
ら

せ
を

送
付

し
、

申
出

に
よ

り
減

額
の

再
裁

定
を

行
っ

た
上

で
過

払
分

（
最

大
過

去
５

年
分

）
の

返
納

を
求

め
る

。
（

申
出

が
な

い
場

合
、

職
権

で
減

額
の

再
裁

定
を

行
う

。
）

　 ○
国

と
基

金
の

双
方

か
ら

代
行

部
分

に
つ

い
て

二
重

給
付

を
受

け
、

過
払

い
状

態
で

あ
る

と
い

う
事

実
は

明
ら

か
。

ま
た

、
あ

る
事

業
所

が
基

金
に

加
入

し
て

い
る

か
ど

う
か

は
客

観
的

に
確

認
で

き
る

事
実

。
○

基
金

加
入

期
間

に
お

い
て

、
代

行
部

分
を

二
重

に
給

付
す

る
こ

と
は

法
律

に
基

づ
か

な
い

誤
っ

た
取

扱
い

で
あ

る
。

○
代

行
部

分
の

減
額

等
を

行
っ

て
も

、
通

常
の

厚
生

年
金

の
1
階

部
分

と
2
階

部
分

（
及

び
3
階

部
分

）
の

給
付

は
確

保
さ

れ
、

低
年

金
等

の
問

題
は

発
生

し
な

い
。

（
注

）
「

受
給

者
便

」
及

び
「

特
別

便
」

に
よ

り
、

過
去

の
全

記
録

に
つ

い
て

記
載

し
た

も
の

を
そ

れ
ぞ

れ
少

な
く

と
も

１
回

ず
つ

本
人

に
送

付
し

、
年

金
記

録
（

事
業

所
名

と
厚

年
・

基
金

加
入

期
間

を
記

載
）

を
確

認
し

て
い

た
だ

い
て

い
る

。

※
事

務
処

理
誤

り
等

に
よ

る
旧

三
共

済
の

二
重

給
付

が
判

明
し

た
場

合
に

も
、

減
額

の
再

裁
定

を
行

っ
て

い
る

。

加
入

者
・

待
機

者
　

記
録

訂
正

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
お

知
ら

せ
す

る
。

○
加

入
者

に
あ

っ
て

は
、

受
給

権
は

発
生

し
て

い
な

い
。

（
注

）
「

定
期

便
」

及
び

「
特

別
便

」
に

よ
り

、
過

去
の

全
記

録
に

つ
い

て
記

載
し

た
も

の
を

そ
れ

ぞ
れ

少
な

く
と

も
１

回
ず

つ
本

人
に

送
付

し
、

年
金

記
録

（
事

業
所

名
と

厚
年

・
基

金
加

入
期

間
を

記
載

）
を

確
認

し
て

い
た

だ
い

て
い

る
。

基
金

突
合

の
二

重
給

付
に

よ
る

過
払

い
事

案
（

事
務

処
理

誤
り

の
一

類
型

）

○
被

保
険

者
記

録
と

厚
生

年
金

基
金

記
録

の
突

合
せ

業
務

実
施

要
綱

（
平

成
2
3
年

1
1
月

９
日

）
（

大
臣

指
示

に
基

づ
き

日
本

年
金

機
構

が
策

定
）

記
録

問
題

に
係

る
減

額
ケ

ー
ス

等
の

取
扱

い

種
類

特
別

便
等

○
年

金
局

事
業

企
画

課
長

・
事

業
管

理
課

長
通

知
（

平
成

2
2
年

3
月

3
0
日

、
年

管
企

発
0
3
3
0
第

3
号

・
年

管
管

発
0
3
3
0
第

1
号

）

紙
台

帳
と

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

記
録

の
突

合
せ

・
基

金
記

録
と

の
突

合
せ

○
年

金
記

録
に

係
る

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

記
録

と
紙

台
帳

等
の

突
合

せ
業

務
実

施
要

領
（

平
成

2
2
年

1
0
月

8
日

）
（

大
臣

指
示

に
基

づ
き

日
本

年
金

機
構

が
策

定
）

○
被

保
険

者
記

録
と

厚
生

年
金

基
金

記
録

の
突

合
せ

業
務

実
施

要
綱

（
平

成
2
3
年

1
1
月

9
日

）
（

大
臣

指
示

に
基

づ
き

日
本

年
金

機
構

が
策

定
）

社
会

保
険

庁
運

営
部

企
画

課
長

・
年

金
保

険
課

長
・

社
会

保
険

業
務

セ
ン

タ
ー

総
務

部
長

通
知

（
平

成
2
0
年

２
月

８
日

庁
文

発
第

0
2
0
8
00

1号
）
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(別紙2)

新たに納付記録が見つかることによって年金額が減額するケース①
(受給権がなくなるケースも含む)

通算対象期間に合算されない被用者年金の.加入記録と国民年金の加入記録の期問が重複
していた場合は、 受給している旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金の年金額
が減額される場合がある。
また、 受給要件期間をギリギリで満たしていた場合には、 これにより 受給要件を満た
さなくなる場合がある。 (裁定取消)

△

S22,10.1

《記録判明前》

‘

S36.10.1

・ニ,・.二X:.式0ウ
.

t直染加勇月北
XO/フヂ4÷

ノ左 一 ーシノ

国民年金(21年)

△

S42.4.1

新たに記録が判明したが、厚生年金の加入
期間力”年未満であるため通算対象期間と
されない

新たに納付記録が見つかることによって年金額が減額するケース②

第四種被保険者期間を含めて受給権を満たしている者に、新たに厚生年金加入期間が判明し
た場合、第四種被保険者期間が取り消されることとなり、判明した厚生年金加入期間の給与額
(標準報酬月額)が低いため、平均標準報酬月額が下がり、年金額が低くなる場合がある。
※ 生年金保険の被保険者期間が20年に満たない者について、20年に達するまで第四種被保険者として加入することが可能。

‘

S425‘1
 

S433.1

《記録判明後》

第四種被保険者期間
30万円
(直前の標準報酬月額

が第四種被保険者の

標準報酬月額 ‘

(加入期聞5年)

国民年金(21年)

国民年金(20年1～11力月)

厚年

:(1～11):

厚年期間
20年到達

旧厚年法通老は支給されない

新たに記録が判明

‘

S57.10.1

厚年

(1－11):

国民年金の記録訂正
→年金額の減額
(保険料は還付)

(加入期聞5年)

《変更後》

《記録判明前》

《記録判明後》

<平均標準報酬月額>

30 ×15 +30
20年
ξ登Ω万巴乞

X5
X 20年 X 給付乗率

U二 ,...平均標準報酬月額が下がった

10万 X5 +30万円X15
20年

‘2旦互巴2

X 20年 X 給付乗率

《変更前》

(加入期間15年)

第四種期間取り消し
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新たに納付記録が見つかることによって年金額が減額するケース③

障害厚生年金は、その人が25年未満の厚生年金の加入である場合でも、25年
加入したとみなして年金額を計 し、年金額をかさ上げする仕組みとなっている。
この場合、計算の基礎となる給与額(標準報酬月額)は実際に給与として支給され
た額を用いるため、記録訂正により、従来より低い額の給与額が支給されていた
期間の記録が見つかった場合は、平均標準報酬月額が下がり、年金額が低くなる。

《例》

《記録判明前》

給与20万円で10年間勤務

《記録判明後》

これに、給与10万円で5年間
勤務した記録が見つかった場合

障害厚生年金の計算

<平均標準報酬月額>

20 XI0
10年

巴乞
、

S2Ω万

新たに納付記録が見つかることによって年金額が減額するケース④

年金額を計算する際には、その人の実際の給与額(標準報酬月額)を計算基礎として用いるこ

とが原則であるが、昭和32年10月以前の給与額は用し,、ないという扱いになっている。これは、

年金額をかさ上げするためにとられた措置である。このために、新たに記録が見つかったことによ
リ、平均標準報酬月額が下がり、年金額が低くなる場合がある。

《仰1》

(昭和2年4月2日生まれ者1一かかる数値を採用)

新たに記録が判明二の給与額は用いない

区二つ

△

S.467

20

<平均標準報酬月額>

XI0 +10
15年

‘J長』Z Σ

X25年X給付乗率

平均標準報酬月額が下がった

△

S.17.10

X5

《記録判明前》

2Ω万田_茎反生
5年

X25年X給付乗率

(加入期間15年)

《記録判明後》

20万

く平均標準報酬月額)

(加入期間5年)
‘

S32,10

<年金額の計算>

(定額部分)1,628円XI.817×20年=709.938円
(給付乗率)

、(報酬比例部分)200,000円X20年X9.86/1,000=473,280円200,000円Cニニニニ  

 1 183 200

0 年金額が
下がった

(定額部分)1,628円XI.817×23年=816.429円
(給付乗率)

132,500円Cニニニ>‘(報酬比例部分)132,500円X23年X9.86/1,000 360,580円

 ‘1 177000

S.35.10

X5

(加入期間3年)

+2万
8年

、、

X3

△

S38.10

△

S517

=
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新たに納付記録が見つかることによって年金額が減額するケース⑤

加給年金が加算されている受給者の配偶者に、新たに厚生年金加入期間が見つかったことにより、配
偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金を受給した場合は、加給年金が支給停止となり、年金額が
低くなる。

ただし、配偶者に新たな加入期間が見つかった場合であっても、配偶者自身が年金を受給していなけ
れぱ、加給年金は支給される。

配偶者が加入期問20年以
上の老齢厚生年金を受給
することにより支給停止《例》

夫(63歳)

妻(61歳)

新たに、録が判明

(加入期間40年)

(加入期間5年) (加入期間15年)

(記録判明により加入期間20年)

新たに納付記録が見つかることによって年金が、 額するケース⑥
(受給権がなくなるケースも含む)

旧国民年金法の5年年金を受給している者に新たに厚生年金の被保険者期間が判明した場合、当該期間が5
年年金の納付期間と重複するときは、国民年金の納付期間は無効となる。
残る厚生年金被保険者期間と5年年金以外の国民年金期間で受給権を満たす場合は、年金額が減額となる。
残る厚生年金被保険者期間や5年年金以外の国民年金期間では受給権を満たさない場合は、年金受給 が

なくなる。
※5年年金・10年年金とは、国民年金の発足当初、5年又は10年の任意加入により、受給権を発生させたもの。

5年年金は、明治39年から明治44年までの生まれの者に対する特例であり 対象は96歳から101歳まで
の者である。
10年年金は、大正5年以前の生まれの者に対する特例であり、対象は91歳以上の者である。

《例》受給権がなくなる

厚生年金
被保険者期問

ノ晦

60歳から
特老厚受給

特老厚

60歳から
特老厚受給

国民年金
被保険者期間

新たな記録判明
1一より受給額増額

特老厚

‘

S39.6 1

年金給付

新たに判明した期間

‘

S50,4.1

納付期間(5年)
‘

S506 1

‘

S50‘6 1

5年年金受給

裁定取消

合
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1

平
成

2
4
年

1
2
月

2
7
日

日
本

年
金

機
構

事
務

処
理
誤

り
総
合
再

発
防

止
策

（
改
定
）

Ⅰ
．
再
発
防
止
策
（
改
定
）
の
策
定

○
日
本
年
金

機
構

設
立
以

降
、
事
務
処

理
誤

り
等
に

つ
い
て
は
、

毎
月

概
要
を

取
り
ま
と
め

て
公

表
し
、

全
国
の
年
金

事
務

所
等
に

周
知
と
注
意

喚
起

を
行

っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
こ
れ
ま
で

、
現

場
職
員

か
ら
の
改
善

提
案

な
ど
も

踏
ま
え
て
平

成
２

２
年
７

月
に
取
り
ま

と
め

た
「
事

務
処
理
誤
り

総
合

再
発
防

止
策
」
に
基

づ
き

、
シ

ス
テ
ム
改

善
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
整
備
及
び
現
場
に
お
け
る
勉
強
会
の
実
施
な
ど
、
各
種
取
組

に
着
実
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

○
ま
た
、
平

成
２

４
年
は

、
組
織
目
標

と
し

て
事
務

処
理
誤
り
等

の
徹

底
し
た

削
減
を
掲
げ

、
危

機
感
と

当
事
者
意
識

を
持

っ
て
、

組
織
全
体
で

事
務

処
理

誤
り
等
の

削
減
・
再
発
防
止
に
徹
底
し
て
取
り
組
む

こ
と
と
し
て
い
る
。

○
し
か
し
な

が
ら

、
依
然

と
し
て
事
務

処
理

誤
り
は

減
少
し
て
お

ら
ず

、
相
当

数
発
生
し
て

い
る

状
況
に

あ
る
こ
と
か

ら
、

平
成
２

２
年
７
月
に

取
り

ま
と

め
た
「
事

務
処

理
誤
り

総
合
再
発
防

止
策

」
に
つ

い
て
、
新
た

な
事

項
も
盛

り
込
み
改
定

し
、

事
務
処

理
誤
り
の
徹

底
し

た
削
減

に
引
き
続
き

取
り

組
む

こ
と
と
す

る
。

○
再
発
防
止

策
の

改
定
に

当
た
り
、
１

０
月

２
２
日

～
１
１
月
７

日
に

ブ
ロ
ッ

ク
本
部
を
通

じ
て

現
場
に

事
務
処
理
誤

り
再

発
防
止

策
の
意
見
募

集
を

行
っ

た
と
こ
ろ

、
事
務
処
理
関
係
、
帳
票
関
係
及
び
シ
ス
テ
ム
改
善
関
係
で

約
１
９
０
件
の
応
募
が
あ
っ
た
。

○
こ
れ
ら
の

応
募
内
容
を
精
査
し
、
優
先
度
や
効
果
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
以
下
の
と
お
り
整

理
し
、

取
組
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
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2

Ⅱ
．
今
後
講
じ
る
予
定
の
再
発
防
止
策
の
内
容

１
．
シ
ス
テ

ム
開
発
を
要
せ
ず
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
正
等
に
よ
り
実
施
可
能
な
施
策

（
１
）
平
成

２
４
年
度
中
に
順
次
実
施

番
号

事
務

処
理

誤
り

の
事

象
対

応
策

１

確
認

・
決

定
誤

り
、

説
明

誤
り

、
記

録
訂

正

誤
り

○
事

例
集
の

作
成

・
頻

発
し
て

い
る

説
明

誤
り

や
事

務
処
理

誤
り
（
訴

訟
事

案
を

含
む
。
）
に
つ

い
て

、
事

例
の

概
要
や

再
発

防
止

の
た

め
の

対
策
、

事
務
処

理
上

の
留

意
点

な
ど

を
取
り

ま
と

め
た

事
例

集
を

作
成
し

、
研

修
教

材

と
し

て
配

付
す

る
。

（
例

：
厚

年
適

用
・

徴
収

関
係

、
国
年

適
用

・
保

険
料

関
係

、
年
金

給
付

関
係

な
ど

）

・
事

務
処

理
誤

り
の

事
例

の
中
に

は
、

基
本

的
な

誤
り

も
含
ま

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
そ
う

し
た

誤
り

を

事
務

処
理

の
実

施
に

際
し

て
注

意
す
べ

き
留

意
事

項
と

し
て

取
り
ま

と
め

、
周

知
徹

底
を

図
る
。

２

○
不

支
給
と

な
る

こ
と

が
明

ら
か

な
場
合

の
取

扱
い

・
審

査
請

求
等

の
不

服
申

立
を
希

望
す

る
場

合
は

、
年

金
請
求

書
を

受
理

し
不

支
給

決
定
を

行
う

取
扱

い

に
つ

い
て

、
年

金
相

談
マ

ニ
ュ

ア
ル
に

明
記

す
る

。

３

○
説

明
誤
り

や
誤

解
へ

の
対

応

・
「

お
客
様

が
説

明
を

受
け

た
内

容
確
認

シ
ー

ト
（

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス
ト

）
」
を

作
成

し
、
お
客

様
の
同

意
の

上
サ

イ
ン

し
て

い
た

だ
く

方
式

に
つ
い

て
、

年
金

相
談

マ
ニ

ュ
ア
ル

に
明

記
す

る
。

・
ま

た
、「

年
金
相

談
事

跡
管

理
シ

ス
テ
ム

」
へ

の
相

談
事

跡
の

入
力
に

つ
い

て
、
統
一

的
な

取
扱
い

を
定

め
る

。

４
書

類
管
理

誤
り

、
未

処
理

・
処

理
遅
延

○
受

付
進
捗

管
理

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
届
書

の
未

処
理

・
処

理
遅

延
の
防

止

・
受

付
進

捗
管

理
シ

ス
テ

ム
に
よ

り
届

書
の

進
捗

状
況

を
適
切

に
管

理
す

る
と

と
も

に
、
未

処
理

や
保

留

中
の

書
類

に
つ

い
て
は

組
織
的

な
管

理
を

徹
底

し
、

未
処
理

・
処

理
遅

延
に

よ
る

ト
ラ
ブ

ル
を

防
止

す

る
。
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５

○
未

処
理
届

書
の

確
認

・
点

検

・
受

付
後

一
定

期
間

未
処

理
と
な

っ
て

い
る

届
書

に
つ

い
て
報

告
が

あ
っ

た
場

合
、

拠
点
長

は
、

報
告

内

容
を

分
析

し
、

対
応

方
針

を
指

示
し
た

上
で

、
ブ

ロ
ッ

ク
本

部
に
報

告
す

る
こ

と
と

す
る

。

６
誤

送
付
・

誤
送

信
、

通
知

書
等

の
作
成

誤
り

○
送

付
物
の

ダ
ブ

ル
チ

ェ
ッ

ク
確

認
後
の

確
認

印
の

押
印

・
送

付
物

の
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク
を

行
う

際
に

、
１

回
目

に
確
認

し
た

者
が

封
筒

に
押

印
し
、

さ
ら

に
２

回

目
に

確
認

し
た

者
も

押
印

す
る

こ
と
に

よ
り

、
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク
の

実
効

性
を

担
保

す
る

。

（
２
）
平
成

２
５
年
度
以
降
順
次
実
施

番
号

事
務

処
理

誤
り

の
事

象
対

応
策

１

確
認

・
決

定
誤

り
、

説
明

誤
り

、
記

録
訂

正

誤
り

○
ヒ

ヤ
リ
・

ハ
ッ

ト
事

例
集

の
作

成

・
日

々
の

事
務

処
理

に
お

い
て
、

事
務

処
理

誤
り

に
は

な
ら
な

か
っ

た
が

ヒ
ヤ

リ
と

し
た
り

、
ハ

ッ
と

し

た
事

例
を

取
り

ま
と

め
た

事
例

集
を
作

成
し

、
研

修
教

材
と

す
る
。

２

○
項

目
点
検

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
の

完
備
（

業
務

処
理

マ
ニ

ュ
ア

ル
）

・
業

務
処

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
記
載

し
て

い
る

す
べ

て
の

届
書
に

つ
い

て
、

項
目

点
検

チ
ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

を

整
備

す
る

。

３
誤

送
付
・

誤
送

信
、

通
知

書
等

の
作
成

誤
り

○
窓

あ
き
封

筒
へ

の
切

替

・
機

構
か

ら
発

出
す

る
文

書
を
総

点
検

し
、

窓
あ

き
封

筒
化
が

可
能

な
も

の
に

つ
い

て
、
計

画
的

に
切

り

替
え

を
進

め
る

。
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２
．
シ
ス
テ

ム
開
発
を
要
す
る
施
策

（
１
）
業
務

改
善
工
程
表
で
管
理
さ
れ
て
い
る
シ
ス
テ

ム
開
発
案
件

【
平
成
２

５
年
度
実
施
予
定
】

番
号

開
発

案
件

名
概

要

１

年
金

見
込

額
試

算
シ

ス
テ

ム
の

改
善

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅱ

－
２

－
８

）

（
平
成

2
5
年

4
月

実
施

予
定
）

○
年

金
見
込

額
試

算
の

精
度

を
高

め
る
た

め
に

、
以

下
の

改
修

を
行
う

。

・
離

婚
分

割
の

本
人

の
３

号
分
割

試
算

に
加

え
、

相
手

の
国
年

３
号

期
間

に
よ

る
疑

似
分
割

試
算

を
で

き

る
よ

う
に

す
る

。

・
試

算
日
を

月
の

１
日

か
ら

末
日

に
変
更

し
、

同
月

得
喪

等
を

見
込
額

に
反

映
す

る
。

・
６

５
歳
到

達
前

１
か

月
以

内
の

退
職
改

定
を

抑
止

す
る

。

・
そ

の
他
基

金
代

行
額

（
参

考
）

の
追
加

等

２

二
以

上
事

業
所

勤
務

被
保

険
者

の
記

録
管

理
、

保
険

料
計

算
の

シ
ス

テ
ム

化

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅰ

－
２

－
３

）

【
工

程
２

】（
平
成

2
5
年

7
月

実
施
予

定
）

【
工

程
３

】（
平
成

2
8
年

10
月

実
施
予

定
）

○
二

以
上
事

業
所

勤
務

被
保

険
者

に
係
る

保
険

料
計

算
（

手
作

業
）
の
事

務
の
効

率
化

と
適

正
化
を

図
る

た
め
、

二
以

上
事

業
所

勤
務

被
保

険
者

の
記
録

管
理

、
保

険
料

計
算

の
シ
ス

テ
ム

化
を

行
う

。

【
工

程
２

】

・
本

部
業

務
支

援
ツ

ー
ル

の
開
発

及
び

当
該

作
成

情
報

の
記
録

管
理

シ
ス

テ
ム

へ
の

取
り
込

み
に

係
る

シ

ス
テ

ム
開

発

【
工

程
３

】

・
記

録
管
理

シ
ス

テ
ム

で
の

完
全

自
動
化

＜
参
考

＞

【
工

程
１

】（
平
成

2
4
年

8
月

実
施
済

）
【

工
程

１
】

・
九

州
ブ
ロ

ッ
ク

本
部

業
務

支
援

ツ
ー
ル

の
全

国
展

開

３

磁
気

媒
体

届
書

作
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

機
能

改

善

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅰ

－
４

－
２

）

○
利

用
者

（
全

国
社
会

保
険

労
務

士
会

連
合

会
等
）

の
ご

意
見

・
ご

要
望

を
踏
ま

え
て

、
磁

気
媒

体
届

書
作
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

機
能

改
善

を
図

る
。

○
ま

た
、

電
子

媒
体
届

書
に

係
る

業
務

プ
ロ

セ
ス
改

善
や

申
請

・
相

談
等

の
電
子

化
・

情
報

化
Ｐ

Ｔ
の

審
議
状
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（
平
成

2
5
年

1
0
月

実
施

予
定

）
況

等
を
踏

ま
え

、
磁

気
媒

体
届

書
作
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

つ
い

て
、
以

下
の

よ
う

な
改

善
に

取
り
組

む
。

・
届

書
作
成

段
階

で
、
「
添

付
文
書

が
必
要

」
等

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

の
発
出

・
正

し
い
届

書
作

成
の

た
め

の
入

力
項
目

の
必

須
入

力

・
申

請
者
の

使
い

勝
手

を
考

慮
し

た
プ
ロ

グ
ラ

ム
画

面
内

の
案

内
表
示

４

事
業

所
か

ら
提

出
さ

れ
る

届
書

に
関

し
、

電

子
化

対
象

届
書

の
拡

大

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅰ

－
４

－
３

）

（
平
成

2
5
年

1
0
月

実
施

予
定

）

○
「

国
民

年
金

第
３
号

被
保

険
者

関
係

届
」
（

年
間
約

５
０

５
万

件
）

及
び

「
被
扶

養
者

（
異

動
）

届
」
（

年
間

約
２

９
０

万
件

）
に

つ
い

て
、

電
子

媒
体

で
の
届

出
を

可
能

と
す

る
（

電
子
申

請
時

に
Ｃ

Ｓ
Ｖ

フ
ァ

イ
ル
で

の
提

出
が

可
能

と
な

る
。
）
。

５

雇
用

保
険

の
給

付
（

基
本

手
当

及
び

高
年

齢

雇
用

継
続

給
付

）
と

年
金

と
の

自
動
調

整

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅱ

－
５

－
７

）

（
平
成

2
5
年

1
0
月

実
施

予
定

）

○
特

別
支

給
の

老
齢
厚

生
年

金
（

退
職

共
済

年
金
）

の
受

給
権

者
が

、
雇

用
保
険

の
求

職
申

込
を

行
っ

た
と
き

や
高

年
齢

雇
用

継
続

給
付

等
を

受
け
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

場
合
に

つ
い

て
は
、
年
金

が
支

給
停
止

に
な
る
。

○
現

行
、

雇
用

保
険
情

報
を

基
に

支
払

い
を

保
留
し

、
受

給
権

者
か

ら
「

老
齢
厚

生
・

退
職

共
済

年
金

支
給
停

止
事

由
該

当
届

」
の

提
出

を
求

め
て

い
る

が
、
厚

生
年

金
保

険
法

施
行

規
則
の

改
正

を
行

い
、

届
書

の
提
出

を
不

要
と

し
、

そ
の

タ
イ

ミ
ン

グ
で
自

動
的

に
支

給
停

止
処

理
を
行

う
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る
。

６

遡
及

記
録

（
算

定
、

月
変

、
賞

与
）

の
補

正

処
理

の
改

善

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅱ

－
６

－
５

）

（
平
成

2
5
年

度
実

施
予

定
）

○
算

定
基

礎
届

、
月
額

変
更

届
及

び
賞

与
支

払
届
の

記
録

補
正

を
遡

及
し

て
行
う

場
合

に
、

直
近

資
格

記
録
の

取
消

処
理

を
行

わ
ず

、
記

録
の

追
加
、

訂
正

、
削

除
を

可
能

と
す
る

。

７

各
種

通
知

書
に

印
字

す
る

ペ
ー

ジ
番

号
の

事

業
所

単
位

化

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅰ

－
２

－
１

０
）

（
平
成

2
5
年

度
実

施
予

定
）

○
事

業
主

あ
て

に
送
付

す
る

各
種

通
知

書
に

つ
い
て

、
封

入
封

緘
作

業
時

の
確
認

作
業

を
容

易
に

し
、

誤
送
付

を
防

止
す

る
た

め
、

事
業

所
単

位
に
ペ

ー
ジ

番
号

と
総

ペ
ー

ジ
数
を

印
字

す
る

。

８

各
種

請
求

書
等

の
バ

ー
コ

ー
ド

管
理
化

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅰ

－
２

－
７

）

（
平
成

2
5
年

度
以

降
シ

ス
テ
ム

開
発
予

定
）

○
機

構
か
ら

送
付

す
る

各
種

請
求

書
（

タ
ー

ン
ア
ラ

ウ
ン

ド
な

ど
）、

磁
気

媒
体

届
書

作
成
プ

ロ
グ
ラ

ム
等

に
よ

り
作

成
す

る
届

書
等

に
つ

い
て

、
バ
ー

コ
ー

ド
を

活
用

し
た

事
務
処

理
を

検
討

す
る

。
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【
平
成
２

６
年
度
実
施
予
定
】

番
号

開
発

案
件

名
概

要

１

申
請

・
相

談
等

の
情

報
化

・
電

子
化

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅰ

－
４

－
６

）

（
平
成

2
6
年

4
月

実
施

予
定
（

シ
ス
テ

ム
開

発
経

費
に

つ
い

て
平

成
25

年
度

予
算

要

求
）
）

○
お

客
様
の

記
載

漏
れ

や
記

載
誤

り
を
防

止
す

る
と

と
も

に
、

事
務
処

理
の

効
率

化
を

図
る

た
め
、

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

に
お

け
る

取
組

み
の

一
環

と
し

て
、
機

構
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

ね
ん
き

ん
ネ

ッ
ト

を
活

用
し

た
届
書

作
成

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

構
築

す
る

た
め

の
検
討

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
。
タ
ー

ン
ア
ラ

ウ
ン

ド
に

つ
い
て

は
、「

ね
ん

き
ん

ネ
ッ

ト
」

を
活

用
し

て
『

未
支
給

年
金

請
求

書
』

等
へ

の
展
開

を
検

討
中

。

○
届

書
作
成

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

つ
い
て

、
次

の
と

お
り

検
討

・
準
備

中
。

・
個

人
向
け

「
ね

ん
き

ん
ネ

ッ
ト

」
で

の
基

本
情
報
（
基

礎
年

金
番

号
・
氏

名
・
住

所
等

）
印

字
＋

作
成
支

援
（
1
3

届
）

・
事

業
主
向

け

機
構

Ｈ
Ｐ

で
の

作
成

支
援

（
10

届
）、

Ｑ
Ｒ

コ
ー

ド
化

＋
作
成

支
援
（

7
届

）

２

加
給

年
金

停
止

処
理

の
改

善

★
業

務
改
善

工
程

表
Ⅱ

－
５

－
８

）

（
平
成

2
6
年

4
月

実
施

予
定
）

○
現

行
、

退
職

改
定
で

老
齢

満
了

す
る

場
合

、
そ
の

配
偶

者
に

加
給

金
が

加
算
さ

れ
て

い
て

も
、

加
給

金
停
止

等
さ

れ
ず

、
警

告
リ

ス
ト

も
出

力
さ

れ
て

い
な
い

。
ま

た
、

加
給

保
留

が
あ
る

も
の

に
つ

い
て

、
加

給
保
留

が
解

除
さ

れ
て

も
加

給
金

の
処

理
が

さ
れ

ず
、
警

告
リ

ス
ト

も
出

力
さ

れ
て
い

な
い

。
老

齢
満

了
す

る
退
職

改
定

及
び

加
給

保
留

解
除

を
契

機
と

す
る

こ
と
に

よ
り

、
配

偶
者

に
対

し
て
の

加
給

金
処

理
を

機
械

作
成
す

る
た

め
の

対
応

を
行

う
。
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（
２
）
平
成

２
５
年
度
以
降
の
シ
ス
テ
ム
開
発
案
件
と
し
て
検
討

シ
ス

テ
ム
改
善
関
係
に
つ
い
て
は
、
予
算
上
の
制
約
等
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
内
容
及
び
作
業
工
程
を
整
理
の
上
、
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お

、
現
時
点
で
、
優
先
度
や
効

果
の
観
点
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
改
善
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
主
な
提
案
は
、
次
の
と
お
り
。

【
確
認
・

決
定
誤
り
】

○
合
算

対
象
期
間
及
び
共
済
組
合
員
期
間
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
登
録

○
任
意

加
入
申
込
者
の
加
入
可
能
月
数
の
自
動
計
算

【
入
力
誤

り
】

○
喪
失

被
保
険
者
フ
ァ
イ
ル
に
お
け
る
遡
及
記
録
（
算
定
、
月
変
）
の
補
正
処
理
の
改
善

【
通
知
書

等
の
作
成
誤
り
】

○
国
民

年
金
保
険
料
納
付
書
の
再
作
成
時
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
付
加
申
出
者
で
あ
る
旨
）

出
力

○
国
民

年
金
資
格
取
得
届
等
入
力
時
に
納
付
書
作
成
抑
止
を
行
っ
た
被
保
険
者
リ
ス
ト
の
出

力

【
誤
送
付

・
誤
送
信
】

○
算
定

基
礎
届
関
係
業
務
の
シ
ス
テ
ム
化

【
説
明
誤

り
】

○
年
金

見
込
額
試
算
シ
ス
テ
ム
の
改
善

○
障
害

基
礎
・
厚
生
年
金
の
納
付
要
件
の
自
動
判
定

【
在
老
の

過
払
い
防
止
】

○
７
０

歳
以
上
被
用
者
該
当
（
不
該
当
）
届
未
提
出
者
リ
ス
ト
の
配
信

○
７
０

歳
以
上
被
用
者
一
覧
表
へ
の
賞
与
支
払
月
の
表
示
及
び
事
業
所
宛
名
シ
ー
ル
の
配
信
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Ⅲ
．
事
務
処
理
誤
り
等
の
再
発
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
基
盤
整
備
等

１
．
マ
ニ
ュ

ア
ル
整
備
等
の
取
組

（
１
）
指
示

・
依
頼
文
書
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
へ
の
取
り
込
み
（
★
業
務
改
善
工
程
表
Ⅰ
－
１
－
３
）

マ
ニ

ュ
ア
ル
に
反
映
す
べ
き
指
示
・
依
頼
文
書
の
取
り
込
み
を
迅
速
に
行
う
。

（
２
）
疑
義

照
会
回
答
の
迅
速
化
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載

（
★
業
務
改
善
工
程
表
Ⅰ
－
１
－
５
）

疑
義
照
会
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
適
正
に
進
捗
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
回
答
の
迅
速
化
を
図
る
。
ま
た
、
疑
義
照
会
回
答
の
う
ち
広
く
周
知
す
べ

き
も
の
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

（
３
）
過
去

の
通
知
・
疑
義
照
会
等
を
容
易
に
検
索
で
き
る
仕
組
み
の
構
築
（

★
業
務
改
善
工
程
表
Ⅰ
－
１
－
６
）

業
務
処
理
時
の
不
明
点
の
確
認
時
間
の
短
縮
を
可
能
と
し
、
事
務
処
理
誤
り
の
防
止
及
び
事
務
の
効
率
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
機
構
Ｌ
Ａ
Ｎ
を
活
用
し

マ
ニ
ュ
ア
ル
と
過
去
の
通
知
・
疑
義
照
会
等
を
容
易
に
検
索
で
き
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
次

の
作
業
を
進
め
る
。

①
掲

示
板
へ
の
通
知
の
掲
載
、
一
覧
表
の
作
成
、
通
知
と
一
覧
表
の
リ
ン
ク

②
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
疑
義
照
会
回
答
や
通
知
と
の
リ
ン
ク
の
拡
大

（
４
）
業
務

支
援
ツ
ー
ル
の
調
査
、
活
用
（

★
業
務
改
善
工
程
表
Ⅰ
－
１
－
１
０
）

現
場
で

実
際
に

使
用

さ
れ

て
い
る

業
務
支

援
ツ

ー
ル

の
調
査

を
行
い

、
業

務
の

効
率
化

や
事
務

処
理

誤
り

の
再
発

防
止
等

に
有

効
な

も
の
に

つ
い
て
、

全
国
展
開
を
図
る
。

２
．
研
修
等

の
実
施

（
１
）
マ
ニ

ュ
ア
ル
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
研
修
の
実
施

（
★
業
務
改
善
工
程
表
Ⅰ
－
１
－
４
）

①
本
部
に
お
い
て
各
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
の
相
談
・
給
付
支
援
部
及
び
適
用
・
徴
収
支
援
部
（
業
務
支
援
部
）
の
グ
ル
ー
プ
長
（
マ
ニ

ュ
ア
ル
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー

）
を
対
象
と
し
た
研
修
を

実
施
す
る
。
な
お
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
本
部
に
お
い
て
は
、
伝
達
研
修
を
実
施
す
る
。

②
本
部
に
お
い
て
代
表
事
務
所
の
課
室
長
及
び
事
務
セ
ン
タ
ー
の
グ
ル
ー
プ
長
（
ア
シ
ス
タ
ン
ト
マ
ニ
ュ
ア
ル
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

）
を
対
象
と
し
た

研
修
を
実
施
す
る
。
な
お
、
各
県
の
状
況
に
応
じ
て
、
伝
達
研
修
を
実
施
す
る
。
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（
２
）
相
談

研
修
講
師
養
成
研
修

本
部

に
お
い
て
年
金
相
談
担
当
職
員
（
実
務
経
験

１
０
年
以
上
）
を
対
象
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
。

（
３
）
年
金

給
付
事
務
研
修

本
部

に
お
い
て
事
務
セ
ン
タ
ー
の
年
金
給
付
グ
ル
ー
プ
の
職
員

等
を
対
象
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
。

（
４
）
通
信

研
修
（
基
礎
課
程
、
応
用
課
程
）

職
場

又
は
自
宅
の
Ｐ
Ｃ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
活
用
し
た
ｅ
－
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ

り
研
修
を
実
施
す
る
。

（
５
）
年
金

相
談
員
の
研
修
や
ス
キ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施

年
金

相
談
を
担
当
し
て
い
る
正
規
職
員
、
准
職
員
及
び
特
定
業
務
契
約
職
員
の
相
談
ス
キ

ル
向
上
の
た
め
、
定
期
的
に
ス
キ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。

（
６
）
内
部

資
格
制
度
の
実
施
（
年
金
実
務
２
級
、
年
金
実
務
１
級
）

正
規

職
員
の
う
ち
受
験
希
望
者
を
対
象
と
し
、
業
務
関
連
知
識
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、

内
部
資
格
認
定
試
験
を
実
施
す
る
。

３
．
事
務
所

、
事
務
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

勉
強
会
等
の
取
組

（
１
）
事
務

処
理
誤
り
防
止
に
向
け
た
意
識
の
醸
成

事
務
処

理
誤
り

防
止

に
向

け
た
職

場
内
の

意
識

の
醸

成
を
図

る
観
点

か
ら

、
各

拠
点
に

お
い
て

自
主

的
な

取
組
を

実
施
す

る
。
（
拠

点
内
の

掲
示
板
等

に
事
務
処
理
誤
り
ゼ
ロ
の
継
続
し
た
日
数
を
掲
示
す
る
、
な
ど
）

（
２
）
職
場

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
朝
礼
等
）
の
活
用

職
場

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
朝
礼
等
）
を
活
用
し
て
、
指
示
依
頼
文
書
や
疑
義
照
会
回
答
（
自

所
分
）
を
周
知
徹
底
す
る
。

（
３
）
マ
ニ

ュ
ア
ル
加
除
及
び
事
務
処
理
誤
り
公
表
時
な
ど
に
お
け
る
勉
強
会
の
実
施
（
月
次
：

月
初
）

マ
ニ
ュ

ア
ル
加

除
時

、
疑

義
照
会

の
回
答

時
（

他
所

分
）
、

事
務
処

理
誤

り
月

次
公
表

時
、
担

当
者

の
交

代
時
な

ど
を
契

機
に

、
過

去
の
事

務
処
理
誤

り
事
例

な
ど
に

つ
い
て

の
勉
強
会

を
実
施

す
る
。
（

勉
強
会

の
教
材

と
し
て

、
①
説
明

誤
り
事

例
集
の

作
成
や
②

重
要
な

指
示
依

頼
文
書
を

集
約
掲

載
し

た
「
年
金
機
構
業
務
つ
う
し
ん
」
の
定
期
的
発
行
を
行
う
。
）

ま
た
、
自
己
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
た
定
期
的
な
自
主
点
検
を
実
施
す
る
。
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（
４
）
月
間

予
定
表
に
よ
る
業
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
周
知
徹
底

各
拠
点
に
お
い
て
、
事
務
処
理
計
画
書
や
機
構
Ｌ
Ａ
Ｎ
掲
載
の
業
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
踏
ま
え
た
月
間
予
定
表
を
作
成
し
、
職
場
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な

ど
に
お
い
て
、
各
職
員
へ
の
周
知
徹
底
を
図
る
。

（
５
）
事
務

セ
ン
タ
ー
及
び
年
金
事
務
所
の
相
互
実
践
研
修
の
実
施

各
拠

点
に
お
い
て
実
務
経
験
の
浅
い
職
員
を
対
象
と
し
た
相
互
実
践
研
修
を
実
施
す
る
。

（
６
）
人
事

異
動
前
の
書
類
整
理
月
間
の
設
定

人
事
異
動

に
よ
り
業
務
引
継
を
行

う
機
会
が
多
い
９
月
及
び
３
月
を
書
類
整
理
月
間
と
し

、「
き
れ
い
化
」
及
び
「
見
え
る
化
」
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、

長
期
間

未
処
理
と
な
っ
て
い
る
届
書
等
が
な
い
か
等
の
確
認
・
整
理
を
行
う
。

Ⅳ
．
そ
の
他

１
．
監
査
等

で
の
取
組

事
務
処
理
誤
り
に
係
る
判
明
後
の
報
告
状
況
や
再
発
防
止
策
等
の
実
施
状
況
に
関
し
、
よ
り
適

切
で
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
年
金
事
務
所
等
の
現
状
と
問

題
点
を
把
握
す
る
た
め
、
監
査
項
目
や
監
査
方
法
を
継
続
的
に
改
善
す
る
。

２
．
リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
調
査
の
実
施
と
業
務
へ
の
反
映
（
★
業
務
改
善
工
程
表
Ⅰ
－
２
－
５

）

業
務
運
営
に
お
け
る
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
に
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
調
査
を
継
続
的
に
実
施
し
、
前
年
度
調
査
結
果
の
検
証
や
リ
ス
ク
の
分
析
、
評
価

を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
行
う
。
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Press Release

報道関係者 各位

事務センターにおける事務処理遅延・書類紛失等について

兵庫事務センターにおいて、遺族年金請求書及び未支給年金請求書等の事務処理遅延が

判明し、調査をした結果書類の紛失等があることも判明しました。

現時点における、本件の概要は下記のとおりです。

順次、お客様に、お詫びと事情説明を行い、必要な年金支払を行っております。

記

１．事務処理遅延等の概要と件数

件 数
うち事務処理の完了した件数

（８月８日現在）

事務処理遅延 １８０件 １７２件

書類紛失 ５７件 ５２件

添付書類確認漏れ １３件 ９件

合 計 ２５０件 ２３３件

＜事務処理遅延事案＞

請求書等を機構本部に進達したものの書類不備等で返戻され、請求者に連絡したが連

絡が取れず、そのまま放置されていたもの。

平成２５年８月９日

（照会先）

品質管理部長 竹村 英機

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

リスク・コンプライアンス部

（電話直通 ０３－５３４４－１１１２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）

1
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＜書類紛失事案＞

平成２４年１２月２８日受付以前分の処理済みの遺族年金請求書及び未支給年金請求

書と受付簿との照合調査を行ったところ、お客様から提出された届書が紛失していたもの

のほか、機構本部から返戻された届書が紛失していたもの。

＜添付書類確認漏れ事案＞

裁定済みの遺族年金について、請求時に必要な戸籍謄本、住民票等の添付書類が漏

れていたもの。

＜発生時期＞

平成２２年１月～平成２４年８月

２．判明の経緯

平成２５年１月１８日に「日本年金機構へのご意見・ご要望メール」あてに兵庫事務センターで

事務処理遅延がある旨の通報があり、本部から兵庫事務センターに事実確認を指示しました。

平成２５年２月４日に本部に事務処理遅延に係る事件・事故・事務処理誤り報告があり、平成

２５年２月１３日から１５日にかけて近畿ブロック本部職員による兵庫事務センターの受付簿と請

求書の突合確認と事務センター内の捜索を実施し、届書の処理遅延のほかに書類紛失の疑い

が判明しました。

兵庫事務センター職員により３月７日から１５日にかけて、ほかに未処理及び紛失した届書が

ないか受付簿と請求書の突合確認と事務センター内の捜索等を実施し、３月２６日に近畿ブロッ

ク本部職員による兵庫事務センター内の一斉捜索を行い、事務処理遅延、書類紛失及び添付

書類の確認漏れの調査を進め、ほぼ６月で件数を確定しました。

なお、判明したものについては３月から順次個別に対応し年金のお支払い等の処理を進めて

おります。

３．事案に対する事務処理の状況

書類の紛失、事務処理遅延等となっていたお客様について、お詫びのうえ説明を行い、２３３

件については事務処理が終了し、お客様に書類の提出をお願いしているもの等が１６件、引き

続きお客様に説明等が必要なものが１件という状況です。

事務処理が完了していない１７件について引き続き対応を行い、早期に事務処理が完了する

よう努めて参ります。

2
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事務処理が完了していないものの内訳

＜事務処理遅延事案＞

お客様に書類の提出をお願いしているもの ３件

対応方法について機構本部に協議しているもの ２件

共済組合からの情報提供待ちのもの ２件

請求書の提出の了解が得られていないもの １件

＜書類紛失事案＞

お客様に書類の提出をお願いしているもの ４件

未支給年金請求者が死亡されているもの １件

＜添付書類確認漏れ事案＞

お客様に書類の提出をお願いしているもの １件

対応方法について機構本部に協議しているもの ３件

４.本事案を受けての対応

（１）事務処理が完了していないものについて、早急に事務処理を進めています。

（２）再発防止策として

・ 平成２５年５月に他に処理放置となっている書類がないか、すべての年金事務所、

事務センターに、総点検を指示。毎年３月と９月を書類整理月間として未処理届書

の確認・点検を実施します。

・ 受付進捗管理システムにより、受付・保管の状況の管理を確実に行います。

（注）受付進捗管理システムは、バーコードを活用して届書等の受付・進捗管理を行い、事務

処理漏れ・遅延防止のために平成２４年１０月に導入したもの。

・ 管理者による事務処理の進捗状況の把握を更に徹底し、事務処理遅延の再発防止

に努めます。

・ 未処理、処理済みの書類は、保管庫により確実に管理します。

・ 今後の内部監査において、処理放置となっている届書がないかを重点項目として

監査します。

（３）今後、事実関係を確認の上、関係者に対して厳正な処分を行うこととします。

＊今回の事案とは別に、兵庫事務センターにおいて加入記録照会資料の紛失（２７件）

が平成２３年に判明しています。これについては平成２４年３月にホームページで公

表済みです。
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Press Release

報道関係者 各位

年金事務所等における事務処理遅延に係る

総点検結果について

日本年金機構では、事務処理遅延や書類の紛失が未だ発生していることから、本年５月に

指示し８月末を報告期限として、すべての年金事務所及び事務センターにおいて未処理届出

書の総点検を実施いたしました。

その結果は下記のとおりです。

順次、お客様に、お詫びと事情説明を行い、必要な事務処理を行うとともに、再発防止に努め

てまいります。

記

１．事務処理遅延の概要と件数

（１）年金事務所、事務センターの状況

拠点 拠点数 件数
うち、お客様対応済み

件数（９月２４日現在）

年金事務所 ２９拠点 １，０３２件 １，０３２件
事務センター １１拠点 １１９件 １１９件

計 ４０拠点 １，１５１件 １，１５１件

①１００件以上の判明があった年金事務所

拠 点 名 件 数
うち、お客様対応済み
件数（９月２４日現在）

函館年金事務所 ２４４件 ２４４件
室蘭年金事務所 ２０６件 ２０６件
日立年金事務所 １２１件 １２１件
木更津年金事務所 １０６件 １０６件

計 ６７７件 ６７７件

平成２５年９月２６日

（照会先）

品質管理部長 竹村 英機

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

リスク・コンプライアンス部

（電話直通 ０３－５３４４－１１１２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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②上記以外の年金事務所等

拠 点 拠点名 件 数
うち、お客様対応済み
件数（９月２４日現在）

年金事務所 岐阜南 ９３件 ９３件

市岡 ４６件 ４６件

八幡 ４３件 ４３件

桜井 ３５件 ３５件

鶴見 ３３件 ３３件

新潟東 １７件 １７件

堺西 １３件 １３件

山口 １１件 １１件
札幌東、稚内、八戸、飯田、
船橋、松戸、世田谷、高岡、
美濃加茂、一宮、松阪、
伊勢、貝塚、岡山東、阿波半
田、高知西、諫早

１～１０件
（計６４件）

６４件

事務センター
（記録突合セ
ンターを含む）

栃木 ６０件 ６０件

茨城 ２３件 ２３件

さいたま １８件 １８件
北海道、福井、長野、静岡、
岡山、福岡、長崎、宮崎

１～１０件
（計１８件）

１８件

計 ４７４件 ４７４件

（２）事務処理遅延の内容

事 象 件数 うち、お客様対応済み

件数（９月２４日現在）

再裁定の本部への進達処理 ４６８件 ４６８件
各種便の回答等の処理 ２０１件 ２０１件
年金関係請求書、諸変更届等の処理 １４９件 １４９件
加入記録の訂正に伴う処理 １００件 １００件
国民年金免除等申請書の処理 ８０件 ８０件
賞与支払届の処理 ６２件 ６２件
その他 ９１件 ９１件

計 １，１５１件 １，１５１件

〔備考１〕 受付進捗管理システム（平成２４年１０月導入対象のもの） ３６７件

①受付進捗管理システムに未入力であったもの

事務所等 事 象 件数
木更津 加入記録の訂正に伴う処理 ８２件
桜井 支払機関変更届の処理 ３５件
八幡 年金関係請求書、諸変更届等 ２３件
一宮、高岡、北海道
事務センター

後納保険料申込書の処理等 ４件

計 １４４件

（注）受付進捗管理システムは、バーコードを活用して届書等の受付・進捗管理を行い、事務処理

漏れ・遅延防止のために平成２４年１０月に導入したもの。
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②受付進捗管理システム入力後の進捗管理が不十分であったもの

事務所等 事 象 件数
函館 再裁定の本部への進達処理 ８９件
栃木事務センター 賞与支払届の処理 ６０件
市岡 国民年金免除等申請書の処理 ３６件
北海道センター、松
阪、日立、室蘭、山
口、新潟東、岡山東、
船橋、松戸、世田谷、
阿波半田、福岡セン
ター、長崎センター、
宮崎センター

再裁定の本部への進達処理
各種便の回答等の処理
年金関係請求書、諸変更届等の処理
国民年金免除等申請書の処理
賞与支払届の処理

３８件

計 ２２３件

〔備考２〕 紛失が判明した事案

事務所等 紛失した届書等 件数 判明契機
さいたま記録突合セ
ンター

記録訂正回答書
１８件

突合センターの閉鎖
に伴う点検による

福岡事務センター
賞与支払訂正届

１件
お客様からの連絡に
よる

２．対応状況

事務処理遅延となっていた１，１５１件のすべてについてお客様にお詫びのうえ説明を行い、

お客様対応が終了しました。そのうち１，０１７件については事務処理も終了しました。

なお、事務処理が終了していない１３４件については引き続き対応を行い、早期に事務処理

が終了するよう努めて参ります。

事務処理が終了していないものの内訳

お客様に書類の提出をお願いしているもの １２９件
医療機関に初診日等を照会中のもの ３件
共済組合等から情報提供待ちのもの ２件

計 １３４件

３．事務処理遅延の原因等

① 管理体制の不備

届書の処理に係る管理職員の確認が十分でなかった。

② 届書管理の不徹底

不備な届書の返戻の取扱いが徹底されていなかった。

③ 受付進捗管理システムの運用上の不備

受付（返戻）した届書の受付進捗管理システムへの登録が漏れていた。
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４．再発防止策等

（１）業務処理マニュアルに基づく事務処理を徹底します。

・受付（内部返戻）した届書については、確実に受付進捗管理システムへ登録す

ることを徹底。

・受付日から一定期間経過しても処理されていない届書について、毎週１回、管

理職員による確認を徹底。

（２） 業務処理マニュアルの見直しを行い、運用ルールを明確にして、事務処理を徹

底します。

・受付進捗管理システムへ登録作業する担当者を明確化。

・書類不備等による届書の返戻基準を明確化し、処理保留を長期化しないこと。

（３） 受付進捗管理システムの改善を行い、機能強化を図るとともに、職員の作業の

効率化を図ります。

（平成26年 4月稼働予定）

・本部へ進達した年金請求書等の進捗状況については、機構全体の進捗が管理で

きるよう受付進捗管理システムから処理状況を確認できる機能を追加。

・基礎年金番号を入力することで社会保険オンラインシステムで管理している氏

名、生年月日、住所が自動収録される機能を追加。

（平成26年度開発予定）

・受付後３０日を経過した届書について、システムのお知らせ画面に件数を表示

する。（現行仕様は９０日）

・進捗管理画面の未完結届書件数の表示部からリンクして、現在の未完結届書を

直接表示するなど検索工程の短縮。

（４） 管理職員による未処理届書の定期的な確認及び受付進捗管理システムの運用が

適正に行われているかどうかの確認については、監査（自治監査及び本部監査）

の重点項目としてチェックします。

なお、すべての拠点を対象に、未処理届書の確認についての無予告監査を本年

６月から実施しています。
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・
全
件
の
点
検
を
実
施

 

〈
支
給
分
〉

 

 
・
１
９
年
～
２
４
年
の
各
年
の
３
月
分
（
１
０
、
１
１
、
１
２
月
）
に
つ

い
て
、
点
検
を
実
施

 

 
（
注
）
各
年
の
１
１
月
分
は
、
調
査
委
員
会
報
告
の
時
点
で
点
検
実
施
済
み

 

   
 
調
査
委
員
会
報
告
に
お
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、

具
体
的
に
不
統
一
が
生
じ
得
る
類
型
等
を
特
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

 

  

○
通
常
の
業
務
処
理
を
行
う
中
で
、
不
統
一
ケ
ー
ス
等
が
な
い
か
ど
う
か
確
認

を
行
う
。

 

○
「
偽
名
ケ
ー
ス
」
（
注
１
）
及
び
「
問
題
提
起
関
連
３
ケ
ー
ス
」
（
注
２
）
に

つ
い
て
、
１
２
月
ま
で
に
点
検
を
行
う
。

 

 
（
注
１
）
氏
名
や
生
年
月
日
に
つ
い
て
虚
偽
の
届
出
を
行
っ
て
い
た
者
に
つ

い
て
記
録
訂
正
が
あ
る
ケ
ー
ス
（
点
検
自
体
は
上
記
６
ケ
ー
ス
の
検

証
に
併
せ
て
実
施
）
 

 
（
注
２
）
職
員
の
問
題
提
起
に
関
連
し
た
１
０
ケ
ー
ス
以
外
の
３
ケ
ー
ス

 

（
増
額
・
減
額
等
に
伴
う
差
引
調
整
に
係
る
ケ
ー
ス
）
 

○
２
２
年
１
０
月
か
ら
１
２
月
ま
で
の
処
理
分
全
件
（
１
９
万
件
）
に
つ
い
て
、

２
６
年
３
月
ま
で
に
点
検
を
行
う
。
 

 

 

６
ケ
ー
ス
 

 １
０
ケ
ー
ス
以
外
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 （
２
）
検
証
状
況

 

○
上
記
不
統
一
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
点
検
作
業
は
完
了
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
不
統
一
ケ
ー
ス
は
判
明
し
て
い
な
い
。

 

（
８

月
末

現
在

）

一
次

チ
ェ

ッ
ク

二
次

ﾁ
ｪｯ

ｸ

不
支

給
分

全
件

4
千

件
（
※

）
1
0
0
.0

%
8
6
.9

%

支
給

分
各

年
1
0
月

～
1
2
月

処
理

分
3
4
千

件
（
※

）
8
4
.4

%
1
7
.7

%

点
検

対
象

６ ケ ー ス

１
０

ケ
ー

ス
以

外

進
捗

状
況

○
通

常
の

業
務

処
理

の
中

で
、

不
統

一
が

生
じ

得
る

ケ
ー

ス
が

な
い

か
確

認
を

行
っ

て
い

る
が

、
８

月
末

時
点

で
不

  
 統

一
ケ

ー
ス

は
判

明
し

て
い

な
い

。

○
問

題
提

起
関

連
３

ケ
ー

ス
（
該

当
件

数
5
千

件
）

  
  

・
８

月
末

時
点

で
不

統
一

ケ
ー

ス
は

判
明

し
て

い
な

い
。

○
偽

名
ケ

ー
ス

  
  
・偽

名
ケ

ー
ス

に
つ

い
て

点
検

し
た

結
果

、
２

件
該

当
ケ

ー
ス

が
あ

っ
た

。
  

  
　

い
ず

れ
も

当
初

、
不

支
給

の
決

定
を

し
て

い
た

が
、

そ
の

後
処

分
変

更
に

よ
り

、
支

給
決

定
し

て
い

る
。

６
ケ

ー
ス

該
当

件
数

※
６

ケ
ー

ス
該

当
件

数
は

、
点

検
の

中
で

ケ
ー

ス
該

当
件

数
の

絞
込

み
も

併
せ

て
行

わ
れ

る
た

め
、

点
検

の
進

捗
に

応
じ

て
件

数
は

変
動

す
る

。
 

 

（
参
考
）
時
効
特
例
給
付
処
理
に
お
け
る
機
械
処
理
に
つ
い
て

 

・
時
効
特
例
給
付
に
つ
い
て
は
、
約
５
割
を
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
機
械
処
理
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
シ
ス
テ
ム
は
「
時
効
消
滅
額
の
算
出
」

及
び
「
時
効
消
滅
額
の
支
払
（
支
払
額
が
確
定
し
た
者
に
対
し
シ
ス
テ
ム
上
の
支
払
処
理
を
実
施
）」

を
行
う
も
の
で
あ
り
、「

時
効
消
滅
額
の
算
出
」

に
お
い
て
、
併
給
関
係
の
他
年
金
が
あ
る
ケ
ー
ス
な
ど
計
算
が
複
雑
な
も
の
は
、
す
べ
て
エ
ラ
ー
と
な
り
、
そ
の
後
の
処
理
は
手
作
業
で
行
う
仕
様

と
な
っ
て
い
る
。
 

・
当
該
シ
ス
テ
ム
の
内
容
は
、
上
記
の
と
お
り
で
あ
り
、
事
務
処
理
の
不
統
一
等
は
生
じ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
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  Ⅱ
 
再
発
防
止
の
取
組
 

  
○
業
務
処
理
の
統
一
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
再
発
防
止
の
取
組
を
以
下
の
と
お
り
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

 

（
１
）
処
理
基
準
の
整
備
・
明
確
化

 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

①
 
 
審
査
等
の
事
務
処
理
基
準
に
つ
い
て
、
制
度
関
係
部
署
（
年

金
給
付
部
）
に
お
い
て
整
備
を
行
う
。

 

複
雑
な
ケ
ー
ス
等
、
具
体
的
な
事
例
を
示
し
た
事
例
集
の
作
成

等
を
行
う
。

 

・
１
０
月
を
目
途
に
審
査
等
の
事
務
処
理
基
準
を
作
成
し
、
担
当
部
内
で
周

知
徹
底
を
図
る
予
定
。（

具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
も
基
準
の
中
で
整
理
）

 

・
１
３
事
例
（
１
０
ケ
ー
ス
を
含
む
）
の
疑
義
照
会
・
回
答
に
つ
い
て
、
周

知
徹
底
を
行
っ
た
。
（
４
月
１
６
日
に
担
当
部
内
に
お
い
て
周
知
）

 

②
 
時
効
特
例
給
付
支
払
手
続
用
紙
（
様
式
第
６
０
１
号
）
に
つ
い

て
、
見
直
し
を
行
う
。

 

・
様
式
の
見
直
し
を
行
い
、
１
０
月
実
施
を
予
定
。

 

 

（
２
）
処
理
基
準
の
周
知
徹
底

 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

①
 
事
務
処
理
基
準
の
情
報
共
有
の
方
法
（
共
有
フ
ォ
ル
ダ
の
活
用

等
）
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
化
を
図
る
。

 

・
事
務
処
理
に
関
す
る
基
準
類
（
事
務
処
理
基
準
、

Q
＆

A
等
）
は
、
新
た

に
作
成
し
た
担
当
室
内
の
共
有
フ
ォ
ル
ダ
内
に
格
納
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

・
個
別
事
例
の
取
扱
い
等
、
事
務
処
理
に
当
た
っ
て
共
有
・
周
知
す
べ
き
事

項
は
、
メ
ー
ル
等
で
全
担
当
職
員
に
周
知
し
た
上
で
、
新
た
に
作
成
し
た
担

当
室
内
の
共
有
フ
ォ
ル
ダ
内
に
格
納
す
る
こ
と
と
し
た
。
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②
 
処
理
基
準
の
周
知
を
図
る
た
め
、
担
当
部
署
内
で
の
研
修
や
勉

強
会
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
周
知
状
況
の
確
認
を

行
う
。

 

・
新
規
配
属
職
員
に
対
す
る
研
修
に
加
え
、
処
理
基
準
等
の
整
備
・
変
更
時

に
お
け
る
勉
強
会
や
研
修
を
随
時
実
施
。
ま
た
、
現
在
不
定
期
に
実
施
し
て

い
る
演
習
問
題
を
用
い
た
勉
強
会
を
定
期
的
（
年
４
回
程
度
）
に
実
施
し
、

併
せ
て
周
知
状
況
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

③
 
処
理
基
準
等
に
つ
い
て
、
年
金
事
務
所
等
に
情
報
提
供
を
行

い
、
情
報
の
共
有
を
図
る
。

 

・
処
理
基
準
等
に
つ
い
て
、
年
金
事
務
所
等
に
情
報
提
供
を
行
い
、
情
報
の

共
有
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

（
参
考
）

 

･４
月
１
６
日
、
１
０
ケ
ー
ス
の
事
例
概
要
・
取
扱
い
に
つ
い
て
情
報
提
供

 

･
７
月
１
２
日
、
１
３
事
例
の
疑
義
照
会
・
回
答
に
つ
い
て
情
報
提
供

 

   

（
３
）
疑
義
が
あ
っ
た
場
合
の
対
応

 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

①
 
法
制
度
の
解
釈
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て
、
制
度
関
係
部
署
又

 

は
必
要
に
応
じ
年
金
局
に
文
書
に
よ
る
照
会
を
行
う
こ
と
を
徹

底
す
る
。（

機
構
）

 

・
疑
義
照
会
に
つ
い
て
は
、
「
疑
義
照
会
対
応
要
領
」
に
基
づ
き
、
文
書
に

よ
る
照
会
を
徹
底
し
て
い
る
。

 

②
 
文
書
に
よ
り
機
構
か
ら
照
会
を
受
け
た
疑
義
に
つ
い
て
、
標
準

的
な
処
理
期
限
を
設
け
て
、
速
や
か
に
文
書
に
よ
り
回
答
す
る
。

（
年
金
局
）

 

・
受
付
処
理
を
し
て
か
ら
可
能
な
限
り
２
週
間
以
内
に
（
関
係
部
局
等
の
見

解
が
必
要
な
も
の
は
、
見
解
取
得
後
速
や
か
に
）
文
書
に
よ
り
回
答
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
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（
４
）
審
査
体
制
の
改
善

 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

①
 
複
数
担
当
者
（
１
次
担
当
者
、
２
次
担
当
者
）
の
相
互
チ
ェ
ッ

ク
に
お
い
て
、
少
し
で
も
判
断
に
迷
う
処
理
に
つ
い
て
は
、
必
ず

上
位
者
と
協
議
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
。

 

・
上
位
者
と
の
協
議
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
内
会
議
等
を
通
じ
て
周
知
徹
底

し
て
い
る
。

 

（
参
考
）
上
位
者
と
の
協
議
状
況

 

月
当
た
り
審
査
件
数
約
８
千
件
の
う
ち
１
０
件
～
１
５
件
程
度

 

②
 
担
当
部
長
等
は
、
事
務
処
理
の
進
捗
管
理
に
加
え
、
適
正
な
業

務
執
行
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
判
断
困
難
事
例
等
の
対
応
状
況

を
定
例
的
な
会
議
等
を
通
じ
て
確
認
す
る
こ
と
を
徹
底
す
る
。

 

・
担
当
部
室
長
等
が
参
加
す
る
定
例
会
議
（
月
１
回
開
催
）
に
お
い
て
、
進

捗
状
況
の
確
認
に
加
え
、
判
断
困
難
事
例
や
事
務
処
理
上
の
問
題
点
等
に
つ

い
て
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
確
認
内
容
に
つ
い
て
は
、
担
当
理
事
に
報
告

し
て
い
る
。

 

③
 
審
査
内
容
の
統
一
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
定
期
的
に
チ
ー
ム
編

成
を
見
直
す
。

 

・
人
事
異
動
等
を
契
機
と
し
、
チ
ー
ム
編
成
を
定
期
的
に
見
直
す
こ
と
と
し

て
い
る
。

 

（
参
考
）

 

・
４
月
１
９
日
、
審
査
内
容
の
統
一
性
確
保
の
観
点
か
ら
新
裁
時
効
関
連
業
務
の
集

約
を
実
施
。

 

・
６
月
 
３
日
、
人
事
異
動
を
踏
ま
え
、
チ
ー
ム
編
成
の
見
直
し
を
実
施
。

 

④
 
審
査
内
容
の
統
一
性
を
検
証
す
る
た
め
、
上
位
者
に
よ
る
引
き

抜
き
に
よ
る
事
後
点
検
を
定
期
的
に
実
施
す
る
。

 

・
上
位
者
に
よ
る
事
後
点
検
を
実
施
（
機
械
処
理
分
を
除
く
処
理
件
数
の
概

ね
１
％
程
度
）
し
、
毎
月
開
催
の
定
例
会
議
に
お
い
て
、
事
後
点
検
結
果
を

確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

⑤
 
審
査
体
制
の
改
善
の
実
施
状
況
及
び
審
査
内
容
に
つ
い
て
、
監

査
部
に
お
い
て
確
認
を
行
う
。

 

・
上
記
①
～
④
に
つ
い
て
、
２
５
年
度
下
期
に
監
査
を
行
う
。
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 （
５
）
年
金
局
の
機
構
に
対
す
る
積
極
的
指
導
・
監
督

 
 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

①
 
件
数
の
進
捗
管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
処
理
内
容
を
含
め
て
定
期

的
に
報
告
を
求
め
、
時
効
特
例
給
付
の
処
理
状
況
に
関
す
る
指

導
・
監
督
を
行
う
。

 

・
上
記
（
４
）
①
～
④
に
つ
い
て
四
半
期
ご
と
に
報
告
を
受
け
、
時
効
特
例

給
付
の
処
理
状
況
に
関
す
る
指
導
・
監
督
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

②
 
不
統
一
ケ
ー
ス
の
是
正
及
び
再
発
防
止
の
取
組
に
つ
い
て
、
年

 

金
局
に
お
い
て
も
、
進
捗
状
況
の
確
認
な
ど
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を

行
う
。

 

・
年
金
機
構
内
に
設
け
た
検
証
委
員
会
の
開
催
に
併
せ
て
定
期
的
に
報
告
を

受
け
る
と
と
も
に
、
処
理
基
準
の
周
知
徹
底
の
実
施
な
ど
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い

て
は
随
時
、
報
告
を
受
け
、
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

 

 （
６
）
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応

 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

○
関
係
部
署
に
お
い
て
、
法
令
等
違
反
通
報
制
度
等
の
適
切
な
管

理
・
運
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
管
理
職
員
が
常
に
問
題
意
識
を
も

っ
て
職
員
の
意
見
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
く
よ
う
、
徹
底
す
る
。

 

・
全
国
会
議
や
管
理
者
向
け
研
修
、
理
事
長
と
本
部
の
部
室
長
と
の
意
見
交

換
な
ど
の
機
会
を
通
じ
、
管
理
者
の
役
割
・
果
た
す
べ
き
使
命
等
の
意
識
の

徹
底
を
図
っ
て
い
る
。

 

・
職
員
個
々
の
意
見
を
汲
み
上
げ
や
す
い
、
風
通
し
の
良
い
職
場
と
な
る
よ

う
、
朝
礼
や
課
室
単
位
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
に
よ
る
職
員
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
性
化
や
、
「
理
事
長
へ
の
声
」
制
度
や
法
令
等
違
反
通

報
制
度
の
運
用
改
善
及
び
社
内
報
に
よ
る
制
度
周
知
な
ど
の
各
種
取
組
を

行
っ
て
い
る
。
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（
７
）
機
構
及
び
年
金
局
の
責
任
の
明
確
化

 

事
 
 
 
 
 
項

 
対
 
応

 
状
 
況

 

①
 
報
告
書
の
指
摘
（
・
本
件
業
務
の
統
一
を
確
保
す
る
た
め
の
体

 

制
･シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
配
慮
を
し
て
こ
な
か
っ
た
、・

常
に
適
正
に

業
務
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
把
握
し
、
所
要
の
対
応
を
と
る
べ
き
管

理
職
の
任
務
が
十
分
に
果
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
を
踏
ま
え
て
、

調
査
確
認
の
上
、
必
要
な
処
分
等
を
行
う
。
（
機
構
）
 

・
９
月
１
０
日
に
、
役
員
及
び
管
理
監
督
者
の
制
裁
等
を
公
表
。

 

②
 
報
告
書
の
指
摘
（
・
本
件
業
務
に
つ
い
て
現
場
で
生
じ
う
る
混

 

乱
を
予
見
す
る
余
地
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

問
題
の
有
無
を
問
い
か
け
、
指
導
・
助
言
を
行
う
な
ど
の
対
応
を
行

わ
な
か
っ
た
、
・
疑
義
照
会
へ
の
対
応
に
不
備
が
あ
っ
た
）
を
踏
ま

え
て
、
機
構
と
年
金
局
と
の
間
の
業
務
分
担
・
連
携
の
あ
り
方
等
を

調
査
確
認
の
上
、
業
務
実
施
上
の
改
善
点
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、

必
要
な
処
分
等
を
行
う
。（

年
金
局
）

 

・
２
５
年
４
月
２
６
日
に
厚
生
労
働
省
監
察
本
部
が
開
催
さ
れ
、
桝
屋
副
大

臣
を
主
査
と
す
る
「
時
効
特
例
給
付
の
事
務
処
理
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー

ム
」
を
設
置
し
て
書
面
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
上
で
問
題
点
を
整
理
し
、
監

察
本
部
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

 

こ
の
報
告
に
沿
っ
て
業
務
実
施
上
の
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
処

分
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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１
０

ケ
ー
ス

に
関
す
る

調
査

結
果

と
今
後
の

対
応
 

○
調
査
委
員
会
に
お
い
て
は
、
職
員
か

ら
の
問
題
提
起
に
係
る
事
項
・
事
案
の
う
ち
業
務
の
統
一
性
に
か
か
わ
る
と
認
め
ら
れ
た
１
０
ケ
ー
ス
に

 
つ
い
て
調
査
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

 

 

 
調

査
結

果
 

今
後

の
対
応

 

４
ケ
ー
ス

 

「
オ
ー
ル
ゼ
ロ
記
録
」
ケ
ー

ス
 

業
務

処
理
に

不
統
一

が
認
め
ら

れ
、
年

金
受

給

者
の

間
に
不

公
平
が

生
じ
て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
。

 
（

参
考

）
 

追
加

支
給
件

数
 
１

，
３
１
１

件
 

（
約

１
０
億

円
）

 

・
支

払
対
象

者
の
最

終
確
認
を

行
い

、
７

月
か
ら

、
順
次
、

追
加

支
払
を

行
う
。

 
    

差 引 に 係 る ケ ー ス 

ケ
ー
ス
そ
の
１

 

ケ
ー
ス
そ
の
２

 

ケ
ー
ス
そ
の
３

 

６
ケ
ー
ス

 

「
請
求
遅
れ
」
の
ケ
ー
ス

 
現

状
、
業

務
の

不
統
一

が
客
観

的
に

は
明

ら
か

に
な

っ
て
い

な
い
が

、
業

務
の

不
統

一
・

不
公

平

が
生

じ
て
い

る
可
能

性
が
認
め

ら
れ

る
。

 
  

・
業

務
処
理

の
不
統

一
が
な
い

か
検

証
を

行
い
、
必

要
な
対

応
を

行
う
。

 
・

な
お

、
様

式
６
０

１
号
に
つ

い
て

は
、

見
直
し

を
行
う
。
 

  

「
手
番
統
合
」
の
ケ
ー
ス

 

「
手
番
の
重
複
取
消
」
関
連
ケ
ー
ス

 

「
時
効
特
例
計
算
期
間
」
関
連
ケ
ー
ス

 

「
年
金
未
納
期
間
」
関
連
ケ
ー
ス

 

「
６
０
１
号
」
用
紙
関
連
ケ
ー
ス

 

上
記
１
０
ケ
ー
ス
以
外

 

 現
時

点
で
は

、
具

体
的

に
不
統

一
が

生
じ

得
る

類
型

等
を
特

定
す
る

こ
と
は
で

き
な

い
。

 
 

 
・
サ

ン
プ

ル
調

査
の
実

施
等
に

よ
り

不
統

一
が
生

じ
得
る
類

型
が

な
い
か

を
分
析

し
た
上
で

、
必

要
な

検
証
を

行
う
。

 
 

参
考

資
料
１
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時
効

特
例
給

付
の
追
加

支
給

に
つ

い
て
 

 

追
加
支
給
額

追
加
支
給
額

追
加
支
給
額

（
万

円
）

（
万

円
）

（
万

円
）

1
,
0
3
0
件

9
6
0
件

8
7
9
件

7
0
,
4
8
1

1
3
件

9
0
6

2
8
件

3
,
8
1
9

ケ
ー

ス
そ

の
１

2
0
2
件

1
3
2
件

1
1
9
件

3
,
7
7
1

2
件

1
3

3
件

6
7

ケ
ー

ス
そ

の
２

7
2
件

4
7
件

4
1
件

1
,
5
7
6

0
件

0
2
件

3
1

ケ
ー

ス
そ

の
３

7
件

1
6
件

1
5
件

2
3

0
件

0
1
件

2
6

1
,
3
1
1
件

1
,
1
5
5
件

（
1
0
億

円
）

（
8
.
5
億

円
）

「
オ

ー
ル

ゼ
ロ

記
録

」
ケ

ー
ス

差 し 引 き に 係 る ケ ー ス

合
　

　
計

1
,
0
5
4
件

支
給
件
数

確
定

件
数

平
成

２
５

年
７

月
支

給
平

成
２

５
年

８
月

支
給

調
査

委
員

会
の

調
査

時
点

3
4
件

3
,
9
4
3

平
成

２
５

年
９

月
支

給

支
給
件

数

7
5
,
8
5
1

1
5
件

支
給
件
数

9
1
9

（
参
考
）
平
成
２
４
年
１
１
月
以
降
処
理
分
（
９
月
６
日
現
在
）
 ケ
ー

ス
そ

の
１

ケ
ー

ス
そ

の
２

ケ
ー

ス
そ

の
３

支
給

件
数

3
件

1
件

5
件

0
件

9
件

追
加

支
給

額
(
万

円
)

7
1

9
7

0
1
0
5

「
ｵ
ｰ
ﾙ
ｾ
ﾞ
ﾛ
記

録
」

ケ
ー

ス
差

し
引

き
に

係
る

ケ
ー

ス
合

　
　

計

 

参
考

資
料
２
 

（
注

）
９
月

支
給
ま

で
の
追
加

支
給

件
数

は
、
１

，
１
０
３

件
と

な
っ

て
お
り

、
残
り
５

２
件

は
支

払
先
等

の
確
認
中

。
 

235



236

ITTRK
テキストボックス
資料３５



237



238



239



       

  

月
 
分
 

4
月
分
 

5
月
分
 

6
月
分
 

7
月
分
 

備
 

考
 

納
期
限
 

5
月

31
日
 

6
月

30
日
 

7
月

31
日
 

8
月

31
日
 

納
付
日
 

5
月

31
日
 

7
月

31
日
 

（
納

期
限
後

納
付
）
 

7
月

31
日
 

8
月

31
日
 

１
 

法
令
ど

お
り
の

取
扱

い
 

○
 

×
 

×
 

×
 

○
5
月
分
が
納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
6
月

30
日
に
脱

退
し

た
も

の
と

み
な

さ
れ

、
そ

れ
以

降
に

申
出

が
な

か
っ

た
こ

と

か
ら

6
月
分
、
7
月
分
の
納
付
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

収
納
 

過
誤

納
と
し

て
還
付
 

非
該

当
の
た

め
還
付
 

非
該

当
の
た

め
還
付
 

２
 

今
回
の

対
応
案

 

 

法
令
解
釈
の

範
囲
内
で
可
能
な
取
扱
い
 

（
過
去
の
疑

義
解
釈
に
よ
る
取
扱
い
）
 

○
 

×
 

×
 

○
 

○
5
月
分
が
納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
6
月

30
日
に
脱

退
し
た
と
み
な
さ
れ
る
が
、
6
月
分
が
納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
る

こ
と

か
ら

、
そ

の
納

付
日

を
も

っ
て

再
度

付
加

保
険

料
の

納
付

申

出
が

あ
っ

た
も

の
と

す
る

取
扱

い
（

旧
社

会
保

険
庁

時
代

の
疑

義

解
釈
に
よ
る
取
扱
い
を
適
用

）。
 

○
ケ
ー
ス
①
及
び
②
を
当
該
取
扱
い
に
統
一
す
る
。
 

こ
の
方
法
に
よ
る
還
付
対
象
者
数
（
推
計
）

21
.8

万
人
 

収
納
 

過
誤

納
と
し

て
還
付
 

非
該

当
の
た

め
還
付
 

収
納
 

法
令

の
規

定
が

未
適

用
の

ケ
ー

ス
 

 
 

 
 

 

３
 

ケ
ー
ス

 
①
 

納
期
限
後
納

付
の
還
付
処
理
は
適
用
 

納
付
辞
退
の
処
理
が
未
適
用
扱

い
 

○
 

×
 

○
 

○
 

○
5
月
分
が
納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
6
月

30
日
に
脱

退
し
た
と
み
な
さ
れ
る
が
、
6
月
分
が
納
期
内
に
納
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
も
っ
て
有
効
と
し
て
い
る
。
 

 
仮

に
こ

の
方

法
で

処
理

し
た

場
合

の
還

付
対

象
者

（
推

計
）

14
.2

万
人
 

収
納
 

過
誤

納
と
し

て
還
付
 

収
納
 

収
納
 

４
 

ケ
ー
ス

 
②
 

納
期
限
後

納
付
の
還
付
処
理
及
び
 

納
付
辞

退
の
処
理
が
未
適
用
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
還
付
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 

 

収
納
 

収
納
 

収
納
 

収
納
 

○
納

期
限

ま
で

に
納

付
し

な
か

っ
た
と

き
は

、
そ

の
納

期
限

の
日
に

納
付

す
る

者
で

な
く

な
る
申

出
を

し
た

と
み

な
す

。
（
国

民
年

金
法
第

8
7
条

2
第

4
項

）
 

 
※
年
金
機
能
強
化
法
に

よ
り

平
成

2
6
年

4
月

か
ら

撤
廃
。

 

○
納

期
限

ま
で

に
納

付
し

な
い

た
め
に

納
付

辞
退

と
み

な
さ

れ
た
者

が
、

そ
の

納
期

限
未

経
過
の

保
険

料
を

納
付

し
た

場
合
は

、
納

付
申

出
が

あ
っ

た
も
の

と
み

な
し

て
取

扱
う

。
 

（
過

去
の

疑
義

解
釈

(「
国
民
年
金
質
疑
応
答
要
覧
」
旧
社
会
保
険
庁
国
民
年
金
課
編
集

 昭
和

45
年

6
月
改
正
版
)）

 

付
加

保
険
料
納
付
期
限
経
過
後
の
事
象
 

（
ケ

ー
ス
①
、

ケ
ー

ス
②

に
つ

い
て

、
法

令
及
び

過
去

の
疑

義
解

釈
に

合
わ
せ

た
取

扱
い

を
予

定
）

 

※
こ

の
表

は
、

5
月
分
保

険
料

が
6
月

30
日
の

口
座

振
替
時

に
残
高

不
足

の
た

め
納

付
さ

れ
ず
、
7
月

31
日
に

6
月
分

保
険
料
と
あ
わ
せ
て
口
座
振
替

さ
れ

た
ケ

ー
ス

を
例

に
し

て
い
る

。
 

※
還

付
対

象
者

数
は

、
納

期
限

経
過
後

納
付

記
録

等
を

有
す

る
者
の

デ
ー

タ
を

用
い

て
日

本
年
金

機
構

に
お

い
て

粗
い

推
計
を

行
っ

た
も

の
。
 

※
網

掛
け

さ
れ

た
部

分
が

、
今

回
の
還

付
対

象
範

囲
で

あ
る

。
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（
単

位
　

千
人

　
千

件
）

2
0
歳

未
満

2
2
,5

9
6

3
2
7

-
-

6
1
歳

1
,9

1
2

1
,8

1
0

1
0
2

 
2
0
歳

1
,2

3
4

3
9
1

8
4
3

 
6
2
歳

2
,0

5
5

1
,9

6
6

8
9

 
2
1
歳

1
,2

2
1

1
,2

4
5

 
2
4

6
3
歳

2
,2

4
8

2
,1

5
3

9
5

 
2
2
歳

1
,2

4
2

1
,2

5
0

 
8

6
4
歳

2
,2

2
8

2
,1

9
5

3
3

 
2
3
歳

1
,2

7
0

1
,2

8
5

 
1
5

6
5
歳

2
,1

1
4

2
,2

4
1

 
1
2
7

2
4
歳

1
,3

0
4

1
,3

5
5

 
5
1

6
6
歳

1
,3

1
9

1
,7

3
1

 
4
1
2

2
5
歳

1
,3

3
5

1
,3

9
1

 
5
6

6
7
歳

1
,4

1
1

1
,2

1
7

1
9
4

 
2
6
歳

1
,3

6
0

1
,4

3
6

 
7
6

6
8
歳

1
,7

1
0

1
,5

2
6

1
8
4

 
2
7
歳

1
,4

1
6

1
,4

8
0

 
6
4

6
9
歳

1
,6

5
1

1
,6

9
6

 
4
5

2
8
歳

1
,4

6
0

1
,5

3
5

 
7
5

7
0
歳

1
,6

8
7

1
,6

0
7

8
0

 
2
9
歳

1
,4

7
8

1
,5

8
0

 
1
0
2

7
1
歳

1
,6

3
1

1
,6

7
6

 
4
5

3
0
歳

1
,4

8
3

1
,6

0
1

 
1
1
8

7
2
歳

1
,4

7
0

1
,5

3
8

 
6
8

3
1
歳

1
,5

0
0

1
,5

9
8

 
9
8

7
3
歳

1
,2

6
8

1
,3

5
2

 
8
4

3
2
歳

1
,5

6
7

1
,6

2
4

 
5
7

7
4
歳

1
,3

4
0

1
,2

4
0

1
0
0

 
3
3
歳

1
,6

0
7

1
,7

0
7

 
1
0
0

7
5
歳

1
,3

5
8

1
,3

9
3

 
3
5

3
4
歳

1
,6

7
6

1
,7

6
3

 
8
7

7
6
歳

1
,3

3
9

1
,3

1
0

2
9

 
3
5
歳

1
,7

1
8

1
,8

1
0

 
9
2

7
7
歳

1
,2

5
8

1
,3

0
2

 
4
4

3
6
歳

1
,8

0
3

1
,8

4
1

 
3
8

7
8
歳

1
,1

6
3

1
,1

8
8

 
2
5

3
7
歳

1
,8

8
6

1
,9

1
7

 
3
1

7
9
歳

1
,1

3
5

1
,1

2
3

1
2

 
3
8
歳

1
,9

8
9

2
,0

2
7

 
3
8

8
0
歳

1
,0

7
7

1
,1

2
6

 
4
9

3
9
歳

2
,0

2
5

2
,0

8
9

 
6
4

8
1
歳

1
,0

0
2

1
,0

2
0

 
1
8

4
0
歳

1
,9

8
6

2
,0

7
9

 
9
3

8
2
歳

9
1
5

9
6
8

 
5
3

4
1
歳

1
,9

3
5

2
,0

3
2

 
9
7

8
3
歳

8
5
2

8
7
6

 
2
4

4
2
歳

1
,8

8
1

1
,9

5
5

 
7
4

8
4
歳

7
8
5

8
3
9

 
5
4

4
3
歳

1
,8

5
3

1
,8

9
6

 
4
3

8
5
歳

7
1
5

7
4
7

 
3
2

4
4
歳

1
,8

1
4

1
,8

9
2

 
7
8

8
6
歳

6
5
3

6
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優秀賞 徳島県 Ｍ 様（６０代 女性）       ＜平成 25 年度作品＞ 

 

それは一通の封書から始まった。 

今から５年前のことである。一人暮らしをしている母に手紙が届いた。８６歳

だった母は、見慣れぬ茶封筒を差し出しながら言った。 

「コレ、今、はやりのオレオレ詐欺だと思うんやけど」 

「え～！とうとうお母さんのところにまで来たの？」 

 どれどれと手に取ってみると、表書きに赤い印刷文字で『年金加入記録のお知

らせです』とある。何らかの書類を出したら、貰い損ねていた年金をくれるらし

い。差出人は社会保険庁。『ねんきん特別便専用ダイヤル』なる電話番号も記載さ

れ、これが『オレオレ詐欺』というのなら入念な仕上がりである。 

 よくよく読んでみると、社会保険業務センターが所持する古い年金加入記録に

母の名前が見つかったと書かれている。雇い主は『県食糧営團』である。「お母さ

んが若い頃に勤めていたところが、厚生年金をかけてくれてたみたいよ」と言う

と、母は「そんなん覚えがない」と笑っている。 

 若かりし頃の母が勤務していた『営團』は、第二次世界大戦中に国家統制の必

要性から設立されただけに年金等の事務管理もきちんとなされていたようだ。取

りあえずは回答葉書を出してみようよと軽い気持ちで投函した。１カ月前後で返

事が貰えるということだったが、それから実際に母が年金を手にするには、まだ

まだ長い日々が掛かることになった。 

 確認をとるために年金事務所へ電話をかけても、殆ど一日中、電話は繋がらな

かった。業を煮やした私が直接、年金事務所へ出かけてみると、事務所には椅子

に座れないほどの人があふれ、ここでも待ち時間の長さにうんざりした。これで

は母が生きているうちに、年金が貰えるのだろうかと心配になってくる。 

 一方で、この思いがけない通知は、私たち親子にちょっと楽しみをもたらした。

当の本人さえ忘れていた昔の記憶を辿ることで、母と会話する時間が増えていっ

たのである。 

父母は、昭和１９年に結婚した。たった１枚残る写真には、角隠しに自分で縫

い上げた黒留袖を着た花嫁と、その傍らに軍服姿の父が写っている。父２９歳、

母２３歳の時のことである。父が遺した自分史をひもとくと、戦地部隊に結婚願

を出した父は、御用船で一時帰国している。この船は兵隊を降ろした後、引き返

「わたしと年金」エッセイ 
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す途中で潜水艦攻撃を受けて沈没。危うく難を逃れた父は、１１日間だけ母と暮

らし、また戦地へと旅立った。自分史の中で父は、「それは家内にとっても私にと

っても大きな賭けであった」と記している。夫婦が生きて再会できるのかどうか、

母が戦争未亡人になる可能性は大きかったのである。実際にその後、終戦を迎え

ても父の生死はわからなかった。 

 終戦の翌年になって、突然、父が故郷の家の前に立つまでの２年余り、母はど

んな思いで父の帰りを待っていたのだろう。その頃に薦めてくれる人があって『食

糧営團』へ勤め始めたのである。当時の配給制度は複雑多岐に渡り、米麦のほか

雑穀、馬鈴薯、麺類にパン等々と細かく分かれている。家族数や年齢によっても

違ってくる。早朝から帳簿と首っ引きで調べ算盤をはじいても、暗くなるまで村

民の列が途切れることはなかった。誰にでも出来る仕事ではない。川向こうの町

から嫁に来た身では、ずいぶんと気を遣う仕事だったはずだ。若く美しい母の写

真を眺めながら昔語りに耳を傾けていると、「そういえば祖父ちゃんも営團に勤め

ていた」と言い出した。 

出産を期に、母の代わりに父が雇われ営團の仕事をひき継いだという話は聞い

たことがある。しかし、既に父は他界している。年金のイロハも知らない私の質

問に、年金事務所の職員さんは実に丁寧に応えてくれた。このときの対応がなけ

れば、役場や法務局へ出かけて書類集めをする気力は続かなかっただろうと今も

感謝している。書類を揃え、手順を踏んで調べて貰うと確かに父の厚生年金は存

在していた。生前に貰えなかった父の年金を遺族年金として貰うこともできるら

しい。その場合、母の年金は半額支給となる。金額は僅かの違いであったが、母

は遺族年金を貰う方を選んだ。 

母にとって、この年金には、亡き夫との苦しかったけれど、充実していた頃の

想い出が添えられているに違いない。後年、「戦場では一瞬の差で生死が別れるこ

とも多かった」と話していた父の口癖は、「最高です！」と「私は運が良かった。」

だった。遺族年金を遺した父は、確かに運が良かったのだ。「祖父ちゃんのお陰じ

ゃ」と喜んだ母は、いただいた年金を娘二人と孫達にまで分け与えてくれた。 

 長い時間が掛かったが、地道な作業で老父母の年金を捜し出してくれた日本年

金機構は、私たち家族に父の笑顔を思い出させてくれた。父の遺した遺族年金は、

ともに生き共に苦労した母への「最高の贈り物」になったのである。現在、母は

９１歳。今も元気で晴耕雨読の日々である。 

244


	2_140115_（ページ番号あり、表紙なし）説明資料統合版.pdfから挿入したしおり
	35.時効援用しない事務処理誤りに係る認定基準.pdfから挿入したしおり
	【給付指2012-196】①時効特例法の施行後に受給権が発生する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の援用に関する対応（指示・依頼）.pdf
	加工用　【給付指2012-196】①時効特例法の施行後に受給権が発生する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の援用に関する対応（指示・依頼）
	指示依頼.pdf
	年管発０９０７第６号
	年管管発０９０７第４号
	【時効援用】指示・依頼（本文）
	表紙.pdf
	目次
	本文
	実施要領別添
	120831【時効援用】別添「時効のに係る判断基準」.pdf
	120831事務処理誤りに関する事実認定の判断基準

	別紙①～⑤・フロー
	【時効援用】別紙①.pdf
	230401改正

	別紙②チェックシート
	Sheet3

	別紙③事実認定シート
	（22（別紙1）)

	⑦別紙④様式第128号
	別紙⑤消滅時効援用通知書
	表面
	裏面

	コピー⑨進達フロー_（新規裁定）
	Sheet1

	コピー⑩進達フロー_（再裁定）
	再裁定
	諸変更


	120905【時効援用】Ｑ＆Ａ修正





